
6月26日障害保健福祉関係主管課長会議資料（資料2関係）の訂正について  

○資料2－1  

・2枚目の現行の手元に残る額について、以下のとおり訂正します。  

「1，500円」（誤）→「約5，000円」（正）  

「1．8万円／年」（誤）→「6．0万円／年」（正）  

○資料2－2  

・2枚目の1．’（2）⑤イについて、以下のとおり訂正します。  

「工賃等収入から控除の上、残りの額を」（誤）→削除  

「・Ⅱ－②年金等収入については、50％を乗じる。」（誤）   

→「・Ⅱ一②年金等収入の場合は、50％を乗じる。（対象者がその他生活費2．5万  

円の者でただし書きに該当する場合を除く）」（正）  

○資料2－3  

・個別減免の18年10月以降の対象者について、以下のとおり訂正します。  

「特定旧法指定施設入所者」（誤）→「特定旧法指定施設入所者（20歳以上）」（正）  

・社会福祉法人減免の18年10月以降の対象者について、以下のとおり修正します。   

「特定旧法指定施設利用者（適所に限る）」（誤）→［特定旧法指定施設入所者」（正）  

○資料2】4  

・2枚目の「5 児童福祉法との切り分け］について、以下のとおり訂正します。  

「5の（3）」（誤）→「資料2－5の3」（正）   
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高額障害福祉サービス真について  

医療型障害児施設（療養介護）の利用者負担の認定について  

サービス利用計画作成費について  

事業者指定事務について  

重度障害者等包括支援について  

居宅介護従業者等養成研修について  

サービス管理責任者研修について  

国立更生援護施設の入所事務等について  

障害児施設の契約等について  

地域生活支援事業に係る主な変更点  

地域生活支援事業実施要綱（稟）  

地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について（案）  

補装具真の支給制度について  

補装具について（案）  

「身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会」報告書  

障害福祉計画について  

障害福祉サービス事務処理システムについて  

精神保健福祉法改正関係について  

精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律について  

自殺対策基本法の成立について  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈10月施行時点の条文〉  

経過措置対象外となっている障害手駒上サービスの取扱いについて  

障害程度区分について  

参考資料①障害者自立支援法関係Q＆A  

参考資料②障害者自立支援法施行令の一部改正の概要  

○厚生労働省告示第395号（平成18年6月26日）   

障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並び   

に自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針   



障害保健福祉関係主管課長会議日程  
平成18年6月26日（月） 於 三田共用会議所1階講堂  

区  時  間   時  間  帯   

（受  付）   （30）   （10：00～10：30）   

障害保健福祉部長挨拶   10   10：3 0～10：40   

①支給決定事務について  10O 10：40・－10：50  
（障害福祉課）  

②利用者負担の見直しについて  10O 10：50・－1・1：00  
（障害福祉課）  

③障害程度区分について  5  11：00・－11：05  
（精神・障害保健課）  

④サービス利用計画作成費について  10O 11：05～11：15  
（障害福祉課）  

⑤経過措置の内容について  5  11：15～11：20  
（障害福祉課）  

⑥事業者指定事務について  20  11：20～11：40  
（障害福祉課）  

⑦重度障害者等包括支援の内容に  10O 11：40′、′11：50  

ついて（障害福祉課）  

⑧ホームヘルパー養成研修のカリキュ  10O 11：50・－12：00  
ラムについて（障害福祉課）  

⑨サービス管理責任者研修について  5  12：00′・′12：05  
（障害福祉課）  

⑩国立更生援護施設の入所事務等につ  5  12：05～12：10   
いて（施設管理室）  

（昼   食）   （60）   12：10～13：10   
⑪障害児施設サービスの利用契約制へ  20  13：10～13：30  

の移行に伴う事務処理について  

（障害福祉課）  

⑫地域生活支援事業について  155 13：30～13：45  
（地域生活支援室）  

⑬補装具責について（地域生活支援室）  10  13：45～13：55   

⑭「身体障害者補助犬法の施行状況に  5  13：55～14：00  
関する検討会」における検討の経過  

について（地域生活支援室）  

⑮障害福祉計画について（企画課）  10  14：00～14：10   

⑯事務処理システム等について  30  14：10～14：40  
（企画課）  

⑰精神保健福祉法に係る改正事項につ  20  14：40～15：00   
いて（精神・障害保健課）  

（休   憩）   （30）   15：00′・′15：3 0  



支給決定事務につい て  

※今後の検討により、取扱いを一部変更することがあり得る。  

平成18年6月26日  

厚生労働省社会・援護局   

障害保健福祉部   
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支給決定について  

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害  
者の心身の状況（障害程度区分）、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、  
④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。  
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平成18年10月に向けた支給決定事務の主な留意事項  

○ 適切かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、  
（個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給  

めておくことが望ましいこと。  量を定める基準）  

あくまで国が市町村の給付費の支弁額に対し  ○ その際、  
て国庫負担する際の一人当たりの基準額であり、当該基準績が  
者に対する支給量の土塀となるものでは如ことに留意するとともに、支  
給決定に当たっては、照勘案事現に関する  
一人ひとりの事情を踏慕えて適切に往iこと。  

○  支細 れる   

場合はし支給決定案について車鵬章見を聴いた上で胆別に適切  
こと。  
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平成18年10月に向けた支給決定事務の流れ  

時期   支給決定手続   留意事項   

～7月  ①18年10月以降のサービス利用に係る支給  

申請の取得   
じて適切な事務処理スケジュールを設定する。  

→障害程度区分の認定を要する（介護給  
付）か否かを把握  

○旧法指定施設を引き続き利用する者は、みなし  

②認定調査の上、介護給付希望者について  支給決定されるが、施設が施行時に新体系に移行  

は障害程度区分を認定（訓練等給付はスコ  
する場合は支給決定が必要になること、また利用  

アを算出）  
者が他の新体系事業を希望することも考えられる  

ことから、施設とも連携しながら、施行時におけ  

る施設の移行の有無、利用者の利用意向を把握す  
8月  る（特定旧法受給者であることも併せて把握整理  

新体系サービス）も踏まえ、サービス利用  しておく必要がある。）。  

意向その他の勘案事項を調査、把握  
○国立施設は経過措置なく18年10月から障害者支  

9月  援施設に移行。入所者にも9月中に施設入所支援  

← 支給決定基準と異なる（＝非定型）支   及び当該施設が行う日中活動サービスの支給決定  

給決定をする場合は市町村審査会の意見  を行う必要がある。  

を聴取  
018年4月分以降、既に利用者負担上限月額を認  

⑤支給決定通知を行うとともに、受給者証  定している者については、18年10月においては見  

を交付 
凸  

直しをしなくても差し支えない。  

利用者はサービス事業者と利用契約を締結  



支給決定するサービスの種類及び区分  

訓練等給付  介護給付  

・自立訓練（機能訓練）  

■自立訓練（生活訓練）  

・就労移行支援  

・就労移行支援（養成施設）  

・就労継続支援（A型）  

・就労継続支援（B型）  

・共同生活援助  

■居宅介護（身体介護、家事援助）  

・重度訪問介護  

・行動援護  

・重度障害者等包括支援  
・児童デイサービス  

・短期入所  

・療養介護  

一生活介護  

・共同生活介護  

・施設入所支援  

・旧法施設支援   

→支援章制度と同様の区分とする  

（※）児童デイサービスを利用する場合を含め、障害児については新たな障害程度区分の認定を行わない。   
また、旧法施設支援には、従来の障害程度区分A、B、Cを適用。  
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平成18年10月以降における支給決定内容整理表  

サービスの種類  支給量を定める単位   その他支給決定する内容   

身体介護中心   時間（30分）／月   1回当たり利用可能時間数  

居宅介護  

家事援助等中心   時間（30分）／月   1回当たり利用可能時間数   

重度訪問介護  時間（30分）／月   移動中介護加算の時間数、7．5％加算対象者、15％加算対象者   

行動援護  時間（30分）／月   くなし）   

重度障害者等包括支援  単位／月   共同生活介護利用型   

療養介護  日／月   （なし）   

児童デイサービス  日／月   （なし）   

短期入所  日／月   単価区分（児）、医療型（療養介護対象者、重症心身障害児、その他）   

生活介護  日／月   （なし）   

自立訓練  日／月   精神障害者退院支援施設加算対象者   

就労移行支援  日／月   精神障害者退院支援施設加算対象者   

就労継続支援  日／月   障害基礎年金1級受給者   

共同生活援助  日／月   自立生活支援加算対象者   

共同生活介護  日／月   経過的居宅介護利用型、重度障害者支援加算対象者、自立生活支援加算対象者   

施設入所支援  日／月   （なし）   

旧法施設支援（通所）  日／月   障害程度区分、障害の別（身）、加算（重度重複、強度行動障害（知））   

旧法施設支援（入所）  日／月   
障害程度区分、障害の別（身）、加算（重度重複、遷延性（療）、ALS（療）、  

強度行動障害（知）、自活訓練（知））   
6   

（※）受給者言正への記載方法等の詳細は、別途事務処理要領の中で提示予定。  
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「市町村審査会の運営について（平成1昨3月17日障発第0317006号厚生労働省障害保健福祉部長通知）  

J仇1T ；－抜粋－  

初回の認定については、市町村事務処理の平準化のため、審査会の意見を踏まえて3年6か月までの範  
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○ 経過措置を適用して平準化を行うか否か、また、行う場合にどのような期間やルールで行う  
かは市町村の任意である。  

○く軍誓佳雛宕絹警聖賢綿需如絹墓芸お墓査讐嬰ち三三克た品評誓更悪筆雪悪果綿   
における平準化に係る事務処理方針は、市町村審査会と調整することが望ましい。   

○ 個別ケースの延長、短縮にかかる留意点は次のとおり。   
① 個別のケースの延長、短縮については、障害程度区分の有効期間の終了とサービスの支給  

期間の終了が連動していることを踏まえながら決めていく必要がある。  

② 市町村審査会の判定の結果付された有効期間＋－（プラスマイナス）6か月間の範囲で割  
り振りをすることが望ましいが、より平準化する必要がある場合はこの限りでない。  

《平準化の例》  

・19年4月以降の36か月間に割り振る。（3年間の各月において平均的に更新事務を行う。）  
・21年度の12か月間に割り振る。（1年間の各月に更新事務を集中させる。）  
・割振りは、生年月日を基準とする、住所を基準とする 等  

③ なお、全体を平準化した結果、個別ケース間で市町村審査会での判定の結果と大きな敵靡  
が生じないようにできる限り配慮することが望ましい。（敵歯吾がある例：ケースAは市町村  
審査会では1年という意見→平準化のため1年6か月と決定 かつ ケースBは市町村審査  
会で3年という意見→平準化のため1年と決定）  

④ 市町村審査会で有効期間が3～6か月と判定された者については、特に、短期間で状態の   
変動が想定されるためこのような有効期間が設定されたことに鑑み、市町村審査会の意見ど  
おりの有効期間とすることが望ましい。  
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平成18年10月以降における支給決定の有効期間の取扱い  

○ 支給決定の有効期間は、原則として障害程度区分の有効期間（最長3年間）と吊   

一期間とする。  

○ ただし、居宅介護等にあっては、利用するサービス量が比較的短期間に変わりう  
るため、支給決定の有効期間を  とする。  

→ 障害程度区分の有効期間の範囲内で更新し、残存期間が支給決定を行おうとす   
る有効期間よりも著しく短い場合（3か月以下を目安）、障害程度区分を改めて   

認定できるものとする。  

○ グループホーム及びケアホームについては、基本的には最長3年間とするが、地   

域移行型ホームに入居する者については、最長2年間の支給決定を行うものとする。  

○ 自立訓練等有期限を設定するサービスの支給決定（更新を含む。）については、   

別紙のとおり。 （暫定支給決定の具体的な取扱いは別途提示）  

○ なお、旧法施設支援については、入通所とも、現行どおり最長3年間とする。   

（平成18年10月1日のみなし支給決定時は支援費支給決定の残存期間）  

10   



平成18年10月以降における支給決定の有効期間  

支給決定の有効期間（※1）   障害程度区分の有効期間  
サービスの種類  取扱いの考え方等  

轟 短   最 長   最 短   最 長   

居宅介護  ○支給決定の有効期間は、原則として障害程度区分の  

有効期間と同一期間とする。  
重度訪問介護  ○ただし、居宅介護等にあっては、利用するサービス  

行動援護  量が比較的短期間に変わりうるため、支給決定の有効  

1か月   1年   期間を最長1年間とする。  
重度障害者等包括支援  →障害程度区分の有効期間の範囲内で更新をし、残  

介  3か月   3年  
存期間が支給決定を行おうとする有効期間よりも著  

護  
しく短い場合（3か月以下を目安）は、障害程度区  

短期入所  分を改めて認定できるものとする。  
給  ○施設入所支援の支給決定の有効期間は、併せて支給  
付  決定する日中活動サービス（施設入所支援の利用要件  

生活介護  
となるサービス）の有効期間を超えることができない。  

1か月   3年  ○旧法施設支援の支給決定の有効期間は、入通所とも、  

施設入所支援  現行どおり最長3年間とする。  

旧法施設支援  （※2）   （※2）  

共同生活介護  3年  3か月   3年   

1か月  地域移行型ホーム  

共同生活援助  2年  

就労継続支援  1か月   3年  ○ 暫定支給決定を行う。  

訓  

練  （スコア）   （スコア）  【有期限設定あり】《詳細別紙》   

等  機能訓練   有効期間   有効期間  ○ 暫定支給決定を行う。   

自立訓練  なし   なし   ○当初は最長1年間（暫定期間を含む）の支給決定と  

付  1か月   1年  し、継続して利用が必要な場合は標準利用期間の範囲  
生活訓練  内で1年毎に更新。標準利用期間を超えて更に利用が  

必要な場合は、市町村審査会の審査を経て、最大1年  

就労移行支援   間の更新が可能（原則1回）。  

（※1）表中の期間に、支給決定日の属する月の末日までの期間が加わる。  

（※2）現行支援費制度の障害程度区分（ABC）を適用。  
11   



自立訓練・就労移行支援（有期限サービス）の利用期間について  

1．標準利用期間  

（1）事業者は暫定支給決定期間中に利用者に対するアセスメントを実施。  

（2）事業者はアセスメントの結果に基づき、以下の標準利用期間（暫定支給決定期間を含む。）の範  

囲内で、サービス提供期間を設定し、これを踏まえて作成した個別支援計画を利用者へ交付。  

機能訓練・・・18ケ月  

生活訓練‥・36ケ月（長期間に渡って、病院に入院していた者、施設に入所していた者）  

24ケ月（上記以外の場合）  

就労移行支援・‥24ケ月  

（3）利用者は当該個別支援計画に基づき、市町村へ本申請し、市町村は当初、1年間を支給決定。  

2．利用期間の更新  

（1）サービスの長期化を回避するため、当初支給決定期間は1年間までとする。  

（2）1年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き絞きサービスを提供することによる  

改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、1年ごとに支給決定期間  

の更新が可能。  

（3）標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別  

審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能（原則1回）。  12   



3．減算の取扱い  

（1）利用期間（利用を開始した日から、各月末日までの間の日数）が1年間以上である利用者の利  
用期間の総和を利用者数で割り戻した日数が、標準利用期間に6ケ月を加えて得た日数を超える  
場合に、5％減算する。  

（2）平均利用期間は毎月算定し、減算期間は減算事由に該当した月の翌月から、解消月までの間   
とする。  

（3）旧体系から移行した利用者については、利用期間の起算日を当該移行した日とする0  

長塩鼻血盈画 帳   

標準利用期間経過後、原則、利用者の状態像に応じ、地域生活や他のサービス利用へ移行することとなるが、同一施設の  
別事業が利用できない等の場合には、5年間引き続き利用が可能0ただし、これらの者を含めて、減算の対象とする0  

【利用期間の更新の取扱いのイメージ】  市町村審査会の審査が不要  
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平成18年10月における支給決定の有効期間に係る経過措置について  

平成18年10月の支給決定時においては、障害程度区分の有効期間の経過措置（3か月から3年6か月の  
I ；範囲内で割振り可）と同様、サービスの種類ごとに定める支給決定の有効期間（最長期間）について、最長期  
：間プラス6か月の範囲内で、市町村が有効期間を事務的に割り振ることが出来る経過措置を講じることとする…  
‡（有期限のサービスを除く。）。  
■●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－＿＿＿＿－＿＿－－－●－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－J  

■市町村における運用の例（平準化の実施の有無及び実施する場合の方法は任意）   

○ 障害程度区分の有効期間（最長3年）と支給決定の有効期間（最長3年）が同じサービスについては、各申請者の平準化し  
た障害程度区分の有効期間に合わせて支給決定の有効期間を設定する。《例：7か月から42か月の36か月間に平準化》   

○ 支給決定の有効期間（最長期間）が1年のサービスについては、各申請者の平準化した障害程度区分の有効期間を踏まえて、  
各々の支給決定の有効期間を設定（年を基準にして同じ月数をプラスマイナス）し、障害程度区分の有効期間の終期と、1年  
ごとに支給決定していった場合の有効期間の終期を合わせる。《例：7か月から18か月の12か月間に平準化》   

○ 自立訓練等有期限のサービスについては、通常どおり、訓練が必要な期間等に応じて支給決定の有効期間を設定する。  

居宅介護に係る支給決定期間の平準化イメージ（例）  
＋6か月  

′－一人・－－・＼  

支給決定の有効  

期間の終期  

し㌦ノ  

＋6か月  1年  

同期間で支給決定  

更新（1年）  
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平成18年10月以降における利用者負担の見直し時期  

支給決定の有効期間  利用者負担の見直し時期   
サービスの種類  

（標準）   
取扱いの考え方等  

最 短   最 長   

居宅介護  01年より短い支給決定の有効期間を定める  

こと等により、左欄の見直し時期により難い  
重度訪問介護  場合は、市町村が、個々のケースに応じて適  

行動援護  切と考える時期に見直しを行う。  

1か月   1年   支給決定の更新時  その場合、利用者負担の見直しが、毎年、  

重度障害者等包括支援  原則として前年収入（1月から6月までは前  

児童デイサービス  
々年）に応じて行われるものであることに鑑  

介  
護  

み、適切な期間で見直しがなされるよう配意  

給  
短期入所  すること。  

付                                     療養介護  

生活介護  
1か月   3年   

施設入所支援  

旧法施設支援  毎年7月  

共同生活介護  3年  

1か月  地域移行型ホーム  

共同生活援助  2年   

訓   1か月   

練  

3年  

等  機能訓練   

給  

付  生活訓練  1か月   1年   支給決定の更新時  

就労移行支援   

15  



支給決定及び変更決定の取扱いについて  

支給決定の方法  
※暫定支給決定の要素は捨象している（詳細は別途提示）  

○ 障害福祉サービスの種類ごとに支給決定を行う 。   

※ 複数のサービスについて同時に支給決定を受けようとする場合は、1通の支  

給申請書（支給決定通知書も1通）により行うことは差し支えない。   

※ 障害者支援施設への入所については、施設入所支援とその他の施設障害福祉  

サービスの支給決定を併せて行う。  

2 支給決定の有効期間の運用  

（1）1のとおり、障害福祉サービスの種類ごとに支給決定を行うものとするが、  

・ 受給者の管理上、一人の利用者について必要以上に異なる支給決定の有効  
期間（終期）が設定されることは好ましくないこと、  

・ 支給決定の更新時には、サービスの組み合わせの適否についても改めて評  

価することが適当な場合があること  
ぎれのグ  から、運用上、次のサ堺  

ループごとに有効期間の終期を合わせるものとする。  

① 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、児童デイサービス∴短期入戸   
援、旧法 

② 封 舌介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支施設支援（適所）  
（2）施設入所支援は、その他の施設障害福祉サービスに係る支給決定の有効期間を   

超えないこと。 （通常は同一の有効期間で支給決定）  16   



3 変更申請が認められる場合   

○  有効期間内における支給量の増減 《支給量の変更》  

（注）利用する障害福祉サービスの種類を切り替える場合は、変更申請ではなく、   

従来の利用サービスに係る支給決定の取消しと今後利用するサービスの新た   

な支給決定の手続により行う。（市町村が変更手続に準じた方法で当該手続   

を一体的に行うことは可能。）  

4 変更決定時における有効期間の取扱い   

○ 原決定の有効期間の終期は変えずに支給量のみ変更を行う。  

｛◆ 具体的な運用例は、次頁を参照0  
17   



例1）訪問系サービスを途中から併給する場合  
支給皇の変更時には  

支給決定の有効期間  

は変えない。  
変更決定   

21．4  
支給決定   

20．10  

∇  

支給決定  

19．10  

▽  

支給決定  

18．10  
∇  

居宅介護  

（支給量の変更）  支給決定  

19．4  
∇   

（サービスの種類の追加）   

行動援護  

居宅介護の支給決定の有効期間  

に合わせて支給決定を行う。  

例2）入所による自立訓練を経て地域移行する場合  

支給決定  

18．10  

∇  

支給決定  

19．10  

▽  

自立訓練  

施設入所支援は、自立訓練の支給決定の  
有効期間に合わせて支給決定を行う。  

施設入所支援  
取消決定   

21．4  

∇  
×…ト  就労継続支援（B型）  ■ ■ ■ ■   

支給決定の有効期間の満了前に利用するサービスの  
種類を切り替える場合は、従前の支給決定を取り消  
し、今後利用するサービスについて新たな支給決定  

を行う。  

∇  就労移行支援  
ー・－－→（一般雇用）  

（サービスの種類の切り替え）  
18   

共同生活援助  



例3）日中活動サービスを最初から併給する場合  

支給決定  

19．10  

∇  

支給決定  

18．10  
∇  

自立訓練  

（生活訓練）  

就労継続支援  

（B型）  

自立訓練の支給決定の有効期間に合わせ  
有効期間を設定する。  

例4）日中活動サービスを途中から併給する場合  

取消決定   

20．10  

∇  

変更決定  

19．10  

▽  

支給決定  

18．10  

▽  
■米…■ト  

生活介護  
■ ■ ■ ■ ■ ■   

（支給量の変更）  

支給決定   

19．10  
▽  

当初の有効期間を変更する必要はないが、  
併給を踏まえて必要な変更決定等を行う。  自立訓練  

（生活訓練）  

就労継続支援  

（B型）  

19   



平成18年10月からの障害福祉サ1ビス受給者証等について  

20   



障害福祉サービス受給者証について  

受給者証は、支給決定障害者等につき、一つの受給者証を交付する。＊  

市町村は、障害者自立支援法の支給決定の際、利用者に受給者証一枚だけを交付し、  
旦ニビス種別ごとlこ受給畳証を発行しない。  

受給者証番号は、韮二枚叶重量を使用すること。  

＊同一保護者が複数の障害児に係る支給決定を   

受ける場合には、各々の障害児に係る受給者   

証を交付。  
＊療養介護の支給決定を行った場合は、当該受   

給者証に加えて「療養介護医療受給者証」を   

交付。  

平成18年10月  平成18年4月  

居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

障害者自立支援法  
新障害福祉サービス受給者証  

【平成18年10月以降】  

施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

1種類の受給者証  
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障害福祉サービス受給者証の記載事項  

支給決定を行った時は、当該支給決定障害者等に対して障害福祉サービス受給者証を交付する。  

障害福祉サービス受給者証  

受給者証番号  

支  
給  

決  
定  
障  
害  

者  
等   

生年月日   年 月  日  

フリガナ  
障  

害  
児  

生年月日  

障害種別  1 2  3  r  

交付年月日 平成 年 月・巳  

支給市町村名  
及び印  

「支給決定障害者等」■「障害児」  

介護給付費等の支給決定障害者等の居住地、氏名、生年月日を記載する。   

また、障害児の支給決定時には、障害児の氏名、生年月日を記載する。  

「障害種別」  

支給決定障害者又は障害児の該当する障害種別番号を記載する。  

「1身体障害」、「2 知的障害」、「3 精神障害」  

「交付年月日」  

受給者証の交付を行った日を記載する。  

「支給市町村名及び印」  

市町村番号、支給決定市町村の名称、住所及び担当窓口の連絡先電話番号を記載する。  

同欄に押印する印は、市町村長印又は市町印とする（印影印刷により処理することも可）。  

22   



介護給付費の支給決定内容欄  

介護給付費の支給決定に関する事項は、二面■三面に記載する 
「障害程度区分」障割  

介護給付費の支給決定内容  ービス種別  
「サービス裾  

支給決定した1  

障害程度区分 
支給量等  

緒定有効期間  平成 年 月 日から平成 年 月 日まで  

サービス種別  

／、（三，  
支給決定期間  平成年 月 日から平成一月 日まで  サービス種別こ  

サービス種別   
等を記載する。  

支給圭等  

支給量等  
支給決定期間  平成 年 月 日から平成 年 月 日まで  

「支給主宰                                         ‘＼                                   「支給決：  

サービス種別  
凪  ．票成．籠．旦．色むら平鈍重已月．且択一  

●  旧法施設支援  
●  

支給丑等  ● ●  

●  

●  

サービス種別  

●  

●  
障害程度区クー  旧法施宗  

● ● ●  

支給量等  
当該支給童  

●  

サービス種別  ●  

●  

記載事巧  

● ●  

●  

支給丑等  ● ●  

●  

●  

●  

●  

旧法施苗  

● ●  

旧法施設支：  

●  

予備欄  
●  

ごとに障害程  
●  

1  ● ● ●  

●  

「障害程」  

まl  

呈度区分及び認定有効期間を記載する。  

サービス種別を記載する。  

ごとに、支給決定を行った支給量、加算事項  

ごとの支給決定の有効期間を記載する。  

設支援欄  
設支援の支給決定を行った際には、  

決定の内容を本欄に記載する。  

項は上記介護給付と同様。  

援の支給決定  を行ったサービス種別  

度区分くA、B、C）を記載する。  

「特定旧法受給者（適所）Jと印字する。  23   



介護給付費のサービス種別一覧  

2 旧法施設支援欄に記載するサービス種別  1サービス種別（旧法施設支援を除く）  

（D 居宅介護  

② 重度訪問介護  

③ 行動援護  

④ 重度障害者等包括支援  

⑤ 療養介護  

⑥ 生活介護  

⑦ 児童デイサービス  

⑧ 短期入所  

⑨ 共同生活介護  

⑩ 施設入所支援  

（D 身体障害者入所更生施設支援  

② 身体障害者通所更生施設支援  

③ 身体障害者入所療護施設支援  

④ 身体障害者通所療護施設支援  

⑤ 身体障害者入所授産施設支援  

⑥ 身体障害者通所授産施設支援  

⑦ 知的障害者入所更生施設支援  

⑧ 知的障害者通所更生施設支援  

⑨ 知的障害者入所授産施設支援  

⑩ 知的障害者通所授産施設支援  

⑪ 知的障害者通勤寮支援  

⑫ のぞみの園入所施設支援  

⑬ のぞみの園通所施設支援  

市町村で決定した  

障害程度区分  

「1－6」を記載する。※  

サービス種別ごと  

に障害程度区分  

「A′・■C」を記載  

する。  

※ 障害児を除く   

障害児の短期入所については、支給量等欄に   

単価区分「1～3」を記載する。  
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サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費（補足給付）の支給内容欄  

サービス利用計画作成費及び特定障害者特別給付費の支給に関する事項は、五面に記載する。  

サービス利用計画作成費の支給内容  

支給期間  平成年月 日から平成年月 

指定相談支援事業所名  

指定相談支援事業所名  

予備欄  

特定障害者特別給付費の支給内容  

支給額  ■′ 円／日  

適用期間  平成 年 月  日から平成 年 月  日まで  
L  

予備欄  

「支給期間」  

サービス利用計画作成費の支給期間を記載する。  

「指定相談支援事業所名」  

サービス利用計画の作成を依頼した事業所名を記載する。  

「支給額」  

支給決定を行った補足給付額（日額）を記載する。  

「適用期間」  

特定障害者特別給付費（補足給付）の支給額の適用期間を記載する。  
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利用者負担に関する事項欄   

利用者負担に関する事項は、六面に記載する。  

利用者負担に関する事項  

利用者負担   1割 奉   

割合（原則）   

適用期間  平成 年 月 日から平成 年 月 日まで  

社会福祉法人等による軽減措置の適用  

軽減適用期間  平成 年 月 日から平成 年 月 日まで  

利用者負担上限額管理対象者該当の有無  

利用者負担額上限額管理事業所名  

特記事項欄  

予備欄  

「利用者負担上限月額」  

当該支給決定障害者等の利用者負担上限月額及び適用期間を記載する。  

「社会福祉法人等による軽減措置の適用」  

社福軽減措置適用の有無を記載し、軽減適用期間も併せて記載する。  

「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」  

管理対象者に該当する際には、「該当」又は「該当者」と記載する。  

「利用者負担上限額管理事業所名」  

利用者負担額の上限額管理を実施する事業所又は施設名を記載する。  

「特記事項」  

利用者負担に関する各種事項を適用する際には、当該事項を記載する。  

例：  

・食費等実費負担に係る境界層措置対象者  

・法第31条に基づき介護給付費等の給付率を「00／100」とする（適用期間：00～00）  

・00市単独助成事業により居宅介護の利用者負担割合を○％とする  
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療養介護医療受給者証の記載事項  

療養介護医療受給者証  

／  

公費負担者番号  
／  

公費受給者番号  

フリガナ  

支  
給  

決 定  

障   
害  

年  月  日  

者  
被保険者斉正の  保険者名  
記号及び番号  

医療機関名  

所在地・  
電話番号  

療養介護医療   月額  円  

自己負担上限額  

食事療養   月額  円  

支給決定期間   平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 ゞ  

交付年月日  年  月  日  

支給市町村名  

及び印  

療養介護の支給決定をした場合は、  

「障害福祉サービス受給者証」とともに  

「療養介護医療受給者証」を交付する。  

「公費負担者番号」「公費受給者番号」  

※療養介護医療の公費負担番号等に係る詳細は別途提示  

「被保険者証の記号及び番号」「保険者名及び番号」  

支給決定障害者が加入する医療保険の被保険者証の記号及び番号、保険者  

名及び保険者番号を記載する。  

「自己負担上限月額」  

当該支給決定障害者等の自己負担上限額を医療部分と食費部分に分けて  

記載する。  

「支給決定期間」  

療養介護の支給決定の有効期間を記載する。  
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利用者負担に関する工賃控除の見直しについて

減免の方法 工賃控除の取扱い

＜現行＞ ＜１８年１０月～＞

控除なし

入所施設

通所施設

月の収入に応じ、

個別に負担上限額を減免
（個別減免）

年間の収入が一定額（収入

基準額）以下の者に対し、
一律に負担上限額を半減
（社会福祉法人減免）

手元金が年間２８．
８万円（支援費制度
と同程度）まで残る
よう控除額引上げ

工賃が一定額以上
の者も減免の対象
となるよう年間２８．
８万円の控除創設

月３，０００円
控除

○ 障害者の働くことへのインセンティブを高めるため、工賃等の就労収入ついて、
より一層の配慮を行う観点から、以下のとおり見直しを行う。

資料２－１Ｈ１８．６．２６
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入所施設における工賃控除の見直し（平成１８年１０月より実施）

約２．４万円

（２８．８万円／年）
約４万円見直し後

約５，０００円

（６．０万円／年）
３，０００円現行

手元に残る額
（２級年金、工賃４万円／月のみの収入の場合）

工賃控除の額



入所施設（工賃４万円以下の場合）の利用者負担（見直し後）

＜現在の取扱い＞ ＜１０月以降の取扱い＞

工
賃
（
約
４
万
円
）手元金 約０．５万円

利用者負担（食費）
１．７万円

利用者負担（定率負担）

約１．９万円

◎ 約４万円までの工賃について、定率負担をゼロとする。
→ 食費負担を行った後の手元金が、現行２．５万円に加え、最大約２．４万円
（年額２８．８万円）まで残ることとなる。

利用者負担（食費）
４．１万円

手元金
２．５万円

障
害
年
金
（
６
．
６
万
円
）

利用者負担（食費）
４．１万円

手元金
２．５万円

手元金
約２．４万円

利用者負担（食費）
１．７万円

今回の見直しにより、
２．４万円
(年２８．８万円)
まで手元に残る

今回の見直しにより、
２．４万円
(年２８．８万円)
まで手元に残る

工
賃
（
約
４
万
円
）

障
害
年
金
（
６
．
６
万
円
）

今回の見直しにより、
定率負担はゼロ

今回の見直しにより、
定率負担はゼロ

≪２級年金と工賃４万円／月のみの収入の場合≫



入所施設における利用者負担の計算式（見直し後）

定率負担

食費等負担

（工賃－約４万円）×０．５

４．１万円＋（工賃×０．５）

工賃控除額

※ ただし、５．８万円／月を上限とする。

＋

○ 工賃が３．３万円（収入合計９．９万円）まで

→ 手元に２．５万円＋（工賃×０．５）万円残る。

○ 工賃が３．３万円（収入合計９．９万円）を超える場合

→ 手元に２．５万円＋（工賃－１．７万円）残る。

※ 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（実際は１円単位まで計算）

＜２級年金（月６．６万円）と工賃のみの収入の場合＞



＜減免対象となる低所得者＞
低所得１，２のうち、収入、預貯金が一定額以下の者。 ただし、収入基準額から、障害者本人の工賃等による就労収入につい
ては、２８．８万円／年を控除することとする。

○ 社会福祉法人による利用料減免措置を促進するため、低所得者のうち、特に支援が必要となるような層を対象に、
利用者負担上限額が２分の１となるよう、経過的に３年間、公費による助成を行う。
低所得１ １５，０００円 → ７，５００円
低所得２ ２４，６００円 → １２，３００円（通所については７，５００円）

２５０万円以下２００万円以下１５０万円以下収入基準額

５５０万円以下４５０万円以下３５０万円以下預貯金基準額

３人世帯２人世帯単身世帯

＜今回の見直しによる対象者の拡大＞

（例）
２級障害基礎年金と工賃のみの収入の場合

現行 工賃が年間約７０万円（月約５．８万円以下）が対象

見直し後 工賃が年間約１００万円（月約８．２万円以下）が対象

通所施設利用者（社会福祉法人減免）における工賃控除の見直し
（平成１８年１０月より実施）



利用者負担

一般 ２．９万円
低所得 １．３万円

手元金

一般 ３．７万円
低所得 ５．３万円

工賃

通所施設の利用者負担

＜工賃のない者＞ ＜工賃のある者＞

グループホーム利用
者は、家賃・光熱水費
の負担があることから、
個別減免※

障
害
年
金 利用者負担

一般 ２．９万円
低所得 １．３万円

障
害
年
金

＋６．６万円
単身でアパート暮らし
等の場合は、手元金
のみでの生活が困難
なことから、
社会福祉法人減免

手
元
金

工賃の有無にかかわらず

個々の利用者の状況に応じ…

手元金

一般 ３．７万円
低所得 ５．３万円

※ ＧＨ利用者の個別減免については、工賃等の
就労等収入について、既に、８５％を手元に残す
という配慮を行っているところ。
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工賃控除見直しに係る個別減免算定手順マニュアル新旧対照表  

改正案 現行 

※ 既に個別減免の収入認定を受けている者の収入及び必要経費は平

成１６年度の額として差し支えない。 

 

１． 所得区分認定、個別減免、補足給付の認定方法について 

（２）個別減免の収入、資産等の認定について 

【個別減免の適用に当たっての算定手順】 

 

具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。 

① 個別減免の対象者であることの認定を行う。 

市町村民税世帯非課税者であること、預貯金等、資産の状況を

確認する。 

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。 

対象者の年間収入を、Ⅰ 特定目的収入（上記ア）、Ⅱ－①工

賃等収入、Ⅱ－②年金等収入、Ⅲその他の収入（上記イ②）の

４つに分類し、それぞれを１２で割る（月収の算定。端数につ

いては切り捨て）。年収が不明の場合は、平均的な月収として考

えられる額を認定する。 

必要経費についても、年間分を１２で割る（端数については切

り捨て）。 

③ 月収から、必要経費を控除する。 

②で算定した月収のうち、Ⅲその他の収入から必要経費を控除。

必要経費の額がその他の収入より多い場合は、控除した残りの

額をⅡ－②年金等収入、Ⅱ－①工賃等収入の順に控除。 

 

 

 

 

 

 

１． 所得区分認定、個別減免、補足給付の認定方法について 

（２）個別減免の収入、資産等の認定について 

【個別減免の適用に当たっての算定手順】 

具体的な認定や負担額の算定手順は以下の方法が考えられる。 

① 個別減免の対象者であることの認定を行う。 

 市町村民税世帯非課税者であること、預貯金等、資産の状況を

確認する。 

② 対象者の月収の把握及び収入の種類の分類を行う。 

  対象者の年間収入を、Ⅰ 特定目的収入（上記ア）、Ⅱ稼得等

収入、Ⅲその他の収入（上記イ②）の４つに分類し、それぞれ

を１２で割る（月収の算定。端数については切り捨て）。年収

が不明の場合は、平均的な月収として考えられる額を認定す

る。 

 必要経費についても、年間分を１２で割る（端数については切

り捨て）。 

③ 月収から、必要経費を控除する。 

②で算定した月収のうち、Ⅲその他の収入から必要経費を控

除。必要経費の額がその他の収入より多い場合は、控除した残

りの額をⅡ稼得等収入から控除。 

 

 

 

障害保健福祉関係主管課長会議 

Ｈ１８．６．２６ 資料２－２ 



2/2 

④ 月収から、負担を取らない部分を控除する。 

Ⅱ－②年金等収入から６６，６６７円を控除。Ⅱ－②年金等収入

が６６，６６７円より少ない場合は、残りの額をⅡ－①工賃等

収入、Ⅲその他収入の順で控除する。 

⑤ 負担を取る部分について、額を算定する。 

ア （略） 

イ 対象者が施設入所者（知的障害者通勤寮入所者除く。）の場合

④の６６，６６７円を控除した残りの額について、 

・Ⅱ－①工賃等収入の場合は、 

（対象者がその他生活費※２．５万円の者） 

４０,３３３円を上限として工賃等収入を控除（０を下回る場

合は０とする）の上、５０％を乗じる。 

ただし、工賃等収入が３,０００円に満たない場合、更に３,

０００円から工賃等収入額を控除した額をⅡ－②年金等収入

から控除（０を下回る場合は０とする）の上、５０％を乗じる。

（対象者がその他生活費※２．８万円又は３．０万円の者） 

４０,３３３円を上限として工賃等収入を控除（０を下回る場合

は０とする）の上、５０％を乗じる。 

・Ⅱ－②年金等収入の場合は、５０％を乗じる。（対象者がその他

生活費２．５万円の者でただし書きに該当する場合を除く） 

・その他収入の場合は、５０％を乗じる。 

※ その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額） 

a b 及び c以外の者 ２．５万円 

b 障害基礎年金１級受給者、６０歳～６４歳の者、６５歳以上で

身体障害者療護施設入所者 ２．８万円 

c ６５歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） ３．０万円 

⑥ ⑤で算定した額の合計額を定率負担の上限額とする。合計し 

た後、１円未満は切り捨て。   

④ 月収から、負担を取らない部分を控除する。 

  Ⅱ稼得等収入から６６，６６７円を控除。Ⅱ稼得等収入が６６，

６６７円より少ない場合は、残りの額をⅢその他収入から控

除する。 

⑤ 負担を取る部分について、額を算定する。 

 ア （略） 

 イ 対象者が施設入所者（知的障害者通勤寮入所者除く。）の場合 

 ④の６６，６６７円を控除した残りの額について、 

  ・Ⅱ稼得等収入の場合は、 

  （対象者がその他生活費※２．５万円の者） 

３千円を控除の上、５０％を乗じる。 

    

 

（対象者がその他生活費※２．８万円又は３．０万円の者） 

５０％乗じる。 

 

 

・その他収入の場合は、５０％を乗じる。 

※ その他生活費の額（補足給付の算定の際に用いる額） 

a b 及び c以外の者 ２．５万円 

b 障害基礎年金１級受給者、６０歳～６４歳の者、６５歳以上で

身体障害者療護施設入所者 ２．８万円 

c ６５歳以上（身体障害者療護施設入所者除く） ３．０万円 

⑥ ⑤で算定した額の合計額を定率負担の上限額とする。合計し

た後、１円未満は切り捨て 

 



個別減免

施設入所者（２０歳以上）

グループホーム入居者

社会福祉

法人減免

通所施設、デイサービス※１利用者

施設入所者（２０歳未満）

ホームヘルプ等利用者
（居宅介護、行動援護、外出介護）

１８年４月～９月１８年４月～９月 １８年１０月～１８年１０月～

施設入所支援利用者（２０歳以上）

特定旧法指定施設入所者（２０歳以上）※２

グループホーム・ケアホーム入居者

重度障害者等包括支援利用者
（ケアホーム入居者に限る）

通所系サービス利用者
（児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援）

特定旧法指定施設利用者※２

訪問系サービス利用者
（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括

支援（共同生活介護に係るものを除く））

施設入所支援利用者（２０歳未満）

新サービス体系における利用者負担の減免措置の対象者について
（療養介護及び障害児施設関係を除く）

補足給付
施設入所者（通勤寮を除く） 施設入所支援利用者

特定旧法指定施設入所者（通勤寮を除く）※２

※１ 障害者デイサービスは、１８年１０月以降、地域生活支援事業又は通所系サービス
に移行※２ ２４年３月３１日までの経過措置

特定旧法指定施設入所者（２０歳未満）※２
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３．高額障害福祉サービス費について
○ 同一世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担

を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を月額負
担上限額まで軽減を図る。

１ 支給額

（１）世帯における利用者負担額が、高額障害福祉サービス費算定基準額（３ ①～④の額）を超える
場合に、高額障害福祉サービス費を支給する。（世帯での負担額が高額障害福祉サービス費算
定基準額を超えないように支給する。）

（２）一人当たりの支給額
・一人当たり支給額

・・・（利用者負担世帯合算額（世帯全体の２①～⑤の合計額）－高額障害福祉サービス費算定
基準額（３ ①～④の額））×支給決定障害者等按分率

（端数が生じた場合は世帯での負担額が高額障害福祉サービス費算定基準額と同額になるよう、適
宜割り振って端数を処理するものとする。)
・支給決定障害者等按分率＝支給決定障害者等利用者負担合算額（一人当たりの２①～⑤の負
担額）／利用者負担世帯合算額

（支給決定障害者等按分率を算定する際には、端数処理しない。）
※ 具体的な計算については、26ページ以降の計算を参照
→３ 高額障害福祉サービス費算定基準額②に該当する者については、計算方法の特例の場合
あり特例①（27､28ページ参照）

２ 合算の対象とする費用

同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービスによりかかる①～⑤の負担額を合算する。
① 障害者自立支援法に基づく介護給付費等（介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例

訓練等給付費）に係る定率負担額
② 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費

用を除く。）。ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る。
→特例の場合あり特例②参照（29ページ参照）

③ 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（１８年４月～９月まで）
④ 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額（１８年４月～９月まで）
（⑤ 児童福祉法に基づく障害児施設給付費（高額障害児施設給付費として償還された費用を除

く。）（１８年１０月以降））

（注１） 世帯の特例により、障害者とその配偶者のみの世帯となっている者については、障害者とその配偶者に係る負担

額のみを合算する。その場合、同一世帯に他の障害者がさらに存在する場合は、当該障害者については、世帯の特
例を使っている障害者とその配偶者を除いた世帯分で合算する。

「利用者負担について」（２４～２５ページ抜粋）
※ 下線・見消し部分が改正部分
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３ 高額障害福祉サービス費算定基準額

① 市町村民税課税世帯に属する者（一般）・・・３７，２００円
② 市町村民税非課税世帯に属する者（低所得１（③の者を除く），低所得２）・・・２４，６００円
③ 低所得１のうち、世帯での１①～⑤の合算額が２４，６００円に満たないが、個人での合算額が
１５，０００円を超える場合・・・１５，０００円

④ 生活保護世帯・・・０円

※ それぞれ、生活保護への移行予防措置の適用を受けている者については、当該額とする。
※ 個別減免の適用を受けている者については、個別減免を受けた額を高額障害福祉サービス費
算定基準額とする。

※ ②と③の違いについては、26ページ参照

４ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法との切り分け

○ 障害者自立支援法に基づく支給決定を受けている（支給決定障害者等である）場合は、すべ
て障害者自立支援法により、給付。（当該者に係る身障法、知障法の負担額も含める）
○ 障害者自立支援法に基づく支給決定を受けていない者については、身体障害者福祉法、知的
障害者福祉法に基づき、高額施設訓練等支援費として償還。（身障法、知障法共に支給決定を
受けている場合については、身障法により償還）
○ 高額施設訓練等支援費についても、算定方法は高額障害福祉サービス費と同様。

５ 児童福祉法との切り分け

○ 障害者自立支援法に基づく高額障害福祉サービス費と児童福祉法に基づく高額障害児施設給
付費については、それぞれの法律から償還される。（いずれかの法律でまとめて償還することはし
ない。）
○ 算定方法の詳細については、資料２－５の３「高額障害児施設給付費について」を参照。



医療型障害児施設（療養介護）の利用者負担の認定について  

※ 障害児施設（福祉型）については、2以降を除き、既にお示ししている「利用者負担に   

ついて」に基づき取り扱われたい。  

※ 適所型の医療型障害児施設については、福祉型の障害児施設と同様に取り扱われたい。  

1 所得区分、個別減免の認定方法について  

（1） 負担上限額を定める際の所得区分の設定について  

→既にお示ししている「利用者負担について」を参照   

（2） 医療型個別減免＊の収入、資産等の認定について  

＊「医療型個別減免」：医療型障害児施設（通所の医療型障害児施設を除き、療養介  

護を含む。以下「医療型障害児施設等」という。）の利用者負  

担については、福祉型の障害児施設と同様の負担となるよう負  

担上限月額を琴定している。（平成17年12月26日障害保健福  

祉関係主管課長会議）  

医療型障害児施設等においては、食事に係る負担については、  

食事療養に係る標準負担額として実費を徴収されるものであ  

り、福祉型障害児施設と異なり、特定入所障害児食費等給付責  

（補足給付）は給付されない。  

このため、福祉部分定率負担分と医療部分定率負担部分及  

び食事療養に係る標準負担額について一体的に減免を行うこ  

ととし、この減免制度を「医療型個別減免」と整理する。  

従って医療型障害児施設等については、「補足給付」制度の適  

用はなく、20歳未満、20歳以上に関わらず、「医療型個別  

減免」により負担軽減を行うものである。  

＜20歳以上の場合の入所者の場合＞  

【手続き等】   

障害者の申請により、障害者の収入額、資産を都道府県又は市町村（「都  

道府県等」＊という。以下同じ。）が認定する。（申請がなければ、個別減   

免は行わない。）   

＊ 療養介護事業については、実施主体が市町村である。  

【対象者】   

→「利用者負担について ②個別減免の収入、資産等の認定について」   



の【個別減免の対象者】と同様  

【添付種類等】   

→「利用者負担について ②個別減免の収入、資産等の認定について」  

の【添付書類等】と同様  

【収入の認定方法】  

○ 医療型障害児施設等に係る収入額の認定については、収入を2種類に   

分類することとする。  

具体的には、障害児施設支援を受ける日の属する前年（障害児施設支   

援を受ける日が1月～6月である場合にあっては、前々年）の収入の   

合計額を12で除した額（端数については切り捨て）をもとに算出す   

る（年間の収入、前年の収入を把握することが困難な場合は、平均的   

な月収として都道府県等が認める額とする。）  

その際、障害児施設支援のあった月の属する前年（障害児施設支援の   

あった月が1月～6月である場合にあっては、前々年）にかかる必要   

綬章を12で除した額（端数については切り捨て）を控除した上で算   

定すること。  

ア）負担をとらない収入  

○ 特定目的収入‥国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため  

に支給されるもの  

・地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当   

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療  

特別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に  

相当する板  

t 児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外  

の用途に充てることとされている金銭   

・生活保護法において収入として認定されないこととされている収  

入く「利用者負担について」において、稼得収入として明記されて  

いるものを除く）  

イ）負担を取る収入 ア）を除く収入  

り）必要経費とするもの  

・租税の課税親   

・社会保険料（65歳以上の施設入所者については、介護保険料を除  

く。）  

【具体的な計算方法】  

Ⅰ 負担限度績の算定方法   



イ）からウ）を差し引いた額を12で除した数（端数については、切   

り捨て。以下、認定収入額という。）  

負担限度額（月額）＝認定収入額－その他生活費  

※ その他生活費の額  

a b及びc以外の者 2．5万円  

b障害基礎年金1級受給者、60～64歳の者、65歳以上で重症心  

身障害児施設入所者、療養介護利用者 2．8万円  

C65歳以上（重症心身障害児施設入所者、療養介護利用者を除  

く。） 3．0万円  

Ⅱ 各部分ごとの負担上限額の算出内訳  

①食費②福祉部分の定率負担、③医療部分の定率負担の合計額がⅠで   

算出した負担限度額となるよう①→②→③の各部分ごとの順番で限度   

額を設定していく。（端数については切り捨て）  

（む 食費負担限度額の決定   

食責負担限度額（月額）＝食事療養に係る標準負担額×30．4日  

② 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定   

ア 福祉部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた福祉  

部分の負担上限額を比較し、小さい綾を選定する。   

（低所得2であれば、月額単位※×10円×30．4日×0．1と 24，600   

円を比較する。）  

※ 利用する施設に応じ、平均単位数をあらかじめ設定する。  

☆ケース1（Dで決定した食費負担限度額＋②アで選定した福祉部分  

の負担限度額＋その他生活費＞認定収入嶺となる場合  

②イ 医療型個別減免後福祉部分負担限度額＝  

認定収入額－（その他生活費＋①）  

③ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定  

医療型個別減免後医療部分利用者負担限度額＝0円  

☆ケース2 ①で決定した食費負担限度額＋②アで選定した福祉部分  

の利用者負担限度額＋その他生活費＜認定収入額となる場合   



②’イ 医療型個別減免後福祉部分負担限度額  

＝②アで選定した額  

③’ 医療型個別減免後医療部分負担限度額   

※ 医療部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた医療  

部分の負担限度綾を比較し、小さい額を選定する。…・A  

※ 医療部分の1割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設定  

医療型個別減免後医療部分利用者負担限度額   

＝認定収入額－（その他費用＋①＋②’イ）…・B   

もし、B＞Aであるならば、Aの額が医療型個別減免後医療部分負  

担限度額  

○ 受給者証には、決定した食費負担限度額、医療型個別減免後逼辿遊   

金限度額、個別減免後医療部分負担限度額を記載する。  

○ なお、個別減免によって当初の負担上限額から負担限度が引き下げ  

られた額については、   

■ 医療部分：障害児施設医療貴※   

・福祉部分：障害児施設給付責※   

により給付されることになる。  

※ 療養介護については、「障害児施設医療費」は「療養介護医療貴」   

に、「障害児施設給付糞」は「介護給付費」にそれぞれ置き直すもの   

とする。以下同じ。）  

計算例1低所得2で負担限度額が55．000円 医療費の1割負担  

額50，000円で重症心身障害児施設利用の場合862単位  

（認定収入額83，000円）  

① 食費について  

低所得2の場合480円（1日あたり）×30．4日＝14，592円  

② 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定   



862単位×10円×30．4日×0．1＝26．204円  

上記により計算した金短と福祉部分負担上限月額の24，600円を比  

較し、低い金額を選定。この場合は、24，600円となる。  

14，592円＋24，600円＋28，000円＜83，000円 → ケース2  

よって、医療型個別減免後福祉部分負担限度額は、24，600円  

③ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定   

医療費の1割 50，000円と医療費負担上限額24，600円を  

比較し、24，600円を選定…・A  

83．000円－（28，000円＋14，592円＋24，600円）＝15，808円・・B  

A＞Bのため、15，808円  

医療型個別減免後福祉部分負担限度績 24，600円  

医療型個別減免後医療部分負担限度額15，808円  

食事負担額  14，592円  
計  55，000円 となる。  

計算例2 低所得1で負担限度額が41，000円 医療真の1割負担  

額50．000円 重症心身障害児施設利用の場合862単位  

（認定収入額66，000円）  

① 食費について   

低所得1の場合480円（1日あたり）×30．4日＝14，592円  

② 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定   

862単位×10円×30．4日×0．1＝26．204円  

上記により計算した金額と福祉部分負担上限月額の15，000円を比  

較し、低い金額を選定。この場合は、15．000円となる。  

14，592円＋15，000円＋25，000円＜66，000円 → ケース2   



よって、医療型個別減免後福祉部分負担限度額は、15，000円  

③ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定   

医療費の1割 50．000円と医療妻負担上限績15，000円を  

比較し、15，000円を選定・‥・A  

66，000円－（25，000円＋14，592円＋15．000円）＝11，408円・・B  

A＞Bのため、11，408円  

医療型個別減免後福祉部分負担限度額15，000円  

医療型個別減免後医療部分負担限度額11，408円  

食事負担額  14，592円  
計  41，000円 となる。  

＜20歳未満の場合の入所者の場合＞  

【手続き等】  

障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）の申請により、   

都道府県等が認定する。  

このため、申請がなければ、個別減免は行わない。  

なお、18、19歳の障害者については、民法上、保護者に障害者を監   

護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する   

世帯の所得区分を認定して、決定する。  

【対象者】  

→全ての所得区分の者が対象  

【添付書類等】  

20歳未満の障害者が利用する場合については、20歳以上と異なり、   

資産要件がないため、所得区分の設定に係る資料（（1）の設定に必要な資   

料）のみを提出すればよい。  

【具体的な計算方法】   

Ⅰ 負担限度額の算定方法  

地域で子どもを育てるために通常必要な費用から、その他生活費を  

差し引いた額とする。  

負担限度額（月額）＝地域で子どもを育てるために通常必要な車用－  

その他生活費   



☆ケース2 ①で決定した福祉部分負担限度額＋②アで選定した医療  

部分の負担限度額＋その他生活費＜地域で子どもを育てる  

ために通常必要な費用となる場合  

②’イ 医療型個別減免後医療部分負担限度績 ＝ ②ア  

③’食事療養に係る標準負担額…・A   

食事療養に係る標準負担額   

＝地域で子どもを育てるために通常必要な責用－（その他善用＋①  

＋②’イ）…・B   

もし、B＞Aであるならば、通常どおり食事療養に係る標準負担額  

を負担することになる。   

もし、A＞Bであるならば、Bの額が食費の負担限度額となる。   

なお、社会福祉法人軽減制度の適用となる場合については、上記計  

算の結果、算出された福祉部分負担限度額を社会福祉法人等による利  

用負担軽減制度適用後の負担限度額に置き換えるものとする。  

社会福祉法人負担軽減については、「利用者負担について」の4社  

会福祉法人等による利用者負担軽減制度を参照のこと。  

○ 受給者証には、決定した医療型個別減免後福祉部分負担限度額、個   

別減免後医療部分負担限度額、食費負担限度額を記載する。  

○ なお、個別減免によって当初の負担上限額から負担限度が引き下げ   

られた額については、   

■ 医療部分：障害児施設医療費※   

・ 食事負担額：障害児施設医療費※   

により給付されることになる。  

※計算例117歳で重症心身障害児施設に入所 低所得2 862単位  

医療真の1割負担額60，000円   



① 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定   

862単位×10円×30．4日×0．1＝26，204円   

上記により計算した金額と負担上限月額の15，000円を比較し、低   

い金額をこの後の計算に用いる。実際の負担金額は、24．600円と   

26，204円を比較し、小さい額である24．600円となる。  

②ア 医療型個別減免後琴療部分負担限度額の決定   

60，000円と24，600円（負担上限月額）を比較し、24，600円を選定。   

15，000円＋24．600円＋34，000円＞50．000円 →ケース1  

②イ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定  

50，000円－（34，000円＋15．000円）＝1，000円  

③ 食事療養に係る標準負担額 0円  

福祉部分利用者負担額 24，600円  

医療部分利用者負担額 1，000円  

食事負担額  0円  
計  25，600円となる。  

※計算例2 17歳で肢体不自由児施設に入所 一般世帯136単位  

医療費の1割負担額60，000円  

（D 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定  

136単位×10円×30．4日×0．1＝4，134円   

上記により計算した金絶と負担上限月綾の37．200円を比較し、低   

い金線である4，134円に決定  

②ア 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定  

60，000円と40，200円（負担上限月額）を比較し、40，200円を選定。   

4．134円＋40．200円＋34，000円＜79．000円 →ケース2  

②’イ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定  

40．200円  

③’食事療養に係る標準負担額  

食事療養に係る標準負担額  

＝79，000円－（34，000円＋4，134円＋40，200円）‥‥B  

＝666円  

福祉部分利用者負担額 4，134円   



医療部分利用者負担額 40，200円  

食事負担額  666円  
計  45，000円となる。  

＜参考 医療型障害児施設通所者の場合＞   

通所者については、個別減免及び補足給付は適用されないため、福祉部分  

と医療部分についての負担上限月鋲のみ適用される。   

※ 食費についても、医療保険制度の適用にならないため、福祉型施設  

と同様に低所得者に対する食卓の軽減措置が適用される。  

なお、社会福祉法人軽減制度の適用となる場合については、算出さ  

れた福祉部分利用者負担額を社会福祉法人等による利用負担軽減制度  

の適用後の利用者負担額とする。  

2 生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置について  

「障害者自立支援法における境界層対象者に対する負担軽減措置の取扱いに   

ついて」によることとする。（詳細については、別途お示しする）  

3 高額障害児施設給付費について  

同一世帯に障害児施設サービスを利用する者が、複数いる場合等に、世帯の   

負担を軽減する観点から、償還払い方式により、 

額上限額まで軽減を図る。  

なお、18歳未満の兄弟で障害児施設に入所している場合など、障害児施設   

支援を受ける障害児が同一の世帯に複数いる場合の利用者負担額については、   

施設支給決定保護者は一人であるものと考え、当該保護者について負担上限月   

額が適用され、高額障害児施設給付費によって償還が行われるものではない。  

また、同一世帯に障害福祉サービス費と障害児施設給付費を受けている者が   

いる場合には、各法における高額真による償還がなされるものである。（いずれ   

かの法律でまとめて償還することはしない。）この場合に合算の対象とする糞用   

は、各法による高額真の償還前の利用者負担額であることに留意されたい。  

医療部分（食事療養に係る標準負担額を含む。）に係る利用者負担額について   

は、高額療養費として償還されるものであり、高額障害児施設給付糞による償   

還の対象とならないことに留意されたい。   

（1） 支給額  

1人当たり支給額＝利用者負担世帯合算額（世帯全体の（2）①～③）  

一高額障害児施設給付糞算定基準額（（3）①～④の額）×施設給付決定  

保護者等按分率   



（端数が生じた場合は世帯での負担額が高額障害児施設給付責算定基   

準額と同額になるよう、適宜割り振って端数を処理するものとする。）   

施設給付決定保護者等按分率＝施設給付決定保護者利用者負担合算額  

（1人当たりの（2）（D～③の負担額）／利用者負担世帯合算額（支給決  

定障害者等按分率を算定する際には、端数処理しない。）   

※ 高額障害福祉サービス責と高額障害児施設給付責が併給される場合  

の高額障害福祉サービス費についても同様の計算方法により算定され  

る。  

（2） 合算の対象とする費用   

① 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付  

費、特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）対象サービ  

スに係る定率負担額   

② 児童福祉法に基づく障害児施設給付費対象サービスに係る定率負担  

額   

③ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費によ、り償還された費用  

を除く。）ただし、当該者が、障害福祉サービスを利用している看で  

ある場合に限る。※）  

※ 当該者が児童福祉法に基づく施設給付決定保護者であるが、障害福祉   

サービスを利用していない場合は合算の対象としない。  

※（D～③につき、  

ア） 社会福祉法人減免  

イ） 災害等による利用者負担減免  

が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。  

（3） 償還基準額   

一人あたりの負担上限額が、償還基準額を超えた世帯合算負担額（上記①  

～③を合算したもの）を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額  

障害児施設給付費を支払う。  

（償還基準額）  

（D市町村民税課税世帯に属する者（一般）…・37．200円   

②市町村民税非課税世帯に属する者（低所得1（③の者を除く）、低所得  

2）・・24．600円   

③低所得1のうち、世帯での1①及び②の合算額が24．600円に満たない   

が、個人での合算額が15，000円を超える場合…・15，000円   



④生活保護世帯…・0円  

※ それぞれ、生活保護への移行予防措置の適用を受けている者について  

は、当該額とする。   

（4）高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合の  

事務手続きについて  

高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付責が併給される場合  

については、事務処理を行う実施主体が市町村と都道府県等に分かれる  

ことがありうるが、その場合における事務手続きの流れについては、別  

紙2を参考とされたい。  

4 社会福祉法人軽減について   

福祉サービスと同様の考え方である。（医療部分については、減免の対象とは   

しない。）   



（別紙1）  利用者負担に関する配慮措置（障害児施設）  

福 祉 型  

定
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負
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（
福
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部
分
）
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負
担
（
医
療
部
分
）
 
 

［㈲且   

＊ 療養介護も医療型（入所）と仕組みは同じ。  

☆①～③は負担の際の優先順位。   



（別紙2）  高額障害児施設給付費及び高籠障害福祉サービス真の償還の流れについて   

⑥   



（別紙3－1）  

ケース①高額障害児施設給付責及び高額障害福祉サービス費   



（別紙3－2）  

ケース②高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費   

の   



（別紙3－3）  

ケース③高額障害児施設給付責及び高額障害福祉サービス費   



（別紙3－4）  

ケース④高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費   



サービス利用計画作成費について  
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－4－  

6 利用者負 担に係る上限額管理  

サービス利用計画作成費の対象者に係る上限額管理事務については、当該指定相談事業者が行うことと  
する。（サービス利用計画作成費Ⅱ）   



－5－   



－6一  

指定相談支援の事業の人員及び運単に開 

1．指定相談支援事業 の人員基準   



① 相談支援専門員は生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成に関する業務を担当する。   
② 利用者等に対してサービスの提供方法等について理解しやすいように説明するとともに、ギアカ   

ウンセリング等の支援を必要に応じて実施する。  

③ 地域のサービス事業者の情報を適正に利用者等に提供する。  
④ 利用者の居宅を訪問し、面接によるアセスメントを実施する。  
⑤ サービス利用計画の原案を作成する。  
⑥ サービス担当者会議を開催し、サービス利用計画の原案内容について意見を聴取する。  
⑦ サービス利用計画の原案を利用者等に説明し、文書により同意を得る。  
⑧ サービス利用計画を利用者等及び利用サービス等の担当者に交付するとともに、市町村へ写しを   

提出する。  
⑨ 月1回以上、利用者の居宅を訪問し、モニタリングする。  
⑩ 必要に応じ、サービス利用計画の変更を行う。  等  

4．指定申 請lこついて  

① 指定申請   

○ 指定中請書及び必要な書類を添付して都道府県知事に申請する。  
※ 相談支援専門員の経歴には、相談支援従事者研修会等の修了証書、実務経験を証する書類等を  

添付すること。  
② 変更の届出   

○ 事業所の名称及び所在地等の事項に変更があったときは都道府県知事に届け出る。  
＠ 指定の有効期間   

○ 法における有効期間は6年であるが、平成18年10月の指定時においては、更新時期を平準化  
できるよう、6年から8年の範国内で割り振ることができる。（経過措置）  
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（別紙）  

門員の要件となる実務経験等  

○ 相談支援専門員の要件となる実務経験者  

① 第1の期間が通算して3年以上である者   

② 第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上である者   
③ 第4の期間が通算して10年以上である者   

④第2から第6までの期間が通算して3年以上かつ第7の期間が通算して5年以上である者   

※ 3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540日以上  
03年以上（540日以上） 05年以上（900日以上） 010年以上（1800日以上）  

○ 実務経験となる業務  

第1平成18年10月1日において現にイ又は口に掲げる暑が、平成18年9月30日までの間に、相談支援の業務（身体上若しく   
は精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に   

応じ、潮音、指導その他の支援を行う業務）その他これに準ずる業務に従事した期間   

イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者   
口 精神障害者地域生活支援センターの従業者   

第2 イからこに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずろ業務に従事した期間   

イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者   

口 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所、保健所、   
市町村役場その他これらに準ずる施設め従業者   

ハ 身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更   
生施設、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所その他これらに準ずる施設の従業者   

二保険医療機関の従業者（社会福祉主事任用資格者、ホームヘルパー養成研修2級課程相当の研修の修了者、第7に掲げ   
る資格を有する者、又は第2のイからハに掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に該当する者）   



※1  

第3 イからハに掲げる看であって、社会福祉主事任用者等が、介護等の業務（身体上又は精神上の障害があることにより日常   
生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護   
に関する指導を行う業務に従事した期間  

イ 障害者支援施設、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害   
者福祉センター、精神障害者社会復帰施設、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、   
知的障害者通勤療、知的障害者福祉ホーム、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その他これらに準ずる施設の従   
業者  

口 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者  

ハ保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者   

第4 第3のイからハに掲げる看であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間   

第5次に掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期廟  
障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業t生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者   

第6盲学校、聾学校及び養護学校その他これらに準ずる機関において、就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した   
期間   

第7 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視   
能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、栄養士（管理   
栄養士を含む。）又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間  

※1社会福祉主事任用資格者等   
社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者、児童指導員任用資格者、保育士  
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事業者指定事務について   
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平成18年9月までの指定事業者に係る10月以降の指定の取扱いについて①  

M法指定施設lこついて  

○ 旧法指定施設については、法附則第20条の規定に基づき、障害者支援施設の指定があったものと   

みなされるため、新規の指定は不要。  

○ 指定の有効期間  

平成24年3月31日までとする。  

○ 変更等の届出の取扱い  

原則として従前の支援費制度における届出等と同様とするが、新体系への移行に伴う事業の廃止  

であっても指定の辞退届及び事業の廃止届を提出させるものとする。  

なお、その場合においては、指定の辞退又は廃止の理由に、新体系への移行に伴うものである  

ことを明記する。  

○ サービス種別変更等の取扱い  

サービス種別の変更は認められない。  

実施主体が変更となった場合についても、旧法指定施設として従前どおり運営できる。  

010月1日までの施設設置が間に合わなかった場合の取扱い  

9月30日までに旧体系に基づく指定を受ける前提で国庫補助採択を受け、施設整備を進めていた  

ものの、事業者の真に帰すことのできないやむを得ない事情により設置が間に合わなかった場合   

には、都道府県の判断において、旧法指定施設として運営できることとして差し支えない。   



平成18年9月までの指定事業者に係る10月以降の指定の取扱いについて②  

■みなし指定障害福祉サービス事業者について ※ グループホームの取扱いについqま別資料に記  

○ みなし指定事業者の取扱い  

9月30日までのみなし指定障害福祉サービス事業者については、10月1日から新たな指定が必要。  

各都道府県等にお  このため、指定申請が必要であるが、この場合における添付資料等の扱いについては、  

いて、適宜省略する等の取扱いを行うことは差し支えない   

なお、9月30日をもって事業を廃止する場合は、廃止届を提出する必要はない※。  

※ 事業継続の意思確認のため、各都道府県等において運用上廃止届の提出を求めることは差し支えない。  

○ なお、具休的な事業に係る留意点については、以下のとおり。   

① 短期入所事業者  

日中ショートが10月1日から地域生活支援事業へ移行することに伴い、日中ショートのみを行っている  

事業所で、引き続き短期入所事業を行う事業所については、通常のショート事業を行う事業所となる。  

このため、通常の短期入所事業を行うために必要な申請事項が必要となることに留意されたい。   

② 児童デイサービス事業者  

10月1日から児童デイサービスに関して新指定基準が施行されることに伴い、各自治体においては、  

申請を行う事業者が、新指定基準を満たす事業者であるか、経過措置対象事業者であるか、申請時に  

把握する必要があることに留意されたい。   

③ 指定居宅介護事業者  

指定居宅介護事業者については、指定重度訪問介護事業者とみなされることから、これら二つの事業を  

併せて行う場合は、指定居宅介護事業の申請のみを行えばよい（指定重度訪問介護事業のみを行う場合に  

のみ、指定重度訪問介護事業の申請を行う必要がある）。   



平成18年9月までの指定事業者に係る10月以降の指定の取扱いについて③  

M以降Iこ線定を受け仁諷熟考につし＼て栄グループホームの取扱いについては別資料に記  

0 4～9月までに指定を受けた事業者の取扱い   

本年4月から9月までの間に新たに指定を受けた事業者については、有効期間が指定の日から6年と   

なるため、10月1日以降も新たな指定申請は必要ないが、事業の内容等が変更されるものについては、   

以下のとおりの留意が必要となる。  

○ なお、具体的な事業に係る留意点については、以下のとおり。   

① 短期入所事業者  

日中ショートが10月1日から地域生活支援事業へ移行することに伴い、日中ショートのみを行っている  

事業所で、引き続き短期入所事業を行う事業所については、通常の短期入所事業を行うことが必要となる  

ため、運営規程等関係する事項の変更届の提出が必要となることに留意されたい。  

また、通常ショート及び日中ショートを併せて行っている事業所についても、日中ショートの定員の削除  

に関する運営規程の変更届の提出が必要となることに留意されたい。  

② 児童デイサービス事業者  

10月1日から新指定基準が施行されることに伴い、事業者は新指定基準に基づいた人員配置に変更を  

行った時点で、その旨を記載した運営規程の変更届の提出が必要となることに留意されたい（届出がない  

場合は経過措置対象事業者となる）。   

③ 指定居宅介護事業者  

指定居宅介護事業者については、指定重度訪問介護事業者とみなされることとなることに留意されたい。   



平成18年10月における事業者指定の有効期間に係る経過措置について  

障害者自立支援法における事業者指定の有効期間は6年であるが、平成18年10月の指定時においては、  
当該指定に係る更新時期を平準化できるよう、6年から8年の範囲内で都道府県が指定の有効期間を事務的に；  
割り振ることが出来る経過措置を講じる。  

l  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾－●－－t■一一－－－－－－－－－一一－－－－－一－－－－－－－－－－－－＿－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l   

柳捜盤（平成18年10月1日から指定の有効期間が始まるものに限る。）  

○ 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者の指定  

（現行居宅サービス事業者のみなし指定の更新、現行指定事業者の新体系サービスへの移行、新規参入のいずれも対象）  
※ 旧法指定施設のみなし指定には適用なし。また、障害児施設の指定には経過措置を講じない。   

卿（平準化の実施の有無及び実施する場合の方法は任意）  

○ 割り振る期間  

・6年1か月から8年の各月（24か月）に割振り  

■6年から8年の各年単位（3年）に割振り  
・6年から7年の各月（13か月）に割振り 等   

○ 定める方法  

・都道府県の事業者指定規則において運用年数等を定めた上、個々の事業者ごとに指定通知において有効期間を定める。  

24年9月  18年10月  

経過措置の有効  

期間の終期   
26年9月   24年9月  18年10月  



グループホーム・ケアホームの事業者指定の取扱いについて  

1 事業者指定のポイント  

○ グループホーム・ケアホームについては、平成18年10月1日以降、個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住   

居全体を－の事業所として捉え、サービスの種類及び事業所ごとに指定を行う。  

○ 事業としての最低定員は4人以上で、1住居の最低定員は2人以上。  

○ 世話人、生活支援員、サービス管理責任者の配置基準については、事業全体の利用者数及び障害程度区分に応じて設定。  

2 事業者指定事務について   

◆ ケアホームについて   

○ 平成18年10月1日から施行される事業であり、現在のグループホームの実施の有無にかかわらず、新規の申請が  
必要となる。（変更届による対応は不可）   

○ 法附則第10条の規定により、グループホームの指定を受けたものとみなされた事業者の場合、その有効期間が平成   

18年9月30日までであることから、ケアホームに移行する場合、グループホームの廃止届を提出する必要はない。   
○ 平成18年4月～9月に新たにグループホームの指定を受けた事業者については、指定の日から6年の有効期間が   
設定されていることから、グループホームからケアホームに移行する場合には、グループホーム事業の廃止届を提出  
すること。   

◆ グループホームについて  

○ 法附則第10条の規定により、知的障害者地域生活援助の指定を受けていた者又は精神障害者地域生活援助事業を   
行っていた者については、平成18年9月30日までの間、グループホームの指定を受けたものとみなされているが、   
平成18年10月1日以降、事業を継続する場合は、改めて指定申請を行い、指定を受ける必要がある。  

○ 平成18年4月～9月までの間、新規に指定を受けた事業者については、指定の有効期間が6年間であることから、  
新規の申請は必要ないが、事業者は平成18年10月1日までに新たな指定基準に基づき人員配置の変更を行った時点   
で、その旨を記載した運営規程等に係る変更届を提出すること。  

○ 平成18年10月1日以降、住居を単位とする指定から、一定範囲内の地域内に存する複数の住居を－の事業所とし  
て指定する取扱いになることから、個々の住居をみれば、すでに自立支援法での指定を受けている住居、新規に指定を  
受ける住居が混在し、一つの事業所として運営するケースが考えられる。この場合の具体的な取扱いについては、別紙   
を参照。   



3 ケアホーム対象者とグループ対象者を同時に受け入れる場合の取扱いについて  

について  

○ グループホーム及びケアホームとして、それぞれの指定が必要となる。   

ただし、添付書類等の取扱いについては、都道府県において、適宜省略する等の取扱いを行うことは差し支えない。   

また、それぞれの指定基準は、下記のとおりとする。   

【人員基準】  

管理者   サービス管理責任者   世話人   生活支援鼻   

グループホーム   
グループホーム対象者とケ  

グループホームとケア        ∠ゝニ ー－  グループホーム対象者と       A‾  
ホームの兼務可   

ケアホーム  対し、30対1で配置   数に対し、6対1で配置  ケアホーム対象者に対  
し、生活支援員を配置   

【設備基準】  

事業の最低定員   生活単位（ユニット）の定員   1住居当たりの定員   

グループホーム  グループホーム対象者及  
（か新規建物の場合：2～10人まで  

びケアホーム対象者の合  
ケアホーム  計数で4人以上   2～1（）人まで   （ただし、都道府県が特に必要であると認めた場合二30人まで）  



別紙：事業者指定事務の具体的な取扱い  
■＝■一－－－＝－－…－－－－－…－－－－－…－－－…－－－－＝－－－－－－－－－…－－－－－－－－－－－－‥＝＝－－－…－－－－－－－－－－－…－－…－－－－－－－－－－－－…一－＝－…－－一一－－－●■－－■■－－■一 l  

（例1）住居Aが平成18年3月31日以前からグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者のみを受け入れる場合  
■●＝●＝一－－－－－－－－一一－－－…－－－－－－－－－＝－…－－－－－－－－＝－…－－…－－－－－…－－－…－－－－－－－－－－－‥－－－…－－－…－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■■－■■－－                                                                                                                                                                                                            l  

【平成18年9月30日】   

【GH事業所】  

【平成18年10月1日】   

【GH事業所】  

①共同生活   

住居A  

（みなし指定）  

（弧共同生活   

住居A  

※ GHの廃止届は不要  

■■t一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－一一－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－t－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－■■■■－－－－－－－－一一－－－－一一■■－－－■■●●－   

（例2）住居Aが平成18年3月31日以前からグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、ケアホーム対象者のみを受け入れる場合  
■■－－■－■－－一－一一－－－－一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一■■■－－一一－－－－一－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一一－－－－■－■■■■■■－－■■■■  

【平成18年9月30日】   

【GH事業所】  

【平成18年10月1日】   

【cH事業所】  

①共同生活   

住居A  

（みなし指定）  

①共同生活   

住居A  
※ GHの廃止届は不要  

－■●■－－■－■－－－一－－－－－－－一一－－－－－－■－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－一一－－－－－－－－－－－－一一■－－－－■■■●－一一■●■■■－－－  

（例3）住居Aが平成18年4月1日以降にグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者のみを受け入れる場合  
■－■－－－－－■▲－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－一■－－－一一－－－－－－－－－一－－－－－－－■－－■－一一一－－－－－－■－－－－－－■－－■－一一一－■－－－－t－－－－一一●－●－－－－－■■■一－－■■－1■■■■－－■■■  

【平成18年9月30日】   

【GH事業所】  

【平成18年10月1日】   

【GH事業所】  

①共同生活   

住居A  

（4～9月指定）  

①共同生活   

住居A  

（例4）住居Aが平成18年4月1日以降にグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、ケアホーム対象者のみを受け入れる場合  

亘〉 
※出  

【平成18年10月1日】   

【cH事業所】  

【平成18年9月30日】   

【GH事業所】  

①共同生活   

住居A   

①共同生活   

住居A  

（4～9月指定）  



ーー●－－－－…－－－－－－－－－－－‥…－－－－…－－－－－…－－－…－－‥一－－－－‥－－－－－一一一……－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－…－－－…－－…－－－－…－－－…－－－－一－－－－■－■■＝－■－■ l  

い例5）住居A・Bともに、平成18年3月31日以前からグループトムを実施しており、平成柑年10月1日以降、グループホーム対象者のみを受け入れる場合竜  
●－●－－一＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－…－一－－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－り－－…－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－…－－－一一－－…－…－－－－t一一－－－t－－－－■＝■■■                                                                                                                                                                                                           l  

【平成18年9月30日】  

【GH事業所】  【GH事業所】  

【平成18年10月1日】  

①共同生活  

住居A  

（みなし指定）  

②共同生活  

住居B  

（みなし指定）  ※ GHの廃止届は不要   

■■一－■－－－－－－－－－－－…一一－－－－一一－－－－－－－－→一一－－－－‥一一－－－‥……－＝一t－－－－－－－…－－－－＝－－－－－－－一一一－－…一＝－－－－－－－－一－－－一一一－－－－－－－－…－－－－－－●－■一■－■ l  

l …（例6）住居A・Bともに、平成18年4月1日以降にグループホームの指定を受け、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者のみを受け入れる場合 l  
一＝■－－－一一－－－‥－－－－…一一－－－－－－－－－－－－－一一一－…－－－－－－－－－－－‥－－－－－－－－－－一一－－－－－－－一一－－－－－－－一－－＝一一－－…一一‥‥－－－…一一…－…一－－－－－－－－－一一－－■■－■  

【平成18年9月30日】   

【GH事業所】   【GH事業所】  

①共同生活   

住居A  

（4月以降指定）  

②共同生活   

住居B  

（4月以降指定）  

ーー●■－■一一－－－－t－－－－－－－－－－－－一一－－－■－－－一一－－一一－－－－－－－一一－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－一一－－－－一一一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一一－●、   

l ；（例7）住居Aは、平成18年3月31日以前からグループホームを実施し、住居Bは、平成18年4月1日以降にグループホームの指定を受け、平成18年10月1E＝  
：以降、グループホーム対象者のみを受け入れる場合 l  
■－■●■■■■■■■－－－■■－一－－t－－一一－－－－－－－ －－一一－－－－－●■－一一－－－■－－－■－－■－－－－－ ■一一■－■■l■■■－  

【平成18年9月30日】   【平成18年10月1日】  

【GH事業所】   【GH事業所】  

（D共同生活   

住居A  

（みなし指定）  

②共同生活   

住居B  

（4月以降指定）  ※ A：GHの廃止届は不要   



■■－■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t一一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－t－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－－－■■■■－t  

；（例8）住居Aは、平成18年3月31日以前からグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者及びケアホーム対象者を  
ぷコl＿L つ J一＿ ■7■ ⊥⊆】ノし  l  

l  

受け入れる場合  
－■■－■－■■－t■，－－－－－－－－－－一一－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－一－－－－一一－一一■■■－■－－■■■■●－■  

【平成18年9月30日】  

【GH事業所】  

①共同生活   

住居A  

（みなし指定）  ※ GHの廃止届  は不要  

－■■■－●－－－－－一嶋－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t■■●－■－－－●■－  

1 ：（例9）住居Aは、平成18年4月1日以降からグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者及びケアホーム対象者を受け入：  
： れる場合  
l 一■一■■■－－－－－一一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－一一一一－－－－一一－一一－－－－－－－－－－－－一－－－－■■■－－－－■－■■■－■■■－■一  

【平成18年9月30日】   

【GH事業所】  

【平成18年10月1日】  

【GH・CH事業所】  GHとして変更届  

ケアホームとして  
指定が必要  

・GH：変更届  

・CH：指定  
①共同生活   

住居A  

（4月以降指定）  

（手共同生活   

住居A  

■ ■■■ 一 ■■ ■■ ■ ■ ● ● － －■ ■ ■■ ■ 一 ■■■ ■ ■■ ■● ■■ ■ ■．1■．．■■ －■■ 一 － ●■ － －．1．－ － － ■■ ■■ － ■■ ■■■■■ ■■ ■ － － ● ■－■ ■■l■ ■■ －11■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － t■ － ■■■■一 － ■ － － －－－ －－ － ■■ －■■■■一－■ ■ ■ 一 ■■ －■■ － ■ ●l■ 一－ ■■ ■■ ■■ ■ ●■ ■－一一●■ 一 ■■ ■■ ●■■l■ ■■ ■● ■ ■ ■■ － ■■■ － ●● ●一 一 ■－ ■  

；（例10）住居A－Bともに、平成18年3月31日以前からグループホームを実施しており、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者及びケアホーム対象者： l                        ‾                   ‾          l‾                        ▼‾                                                                                                      l  
を受け入れる場合  

l  

【平成18年9月30日】  

【GH事業所】   【GH事業所】  

①共同生活   

住居A  

（みなし指定）  

②共同生活   

住居B  

（みなし指定）  ※ GHの廃止届は不要   



■－■■■■一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－一－一一－－－－－－－－一一－－－－一一－一一－－－－－－一一－－－－一一■■＋■■一一一一－－●■－－－－●－－－■●－■■－－●－■一一－■－■■一－■－■■●■－■■■■■－■－－■－●  

；（例11）住居A・Bともに、平成18年4月1日以降にグループホームの指定を受け、平成18年10月1日以降、グループホーム対象者及びケアホーム対象者を 三  
受け入れる場合  

l 一－■一■■t－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－t一－t－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－■■－－－■■●－－－－■■一■■●■■－■■■■－－  

【平成18年9月30日】  

【GH事業所】  【GH事業所】  

■GH：変更届  

■CH：指定  
①共同生活   

住居A  

（4月以降指定）  

（さ共同生活   

住居B  

（4月以降指定）  

；（例12）住居Aは、平成18年3月31日以前からグループホームを実施し、住居Bは、平成18年4月1日以降にグループホームの指定を受け、平成18年10月  

l         ：1日以降、住居Aはケアホーム対象者のみ、住居Bはグループホーム対象者のみを受け入れる場合  

【平成18年9月30日】  【平成18年10月1日】  

【CH事業所】  

①共同生活   

住居A  
【GH事業所】  【GH事業所】  

・CH：指定（A）  

・GH：変更届  
①共同生活   

住居A  

（みなし指定）   

②共同生活   

住居B  

（4～9月指定）  

－一〆－Bの指定を引き継ぐ  
【GH事業所】  

A：GHの廃止届不要  
②共同生活   

住居B   



就労継続支援事業の名称見直しについて  

就労継続支援事業の「雇用型」、「非雇用型」という  
名称については、以下のとおり改めることとする。  

型）  就労継続支援（雇用  型）  → 就労継続支援（A  

型）   型）→ 就労継続支援（B   就労継続支援（非雇用  



社会事業授産■生活保護授産の特別措置の取扱いについて  

【平成18年度の取り扱い案】  

14月～9月の取り扱い   

現行どおり  

210月以降の取り扱い   
以下のいずれかを選択して実施   

ア 障害者自立支援法に基づく基準該当障害福祉サービス（就労継続支援B型に限定）  

を提供する基準該当事業所   

イ 障害者自立支援法に基づく指定サービス事業者  

3 留意点   

ア 経過措置がないことから、現状の利用者は、18年10月までに支給決定を受ける必要  
があること。   

イ 基準該当福祉サービス事業を実施する場合、事業者指定は要しないが、支給申請先  
の市町村に当該事業所を登録する等、連携を密にする必要があること。  

→ 登録の有無やその様式は市町村の任意であるが、障害福祉サービス事業者指定  
申請様式に準ずる等、適宜対応されたい。   

ウ18年10月から利用者負担が発生すること（通所サービスに係る全ての減免措置の対  

象）。   



【就労継続支援（B型）基準該当事業所の最低（指定）基準（案）】  

1人員に関する基準  

①当該事業所（基準該当事業所利用者を含めた全利用定員）において、社会福祉法及び  
生活保護法に基づく授産施設の職員配置基準を満たしていること。  

② サービス管理責任者  

当該事業所ごとに、従業者のうち1人以上を配置（サービス提供職員との兼務可）。  

2 設備に関する基準   

社会福祉法及び生活保護法に基づく授産施設の設備基準を満たしていること0  

3 報酬単価（案）   

B型の報酬単価を基礎として、現状の社会事業授産せ活保護授産にかかる措置費の  
状況を踏まえ設定する。  

4 目標工賃の設定 ・届出について   

目標工賃の設定■届出義務は、課さない0 ⇒目標工賃達成加算は適用しない0   



経過地盤捜土±Z卓二皇と杢ニムヘルプの併給）の取扱いについて  

指定基準について  
【‾■ ㍉－－■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一一－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－■－－■－■－■－  

○ケアホームとホームヘルプを併せて利用する事業所（経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所）の場合、ケ  
アホームの指定基準は下記のとおりとする。   

①平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業者であり、生活支援員を確保することが困難   

②当該事業所にホームヘルプ利用者が1人以上いて、その者が平成18年10月1日以降引き続き入居していること   

③サービス管理責任者は配置しないことができる。（世話人と管理者を配置）  
1  

1  

1  

1  

1  

1  

I  

l  

●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   －－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－■－一■－－■●－－－－－－＿＿＿＿＿＿■－＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿l  

④経過的給付の期限は、平成20年3月31日まで（1年間半）  
l  

；※事業者は、経過的給付を選択する場合、入居者の同意が必乳  
■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－■■■－－■■－■●■■●■－－－●－  

‾‾‾‾ 

○障害程度区分lこかかわらず、全ての入居者が経過的給付の対象（報酬‥142単位／日）  

○グループホーム対象者及び新規入居者についても同様  

：○加算及び減算については、小規模事業加算、自立生活支援加算、大規模住居減算は対象とする。 l  
■■－－●■－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一一－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■一－－●－■■一■  

留意事項  

○ 事業者が経過的給付を選択した場合、サービス管理責任者を配置しないことができるが、その場合、サービス  

管理責任者が行うこととされている業務については、下記のとおりとする。  

①個別支援計画については、作成しなくても良いこととする。（居宅介護部分については、ホームヘルプ事業者が計画を作成）  

②利用者に対するサービス内容の検討や他の指定障害福祉サービス等の利用状況の把握、日中活動先との連絡及び調整な  

どの業務については、管理者の業務とする。   



ケアホーム  において  ホームヘルプ  

指定申請について  

請書に外部委託する旨及び利用予  ○ケアホーム事業者が、ホームヘルプを外部委託する予定がある場合、指定申  

定時間を記入する。  

生活支援員の算定方法について  

○ホームヘルプを外部委託した時間について、常勤換算方法による生活支援員の算定時間から除く。  
■－■■－－－一－－－－‥－－－－－…＝－－－－…－－－…－…－－－－－t－－…－‥－－－－…－－－－…－－－－－…－…一－－－－－－－－＝一－－－－…－t■■■■－－－－－－－－－一－－一－－－－－－－■－■●■－■  

（例）区分5（生活支援員の配置基準4＝1）の入居者が8人で、指定基準上、常勤換算方法により、生活支援員を2人以上配置し  

；なければならない場合   

⇒常勤換算方法による生活支援員2人分の勤務時間‥月320時間（週40時間勤務の場合）  

①ホームヘルプを外部委託した時間が80時間（月あたり）とすると、  
②指定基準上、生活支援員の必要な勤務時間は、320時間（常勤職員1人につき月160時間とした場合ト80時間＝240時間  
③生活支援員が240時間勤務した場合、指定基準を満たすこととする。  

パターンⅠ  
協  亡二二重孟夏戻農ニコ  

‾‾‾‾…‾‥‥  
も吉妄i衰盲 こ三軋 

パターンⅠ及びⅡ   

どちらでもOK  

・サービス提供時間を  
通じて、人員基準を満  
たしていれば良い。  

AM6：00  AMlO：00  PM2：00  PM6：00  PMlO：00  AM2：00  AM6：00  

：＿＿＿＿ユノ拉j＝…＿＿：  

L二二裏短慮良二エコ  
…‾‖‾‾  

r謹話妄謹貢1  ：生活支援員：  

事業運営について  

○ 生活支援員の業務を委託により他の事業者に行わせる場合には、サービス管理責任者は、業務の実施状況につ  
1ヽ・7一申甘ロd止‖一連章刃l ヱ＿／Tヽ企±旦生フヒ号コ仝暴7トニ乙－⊥   



地域 行型ホ＝ムの取及いについて  

○ 地域移行型ホームの指定について  

・平成18年10月1日以降、入所施設又は病院の敷地内に存する住居については、グループホーム（地域移行型   

ホーム）、ケアホーム（地域移行型ホーム）として、敷地外に存するグループホーム又はケアホームとは異なる指定。   

○ 利用期間：原則として2年間  

O「敷地」の範囲  
単に所有関係で区別するのではなく、入所施設・病院の本体建物と一体的に管理・運営されているかどうかとい  

う実態から判断。   

○ 地域移行型ホームの最大定員：30人  

地域移行型ホームの設置は、既存の建物を転用する場合に限ることとし、併せて入所定員数・病床数の定員を  
減少させる。  

O「地域活動への参加」  

・反復継続的に、外部の福祉サービス利用や就労、就学等の社会活動参加を確保。  
・外部での活動を確保しつつ、同一敷地内の病院・施設での受診や行事参加等は可能。   



○ 運営協議会を設置  
・利用者、利用者の家族、市町村職員等により構成される協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置し、定期的  

に運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるともに、必要な要望・助言等を聴く機会を  
設ける。  

○ 地域移行型ホームの参入期間   
■ 地域移行型ホームの新規指定の受付期間は、5年間。ただし、受付期間内に参入した地域移行型ホームにつ   

いては、引き続き運営可能。   

○ 敷地内に現存するグループホーム  

・現に入所施設及び病院の敷地内に存するグループホームについては、経過措置を講ずる。   



サービス管理責任者の兼務の取扱いについて  

〔省令（案）〕   

＜3／1のハ0デリック］メント＞  

（1）員数の算定   

①利用者数が60人以下1人以上   
②利用者数が60人超  1人＋60を超えて40又はその端数を増すごとに1人増  

（2）配置基準   

1人以上は、専任かつ常勤  

＜変更案＞  

（1）員数の算定   

サービス管理責任者（指定00事業所ごとに、指定00の提供に係るサービス管理を行う者として厚生   
労働大臣が定めるものをいう。）指定00事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、   
それぞれ①又は②に掲げる数   

① 利用者数が60人以下1以上   

②利用者数が61人以上 利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上  

（2）配置基準   

（1）のサービス管理責任者は、専らその職務に従事する常勤の看でなければならない。ただし、障害者   
への支援に支障がない場合は、当該指定00事業所の他の職務に従事することができる。   



〔解釈通知（案）〕  

サービス管理責任者については、個別支援計画の作成、サービスを利用する障害者に対する継績的なサー  

ビス管理や評価を行う役割を担う重要な職務である。  
このため、これらの業務の客観性を担保する観点から、障害者に直接サービス提供を行う生活支援員などの  

直接サービス提供職員とサービス管理責任者は異なる看であることが望ましいことから、原則、他の職務を兼  
務することを禁止するものであるが、指定基準において求める従業者の数を超えて配置している場合には、  

サービス管理責任者が直接サービス提供職員と兼務することは差し支えないものとする。  
なお、事業所の規模（多機能型の場合には合計定員）が20人未満の事業所については、勤務体制の確保を  

含め事業運営に支障がでる場合があることから、当該規定におけるただし書きにより、当該指定事業所の他の  
職務に従事することが出来ることとしたものである。  
その他、管理者との兼務については、サービス管理責任者としての業務に支障がない場合に可能とするもの  

とする。   



複数種類の事業を組み合わせて実施する場合（多機能型）に係る指定の主なポイント  

→「障害者の雇用・就労促進のための関係行政機関会議（18．04．26）」において提示済  

（事業ごとに指定）  
●‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■■－‾■■－－一－－－－－－－－－一一－－－－－一一－●●－一一一一－－－－●－－－－－－－－－一－－－●－－－－一●－－－－－－－－●－－－－－一■－－－－－－－ 「  

事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を一体的  
に組み合わせて行う場合（多機能型）であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＿＿＿－＿＿＿＿＿●＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．．．＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

→ このため、事業の追加については、事業の変更ではなく、当該事業の追加指定が必要  

（多機能型の対象事業）  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■●一‾■■－－－－一－■－－一一一一－－－t－－一一－－－－－－－一－－－－－－一一－－－－－－一一－－一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一一－－一一－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－1  

（1）指定障害福祉サービス事業者の場合   
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援による組み合わせを対象  

（2）指定障害者支援施設の場合   
施設入所支援を除く施設障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援）による組み合わせを対象※  

※ 特定旧法受給者については、就労継続支援も対象となる。  

（一体的な運営の判断基準）  
－・－－－・－・－－－－一一－－－－－－－－－・－－－■－－一一■●●●－・－・－■■－－■■－●－■・■・■●■－■一－■●一一＿－■●■－■－■■■－■－－－■■■・－■－・－－－－・－－－－－－一一－－一一－・・－－－■－－－－－－■一■■■■－■■－■一■■－●●‾‾‾■‾‾■■■●‾‾‾■■■● 「  

l   

同一の管理者が事業所の管理を行うことの他、事業所の管理運営の方法が次のとおり。   
①利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること   
②事務所間で相互支援の体制があること   

③事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること   
④職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること   
⑤人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること   
⑥事務所間の会計管理が一本化されていること  

●●■一■■一－■●■■■■一一■－●－■■－●一－－■■一－■－■－●■■■－一一■－－－■－－－－－－－一－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－－－－一－－－－－－一一－－－－－－一一一－－－－－一一－－－－－－一一■■■■■●－－●●一一一■－－   



（報酬算定時において適用する定員規模）  
■‾‾‾■－－■■－－－－－t一一－－一－－－－－－－－一一－●－－－■■■●－■■●●■－■■‾‾■－‾－■－■■●－■－‾‾‾‾一‾‾‾●‾‾‾‾‾●●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾ 「   

多機能型として複数種類の事業を行う事業所に適用する報酬単価ヒついては、実施する複数種 …  
類の事業の合計の利用定員〔規模〕とすること。  l′、きくY■r －1‾ 一丁ヽY′ トJHlヽ′■′’l■JJIJ′疇－・jFl已lし′ツblフてノヽ－ ノ Wヽ－■ヽ・・・・－0  

l  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－■－●－－－－－●－－－－■■■■■■－－－－－－－■一一一－－－－－－一一一－－－－－－－－I  

→ 今回の指定基準（案）の提示にあわせて初公開  

（多機能型として満たすべき指定基準〔案〕）  
l  

：（1）利用定員（規模）に関する特例 l  

〔要件1〕実施する複数種類の事業の利用定員〔規模〕の合計が20人以上であること。  
※過疎、離島地域等において、将来的にも利用者を確保することが困難な場合には、都道府県知事の判断により、：  
合計の数を10人以上とすることが可能。   

〔要件2〕実施する複数種類の事業ごとに定める利用定員〔最小利用定員〕以上であること。  
※ 生活介護及び自立訓練並びに就労移行支援についてはそれぞれ6人以上、就労継続支援については、10以上  

（2）従業者の員数等に関する特例  
①直接サービスを提供する従業者  

多機能型として実施する事業の利用者の数の合計が20人未満である場合に限り、実施する事業の種  
類ごとに、利用者の数に応じて配置すべき従業者に係る常勤の規定は課さず、多機能型としての事業  
所に従事する従業者のうち一人以上を常勤とすることで、その他の従業者については兼務することが可  
能とすること。  

②サービス管理責任者  
多機能型としての事業所全体で、実施する事業の利用者の数の合計に応じて配置  
一 利用者の数の合計が60人以下1人以上  
二利用者の数の合計が61人以上1人＋60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えた数以  

上  

；（3）設備の特例  

サービス提供に支障のない範囲内において兼用することが可能とすること。  
■－－－■■■－－－－－－－■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－一一－→－－－－－－－－一一－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－一－－－一一■■■一■■－－一－－－－－－一－－－－－－－－－－一－－一一－■■一■■■－■－   



○ 同一の場所で複数の種類の事業を実施する場合は、一体的な運営が可能であることから、原則、多機能型と  
同様に取り扱う。   

（1）要件   

① 人員配置‥・サービス管理責任者は、事業の種類にかかわらず兼務が可能。  
② 設備・‥事業ごとに求められる設備については、サービス提供に支障のない範囲で兼用が可能。   

（2）報酬算定時の定員規模の取扱い  

・複数種類の事業を合わせた総定員により報酬単価を算定。  

○ ただし、現に複数の指定施設を同一敷地内に実施している場合については、新体系への移行後も、それぞれ  
の施設ごとに運営が完全に独立しているときは、経過措置として、それぞれ独立した指定として取り扱う。   

・判断基準…日中夜間を通じ、サービス提供が完全に独立し、管理者も相互に異なる。なお、現に食堂等  
の設備を複数施設が共有している場合は、その範囲で、引き続き設備の兼用が可能。   



【参考】障害者の雇用・就労促進のための関係行政機関会議（18．04．26）  

いについて  

く複数の事務所を一体的に管理運営する場合〉  

○ 事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行うことを原則とするが、中心となる本体施設と  
は別の場所でサービス提供を行い、一体的な管理運営を行う場合の取扱いは、以下のとおり。  
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：1．基本的考え方  
l  

： 事業者の指定は事業所ごとに行うが、サービスの提供が複数の場所（事務所）において実施されており、事業の l  
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管理運営やサービス提供に関する指導・監督などが一体的に行われていると見なせるケースについては、次の判  

断基準により、従たる事務所を含め、一つの指定事業所として特例的に取り扱う。  
l  

l  

；2． 判断基準  

（1）事業運営  

同一の管理者が事業所の管理を行うこと、サービス管理責任者を総利用者数に応じて配置すること（※）の   
他、事業所の管理運営の方法が次のとおり。  

①利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること  
②事務所間で相互支援の体制があること  

③事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること  
④職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること  
⑤人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること  
⑥事務所間の会計管理が一本化されていること  

※ サービス管理責任者の配置‥・生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援：利用者60人以下で1人  
児童デイサービス：規模にかかわらず1人  

（2）地域的範囲  

地域的範囲の目安として、主たる事務所と従たる事務所は、同一の日常生活圏域にあって、緊急時に   
サービス管理責任者が適切に対応できるような距離にあることとする（運用上、主たる事務所と従たる事務   
所の間は、原則として、概ね30分以内で移動可能な範囲とする）。  



旦本特例措置を適用する場合の要件  

（1）人員配置  

直接サービス提供職員は、場所（事務所）ごとに、少なくとも専従・常勤職員を1以上配置  

（2）利用者数  

主たる事務所及び従たる事務所のそれぞれについて、事業ごとに定める最小利用人員以上  

l  

； 既に分場として都道府県知事に届け出ているものについては、 l   

①事業運営が一体的に行われ（2の（1）の要件を満たしていること。）、   

② 当該分場に、少なくとも専従の職員が1人以上配置されている   

場合には、経過措置として、2の（2）（地域的範囲の要件）や3の（2）（最小利用人員の要件）を満たしていない   

ものについても、従たる事業所として、主たる事業所と併せて一つの指定事業所として取り扱う。  
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指定事業を複数の場所において一体的に行う場合（イメージ）   

一つの事業所として指定  
■  －  ■  ■  －  －  －  －  －  ■  ■■●   



障害者支援施設の事業者指定のイメージ（案）－①  

旧支援費施設が新体系へ  

移行する場合  

適所者の  

利用も可   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿－－一－－－－－一一－一一－－－－－－－－●－一－■■ －－‾‾‾‾‾‾‾‾ 「  
（ポイント）  

．1．施設障害福祉サイス（施設入所支援を除く）の種類ごとの規模（利用定員）の合計の数は施設入所支援の規模（利用定員）より大きい場合があり得る0： l  
：2．施設障害福祉サービス（施設入所支援を除く）の種類の変更又は定員の増減のうち、  
：（申請）・生活介護及び就労継続支援（B型）を追加する場合  

・生活介護又は就労継続支援（B型）若しくは施設入所支援に係るサービスの量を増加する場合  

：（届出）・自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（A型）を追加する場合  
■ 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（A型）に係るサービスの量を増加する場合  
・施設障害福祉サービスを削減する場合  

・施設障害福祉サービスに係るサービス量を減少する場合  

：   ；3・特定旧法受給者を対象として就労継続支援を行う場合には、当該利用者以外の者（通所者）にサービスを提供する場合であっても、別途指定は不 ！要。ただし、定員については、これらの通所者を含めた数とする。   
一－■■■■－－●■■一一■－－一一■●－■■－－－－■一一－－－－－－－一一－－－－一－－一一一一一－－－－－－－－－一一一一一－－一－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一  

※ 平成24年4月1日以降については、障害福祉サービス事業（日中活動サービス）として、別途の指定を受けることが必要。  



障害者支援施設の事業者指定のイメージ（案）－②  

新規に開設する場合  

生活介護  自立訓練  

指 定 障 害 者 支 援 施 設  
（ポイント）  

：1． 施設障害福祉サービス（施設入所支援を除く）の種類ごとの規模（利用定員）の合計の数は、施設入所支援の規模（利用定員）より大：  
きい場合があり得る。  

：2．施設障害福祉サービスの種類の変更又は定員の増減のうち、 （申請）二諾謂妄語完訳誤援 
に係るサービスの量を増加する場合  

（届出） 

量を増加する場合  

の量を減少する場合  
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日中活 動と施芸人扁  の  の  について  

施設入所支援においては、土日における入所者への支援に要する費用も含めて報酬を設定してい  
ることから、日中活動部分については、下記の場合を除き、1か月の日数から8を除いた日数の範囲  
内で算定が可能な取扱いとする（施設入所支援については最大1か月の日数）。  

○ 日中、就労移行支援又は就労継続支援を行う場合にあっては、日中活動部分について、3か月の日数から24を   
除いた日数の範囲内で算定が可能な取扱いとする。（施設入所支援については上記と同様。）  

休
日
に
お
け
る
介
護
等
の
支
援
を
「
施
設
入
所
支
援
」
の
中
で
評
価
 
 

l
ノ
…
 
 

【新体系】  【旧体系】  

【
日
中
活
動
】
 
 

入所施設  

〔 夜間の慧芸住の〕  

【
施
設
入
所
支
援
】
 
 
 

（1か月の日数から8を引いた日数）（8日間）   

→1か月30日の場合、22日  
（1か月の日数）   

※ 日中活動と居住の場は一体。  

（入所施設とは別の日中活動の選択は不可能。）  ※ 入所施設から離れて、日中活動の選択が可能に。   



における外泊等の場合の  入扁  の算定について  

施設入所者の入院・外泊時については、月6日間を限度として320単位を算定することと  

しているところであるが、出発時の送り出し、帰宅時の迎え入れの支援を行うことを前提に、  

入院一外泊の初日及び最終日については、日中及び夜間の本体報酬の算定が可能。  

（例1髄日）の場合】  （算定可能）  

（水）  （木）  

団 国  

王 三  

（月）  

本体報酬  【日中活動】   

【施設入所支援】 
回 巨頭  

外泊（1泊2日）  

（例2）金曜日の夕方から外泊（2泊3日）の 
（算定可能）  

（水）  （木）  

囲国  

（火）  （月）   

本体報酬  本体報酬  【日中活動】  

【施設入所支援】 
巨＝垂＝垂＝尋  

外泊（2泊3日）   



外部の日  旦用する場合の補足給付の取扱い   

○外部の日中活動を利用する施設入所者の補足給付の取扱いについては、  
①利用者は入所施設に2食分の糞用と補足給付の差額を、日中活動事業者へ1食分の貴用を   

支払い、  

②入所施設に対し、3食分の補足給付を行う  
こととし、入所施設は昼食分も含めて、利用者負担額を管理する仕組みとする。  

01月（30・4日分）の食真の合計額が5．8万円を超えることとなる場合も可とする。  

（朝食）   （夕食）  

300円  800円  
【障害者支援施設】  

施設入所支援  

⑥3食分の補足給付（400円）   
を支払い   

②2食（朝食・夕食）利  ④食費と補足給付  
の差額（700円）を  

支払い  ○ 入所施設における実費の  

額が補足給付（日額）を超え  

ない場合については、障害者  

支援施設は 指定事業所の  

昼食費用も含めて利用者負  

担額を管理。  

利用者  

⑤食費（500円）を  

支払い  

iOこの場合については、補足  

■ 給付額との食費の額との差  

● 額を利用者に償還する。   

（昼食）  

500円  【指定事業所】  



障害福祉サービス及び障害者支援施設の会計処理上の留意点について  

4月に施行された障害福祉サービス事業については、「障害者自立支援法に基づく指  

定障害者サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令」（平成18  

年3月29日厚生労働省令第58号）第47条等において指定居宅介護事業等ごと、か  

つ事業所ごと 

ることとする予定であることを申し添える。  

なお、社会福祉法人の会計については、「社会福祉法人会計基準の制定について」   

（平成12年2月17日付け厚生省大臣官房障害保健福祉部長他連名通知）により行わ   

れているところであり、定款に記載された社会福祉事業ごとに経理区分を設ける扱いと   

しているところであるが、障害福祉サービス事業については、指定事業の種類ごとかつ   

事業所ごとに経理区分を設ける必要がある披いとする∩  

・指定障害福祉サービス事業における経理区分記載例  

経理区分  

勘定科目  障害者支援施  

合計   
（例）本部  居宅介護事業  生活介護事業       （（）○事業所）  （○（）事菓所）  

収入   000   000   000   000   000   

支出   000   000   000   000   000   

※事業活動支内訳表も同様に、指定書業の種類ごとかつ事業所ごとに経理区分をわけて記載すること。   



重度障害者等包括支援について  

－1－   



－2－  

1重度障害者等包括支援の対象者  
1．定義（法第5条第9項）   

常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高い者  

2．状態像   

障害程度区分6（児童については区分6に相当する者とする。）で、意思の疎通に著しい困難を伴う看であっ  

て、下記のいずれかに該当する者（主たる対象）  

類 型  状態像   

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痔等  気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている  ・筋ジストロフィー ・脊椎損傷  

があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいず  
身体障害者  Ⅰ類型   ・ALS  ・遷延性意識障害  

れかに該当する者  
最重度知的障害者  Ⅱ類型   t重症心身障害者   

障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目（11項目）等の合計点数が15点以上である者  Ⅱ類型  ・強度行動障害   

3．判定基準  

Ⅰ類型   

（1）障害程度区分6の「重度訪問介護」対象者であって  

（2）認定調査項目「1－1麻痔等」の4項目においていずれも「ある」と認定  

（3）認定調査項目「2－7寝返り」において「できない」と認定  

（4）認定調査項目「8医療」において「気管切開の処置あり」かつ「レスピレーター装着あり」と認定  

（5）認定調査項目「6－3一ア意思の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定   

Ⅱ類型   

（1）概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認   

（2）障害程度区分6の「重度訪問介護」対象者であって  
（3）認定調査項目「1－1麻痔等」の4項目においていずれも「ある」と認定  

（4）認定調査項目「2－7寝返り」において「できない」と認定  

（5）認定調査項目「6－3－ア意思の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定   

Ⅲ類型   

（1）概況調査において知的障害の程度が「重度」又は「最重度」と確認  

（2）障害程度区分6の「行動援護」対象者であって  
（3）認定調査項目「6－3－ア意思の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定  

（4）「行動援護項目得点」が「15点以上」と認定   



2 指定事業者の要件  

指定基準骨子（案）  

【基本方針】  

○ 重度障害者等包括支援以外に、指定障害福祉サービス又は指定障害者支援施設の指定を受  
けていること。  

※サービス提供責任者の資格要件  

・相談支援専門員の資格を有していること。  
・重度障害者等包括支援の対象となる者に対する支援を   

行う事業所における実務経験が3年以上あること。  

【人員基準】  

○ 管理者1名を配置（兼務可  

を配置（兼務可）  ○ サービス提供責任者（※  

【運営基準】  

○ 利用者と、24時間連絡対応可能な体制をとっていること。  
○ 自ら又は第3者に委託することにより2以上の障害福祉サービス（重度障害者等包括支援を除   

く。）を提供できる体制を確保していること。  
○ 主たる対象に関する専門医を有する医療機関と協力体制があること。  
○サービス利用計画を週単位で作成すると共に、定期的にサービス担当者会議を開催すること。  
○サービス提供の主たる対象者及び利用予定者数等を運営規程に定めること。  
○提供される障害福祉サービスにより以下の要件を満たすこと。   

・最低基準を満たすこと。（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）   
・指定基準を満たすこと。（児童デイサービス、短期入所、共同生活介護）   
・従業者については、家族介護不可とするが資格要件は設定しない。（居宅介護、重度訪問  
介護、行動援護）  

3  
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3 支給決定方法  

一次判定、ニ次判定、区分認定、勘案  

事項調査  支
給
決
定
プ
ロ
セ
ス
 
 

本人（事業者）が、あらかじめ支給決定  

プラン案を提出  
利用意向聴取  

重度障害者等包括支援でカバーする  

部分を決定  市町村が支給決定プランを作成  

（支給量の算定方法）  

○通所系サービス、居宅介護等は4時   
間700単位  

○ケアホーム、ショートステイについて   

は、それぞれ最重度者に適用される   

単位を適用  

○その他加減算あり【別紙1参照】  

支給量を決定  

事業者が標準的なサービス利用計画（実際に  

提供されるサービス）を作成し、市町村に提出  

サービス提供（1月分）  （想定されるチェックシステムの例）  

○市町村が、対象者に対し、定期的に、   
適切なサービスが報告どおり提供さ   

れているかどうか等について、実地   
で確認調査を行う。  

○報酬請求の際に実績報告を提出   

報酬請求（市町村に実績報告を提出）  

報酬支払い  



【別紙1】  

14時間700単位で提供するトビス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活  介護 
、児童デイサービス、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）  

（1）日中時間帯以外の加算の算定   

（2）12時間を超える分は4時間692単位（97・5％相当額）を算定  

2 短期入所   

食事提供加算68単位（＝21・3・31までの経過措置）  

3 共同生活介護   

夜間支援体制加算97単位  
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4 報酬支払いの方法  

1報酬は重度障害者等包括支援事業者に全て支払う。  

2 他の事業者と連携してサービスを提供する場合は、重度障害者等  
包括支援事業者から他の事業者へ委託費を支払う。  

3 支給決定した単位数をそのまま支払い、実際に使ったサービスの内  
訳等は問わない。（包括払い方式）  

6   



5 その他  

重度障害者等包括支援における利用者負担軽減措置の適用について  

※現行の障害福祉サービスに係る利用者負担軽減措置  

入所施設■グループホーム利用者は個別減免、訪問系サービス・通所サービス利用者は社会福祉  
法人減免を適用している。  

凸  
○ 重度包括利用者がケアホームを利用していれば個別減免を適用する。そうでない   

場合は、社会福祉法人減免を適用する。  
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重度障害者等包括支援における特定費用の取扱い  

○ 重度障害者等包括支援として提供した各障害福祉サービスにおいて発生した   

特定費用（光熱水糞、家賃等）は、各障害福祉サービスごとに省令で定められ   

ている費用を、各障害福祉サービス事業所において徴収する。  

特定責用  
（食事の提供に要する費用等）  

特定費用  
（食材料費、家賃等）   

8  



居宅介護従業者等養成研修  
について  

ー1－   



ー2－  

障害者自立支援法の施行に伴う現行研修の再編等  

1．訪問系サービスの見直し   
障害者自立支援法の施行に伴い、訪問系サービスに係るサービス体系等の見   

直しを行うこととしている。  
（見直しの内容）  

－「重度訪問介護」の新設等（H18．10～）   
・「外出支援」の地域生活支援事業への移行（H18．10～）  

2．研修課程の見直し   

このため、現行の居宅介護錘業者養成研修等についても、所要の見直しを行   
うものである。（H18．10～）  
（見直しの内容）   

一居重介護従業者養成碗修による精神障害者ホームヘルパー養成研修の組み  
入れ  

一外出介護従業者養成研修の一部を行動援護従業者養成研修に再編  
■日常生活支援従業者養成研修を重度訪問介護従業者養成研修に再編   



障害者自立支援法における訪問系サービス関係研修の整理  

18年4月～9月  18年10月～  
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行動援護従業者養成研修  
について   



行動援護の従業者の資格要件  
O H18年10月以降  ○ 現行  

①サービス提供責任者資格要件  
イ）介護福祉士  

ロ）介護職員基礎研修の終了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修1級課程修了者  

ニ）居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって3年  

以上介護等の業務に従事した者  

ホ）行動援護従業者養成研修を修了した者（※4）   

のいずれかの要件に該当するものであって、知的障害   

者、精神障害者又は障害児の直接支援業務に5年以   
上従事した者  

①サービス提供責任者資格要件  
イ）介護碍祉士  

口）居宅介護従業者養成研修1級課程修了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修2放課程修了者であって  

3年以上介護等の業務に従事した者   

のいずれかの要件に該当するものであって、知的障   
害者又は知的障害児の福祉に関する事業に5年以   

上従事した経験を有するもの  

②ヘルパー資格要件  
イ）介護福祉士  

ロ）介護職員基礎研修の終了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修1級課程修了者  

ニ）居宅介護従業者養成研修2級課程修了者  

ホ）行動援護従業者養成研修を修了した者（※射   

であって、知的障害者、精神障害者、障害児の直接支   
援業務に2年以上従事した者 ※1  

②ヘルパー資格要件  
イ）介護福祉士  

ロ）居宅介護従業者養成研修1級課程修了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修2級課程修了者  

二）知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者   

であって、知的障害者又は知的障害児の福祉に関す   
る事業（直接処遇に限る）に2年以上従事した者  

※1従業者等の要件については、当分の間、①サービス提供責任者については「5年以上」を「3年以   
上」、②サービス提供職員については、「2年以上」を「1年以上」とする経過措置を設ける  

※2 ※1の経過措置は行動援護従業者養成研修受講を要件とする  
※3 ※1の経過措置によるサービス提供の場合は、30％の減算  
※4H18年9月30日までの間に従前の知的障害者外出介護従業者養成研修課程を修了したものを含む。  
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サービス提供責任者の経過措置について  

介護福祉士・1級ヘルパー・2級ヘルパー   

5年以上の従事経験  サービス提供責任者  

■
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＋
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サ
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介護福祉士  
1銀ヘルパー・2級ヘルパー  

3年以上の従事経験  

行動援護従業者♯成研修修了者   

3年以上の従事経験  

※1サービス提供責任者の資鱒要件を満たすものであっても、サービスの質の向上を目標として行動援護従  
業者養成研修を受講することが望ましい  

※2 従前の知的障害者外出介護従業者養成研修課程を修了したものを含む   



サービス提供者（ヘルパー）の経過措置について  

介護福祉士・1級ヘルパー・2級ヘルパー   

2年以上の従事経験  
サービス提供職員   

（ヘルパー）  
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護福祉士・1畿ヘルパー・2銀ヘルパー   

1年以上の従事軽験  経
過
措
置
に
よ
る
 
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
 
 
 

（
ヘ
ル
パ
ー
）
 
 

（
当
面
の
間
）
 
 

経
過
措
置
 
 

行動援護従業者♯成研犠修了者  

1年以上の従事経験  

30％減算   ※1サービス提供職員の資格要件を満たすものであっても、サービスの質の向上を目標として行動援護従  

業者養成研修を受講することが望ましい  

※2従前の知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了したものを含む  
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研修実施上の留意事項と暫定措置  
【留意事項】  

本年10月において行動援護サービスの指定事業者が確保され地域格差が解消さ  
れ、必要とする者への適切な利用がなされるよう、特に都道府県に対しては、研  
修の積極的な受講と研修事業の円滑な実施に配慮されるようお願いする  

【暫定措置】  
・  

H18年度に限り都道府県が行動援護の研修を9月30日までに開催することが困  
難な場合においては、都道府県知事の判断により、下記の要件を満たす者につ  
いては、H18年度中の行動援護研修の受講を条件として、行動援護を実施する  
ことを認めることとする。  
下記の要件を満たす者とは、  

①サービス提供責任者については、介護福祉士、居宅介護従業者養成研修1級  
課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって、H18年9月3  

児の直接支援業務に「3年以上」従事した看  

ただし、報酬を30％減とする。   



行動援護従業者養成研修  

行動援護従業者   

養成研修  

実施主体：都道府県  

【受講対象者】  

サービス提供責任者、サービス提供職員の  

【受講対象者】  

都道府県での行動援護従業者養  

成研修の演習（グループリーダー）  

を担う者を3名程度、また適宜必要  
と認める者  

受講者数：約200名  

（各都道府県複数名以上）  

要件を満たさない者  

サービス提供責任者：従事期間3年以上5年未満の者  

サービス提供職員：従事期間1年以上2年未満の者  

要件を満たす看で研修受講の意欲のある者  

－9－   



ー10－  

行動援護従業者養成研修カリキュラム  

日程   区 分   科  目   時間   備  考   

行動援護にかかる制度およびサー  サービス利用者の人権と従事者の職業倫  

ビスに関する講義  理に関する講義も含む  

講義  
一日目  

※  理解に関する講義  

行動援護の技術に関する講義  
行動の予測と対応技術。アセスメントと個  
別支援計画も含む   

行動援護の事例検討   四   実際の行動援護事例による検討  

二日自   

行動の理解の実際（及びロールプ  行動障害の基礎と応用行動分析等に  
レイ）  よる理解の実際と対応技術の習得   

演 習  

事例分析   
モデルを使ったグループワークl羊よる  

四  

演習  

三日目  

事例分析検討  演習結果の発表および講評   

計  二十  

※ビデオ視聴による研修受講も可とする。   



「行動援護とは」  

・知的障害又は精神障害により行動上著しい   
困難を有する障害者等であって、常時介護を   
要するものにつき、当該障害者等が行動する   
際に生じ得る危険を回避するために必要な   
援護、外出時における移動中の介護その他   
の厚生労働省令で定める便宜を供与するこ   
とをいう。（自立支援法第5条4）  

※支援費制度において、平成17年4月より、知的障害者・児を   
対象に実施。  
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行動援護のサービス内容  
3 行動援護について  

（1）サービス内容  

行動上著しい困難がある者に  行動援護が中心であるサービスは、  
ヽ－ヽ  対して、外出時および外出の前後に   の である。  
なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要な   
コミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある  

（D予防的対応  

ア初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために   
不適切な行動がでないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュ   
ニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること  

イ視覚、聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に入らないようエ夫   
するなど、どんな条件のときに問題行動が起こるかを熟知した上での予防的対応等を行うことなど  

②制御的対応  

ア何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ問   
題行動を適切におさめること  

イ危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自傷   
行為を適切におさめること  

ウ 本人の意志や思いこみにより、突然動かなくなったり、特定のもの（例えば自動車、看板、異性   
等）に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応  

③身体介護的対応  

ア便意の認識が出来ない者の介助や排便後の後始末等の対応  

イ 外出中に食事をとる場合の食事介助  

り 外出前後に行われる衣服の着脱介助など  

「指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」  

（平成18年4月3日障発第0403003号部長通知（抄））   



行動援護の対象者の基準  

○ 現行  

・行動障害やコミュニケーション及びてんかんに関する  

、評価合計10点以上を対象  邑舌  

O H18年10月以降   
障害程度区分3以上を対象  

かつ、行動障害やコミュニケーション及びてんかんに関する  
、評価合計10点以上を対象  邑舌   
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行動援護判定基準と認定調査項目  

調 査 項 目 等   0点  1点   2点   

本人独自の表現方法を用いた意思表示（6－3イ）   意思表示できる  
時々、独自の方   

法   の方法   できない   

説明を理解できる  
時々、言葉以外の′、   

言葉以外の手段を用いた説明理解（6⊥4－イ）  方法   外の方法   

食べられないものを口に入れる（7－ツ）   ない   時々ある  ある（週1回以上）   毎日   

多動又は行動の停止（7－ナ）   
る   ない  希にあ   月に1 回以上   

週に1回以上   ほぼ毎日   

パニックや不安定な行動（7一二）   ない   
希にあ’  

る   回以上   
週に1回以上   ほぼ毎日   

自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為（7－ヌ）   
ない  希にあ   月に1  

る  回以上   
週に1回以上   ほぼ毎日   

叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為（7－ネ）   
ない  希にあ  月に1  

る  回以上   
週に1回以上   ほぼ毎日   

他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる（7」ノ）   
ない  希にあ  月に1  

る  回以上   
週に1回以上   ほぼ毎日   

環境の変化により突発的に通常と違う声を出す（7－ハ）   
ない‥  希にあ  週に1  

る  回以上   
日に1回以上   日に頻回   

突然走っていなくなるような突発的行動（7－ヒ）   
ない  希にあ   週に1 上   

る  回以   
日に1回以上   日に頻回   

過食・反すうなどの食事に関する行動（7－フ）   
ない  希にあ  月に1  

る  回以上   
週に1回以上   ほぼ毎日   

てんかん発作（医師意見書）   年1回以上換算せず  月1回以上   週1回以上  



今後の研修スケジュール等について  
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重度訪問介護従業者養成研修  
について   



重度訪問介護従業者の資格要件  
○ 現行（日常生活支援）  O H18年10月以降（重度訪問介護）  

1■サービス提鱒責任者資格要件  
イ）介護福祉士  

ロ）介護職員基礎研修の終了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修1級課程の修了者  

ニ）居宅介護従業者養成研修2級課程の修了者で   

あって3年以上介護等の業務に従事した者  

ホ）サービス提供職員のうち相当の知識と経験を有する   

者  

1．サービス提供責任者資格要件  
イ）介護福祉士  

ロ）居宅介護従業者養成研修1級課程修了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修2放課程修了者で   

あって3年以上介護等の業務に従事した者  

ニ）従業者のうち相当の知識と経験を有する者  

2．サービス提供職員資格要件  
イ）介護福祉士  

ロ）居宅介護従業者養成研修1級・2級又は3級   

課程修了者  

ハ）日常生活支援従業者養成研修修了者  

2．サービス提供職員資格要件（※1）  
イ）介護福祉士  

ロ）介護職員基礎研修の終了者  

ハ）居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程の   
修了者  

ニ）重度言方間介護従業者養成研修修了者（※2）  

※1サービス提供職員については、当分の聞、平成18年9月30日において、現に居宅介護事業に従事した  
経験を有する看であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認めた者についても従事する  
ことを可能とする。  

※2 平成18年9月30日までの間に従前の日常生活支援従業者養成研修を修了した者を含む。  
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「日常生活支援従業者養成研修」から  

「重度訪問介護従業者養成研修」への改編について  

【重度訪問介護従業者養成研修】  

【基礎研修】  【日常生活支援従業者養成研修】  

区分   科  目   時間数   

重度身体障害者の地域生活等に関する講義   
2  

講義  

基礎的な介護技術に関する講義   

基礎的な介護とコミュニケーションの技術に   

関する実習  5  

実習  

外出時の介護技術に関する実習   2   

計  10   

区  科 目   時間  

分  数   

身体障害者居宅介護等に関する講義   3  

講       全身性障害者の疾病、障害等に関する講   2   

義  義  

基礎的な介護技術に関する講義   2  

家事援助の方法に関する講義   

医学等の関連する領域の基礎的な知識に   

関する講義   

演  

習   

合 計  20  

【追加研俸】  

区分   科  目   時間数   

医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用   4  

講義  

※  2  

緊急時の対応及び危険防止に関する講義   

実習  重度障害者の介護サービス提供現場での実   3  

習   

計  10   

※ビデオ視聴による研修受講も可とする。   



「重度訪問介護」とは  

一自立支援法第5条第3項  

（対象者）重度の肢体不自由者であって常時介護を要  

する障害者につき、  
（内 容）居宅における入浴、  

排せつ 又は  

食事の介護  

その他の厚生労働省令で定める便宜及び  

外出時における移動中の介護を  

総合的に供与すること。  
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重度訪問介護の利用者像  

さらに、加算対象として   



重度訪問介護加算対象者  

1．＋15％・・■重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者  

○ 障害程度区分が 区分6（要介護5程度）に該当する者のうち、  

意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下に掲げる者  

類 型  状態像   

気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管  ・筋ジストロフィー ■脊椎損傷  

重度訪問介護の対象であって、四肢すべて  理を行っている身体障害者   Ⅰ類型   ・AJS  ・遷延性意識障害  

に麻痔等があり、寝たきり状態にある障害  
者のうち、右のいずれかに該当する者  最重度知的障害者  Ⅱ類型   ・重症心身障害者   

2．＋7．5％‥・区分6（要介護5程度）の者で  

重度障害者等包括支援の利用者像以外の者  

※ 加算対象となる特に重度の障害者に対し支援を行う者については、利用者が医療   

的ケアを必要とする者が多いこと等を踏まえ、緊急時の対応等についての付加的   

な研修を受講していることを要件とする。  
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サービス管理責任者研修について  

（注）資料内容については、今後の検討状況により変更があり得るものである。  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

平成18年6月26日  
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「  

「サービス管理責任者研修〔指導者研修〕」実施要領〔案〕  
、－L√｝，＿・宮J′Jう1－  1・ヽ・■′■■－T・l′－V  ‾■ √ －′                        －■ 一 丁 l  

1ヨ 的   

都道府県が推薦する指導者候補者に封Lて、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉  
サービスの管理上必要となる講義及び演習を受講させることにより、都道府県が実施する  
サービス管理責任者研修の指導者を養成するものである。  

2 受講期間 平成1モヨ年9月6日〔水〕～9月日日〔金〕（合計3日間〕   

3 研惜会場 全国身体障害者総合福祉センター戸山サンライズ  
〔東京都新宿匡戸山「－22－1電話口ヨーヨ三04－3611〕   

4 受講定員 240人亡各都道府県から分野別に各1宅〕   

5 受講草措 各分野ごとに所定の実務経験を有する看であって、都道府県の推薦音更けた者   

6 研修内容  

亡1〕講義（理論研修〕   

・「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」ほ時間）   

・「サービス提供のプロセスと管理」ほ時間）   

・「サ→ビス提供者と関係機関の連携」（2時間）   

・「分野別のアセスメントとモニタリングの実際（分野別講義〕」（日時間）   

ほ〕演習亡棄践研修〕  

・「サービス提供プロセスの管理の実際：事例研究①〔アセスメント編）」  

・「サービュ提供プロセスの管理町案際：事例研究②亡個別玉堤計画編〕」   

・「サービス内容のチェツタとマネジメントの実際（事例検討会〕」   



「サービス管理責任者研修」の全体イメージ  
り  ヽ  

国亡指導者研修〕  都道府県  

群
惇
事
業
者
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地域生活  

（知的・精神〕  

＋   

指導者研修修了者が各蔀道  

府県に戻軋講：師とLて都道府  

県研停を実施する  

：就 労 l  

l  

児 童  

・：j］三〕平成1巳年度．は全国身体．障害者結合手芸祉センター   

【戸山サンライズ：へ丹毒託によ隼菓施予定。  
相談支援従事者研修（都道府県）巾講義部分   

コー  
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「サービス管理責任者研修」の分野設定  

○サービス管理責任者として必要な専門的知識と技術を習得するため、各事業   
の機能と特性に対応できる講義と演習により構成される研修を実施。  

○サービス管理責任者を養成するため次の5分野を改定。（テキストも分野別に   
作成）  

第1分野：介護→（療養介護・生活介護（施設入所支援に係るものを含む））  

第2分野：地域生活（身体）→（機能訓練）  

第3分野：地域生活（知的・精神）→（生活訓練・共同生活援助・共同生活介護）  

第4分野：就労→（就労移行支援■就労継続支援）  

第5分野：児童 →（児童デイサービス）   



「サービス管理責任者」の要件   

実務経験   

障害者の保健・医療一福  

祉・就労・教育の分野にお  

ける直接支援一相談支援  

などの業務における実務  
経験（3～10年）。（注1，2）  

サービス管  

理責任者とし  

て配置   

実務経験の要件を満たしていれば、平成21年3月までの間に「相談支援従事者研修（講義部分）」を受講し、  

かつ「サービス管理責任者研修」を修了することを条件として、これらの研修を受講・修了していない場合であって  

も、暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。  

（注1）実務経験については、「参考1」を参照。  

（注2）グループホーム、ケアホーム、児童デイサービスについては、現にサービス提供を実施している事業者において、実務経験を満た  
す人材を確保できない場合に限り、平成19年度末までに「相談支援従事者研修（講義部分）」と「サービス管理責任者研修」を受  
講一修了することを条件として、3年以上の実務経験をもって暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。  

（注3）「相談支援従事者研修（講義部分）」とは、同研修のカリキュラムのうち、講義部分（「参考2」の2日間の部分）をいう。  
（注4）過去の「障害者ケアマネジメント研修」の修了者については、平成18年度以降、経過措置終了までの間に「相談支援従事者初任  

者研修」（1日）を受講した場合、新制度における「相談支援従事者研修」を修了したものと見なす。  
（注5）多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当す  

る種類の事業に係るすべてのカリキュラム（分野別のカリキュラム）を修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも  
一つの種類の事業に係る研修を修了していればよいこととする。  
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サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の 実 務 経 験  

業務の範囲  
サービス管理女住着 

彙務内 容   実務経験年数   

陣  
専 

施設等において相談支援業務に従事する者   

者  
の  
保  

健   医療機関において相談支援業務に従事する看で、次のいずれかに該当する者   

医  
（1）社会福祉主事任用資格を有する者  

療  ①  
（2）訪問介護且2級以上に相当する研修を修了した者  

相  
（3）国家資格等※1を する者   

福  談  
（4）施設等における相談支援兼務、就労支援における相談支援兼務、特別支援教育における進路相談・教育相  

埜  支  
談の業務に従事した期間が1年以上である者  

捷  
5年以上  

就  葉  
労  務  

致  就労支援に関する相雇淡支援の業務に従事する者  

育  
の  
分  特別支援教育における進路相談・教育相談の業附こ従事する者 
野  
lこ  

お  その他これらの業務に準ずると都道府県知手が認めた業務に従事する者  
け  
る  
支  
接  

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者   

業  
務  

②  
直  
按  障害者雇用事業所において就業支援の兼軌＝従事する者  
支  
摸  

1＝0年以上  

兼  盲学校・聾学校・暮護学校における職業教育の兼務に従事する者  
務  

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた兼務に従事する者  

上記②の直接支援兼務に従事する看で、次のいずれかに該当する者   
（冨）  （1）社会福祉主事任用資格を有する者  
有   （2）訪問介護員2級以上に相当する研修を修7した着  5年以上  
資   （3）児童指≦＃且任用資格者  
格  （4）保育士  
者  
等  上記（むの相談支援案務及び上記②の直接支撰集務l＝従事する看で、国家資格等※1による兼務lこ5年以上従事し   

ている考   
3年以上  

※1国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、痩学療法士、作業機法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士‘・義肢装具士、  
歯科衛生士、官話聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう姉、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。． 



者自立支援法の概要   

ケアマネジメントの展開   

演習  課外実習で作成した各自のアセスメント表、サービス利用計画 暮を発表し 
4  計  19  

、相互の事例の理解を深める。   

日  7  

日  
演習  模搬的なサービス担卦者会議を通じて事例検討を行いケアマネ ジメント手法を具体的に理解する 

。  

※サービス管理責任者研修の受講者は、Eコで囲んだ部分を受講することで研修修了の要件  
実習まとめ   演習  発表事例の事後的・客観的評価により実習の総括を行う。   3  を満たす。   

5  

日              地域自立支援協雑食の役割と活   講義  地域自立支捷協；暮会の運営方法について理解する。   3  

目              用  

開講式  

計  31・5   
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国立更生援護施設の入所事務  
等について  

平成18年6月26日   



1 障害者自立支援法施行に伴う国立更生援護施設の運営について  

（1）国立更生援護施設は、「身体障害者のリハビリテーションに関する施策を推進する   

ため、身体障害者のリハビリテーションに関する我が国の先駆的・指導的役割を果た   

すナショナルセンターとして、医療から職業訓練までの一貫したリハビリテ ーション   

を実施する」とともに「重複障害を有する最重度の知的障害児の保護及び指導」など   

を行い、その成果を全国の関係施設等に普及させることを目的として設置・運営して   

いる。  

（2）国立更生援護施設は、これまで支援費制度における都道府県の指定は必要としなか   

ったが、平成18年10月より障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設に位置   

づけられることから、今後、平成18年10月の新サービス体系への移行（経過措置   

なし）に向け、施設所在地の道県知事（北海道、栃木県、埼玉県、静岡県、兵庫県、   

福岡県、大分県）に対して障害者支援施設の指定手続きを行うこととなるので、特段   

のご配慮をお願いする（具体的に適用する施設障害福祉サービスは検討中）。  

また、国立更生援護施設は、入所を希望する者の住所地に関係なく、全国を対象と   

しており、現入所者についてみれば、その出身地は44都道府県391市町村に及ん   

でいるところであり、これら国立更生援護施設の利用者について、各都道府県、市町   

村において策定する障害福祉計画のサービス見込み量等に適切に反映されるようよろ   

しくお願いする。  

（3）現在、国立更生援護施設へ入所する場合の手続きは、支援費制度における手続きと   

異なり市町村の意見書を受け、施設利用者との契約により利用しているところである   

が、平成18年10月以降、施設利用者は、障害者自立支援法第19条第1項の規定   

に基づき「市町村からの支給決定」を受け、同法第22条第5項の規定に基づき市町   

村が交付する「受給者証」により行うこととなる。  

また、利用者負担の決定事務についても、市町村において行うとともに、自立支援   

給付についても、市町村から給付を行うこととなるので管内市町村等関係機関に対し   

て周知徹底方よろしくお願いする。  

このため、平成18年10月以降、引き続き施設を利用する現入所者については、   

市町村から新たな障害程度区分による訓練等給付等の支給決定を受ける必要があるこ   

とから、今後、各国立更生援護施設から関係市町村に対して確認の連絡を入れるので、   

この点についても管内市町村及び関係機関に対して、周知徹底方よろしくお願いする。  
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2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園  

（1）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園は、重度の知的障害者に対す   

る自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、並びに、調査及び研究等を行い、知   

的障害者の福祉の向上を図ることを目的とした法人である。  

（2）のぞみの圃は、入所を希望する者の居住地に関係なく、全国を対象としており、現   

入所者についてみれば、その出身地は45都道府県270市町村に及んでいるところ   

であり、各都道府県、市町村において策定する障害福祉計画においては、のぞみの園   

の入所者の地域移行を念頭に置きながら数値目標を設定する等サービス見込み量等に   

ついて、当施設の利用者が適切に反映されるようよろしくお願いする。  

（3）平成18年10月以降において当施翠へ入所する場合の手続きは、障害者自立支援   

法第19条第1項の規定に基づき、「市町村からの支給決定」を受け、同法第22条   

第5項の規定に基づき市町村が交付する「受給者証」により行うこととなるので、関   

係市町村に対して周知方お願いしたい。  

なお、のぞみの園においては、現在、新たな施設・事業体系の移行に向けての準備   

を進めているところであるが、当法人には事業者に関する経過措置がないため、平成   

18年10月以降、引き続き施設を利用する現入所者については、市町村から新たな   

障害程度区分による訓練等給付等の支給決定を受ける必要があることから、今後、の  

ノぞみの園から関係市町村に対して確認の連絡を入れるので、この点についても管内市   

町村由係機関に対して、周知徹底方よろしくお願いする。  
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1国立更生援護施設の概要  

施設名  所在地   現行事業内容等   

国立身体障害者リハビリテーション  麺玉県   ア 一般リハビリテーション課程   

センター  所沢市   肢体不自由、聴覚言語障害、視覚障害等に対し、職業、   
（更生訓練所一病院・研究所■学院）  職能訓練の実施  

定員 330名  
TELO4－2995－3100  

FAXO4－2995－3102  イ 理療教育課程   
http：／／www．rehab．go．jp／  中途失明者等に対し、あん摩マッサージ指圧師、はり  

師、きゆう師の養成のための教育訓練の実施  
・高卒3年課程  

定員 135名   
ション施設として以下の事業等を実施。  

・中卒5年課程   

①身体障害者に対する総合的リハビリテー  定員  75名   

②リハビリテーション技術の研究と開発  ウ 生活訓練課程  
③リハビリテーション関係専門職員の養成  

中途失明者等に対し、社会生活に適応させるために  

④リハビリテーションに関する情報の収集  必要な歩行訓練、コミュニケーション訓練等の生活訓   

練の実施   我が国の身体障害者の中核的リハビリテー                                    ンヨン   ・研修                  と提携      ⑤リハビリテーションに関する国際協力  定員  20名   

国立函館視力障害センター  北海道  

TELO138－59－2751  函館市   ア 理療教育課程  
FAX O138－59－4383  中途失明者等に対し、あん摩マッサージ指圧師、はリ  

国  師、きゆう師の養成のための教育訓練の実施  
・高卒3年課程  

国立塩原視力障害センター   栃木県   定員 各センター90名  
立  那須塩原市   ・中卒5年課程  

FAXO287－32－2941  定員各センター75名  
http：／／www．shiobara－nhb．go．jp／  

光  兵庫県  

TELO78－923－4670  神戸市  イ生活訓練課程  
FÅX O78－928－4122  中途失明者等に対し、社会生活に適応させるために  

明  必要な歩行訓練、コミュニケーション訓練等の生活訓  

練の実施  

国立福岡視力障害センター  福岡県  定員 各センター10名   
寮  福岡市  

FÅXO92－806－1365  

http：／／www．fukuoka－nhb．go．jp／  

国立伊東重度障害者センター   静岡県   主に肢体不自由看で最重度といわれる「頚髄損傷」に  
国         TEL O557－37－1308   伊東市   対し以下の訓練を実施   

FAX O557－36－0571  ・理学療法・作業療法等の医学的リハビリテーション   
J」■        ⊥L   

http：／／www．ito－nrh．go．jp／  の実施   

保  
・職能訓練  

国立別府重度障害者センター   大分県   ■ケースワーク、心理判定等の社会的・心理的リハビリ   

養  別府市   テーションの実施  

FAXO977－2ト2794  定員 各センター100名   

所   

国書  国立秩父学園   埼玉県   知的障害の程度が著しい児童または視覚等に障害のある   

立児  所沢市   知的障害児に対する保護暮指導の実施  
知施  

的設  定員 125名   

障   
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2 国立更生援護施設入所者の出身市町村一覧  

（平成18年5月31日現在）  

出身都道府県    出身市町村 利用者数   

q   北海道  函館市  10   

9  札幌市  9   

3  旭川市  2   

4  北見市  1   

5  網走市  2   

6  江別市  2   

7  苫小牧市  2 _ 

8  釧路市  1   

9  岩見沢市  1   

10  千歳市  ㍉1   

四  名寄市  し1   

12  芦別市  1   

了す 白老町  1   

14  知内町  1   

15  浜中町  1__ 

16  北斗市  3   

八雲町  2   

18  上磯町  1   

19  根室市  1   

20  室蘭市  1   

枝幸町  1   

22  平取町  1   

23   青森県  青森市  3   

24  黒石市  1   

25  十和田市  2   

＿＿旦巨＿  八戸市  2   

旦 ＿＿  板柳町  1   

28  田子町  1   

29  横浜町  1   

30  五所川原市  1   

31  階上町  1   

32  東北町  1   

33  六ヶ所村  1   

34   岩手県  久慈市  2   

35  盛岡市  2   

36  陸前高田市  2   

37  普代村  1   

38  金ヶ崎町  1   

39  滝沢村  1   

40  二虹  1   

41  一関市’  1   

42  花巻市  1   

43  矢巾町  1   

44  宮古市  1   

45   宮．城県  仙台市  4   

46  気仙沼市  3   

47  兼松島市  1   

48  鳴子町  1   

49  名取市  2   

50  美里町  1   

51  鳴瀬町  1   

52  登米市  1   

53   秋田県  秋田市  1   

54  鹿角市  1   

55  北秋田市  1   

56  横手市  1   

57  美郷町  1   

58  大仙市  1   

59   山形県  天童市  1   

60  南陽市  1   

61   福島県  福島市  1   

62  郡山市  1   

63  いわき市  1   

64  棚倉町  I _ 

旦  国見町  1   

66  浅川町  1   

67  二本松市  1  

出身都道府県  出身市町村  利用者数   

68   福島県   東和町   
69  郡山市   2   

70  船引町   
71  塩川町   
72   茨城県   水戸市   
73  土浦市   2   

74  結城市   4   

75  筑酉市   3   

76  日立市   3   

77  桜川市   2   

鹿嶋市   2   

79  石岡市   
80  牛久市   2   

81  古河市   
82  取手市   2   

83  龍ヶ崎市   
84  北茨城市   2   

85  常陸大宮市   
86  神栖町  

下館市   
88  茨城町  口   

89   栃木県   宇都宮市   2   

90  今市市   
91  大田原市   

足利市   
93  佐野市   2   

94  栃木市   
95  那須塩原市  3   
96  矢板市   

芳賀町   
98  益子町   
99  河内町   

．100  大平町   2   

101  日光市   2   

102  真岡市   1   

103   群馬県   高崎市   4   

104  伊勢崎市   2   

105  桐生市   3   

106  沼田市   
107  前橋市   3   

108  渋川市   3   

109  富岡市   2   

110  大田市   
111  邑楽町   
112  大泉町   
113  安中市   

114  榛東村   
115  吉岡町   
116  月夜野町   

117   埼玉県   さいたま市   12   
118  ふじみ野市   
ユj旦 羽生市   2   

120  越谷市   3   

121  狭山市   6   

122  戸田市   
123  坂戸市   
124  三芳町   
125  所沢市   15   

126  ′j、鹿野町   
127  松伏町   

128  菖蒲町   
129  上尾市   4   

130  朝霞市   
131  東松山市   
132  入間市   3   

旦  八潮市   
134  飯能市   2   
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出身都道府県  出身市町村  利用者数   
135   埼玉県   北本市  2   
葡  嵐山町   
137  蓮田市   2   

138  富士見市   
139  新座市   
140  鳩山町   
141  蕨市   
142  川越市   4   

143  川口市   6   

144  川島町   
145  草加市   口   

146  秩父市   2   

147  岡部町   
148  吉田町   I 1 
149  白岡町   
150  日高市   
151  三郷市   

152   千葉県   千葉市   6   

153  流山市   2   

154  船橋市   4   

155  柏市   3   

156  野田市   2   

157  市原市   
158  成田市   
159  旭市   2   

160  袖ヶ浦市   2   

161  印西市   
162  鎌ヶ谷市   
163  いすみ市   口   
164  市川市   ．3   

165  松戸市   2   

166  木更津市   
167   東京都   あきる野市   
168  稲城市   口   

葛飾区   6   

170  江戸川区   3   

171  江東区   4   

172  渋谷区   2   

173  荒川区   4   

174  小平市   
175  新宿区   3   

176  杉並区   8   

177  世田谷区   3   

178  清瀬市   2   

179  青梅市   2   

180  足立区   2   

181  台東区   2   

182  練馬区   7   

183  大田区   5   

184  中野区   
185  町田市   
186  東久留米市   4   

187  八王子市   
188  東村山市   2   

189  板橋区   4   

190  豊島区   2   

191  府中市   3   

192  武蔵村山市   3   

193  武蔵野市   2   

194  文京区   2■   

195  北区   2   

196  墨田区   3   

197  立川市   3   

198  狛江市   
199  昭島市   

200  日野市   
201  多摩市   
202  港区   
203  国分寺市   
204  西東京市   2   

205  調布市   

206  奥多摩町   
207   神奈川県   座間市   
208  横浜市   4  

209  城山町   

出身都道府県  出身市町村  利用者数   

210   神奈川県   川崎市   3   

211  相模原市   
212  大和市   
213  厚木市   

214   新潟県   柏崎市   2  

215  阿賀野市   
216  新潟市   5   

217  朝日村   
218  長岡市   

真野町   
220  小須戸町   
221  川西町   
222   富山県   ノJ、矢部市   

223  高岡市   
224   石川県   金沢市   
225   福井県   三国町   
226  春江町   
227  敦賀市   2   

228   山梨県   富士河口湖町   
229  山梨市   
230  都留市   

231   長野県   長野市   
232  上田市   
233  佐久市   

234   岐阜県   岐阜市   2   

235  岐南町   
236  下呂市   
237   静岡県   静岡市   4   

238  伊東市   
239  沼津市   6   

240  焼津市   
241  島田市   2   

242  熱海市   
243  函南町   2   

244  浜松市   2   

245  袋井市   
246  浜北市   
247  菊川市   
248   愛知県   名古屋市  8   

249  清須市   
250  愛酉市   
251  春日井市   
252  津島市   
253  稲沢市   

254  北名古屋市   
255  一宮市   
256  田原市   ロ   
257  西尾市   2   

258  桑名市   
259  伊勢市   
260  南伊勢町   
261   滋賀県   甲良町   
262  愛荘町   

263  守山市   
264  長浜市   
265   京都府   福知山市   
266  亀岡市   

267  舞鶴市   
268  久御山町   
269  八幡市   

綾部市   
271   大阪府   東大阪市   
272  島本町   

273  大阪市   4   

■274  柏原市   
275  茨木市   3   

276   兵庫県   神戸市   17   
277  明石市   7   

278  小野市   
279  西宮市   3   

280  姫路市   5   

281  芦屋市   
282  三木市   
283  丹波市   り   
284  加古川市   3  
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出身都道府県  出身市町村  利用者数   
旦旦蔓 兵庫県   高砂市   1 1 
星旦軋  尼崎市   3   

287  宍粟市   
288  多可町   
289  上郡町   
290  淡路市   
291   奈良県   奈良市   
292   鳥取県  鳥取市  R   
293   島根県   松江市   

294   広島県   広島市   
295  東広島市   2   

296  呉市   2   

297   山口県   下関市   
298  防府市   
299  美祢市   
300   徳島県   徳島市   
301  阿南市   2   

302  勝浦町   
303   香川県   観音寺市   

304   愛媛県   伊予市   
305  松山市   2   

306  東温市   
307  今治市   

308   高知県   安芸市   
309  高知市   
310   福岡県   鞍手町   2   

311  宇美町   
312  うきは市   
313  金田町   

314  古賀市   2   

315  行橋市   
316  香春町   
317  志免町   
旦主旦  前原市   n   
319  大牟田市   2   

旦些 直方市   
321  粕屋町   
322  福岡市   23   

323  北九州市   8   

324  久留米市   2   

ぷ旦 筑紫野市   
326  川崎町   
327  大刀洗町   

328  宗像市   
329  みやこ町   
330  田川市   2   

331  飯塚市   5   

332  大任町   
333  柳川市   
334  八女市   
335  福津市   

336   佐賀県   基LU町   

337  鳥栖市   2   

338  
339  有田町   
340  佐賀市   

341  肥前町   
342  嬉野市   
343  みやき町   2   

344   長崎県   佐世保市   4   

345  壱岐市   2   

346  加津佐町   2   

347  西海市   
348  対馬市   
349  長崎市   3   

350  諌早市   3   

351  北有馬町   
352  佐々町   
353  大村市   
354  玉之浦町   

j巨む   熊本県   錦町   
356  熊本市   

山鹿市   
2   

旦巨1  

旦巨軋  山都町   
359  ′  

出身都道府県  出身市町村  利用者数   
360   熊本県   相良村  
361  南ノト国町   

水上村   
363  益城町   

364  蘇陽町   
365  天草市   
366  合志市   

367   大分県   宇佐市   2   

368  大分市   3   

砺  別府市   
370  日田市   

371  由布市   
372  豊後大野市   d  
373  国東市   
374  津久見市   

375  宮崎県   宮崎市   2  

376  延岡市   2  

377  都城市   
378  日南市  2  

379  西都市   
380   鹿児島県   鹿児島市   4   

381  鹿屋市   
382  出水市   
383  大崎町   
384  枕崎市   
385  奄美市   

386   沖縄県   宜野湾市   2  

387  那覇市   4  

388  宮古島市   
389  上野村   

390  佐敷町   ロ   
391  南城市   2   

合計 44都道府県 391市町村  
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3 独立行政法人のぞみの園施設入所者の出身市町村一覧  

（平成18年5月31日現在）  

出身都道府県  出身市町村  利用者数   

47   群馬県  前橋市   8   

48  下仁田町   

49  榛名町   

50  玉村町   

51  高崎市   20   

52  安中市   

53  みどり市   

54  太田市   3   

55  末書妻町   

56  神流町   

57  甘楽町   2   

58  藤岡市   

59  中之条町   

60  富岡市   3   

61   埼玉県   さいたま市   6   

62  川口市   3  

63  三芳町   

64  熊谷市   

65  川越市   2   

66  宮代町   

67  草加市   2  

68  寄居町   

69  狭山市   

70  東松山市   

71  吉川市   

72  羽生市   2  

73  鳩山町   

74  坂戸市   

75  ふじみ野市   

76  小川町   2   

77  深谷市   

78  幸手市   

79  鴻巣市   

80  春日部市   2   

81  上尾市   

82  入間市   2  

83  所沢市   

84  吉見町   

85  皆野町   

86  北本市   

87  三郷市   

88   東京都  港区   

89  新痘区   2  

90  文京区   

91  台東区   

92  墨田区  

出身都道府県  、出身市町村  利用者数   

北海道  士幌町   

2  釧路市   

苫小牧市   

4  札幌市   

5  稚内市   

6  北見市   

7  江差市   

8  伊達市   

9  帯広市   

10   岩手県  奥州市   

大槌町   

12  花巻市   

13  北上市   

14  一関市   

15   宮城県  仙台市   

16   秋田県  秋田市   

17  五城目町   

18   山形県  山形市   

19  飯豊町   

20  三川町   

21  長井市   

22   福島県  郡山市   2   

23  相馬町   

24  西郷村   

25   茨城県  結城市   

26  日立市   2   

27  伊奈町   

28  土浦市   2   

29  水戸市   3   

30  筑酉市   3   

31  常陸太田市   

32  高萩市   

33  古河市   

34   栃木県  宇都宮市   3   

35  栃木市   

36  鹿沼市   

37  足利市   2   

38  小山市   2   

39  岩舟町   

40  大平町   

41  河内町   

42  那須町   

43  大田原市   

44  塩谷町   

45   群馬県  渋川市   

46  伊勢崎市   

－7－  



出身都道府県  出身市町村  利用者数   

93   東京都  江東区   

94  品川区   

95  目黒区   3   

96  大田区   3   

97  世田谷区   5   

98  渋谷区   

99  杉並区   

100  豊島区   4   

101  北区   

102  荒川区   3   

103  板橋区   4   

104  練馬区   8   

105  足立区   

106  葛飾区   4   

107  江戸川区   

108  八王子市   

109  立川市   

110  武蔵野市   

111  三鷹市   4   

112  青梅市   2   

113  府中市   

114  昭島市   

115  調布市   

116  小金井市   

117  日野市   

118  東村山市   

119  国分寺市   2   

120  東大和市   

121  東久留米市   3   

122  瑞穂町   

123   千葉県  6   

124  八千代市   3   

125  浦安市   2   

126  野田市   

127  松戸市   2   

128  市川市   6   

129  匝瑳市   

130  白子町   

131  鴨川市   

132  佐倉市   

133  銚子市   

134  南房総市   

135  睦沢町   

136  いすみ市   

137  館山市   

138  相市   3   

139  白井市   

140  6   

141  千葉市   9  

出身都道府県  出身市町村  利用者数   

142   神奈川県  相模原市   

143  南足柄市   

144  小田原市   

145  平塚市   

146  川崎市   4   

147  城山町   

148  大和市   

149  横須賀市   

150  座間市   

151  秦野市   

152  厚木市   2   

153  藤沢市   

154  横浜市   12   

155   新潟県  小千谷市   

156  阿賀町   

157  南魚沼市   3   

158  栃尾市   

159  佐渡市   

160  川口町   2   

161  田上町   

162  魚沼市   

163  長岡市   

164  三条市   3   

165  柏崎市   

166  新潟市   2   

167  蕪市   

168   富山県  富山市   2   

169  滑川市   2   

170  入善町   

171－   石川県  金沢市   2   

172  加賀市   

173  七尾市   

174   福井県  鯖江市   

175   山梨県  甲府市   3   

176  南部町   

177  甲斐市   

178  北牡市   

179  大月市   

180  増穂町   

181   長野県  長野市   5   

182  北相木村   

183  佐久市   

184  小諸市   

185  上田市   

186  南牧村   

187   岐阜県  恵那市   

188  郡上市   

189  東白川村   

190  岐阜市   2   
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出身都道府県  、出身市町村  利用者数   

191   岐阜県  多治見市   

192   静岡県  三島市   

193  静岡市   

194  伊豆の国市   

195  川根本町   

196  藤枝市   

197  裾野市   

198  浜松町   

199  湖西市   

200  掛川市   

201  沼津市   

202  森町   

203   愛知県  小牧市   

204  一宮市   2   

205  豊橋市   

206  弥富町   

207  一色町   

208  名古屋市   6   

209  瀬戸市   2   

210  阿久比町   

211  豊田市   

212   三重県  御浜町   

213  伊勢市   

214   滋賀県  東近江市   

215  彦根市   

216   京都府  亀岡市   

217  福知山市   

218  京都市   

219  精華町   

220  綾部市   

221   大阪府  守口市   2   

222  高槻市   

223  大阪市   2   

224  八尾市   

225   兵庫県  播磨町   

226  宝塚市   

227  神戸市   4   

228  西宮市   

229  豊岡市   3   

230  相生市   

231  加東市   

232  赤穂市   2   

233   奈良県  天川村   

234   和歌山県  

235  血   

236   鳥取県  八頭町   

237  琴浦町   

2由  鳥取市   

出身都道府県  出身市町村  利用者数   

239   島根県  益田市   

240  出雲市   

241  雲南市   

242  松江市   

243   岡山県  岡山市   

244  瀬戸町   

245  倉敷市   

246   広島県  廿日市市   

247  広島市   4   

248  尾道市   

249  北広島町   

250  三原市   

251   山口県  岩国市   

252  長門市   

253  周南市   

254   徳島県  阿南市   

255   香川県  小豆島市   

256  丸亀市   2   

257   愛媛県  今治市   

258  伊方町   

259  松山市   

260   高知県  高知市   

261  土佐町   

262  土佐市   

263   福岡県  北九州市   2   

264  大牟田市   

265   佐賀県  小城市   

266   熊本県  山鹿市   

267   大分県  大分市   2   

268   宮崎県  高鍋町   

269  宮崎市   3   

270   鹿児島県  いちき串木野市   

計 45都道府県 270市町   

ー9－  



障害児施設の契約等について  

目 次  

1措置と契約の取扱いについて  

2 実施主体の考え方について  

P 2  

P 3  

P 5  

PlO  

Pll  

3 支給決定における整理事項について  

4 障害児施設関係の今後のスケジュールについて ■・・・…・・■■・  

5 児童デイサービスについて  

・参考 平成18年度障害児施設措置費（平成18年4月～9月）の補助単価（案）   



1 措置と契約の取扱いについて  

障害児施設における児童福祉法第27条第1項第3号措置の適用について   

原則として障害児施設の利用は契約によることとなるが、児童相談所が  

下記の事由のいずれかに合致すると判断した場合については、児童福祉  
法第27条第1項第3号の措置による利用を行うものとする。  

l＿＿＿＿＿＿．＿＿＿  

・保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合  

一 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準ずる状態  

にある場合  

一 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結  

が困難と認められる場合  

2   



2 実施主体の考え方について  

障害児施設給付真における給付の実施者について  

・給付を実施する者は保護者の居住する都道府県を原則とす  
る。なお現在、すでに入所している障害児については、現在  

措置を行っている都道府県が行う。  

措 置  

：∴′・・  

（措置時）A県・X市  A県が実施主体となる。  

（保護者）  

C県・Z市   

（児童）  

＊なお、10月以降、保護者の転居  
があった18歳未満のケースについ  

てはB県が実施主体となる。   

l●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

転 居  

：施設  
（H18．9．30）B県・Y市  

（保護者）  



重症心身障害児施設等が療養介護事業に移行した場合の  

給付の実施者について  

A県・X市   措置   
c県・Z市  

・現在入所している加齢児を対象に  

考えると、入所前に居住していた市  
町村が給付の実施者になる。  

B県・Y市  
：施設  

保 護 者   児 童 の 住 民 票  給 付 の 実 施 者   

A県X市   

A県X市  
C県Z市   

A県X市  

B県Y市  

B県Y市に転居  
C県Z市（転居時に異動）  

C県Z市（入所時に異動）   

4   



3 支給決定における整理事項について  

支給決定するサービスの種類  

障害児施設給付貴  

・指定肢体不自由児療護施設支援  

・指定肢体不自由児通園施設支援  

一指定重症心身障害児施設支援  

・指定医療機関（肢体不自由児）  

・指定医療機関（重症心身障害児）  

t指定知的障害児施設支援  

・指定第1種自閉症児施設支援  

■指定第2種自閉症児施設支援  

・指定知的障害児通園施設支援  

・指定盲児施設支援  

・指定ろうあ児施設支援  

一指定難聴幼児通園施設支援  

・指定肢体不自由児施設支援（入所）  

・指定肢体不自由児施設支援（通所）  

5   （※）障害児は障害程度区分の認定を行わない。  



障害児施設における支給決定の有効期間の取扱い  

・支給決定の有効期間は原則として最長3年とする。  

■ ただし、通所施設にあっては、利用するサービス量が  
比較的短期間に変わりうるため、支給決定有効期間を  
最長1年間とする。   



障害児施設給付責 受給者支給決定内容整理表  

支給決定する内容  

施設種別（入所）  
幼児（乳幼児）   

重度加算   
強度行動   重度重複   自活訓練  

加算  障害加算   加算   加算   

知的障害児施設   ×   ○   ○   ○   ○   

第1種自閉症施設   ×   ○   ×   ○   ○   

第2種自閉症施設   ×   ○   ○   ○   ○   

盲児施設   ○   ○   ○   

ろうあ児施設   ○   ○  ○   

肢体不自由児施設  

（入所部）   
○   ○  ○   

×  ×  

肢体不自由児療護施設   ×   ○  ○   

指定医療機関  

（肢体不自由児）   
○   ○  ○   

知的障害児通園施設   ○   ×  ×   

7   



障害児施設支援における支給決定の有効期間  

支給決定の有効期間  支給決定の有効期間  
施設種別（入所）  施設種別（適所）  

最短   最長  最短   最長   

知的障害児施設   知的障害児通園施設   

第1種自閉症施設  難聴幼児通園施設   

肢体不自由児施設  
1か   

第2種自閉症施設  

1年  

（通所部）   

盲児施設  肢体不自由児通園施設   

ろうあ児施設  
取扱いの考え方   

肢体不自由児施設  
1か月   3年  

（入所部）  

支給決定の有効期間は、障害者自立支援法並びの期間とする。   
肢体不自由児療護施設  

利用児の利用日数については、「者」に準ずる。  
重症心身障害児施設   

指定医療機関  

（肢体不自由児）   

指定医療機関  

（重症心身障害児）  8  



障害児施設支援における利用者負担の見直し時期  

施設種別（入所）   
利用者負担の見直し   

施設種別（通所）   
利用者負担の見直し  

時期（標準）  時期（標準）   

知的障害児施設   知的障害児通園施設   

第1種自閉症施設  
難聴幼児通園施設   

支給決定の  
第2種自閉症施設  肢体不自由児施設  

（通所部）   

更新時  

盲児施設  
肢体不自由児通園施設   

ろうあ児施設  

毎年7月  
取扱いの考え方等   

肢体不自由児施設  

（入所部）  
01年より短い支給決定の有効期間等を定めるこ  

と等により、左欄の見直し時期により難い場合は、  
肢体不自由児療護施設   市町村が、個々のケースに応じて適切と考える時期  

に見直しを行う。  
重症心身障害児施設   その場合、利用者負担の見直しが、毎年、原則と  

指定医療機関   して前年収入（1月から6月までは前々年）に応じて  

（肢体不自由児）  行われるものであることに鑑み、適切な期間で見直  

指定医療機関  しがなされるよう配慮すること。  
（重症心身障害児）   

9   



4 障害児施設関係の今後のスケジュールについて  

l  

6月   7月  8月i 9月   10月以降   

事業所指定  事業所に対する必要な周知  

受給者関係  受証     利用者  

l  

r   

・受給者証  
・報酬告示（案）  

・指定運営基準（案）  

l   

・障害児施設給付費   

国の提示事項    支給申請書等  ．請求事務関係の 
・事業所指定中請書  

l  

・利用者負担の扱い の案提示  

取扱の提示  

l   

■  

l  

★9月30日において現に運営している障害児施設の指定は、みなし規定があるため指定の申請は要しないが、10月1日から新指定  

基準が適用されることに伴い、10月1日までに当該指定基準に沿った運営体制が確保されるよう、事業者に周知を行うこと。また、  

運営規程の届出等、新指定基準において届出の対象となっている事項について、届出を行うよう周知すること。  

★★報酬に係る加算のうち、体制加算に係るものについても、適宜必要な届出を行うよう、周知されたい。  
10   



5 児童デイサービスについて  
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個別給付（介護給付）  

〈18年10月からの児童デイサービス〉  
○〔原則〕児童デイサービス（より専門性の高いサービスを提供するものとして一定の要件を満たす事業者）  

対象者：療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。  
具体的事例として  

（   

・市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童  

・児童相談所・保健所・児童家庭支援センター、医療機関等から療育の必要性を認められた児童  
：療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。   
指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。   
個別プログラムに沿った集団療育を行う。   
保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。  

事業内容  

人員配置基準：指導員又は保育士10：2に加え、サービス管理責任者を新たに設置。  
報酬単価：508単位（1日あたり平均利用人員11～20人）  

ただし、1歳6か月健診等において一定の支援が必要とされており、保健所及び児童相談所等  
から療育の必要性があると認められた就学前児童を7割以上受け入れる場合に適用する。  

〔経過措置〕  

：○一定以上の年齢に達している児童など、集団療育が適切であると考えられる児童に対する療育指導の検討  
l  

吾 現行制度において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、施行後3年間は、事業所とし…  
て一定の要件を満たすものを指定児童デイサービス事業所とみなす。   

対象者：療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童。（必要に応じ児童相談所・保健所等  
に意見を求める）   

事業内容：指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導■訓練を行う。（必ずしも、1対1での  
指導時間を必要としない）。個別プログラムの策定。   

人員配置基準：指導員又は保育士15：2  

報酬単価  し早野単位上l巨趨た月空鞄利男人   ‖   



10月の指定基準の変更に伴う児童デイサービスの取扱いについて  

新指定基準   旧指定基準（経過措置）★   

保育士及び指導員の  

人員配置基準   
10：2   15：2   

サービス管理責任者の配置   必要   未配置でも可   

就学前児童を実際に7割受け   

入れているか★★  

利用定員の設定★★★   10人以上   10人未満でも可   

＊障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令の附則の  

適用となる事業所（省令の施行の際に現に存ずる事業所に限る。）  

＊＊就学前児童を7割受け入れていない事業所については、報酬上低い単価設定とする。  

（前真に記載している「経過措置の単価」の適用となる。）  

＊＊＊児童デイサービス経過措置事業所のうち「利用定員の設定」のみを満たせない場合に限り、報酬上高い単価設定と  

する。（前頁に記載している「原則の報酬単価」の適用となる。）  13   



地域生活支援事業に係る主な変更点  

1．事業の実施形態については、「実施主体が直接実施するか、又は、事業の全部又は   

一部を団体等に委託して実施することができる。」としていたが、それに加え＿占整合  

雛レて赦す岳艶古窯膠窃彫とし危  

2．市町村の「その他の事業」である「障害児タイムケア事業」については、ぞの窃蒙   

者を昭酢を／百中二摩曇   
麒／に変夢レ已   

摘 栖穿とす岳  

3．市町村の「その他の事業」に／凝断害者   

助をシター妻業∴あ覿訝レ已  

①   



地域生活支援事業実施要綱（案）   

1 目的  
障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）がその有する能力及び適性に応じ、   

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応   

じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増   
進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮   
らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。   

2 実施主体   

（1） 市町村地域生活支援事業  

市町村（指定都市、中核市、特別区含む。）を実施主体とし、複数の市町村が  
連携し広域的に実施することもできるものとする。  

ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものと  
する。  

また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支  
援事業の一部を実施することができるものとする。  

（2） 都道府県地域生活支援事業  

都道府県を実施主体とする。  
ただし、発達障害者支援センター運営事業は指定都市を含む。  
なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に  

事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委  
託することができるものとする。  

また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとす  
る。   

3 事業内容   

（1） 市町村地域生活支援事業  

障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供  
等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、  
障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供  

を行う事業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は  
社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業に対し補助す  

る事業を行うことができる。  

ア 相談支援事業  

イ コミュニケーション支援事業  

り 日常生活用具給付等事業  

工 移動支援事業  

オ 地域活動支援センター機能強化事業  

力 その他の事業  
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（2） 都道府県地域生活支援事業  

専門性の高い相談支援事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業とし、サ  
ービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断により、自立した  
日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人等が行う同事業  

に対し補助する事業を行うことができる。  

ア 専門性の高い相談支援事業  

イ 広域的な支援事業  

ウ サービス・相談支援者、指導者育成事業  

エ その他の事業  
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4 利用者負担  

実施主体の判断によるものとする。   

5 国の補助   

国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補   

助するものとする。   

6 留意事項   

（1） 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、  
それぞれの市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること。  

（2） 障害者等に対し、点字を用いること及び代読、要約を行う等障害種別に配慮し  
ながら、本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。   

（3） 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守  
り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。  

（4） 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業については、補助対象  
とならない。  
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（別記1）  

相談支援事業   

1 目的   

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要   
な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことによ   
り、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目   
的とする。  

（注） 以下の事業は、国庫補助の対象となる事業について示したものである。  

なお、相談支援事業のうち、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」については、地域の実情  

に応じ、交付税を財源として実施される事業であり、その事業は別添1のとおりである。   

2 事業内容  
（1） 市町村相談支援機能強化事業  

ア 目的  

市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談  
支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配  
置することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。  

イ 事業内容  

（ア）専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応  

（イ）地域自立支援協議会（注1）を構成する相談支援事業者等に対する専門的  

な指導、助言等  
り 専門的職員  

社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相言炎支援機能を弓垂化するた  
めに必要と認められる者  

工 留意事項  

（ア）地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施する  

こと。  

（イ）地域自立支援協議会において、市町村内の相言炎支援体制の整備状況やニ  
ーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事  
業実施計画を作成すること。  

（ウ）都道府県自立支援協議会（注2）に、事業実施計画に係る助言を求めるほ  
か、概ね2年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業  

の適切な実施に努めること。  

（注1）地域自立支援協議会  

市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核  

的な役割を果たす協議の場として設置するもの。（財源は交付税により措置）  

（注2）都道府県自立支援協議会  

都道府県全体でのシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場として設置するもの。（財  

源は交付税により措置）  
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【別添1】  

障害者相言炎支援事業   

1 概要  
市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、   

必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行う   

とともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者   

等の権利擁護のために必要な援助（相談支援事業）を行う。  

また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者を支   

えるネットワークの構築が不可欠であることから、市町村は相談支援事業を実施するに   

当たっては、地域自立支援協議会を設置し、中立■公平な相談支援事業の実施のほか、   

地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進する。   

2 実施主体  
市町村（必要に応じ複数市町村による共同実施、運営については常勤の相談支援専門   

員が配置されている指定相談支援事業者への委託可）  

（注1） 指定相談支援事業者に委託する場合においては、事業運営の中立性・公平性を確保する観点から、  

地域自立支援協議会において、委託事業者の事業計画等について、事業評価を行う等の措置を講じるこ  

とが適当である。   

3 事業の具体的内容   

（1） 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）   

（2） 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等）   
（3） 社会生活力を高めるための支援   
（4） ピアカウンセリング   

（5） 権利の擁護のために必要な援助   

（6） 専門機関の紹介   

（7） 地域自立支援協議会の運営 等  
（注2） 市町村は、障害者相談支援事業を委託した指定相談支援事業者に対し、障害程度区分に係る認定調  

査の委託が可能   

4 相談支援体制の例  
相談支援体制については、地域自立支援協議会を中核としつつ、地域の実情に応じ、   

適切な形で整備を進めることが適当である。  

なお、想定される例としては、下記のとおり。   

（1） 障害種別に対応する総合的拠点を設置する。   

（2） 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携する。  

（3） 介護保険法に基づく地域包括支援センターと一体的に総合的な相談窓口を設置  

する。   

5 地域自立支援協議会   

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的   

な役割を果たす定期的な協議の瘍として、市町村が設置する。  
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（構成メンバー）   

地域の実情に応じ選定されるべきものであるが、想定される例としては以下のとお  
り。   

・相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関  
係機関、企業、障害者関係団体、学識経験者 等  

（主な機能）   

■ 中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価等を実施。   
・困難事例への対応のあり方に関する協議、調整（当該事例の支援関係者等によ  
る個別ケア会議を必要に応じて随時開催）   

一 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議   

一 地域の社会資源の開発、改善   
・市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用に関す  

る協議   

・権利擁護等の分野別のサブ協議会等の設置、運営 等  
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住宅入居等支援事業（居住サポート事業）   

ア    目的   

賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望して  

いるが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要  
な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地  
域生活を支援する。   

（2）  

イ 事業内容  

賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、主  

に次の支援を行う。  

（ア） 入居支援  

不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援  
を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じ  

てその利用支援を行う。  
（イ） 24時間支援  

夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関  
との連絡・調整等必要な支援を行う。  

（ウ） 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整  

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることが  

できるよう調整を行う。   
り 対象者  

知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望  
しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。  

ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。   

（3） 成年後見制度利用支援事業   

ア 目的  

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められ  
る知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、  
これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。   

イ 事業内容  

成年後見制度の申立てに要する経責（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の  
報酬の全部又は一部を助成する。   

ウ 対象者  

次のいずれにも該当する者  

（ア） 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知  

的障害者又は精神障害者  

（イ） 市町村が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉  
に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）第51条の11の2に  
基づき、民法第7条（後見開始の審判）、第11条（保佐開始の審判）、第  
15条第1項（補助開始の審判）等に規定する審判の請求を行うことが必  

要と認める者  

（ウ） 後見人等の報酬等必要となる経真の一部について、助成を受けなければ  
成年後見制度の利用が困難であると認められる者  
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（別記2）  

コミュニケーション支援事業   

1 目的   

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障が   

ある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介す   

る手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。   

2 事業内容   

手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音訳等   

による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通   

を仲介する。   

3 対象者   

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障が   

ある障害者等   

4 留意事項  

（1） 派遣事業が円滑に行われるよう運営委員会、調整者の設置等について配慮するこ  

と。  

（2） 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。  
ア 「手話通訳者」  

（ア）「手話通訳士」・・・ 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査1証明事業の認  

定に関する規程（平成元年5月20日厚生省告示第108  
号）に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、  

登録を受けた者  

（イ）「手話通訳者」■・■  都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手  

話通訳者として登録された者  

（ウ）「手話奉仕員」‥・ 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業にお  

いて「手話奉仕員」として登緑された者   

イ 「要約筆記者」  

「要約筆記奉仕員」・‥  市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業に  

おいて「要約筆記奉仕員」として登録された者  
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（別記3）  

日常生活用具給付等事業   

1 目的   

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること   

等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。   

2 事業内容  
日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に別に定める告示の要件を満たす6種の用   

具を給付又は貸与する。   

3 対象者   

重度の身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者であって、当該用具を必要と   

する者   

4 留意事項  

（1） 給付に当たって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必  

要な者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。  

また、給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求め  

ることが適当である。   

（2） 給付品目の選定に当たって実施主体は、（財）テクノエイド協会が運営するテ  
クニカルエイド情報システム（TAIS）の活用による情報収集を行うなど、同機能  

であればより廉価なものを給付できるよう努めること。  

（3） 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量  

を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入・共同購入又は競争入札等  

の活用が適当である。   

（4） 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減  

価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第15号）  

等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再給付されたい。  
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（別記4）  

移動支援事業   

1 日的  
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域   

における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。   

2 事業内容   

（1） 実施内容  

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等  
の社会参加のための外出の際の移動を支援する。   

（2） 実施方法  

各市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施す  

ること。なお、具体的には以下の利用形態が想定される。  

ア 個別支援型  

個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援  

イ グループ支援型  

（ア） 複数の障害者等への同時支援  

（イ） 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントヘの複数人同時参加  
の際の支援  

り 車両移送型  

（ア） 福祉バス等車両の巡回による送迎支援  

（イ） 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運  
行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援   

（3） 対象者  

障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。   
（4） サービスを提供する者  

サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。   

3 留意事項   

（1） 指定事業者への事業の委託  

サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、  
・新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者  

これまで支援責制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者  

などを活用した事業委託に努めること。  
また、市町村が作成した委託事業者リストから利用者が事業者を選択できるよ  

うな仕組みとすることが適当であること。  

（2） 突発的ニーズへの対応  

急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変に  
サービス提供を行うこと。  

（3） サービス提供者については、平成15年3月27日障発第0327011号厚  
生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等につい  

て」を活用するなど、その資質の向上に努めること。  
また、利用者の利便性を考慮し、他の市町村への外出等に支障を生じないよう  
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配慮するとともに、代筆、代読等障害種別に配慮したサービス提供に努めること。  
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（別記5）  

地域活動支援センター機能強化専業   

1 目的   

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会   
との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって   
障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。   

2 事業内容   

基礎的事業（注1）に加え、本事業の機能弓削ヒを図るため、「地域活動支援センターⅠ   
型」、「地域活動支援センターⅡ型」、「地域活動支援センターⅢ型」の類型を設け、以下   
の事業を実施する。   
（1） 地域活動支援センターⅠ型  

専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との  
連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図  
るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委  
託を受けていることを要件とする。   

（2） 地域活動支援センターⅡ型  

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、  

入浴等のサービスを実施する。   

（3） 地域活動支援センターⅢ型  

ア 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所に  

よる援護事業（以下「小規模作業所」という。）の実績を概ね5年以上有し、  
安定的な運営が図られている。  

イ このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能であ  

る。  

（注1） 基礎的事業とは、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会  

の提供等地域の実情に応じた支援を行うことをいう。（財源は交付税により措置）   

3 職員配置   

本事業の実施に当たっては、叫下のとおり職員を配置する。   

（1） 地域活動支援センターⅠ型  

基礎的事業（注2）による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とす  
る。  

（2） 地域活動支援センターⅡ型  

基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。  
（3） 地域活動支援センターⅢ型  

基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。  

（注2） 基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。  
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4 利用者数等   

（1） 地域活動支援センターⅠ型  

1日当たりの実利用人員が概ね20名以上。   
（2） 地域活動支援センターⅡ型  

1日当たりの実利用人員が概ね15名以上。   

（3） 地域活動支援センターⅢ型  

1日当たりの実利用人員が概ね10名以上。   

5 留意事項  

（1） 実施主体又は運営主体は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契  
約を締結すること。  

（2） 地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければなら  
ないこと。  
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（別記6）  

その他の事業   

○ 実施事業   

（1） 福祉ホーム事業  

ア 目的  

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用  

させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生  

活を支援することを目的とする。  

イ 対象者  

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害  

者（ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。）  

り 利用方法  

福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。  

エ 管理人の業務  

（ア） 施設の管理  

（イ） 利用者の日常生活に関する相談、助言  

（ウ） 福祉事務所等関係機関との連絡、調整  

オ 留意事項  

（ア） 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利  

用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。  

（イ） 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事  

務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさない  

よう適切な配慮を行うこと。  

（ウ） 利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極  

力利用者の意見を尊重して定めること。  

（2） 盲人ホーム事業  
昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長通知「盲人ホームの運  

営について」に基づき実施する事業  

（3） 訪問入浴サービス事業  

ア 目的  

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入  

浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図  

り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。  

イ 事業内容  

身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護  

り 対象者  

本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者  
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エ サービス提供従事者   

事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者は、次のいず   

れかの者とする。   

（ア） 看護師又は准看護師   

（イ） 介護職員  

オ 留意事項   

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、サ   

ービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定   

めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。  

身体障害者自立支援事業   

ア    目的   

身体障害者向け公営住宅、福祉ホーム等に居住している身体障害者で、日常生  
活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、ケアグル  
ープ（介助サービス等を提供する者。以下同じ。）による介助サービス等を提供  
することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援することを目的  

（4）  

とする。   

イ 事業内容  

ケアグループによる介助サービスの提供は、障害者の障害の状況を勘案して次  

に掲げるサービスを必要に応じ提供するものとする。  

（ア） 身辺介助  

食事、入浴、排泄、更衣・整容等の介助  

（イ） 家事援助  

掃除、洗濯、調理、買い物等の援助  

（ウ） 夜間における臨時的対応  

（エ） 生活相談 等   

り 対象者  

入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者とする。  

ただし、常時医療を必要とする状態にある者を除く。   

（5） 重度障害者在宅就労促進特別事業（バーチャルエ房支援事業）   

ア 目的  

在宅の障害者に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労す  

るための訓練等の支援を行うことにより、在宅の障害者の就労の促進を図ること  

を目的とする。   

イ 事業の内容  

実施主体が利用者に対し訓練を行うための作業を受注し、当該作業を元に、在  

宅就労に必要な情報処理技術の教育・支援等を行うほか、雇用希望者のための職  

場開拓等自立に向けた支援を実施する。   

ウ 利用者の要件  

利用者は、身体機能の障害等により企業等への通勤が困難な者であって情報機  

器を用いた在宅での就労を希望する者とする。  
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エ 在宅就業支援機関との連携  

実施主体は、設置地域その他の状況を勘案して、「重度障害者在宅就業推進事  
業実施要綱」（平成17年4月1日付け職高発第0401014号）に定める在宅就業支  
援に実績のある社会福祉法人等（以下「支援機関」という。）と連携・協力関係  
を構築するとともに、当該支援機関に対して、必要に応じて助言・援助を求める  
など、適宜連携を図ること。   

（6） 更生訓練糞■施設入所者就職支度金給付事業   

ア 更生訓練費給付事業  

（ア） 目的  

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者自立支  

援法（以下「法」という。）附則第41条第1項に規定する身体障害者更  
生援護施設（身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」とい  
う。）に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図るこ  
とを目的とする。  

（イ） 支給対象者  

法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業  
又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する  
指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更  

生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定によ  
り施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とす  

る。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。  
（ウ） 支給額  

市町村が、従前の更生訓練費の支給の状況や更生訓練の内容等を勘案し  
て必要と認めた訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とす  

る。   
イ 施設入所者就職支度金給付事業  

（ア）‘目的  

法附則第41条第1項に規定する施設に入所、若しくは通所している者  

が訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利  
用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促  
進を図ることを目的とする。  

（イ） 支給対象者  

法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者  
若しくは身体障害者福祉法第18条第2項に基づき身体障害者更生施設等  
に入所（通所）又は入所（通所）の委託をされ更生訓練を終了し、又は就  
労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営によ  
り施設を退所することとなった者とする。  

（ウ） 支給額  

市町村が、従前の就職支度金の支給の状況や就職支度の内容等を勘案し  
て必要と認めた額とする。   

（7） 知的障害者職親委託制度   

ア 目的  

知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生  
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援護に熱意を有する事業経営者等の私人（以下「職親」という。）に預け、生活  

指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるととも  

に雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図  

ることを目的とする。   

イ 対象者  

知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的  

障害者とする。   

り 実施機関  

職親への委託については福祉事務所により行われることが適切であるので、そ  

の権限を福祉事務所長に委任する。  

なお、知的障害者更生相談所は、この制度の運営について福祉事務所長に協力  
して必要な判定及び相談指導を行う。   

エ 留意事項  

福祉事務所長は、判定の結果、職親に委託することが適当であると認められた  

者について、登録された職親から、職種等について考慮のうえその知的障害者に  

適合する職親を選定する。また、福祉事務所は、知的障害者福祉司又は社会福祉  

主事に直接職親の家庭を訪問させ、委託する場合に職員が守るべき条件、当該知  

的障害者の特性等を十分に説明して職親の同意を得るとともに、本人及びその保  

護者についても必要な注意を与え、委託が効果的に行えるよう十分な準備を整え  

たうえ、委託の措置をとること。   

（8） 生活支援事業   

ア 目的  

障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うこ  

とにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。   

イ 事業内容  

（ア） 生活訓練等事業  

障害者等に対して、日常生活上必要な訓練一指導等を行う。  

（イ） 本人活動支援事業  

知的障害者が、自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や  

自立のために社会に働きかける等の活動を支援する。  

（ウ） ボランティア活動支援事業  

精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する  

活動に対する情報提供等、及び精神障害者に対するボランティア活動の支  

援を行う。  

（エ） 福祉機器リサイクル事業  

不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する。  

（オ） その他生活支援事業  

その他、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援等を行う。   

（9） 日中一時支援事業   

ア 目的  

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障  

害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。   

イ 対象者  
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日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町  
村が認めた障害者等 

り 事業内容   

（ア） 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等にお  
いて、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的  
な訓練その他市町村が認めた支援を行う。   

（イ）送迎サービスその他適切な支援を市町村の判断により行う。   
（ウ）事業は、地域のニーズに応じて行う。   

エ 利用定員及び職員等の配置  

利用定員及び職員等の配置基準については、適切なサービス提供が行えるよう  
市町村が定める。   

オ 留意事項   

（ア） 障害福祉サービス事業所等であって、事業実施に当たって必要なスペース  
の確保がなされているものと市町村が認める場所において実施すること。   

（イ） 障害者等に対する支援を適切に行うことができるものと市町村が認める設  

備を設けること。   
（ウ） 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉  

サービス等を利用できないこと。   

（10） 生活サポート事業   

ア 目的  

介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する  

必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図る。   
イ 事業内容   

（ア） 実施方法  

介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなけ  
れば、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、市町村の判断に  
より、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援（生活支援・家事援助）  

を行う。   
（イ） サービスを提供する者  

サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者   

り 留意事項   

（ア） 利用者の状態に応じ、自立訓練等の他の福祉サ「ビスを活用するための調  

整等を行うこと。   
（イ） 利用者への支援の必要性の変化に応じたサービス提供を行い、自立生活へ  

の助長に努めること。   

（11） 社会参加促進事業   

ア 目的  

スポーツ■芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進するこ  
とを目的とする。   

イ 事業内容   

（ア） スポーツ・レクリエーション教室開催等事業  

a 事業内容  
スポーツ■レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余  
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暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レク  
リエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。  

b 留意事項  

参加する障害者の事故防止等に十分留意すること。   
（イ） 芸術・文化講座開催等事業  

a 事業内容  
障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸  

術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するた  
めの環境の整備や必要な支援を行う。  

b 留意事項  

芸術・文化治動を行っている障害者を把握し、その名簿を作成するととも  
に、民間活動の情報を収集し、障害者に芸術・文化活動の発表の場の情報提  
供を行う等の支援を行うこと。   

（ウ） 点字・声の広報等発行事業  

文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者に  
わかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係  
事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活をするうえで必要度の高い  
情報などを定期的に障害者に提供する。   

（エ） 奉仕員養成研修事業  

a 事業内容  
聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として  

期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に  
必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習  
得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。  

b 留意事項  

養成講習を終了した者（これと同等の能力を有する者を含む。）について  
本人の承諾を得て奉仕員としての登緑を行い、これを証明する証票を交付す  
ること。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登  

録を抹消すること。   
（オ） 自動車運転免許取得・改造助成事業  

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。   
（力） その他社会参加促進事業  

その他、障害者の社会参加の促進に必要な事業を行う。  

り 留意事項  

複数の市町村が共同して実施する際には、当該市町村、関係団体等で構成され  
る連絡会議等を設置など連絡調整が図られること。   

（12） 経過的デイサービス事業   

ア■ 目的  

平成18年10月から障害者デイサービスが廃止されることに伴い、平成18  
年9月末日において障害者デイサービスを実施している事業所であって10月1  
日に地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な事業所について、利  
用者が継続してサービスを受けられるようにすることを目的とする。   

イ 事業内容  
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平成18年10月1日に地域活動支援センター等の事業に移行することが困難  
な障害者デイサービス事業所が、移行するモでの間（平成19年3月末日までに  
限る。）、利用者に対して継続してデイサービスを提供する事業。   

り 留意事項  

本事業については、平成18年限りの経過措置として実施する事業であり、平  
成19年度以降については、市町村事業である地域活動支援センターに移行する  
こと。   

（13） 経過的精神障害者地域生活支援センター事業   

ア 目的  

改正前の精神保健福祉法に規定する精神障害者地域生活支援センターが、平成   
18年10月に地域活動支援センターヘ移行するにあたって、「地域活動支援セ  
ンター機能強化事業（別記5）」の4の要件を満たすことが困難な場合にあって  

も、その機能の有効な活用を図る観点から、引き続き事業を実施し、障害者の自  
立と社会参加の促進を図る。   

イ 事業内容  

「地域活動支援センター機能弓垂化事業（別記5）」の2（1）に定める内容に  

相当する事業とする。   
り 留意事項  

本事業は、平成18年限りの措置として実施する事業であり、平成19年度以  
降については、市町村事業である地域活動支援センターに移行すること。  
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（別記7）  

専門性の高い相談支援事業   

1 目的   

特に専門性の高い相談について、必要な情報の提供等の便宜を供与し、障害者等が自   
立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。  

（注） 以下の事業は、国庫補助の対象となる事業について示したものである。  

なお、「障害児等療育支援事業」については、都道府県等により交付税を財源として実施される事業である  

が、その事業は別添2のとおりである。   

2 実施内容  

（1） 発達障害者支援センター運営事業  
平成17年7月8日障発第0708004号厚生労働省社会■援護局障害保健  

福祉部長通知「発達障害者支援センター運営事業の実施について」に基づき実施  

する事業。   

（2） 障害者就業■生活支援センター事業  
平成14年5月7日職高発0507004号・障発第0507003号厚生労  

働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長・社会・援護局障害保健福祉部長連名  

通知「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」の「別紙3」に  

基づき実施する事業。   

（3） 高次脳機能障害支援普及事業  
ア 目的  

都道府県に高次脳機能障害者への支援を行うための支援拠点機関（リハビリテ  

ーションセンター、大学病院、県立病院等）を置き、高次脳機能障害者に対する  
専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害  

の支援手法等に関する研修等を行い高次脳機能障害者に対する支援体制を整備す  

る。  

イ 事業内容  

（ア） 支援拠点機関に相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、  
関係機関との連携、調整を行う。  

（イ） 自治体職員、福祉事業者等に対して、高次脳機能障害の支援手法等に関す  
る研修を行い、地域において高次脳機能障害者に対する適切な支援が行われ  

るよう支援体制の整備を行う。  
り 相談支援コーディネーター  

社会福祉士、保健師、作業療法士、心理技術者等、高次脳機能障害者に対する  

専門的相談支援を行うのに適切な者  
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【別添2】  

障害児等療育支援事業   

1 概要   

在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身体障害児の地域における生活を支   
えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これ   
らを支援する都道府県域の療育機能との重層的な連携を図る。   

2 実施主体   

都道府県、指定都市、中核市（社会福祉法人、特定非営利活動法人等への委託可）   

3 事業の具体的内容   

（1） 訪問による療育指導   

（2） 外来による専門的な療育相談、指導  
（3） 障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導   

（4） 療育機関に対する支援  
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（別記8）  

広域的な支援事業   

1 目的   

市町村域を超えて広域的な支援を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を   
営むことができるようにすることを目的とする。   

2 実施事業  
（1） 都道府県相談支援体制整備事業  

ア 目的  

都道府県に、相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構  
築に向けた指導■調整等の広域的支援を行うことにより、地域における相談支援  
体制の整備を推進することを目的とする。  

イ 事業内容  

（ア） 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整  
（イ） 地域で対応困難な事例に係る助言等  

（ウ） 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助（例：権利擁護、就労  
支援などの専門部会）  

（エ） 広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援  
（オ） 相談支援従事者のスキルアップに向けた指導  

（力） 地域の社会資源（インフォーマルなものを含む）の点検、開発に関する  
援助等  

ウ アドバイザー  

（ア） 地域における相談支援体制整備について実績を有する者  

（イ） 相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者  

（ウ） 社会福祉など障害者支援に関する知識を有する者  

工 留意事項  

都道府県自立支援協議会（注）において、配置するアドバイザーの職種や人員等  
について協議すること。  

（注） 都道府県地域自立支援協議会  

都道府県域全体の相談支援体制の構築に向け、主導的役割を担う協議の場として設置する（財源  

は交付税により措置）。  

《構成メンバー》  

都道府県の実情に応じ選定されるべきものであるが、想定される例としては以  
下のとおり。  

・相祓支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健■医療関係者、教育・雇用  
関係機関、企業、障害者関係団体の代表者、市町村、学識経験者 等  

《主な機能》  

都道府県内の地域自軍支援協議会単位（市町村）ごとの相談支援体制の状況  

を把握、評価し、整備方策を助言  
相談支援従事者の研修のあり方を協議  
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専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及   
市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業等による市  

町村の相談支援体制支援に関する協議   

都道府県全域における社会資源の開発、改善   
その他（権利擁護の普及に関すること等）   

精神障害者退院促進支援事業  

目的  

（2）   

ア  

精神病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である   

者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う。  

イ・事業内容  

対象者の個別支援等に当たる自立支援員を指定相談支援事業者等に配置し、精   

神病慌の精神保健福祉士等と連携を図りつつ退院に向けて主に次の支援を行い、   

精神障害者の円滑な地域移行の促進を図る。   

（ア） 精神病院内における利用対象者に対する退院への啓発活動。   

（イ） 退院に向けた個別の支援計画の作成。   

（ウ） 院外活動（福祉サービス体験利用、保健所グループワーク参加等）に係  
る同行支援等   

（エ） 対象者、家族に対する地域生活移行に関する相談・助言   

（オ） 退院後の生活に係る関係機関との連絡一調整  
り 自立支援員の要件   

精神保健福祉士又はこれと同専程度の知識を有する者  
工 留意事項   

（ア） 関係機関への周知  

管内市町村、精神病院及び福祉サービス事業者等の関係機関に対して広  

く周知し、本事業の実施に係る対象者の申請、協力施設の拡充及び支援体  

制の充実等事業の円滑な実施を図ること。   

（イ） 対象者の選定等  

実施主体、市町村、精神病院医師、福祉サービス事業者等で構成する協  

議会等を設置し、客観的な視点に立って対象者の選定を行うこと。   

（ウ） 関係機関との連携  

対象者の円滑な地域移行を図る観点から、相談支援事業者、その他福祉  

サービス提供者、保健医療サービス事業者等と連携を図ること。   

（エ） 事業の評価  

地域における支援体制等に関する課題が明らかになった場合には、地域  

自立支援協議会に報告するなど、課題解消に向けた方策を検討するよう努  

めること。  
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（別記9）  

サービス・相談支援者、指導者育成事業   

1 目的   

障害福祉サービス又は相談支援（以下この文において「サービス等」という。）が円   

滑に実施されるよう、サービス等を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う   

者を育成することにより、サービス等の質の向上を図ることを目的とする。   

2 事業内容  

（1） 障害程度区分認定調査員等研修事業  

ア 目的  

全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平■公正に障害者給付等の事務が行わ  

れるよう、障害程度区分認定調査員等に対する各研修を実施し、障害程度区分認  

定調査員等の資質向上を図ることを目的とする。  

イ 実施内容  

（ア） 障害程度区分認定調査員研修  

市町村職員、事業所の職員等であって、障害程度区分の認定調査を行うこ  

とが見込まれる者を対象として研修を実施する。  

a 研修内容  

障害程度区分に関する基本的な考え方  

認定調査の実施方法（総括的留意事項、調査方法、個別項目に関する  
着眼点、調査上の留意点、選択肢の判断基準等）等  

b 研修課種  

合計4時間程度以上を目安とする。  

c 修了者名簿  

都道府県等は、修了者名簿を作成する。  

（イ） 市町村審査会委員研修  

障害者自立支援法に規定する市町村長が選定する市町村審査会委員を対象  

として研修を実施する。  

a 研修内容  

・ 障害程度区分認定の基本的考え方及び委員の基本姿勢  

・障害程度区分認定基準の考え方（障害程度区分認定手続きの流れ、障  

害程度区分の認定基準の概念、1次判定及び2次判定の役割）等  
b 研修課種  

合計3時間程度以上を目安とする。  

c 修了者名簿  

都道府県等は、修了者名簿を作成する。  

（ウ） 主治医研修  

医師意見書を記載する（予定を含む。）医師を対象として、医師意見書の  
記載方法等について研修を実施する。  

また、地域の実情に応じて、記入の手引きを作成する等して、説明する  

形式の研修も可能である。  

a 研修内容  

障害程度区分に関する基本的考え方  
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・障害程度区分認定における医師意見書の役割  

医師意見書の具体的記載方法等  

b 研修課程  

合計3時間程度以上を目安とする。  
c 受講者名簿  

都道府県等は、受講者名簿を作成する。   

り 留意事項   

（ア） 障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第10条  

に規定する厚生労働大臣が定める研修であること。   

（イ） 実施主体は、指定都市及び中核市に加え、その他市町村に対しても委託す  
ることができること。   

（2） 相談支援従事者研修事業  
平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会■援護局障害保  

健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施する研  

修事業。   

（3） サービス管理責任者研修事業   
ア 目的  

事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成や  

サービス提供プロセスの管理等を行うために配置される「サービス管理責任者」  

の養成を行うことを目的とする。   

イ 実施方法等  

別に定める通知に基づき実施する。   

（4） 居宅介護従業者等養成研修事業   
ア 目的  

障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するた  

め、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を図ることを目的とする。   

イ 実施方法等  

別に定める通知に基づき実施する。   

（5） 手話通訳者養成研修事業   

ア 事業内容  

身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割■責務等について理解ができ、手話通  

訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者を養成研  

修する。   

イ 留意事項  

（ア） 平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通  
知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に  

実施すること。  

（イ） 実施主体は、養成講習を修了した者に対して、登録試験を行い、合格者  
について、本人の承諾を得て、通訳者としての登録を行うこと。登録した  

通訳者に対しては、これを証明する証票を交付するとともに、本人の通訳  

活動の便宜を図るため、その住所地の市町村に名簿を送付すること。なお、  
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活動ができなくなった通訳者については、証票を返還させ登録を抹消する  

こと。  

（6） 盲ろう者通訳・介助員養成研修事業  

ア 事業内容  

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者通訳・介助員を養成研修する。  

イ 留意事項  

「盲ろう者通訳tガイドヘルパー指導者研修会」（国立身体障害者リハビリ  

テーションセンター学院主催）や「盲ろう者向け通訳者養成研修会」（社会福祉  

法人全国盲ろう者協会主催）を修了した者を活用するなど、両研修会の内容を参  

考に実施すること。  

（7） 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業  

ア 事業内容  

身体障害者相談員及び知的障害者相談員を対象に研修会を行い、相言炎員の相談  

対応能力の向上と相談員間の連携を図る。′  

イ 留意事項  

研修会の開催に当たっては、本事業が地域における人権侵害事案の発見や関係  

機関への情報提供を行うこと及び日常的相談援助活動をきめ細かく行うためのネ  

ットワークを形成することなどを具体化するためのものであることに留意し、関  

係機関、関係団体等と十分な連携を図り実施すること。   

（8） 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業  

疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に発声訓練を行う指導者を養  

成する。   

3 留意事項   

受講に係る教材費等については、受講者の負担とすること。  
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（別記10）  

その他の事業   

○ 実施事業   

（1） 福祉ホーム事業  
ア 目的  

現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用  

させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生  

活を支援することを目的とする。  

イ 対象者  

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害  

者（ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。）  

り 利用方法  

福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。  

エ 管理人の業務  

（ア） 施設の管理  

（イ） 利用者の日常生活に関する相談、助言  

（ウ） 福祉事務所等関係機関との連絡、調整  

オ 留意事項  

（ア） 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利  

用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。  

（イ） 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事  

務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさない  

よう適切な配慮を行うこと。  

（ウ） 利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極  

力利用者の意見を尊重して定めること。   

（2） 盲人ホーム事業  
昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長通知「盲人ホームの運営  

について」に基づき実施する事業   

（3） 重度障害者在宅就労促進特別事業（バTチャルエ房支援事業）  

ア 目的  

在宅の障害者に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労す  

るための訓練等の支援を行うことにより、在宅の障害者の就労の促進を図ること  

を目的とする。  

イ 事業の内容  

実施主体が利用者に対し訓練を行うための作業を受注し、当該作業を元に、在  

宅就労に必要な情報処理技術の教育・支援等を行うほか、雇用希望者のための職  

場開拓等自立に向けた支援を実施する。  

り 利用者の要件  

利用者は、身体機能の障害等により企業等への通勤が困難な者であって情報機  
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器を用いた在宅での就労を希望する者とする。   
エ 在宅就業支援機関との連携  

実施主体は、設置地域その他の状況を勘案して、平成17年4月1日職高発第  
0401014号「重度障害者在宅就業推進事業実施要綱」に定める在宅就業支援に実  

績のある社会福祉法人等（以下「支援機関」という。）と連携・協力関係を構築  
するとともに、当該支援機関に対して、必要に応じて助言・援助を求めるなど、  
適宜連携を図ること。   

（4） 施設外授産の活用による就職促進事業   

ア 目的  

施設外授産の活用による就職促進事業は、身体障害者授産施設、知的障害者授  
産施設、精神障害者授産施設又は就労継続支援事業所（以下「授産施設等」とい  
う。）に入所（通所を含む。以下同じ。）する者が、授産施設等に作業を発注する  
企業等（以下「委託企業」という。）の事業所において授産活動を行うとともに、  
授産活動終了後に公共職業安定所等が職業相談、個別求人開拓、職場定着の支援  
を行うこと等により、授産施設等から一般就労への移行の促進を図ることを目的  

とする。   

イ 事業の内容   

（ア） 施設外授産の活用による就職促進事業推進委員会の設置・運営  
a 設置・運営  

（a） 都道府県（障害福祉部局及び労働部局）は、都道府県労働局、地域障  
害者職業センター、授産施設等、委託企業等の関係者で構成される施設  
外授産の活用による就職促進事業推進委員会（以下「事業推進委員会」  

という。）を設置する。  
（b） 事業推進委員会は、本事業を円滑に運営できるよう定期的に開催する。  
b 主要検討事項  

事業推進委員会は、次の事項について検討を行う。  
（a） 就職支援の取り組み方  

（b） 就職促進のための関係機関との連携のあり方  

（c） 効果的支援策のあり方  

（d） 施設外授産の活用による就職促進事業の評価■報告  

（e） その委員会で検討が必要と判断した事項   

（イ） 施設外授産の活用による就職促進事業  
a 事業内容  

この事業は、授産施設等が委託企業から一定の業務委託を受け、授産施設  
等に入所している障害者が委託企業の事業所において、労働法規等に照らし  
適正な方法で授産活動を行うことにより、委託企業との連携を深め、授産活  
動終了後の就職支援により、企業等への就職促進を図るものとする。  

b 対象者  
この事業の対象者は、授産施設等に入所している障害者であって、一般就  

労への移行が可能であり、かつ、一般就労を希望する者とする。  
なお、事業の実施に当たっては、事申に対象となる障害者に対して、事業  

内容等を十分説明し、その了解を得る。  
c 実施施設の選定  

都道府県は、この事業を適正かつ確実に行うことができると認められる授  
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産施設等を選定する。  
d 施設外授産指導員の配置  

実施施設に施設外授産指導員を配置する。  
e 施設外授産指導員の業務  

施設外授産指導員は、実施施設職員の協力を得て、以下の業務を行う。  
（a） 事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握  
（b） 委託企業の選定及び委託企業における作業の実施に向けての調整  

（c） 作業指導等、対象者が施設外授産を行うために必要な支援  
（d） 施設外授産についてのノウハウの蓄積及び授産施設等への提供  

（e） 委託企業や対象者の家族との連携  

（f） 事業推進委員会への出席  

（g） その他上記以外に必要な業務  

f 関係機関との連携  

都道府県及び実施施設は、この事業の実施について、都道府県労働局、地  
域障害者職業センター、公共職業安定所、委託企業等の関係機関と連携を密  
にし、事業が円滑に行われるように努めるものとする。  

特に、対象者が授産活動の終了後一般就労に移行できるよう、公共職業安  

定所において、職業相談、個別求人開拓、職場定着の援助を行うなど、就職  
に結びつけるための支援を行うこととしているので、労働行政との連携に遺  

漏なきを期すること。   

（5） 重度障害者に係る市町村特別支援事業   

ア 目的  

訪問系サービス利用者全体に占める重度障害者の割合が著しく高く訪問系サー  

ビスの支給額が国庫負担基準を超えた市町村のうち、利用者全体に占める重度障  
害者の割合が著しく高い市町村に対し、都道府県が一定の財政支援を行うことに  
より、重度の障害者の地域生活を支援するこ 

イ 事業内容   

（ア） 以下のいずれにも該当する市町村に係る訪問系サービスの支給額のうち、  

訪問系サービスの国庫負担基準を超過した額について助成する。  
a 訪問系サービスの全体の利用者数に占める重度訪問介護対象者の割合が25  

％を超えるなど著しく高い場合  

b 訪問系サービスの支給額が国庫負担基準額を超過している場合   

（イ） 助成する額の範囲についてaに掲げる人数にbの額を乗じた金額の一定割  
合とする。  

a 該当する市町村の重度訪問介護の利用者数から、訪問系サービスの全体の  
利用者数に全国の重度訪問介護対象者の割合（10％程度）を乗じて得た数を  
控除した数  

b 重度訪問介護の障害程度区分4、5、6の国庫負担基準額の平均間差程度   

（6） 生活訓練等事業   

ア 目的  

障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、生活の質  
的向上を図ることを目的とする。   

イ 事業内容  
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（ア） オストメイト（人工月工門、人工膜胱造設者）社会適応訓練事業  

オストメイトに対して、ストマ用装具に関することや社会生活に関するこ  
とを講習する。  

（イ） 音声機能障害者発声訓練事業  

疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に対し発声訓練を行う。  
（ウ） その他の生活訓練等事業  

その他、日常生活上必要な訓練・指導等を行う。  

情報支援等事業  

目的   

（7）   

ア  

障害のために日常生活上必要な情報の入手等が困難な者に対し、必要な支援を   

行い、日常生活上の便宜を図ることを目的とする。  

イ 事業内容  

（ア） 手話通訳設置事業  

a 事業内容  
聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳を  

行う者を福祉事務所等公的機関に設置する。  
b 留意事項  

設置する手話通訳を行う者は、コミュニケーション支援事業（別記2）の  

4の（2）のアに定義する「手話通訳者」とすること。  
（イ） 字幕入り映像ライブラリー事業  

a 事業内容  
字幕又は手話を挿入したビデオカセットテープ等を製作し、聴覚障害者等  

に貸し出しする。  

b 留意事項  
社会福祉法人聴力障害者情報文化センターの「字幕ビデオライブラリー共  

同事業」との連携に留意すること。  

（ウ） 盲ろう者向け通訳■介助員派遣事業   

a 事業内容  
盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の  

支援を行う盲ろう者向け通訳一介助員を派遣する。   
b 留意事項   

（a） 事業の実施に当たり、盲ろう者のニーズの積極的な把握に努めるとと  
もに、個々の盲ろう者の意向を踏まえ、適任者を選定する。なお、必要  

に応じて適任者の選定・派遣のための調整者の設置についても配慮する  

こと。   

（b） 実施主体は、事業の実施に当たり、社会福祉法人全国盲ろう者協会が  
行う派遣事業の対象者と重複することのないよう留意すること。  

（エ） 点字■声の広報等発行事業  

文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者に  
わかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、障害者が地域生活をする  
うえで必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。  

（オ） 点字による即時情報ネットワーク事業  

社会福祉法人目本盲人会連合が提供する毎日の新しい情報を、地方点字図  
書館等が受け取り、点字物や音声等により提供する。  
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障害者IT総合推進事業   

目的   

障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るため、障害者I  
Tサポートセンターを拠点とし、各IT関連事業を総合的かつ一体的に実施し、  
ITを活用しての障害者の社会参加を一層促進することを目的とする。   

事業内容  

（8）   

ア  

イ  

（ア） 障害者ITサポートセンター運営事業  

障害者の情報通信技術（IT）の利用機会や活用能力の格差是正を図るた  

めの総合的なサービス提供拠点として、障害者ITサポートセンターを設置  

・運営を行う。  
（イ） パソコンボランティア養成・派遣事業  

障害者等に対し、パソコン機器等の使用に関する支援を行うパソコンボラ  
ンティアを養成・派遣する。  

（ウ） その他障害者のIT利活用を支援する事業  

社会参加促進事業   

目的   

スポーツt芸術活動等の事業を行うことにより、障害者の社会参加を促進する  

ことを目的とする。  

（9）   

ア  

イ 事業内容  

（ア）都道府県障害者社会参加推進センター運営事業  

a 事業内容  

障害者の社会参加を推進するために適当な障害者福祉団体に都道府県障  

害者社会参加推進センターを設置・運営する。  

b 留意事項  

中央障害者社会参加推進センターとの連携を密にし、事業の水準向上に  

努めること。  

（イ）身体障害者補助犬育成事業  

a 事業内容  

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）を使用することにより  

社会参加が見込まれる者に対し、その育成に要する費用を助成する。  

b 留意事項  

実施主体は、関係団体等の要望を聞き、需要の積極的把握に努めるとと  

もに育成計画を策定するよう努めること。  

（ウ）奉仕員養成研修事業  

a 事業内容  
聴覚障害者等との交流活動の推進、市町村の広報活動などの支援者とし  

て期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆  

記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術  

等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修するこ  

b 留意事項  

養成講習を修了した者（これと同等の能力を有する者を含む。）について  
本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付  

すること。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還さ  

せ登録を抹消すること。  
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（エ）スポーツ・レクリエーション教室開催等事業   

a 事業内容  
スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、  

余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、スポーツ指導員  
の養成や各種スポーツ・レクリエーション教室及び障害者スポーツ大会の  

開催を行う。   
b 留意事項   

（a） 参加する障害者等の事故の防止等に十分留意すること。   
（b） スポーツ指導員の養成に当たっては、財団法人日本障害者スポーツ  

協会（以下「スポーツ協会」という。）が定める「公認障害者スポーツ  
指導者養成研修基準カリキュラム」を利用するなど、スポーツ協会と  
緊密な連携を図ること。  

（オ）芸術・文化講座開催等事業   

a 事業内容  
障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など  

芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長す  
るための環境の整備や必要な支援を行う。   

b 留意事項  

芸術・文化活動を行っている障害者の把握に努めるとともに、民間活動  
の情報を収集し、障害者に芸術・文化活動の発表の場の情報提供を行う等  
の支援を行うこと。  

（力） サービス提供者情報提供等事業   

a 事業内容  
障害者が、都道府県間を移動する場合に、その目的地において適切なサ  

ービスの提供を受けられるよう、必要な情報の提供等を行う。   
b 留意事項  

実施主体は、サービス提供者（指定居宅介護事業者、手話通訳者等）や  
関連事業との連携を図るとともに、適切かつ公正な情報提供に努めること。  

（キ） その他社会参加促進事業  

事業内容  

その他、障害者の社会参加の促進に必要な事業を行う。  
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（案）  

陣地発第  号  

平成18年 月 日   

各 都道府県障害保健福祉担当課長 殿  

厚 生 労 働 省 社 会・援 護 局  

障害保健福祉部企画課地域生活支援室長  

地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について   

標記につきましては、障害者自立支援法第87条において厚生労働大臣が基本的な指針  

を定め、同法第88条第1項及び89条第1項において市町村及び都道府県が障害福祉計  

画を定めることとされているところですが、今般、「障害福祉サービス及び相談支援並び  

に市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに円滑な実施を確保する  

ための基本的な指針」（厚生労働省告示第  号）（以下、「基本指針」という。）が示され  

たことに伴い、同法第77条及び78莱に定められた市町村及び都道府県の地域生活支援  

事業に係る障害福祉計画の作成について、別添のとおり取りまとめましたので、参考に配  

布いたします。   

なお、管内市町村に対しては、貴職から速やかに情報提供をお願いします。  
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市町村及び都道府県地土或生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について  

1．障害福祉計画の作成に関する基本的な考え方  

地域生活支援事業は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した   
日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔  
軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の  
増進を選るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心し   
て暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。   

地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が行う事業であり、それぞれ法律上実施し  
なければならない具体的な事業を定めているが、これに限らず市町村及び都道府県の判  
断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施することがで   
きることとしている。   

本事業の実施に当たっては、障害者自立支援法に規定する個別給付（介護給付、訓練  
等給付、自立支援医療、補装具）と組み合わせて実施することや、地理的条件・各種社  
会資源の状況を勘案し、委託契約、広域連合等の活用、個別給付では対応できない複数   
の利用者への対応等、柔軟な形態により各地方自治体の創意工夫の下に効率的・効果的   
に実施することが求められている。   

このため、計画の策定に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求める   
とともに関係部局、関係機関並びに市町村と都道府県間の密接な連携を図ることが必要   
である。  

2．障害福祉計画の作成に関する事項   

（1）市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項（基本指針：別表第二関連）  

基本指針の事項  内  容  

（市町村障害福祉計画）  

市町村が実施する地域生活支援事業について、地域の実情に応じて、次の事項を定め  

ること。   

① 実施する事業の内   
容   

次の事業の内容について定める。   

なお、近隣市町村と広域的に実施する事業、他市町村に委  

託する事業、法第77条第2項により都道府県が代わって実  
施する事業等については、その旨を明記する。   

1．相談支援事業  

2．コミュニケーション支援事業  
3．日常生活用異給付等事業  
4．移動支援事業  
5．地域活動支援センター機能強化事業  
6．発達障害者支援センター運営事業（指定都市に限る。）  
7．上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況や   

障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業  
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② 各年度における事   

業の種類ごとの実施   

に関する考え方及び   

量の見込み  

平成20年度までの各年度及び平成23年度にお口■る実施  
に関する考え方及び量の見込みについて定める。   

1．事業の実時に関する考え方   

実施する事業の種類ごとに、事業の実施体制や地域の実   

情を反映した取組方法等に関する考え方を明記する。   

2．事業の量の見込み  
（1）相談支援事業  

障害者相談支援事業、地域自立支援協議会、障害児  

等療育支援事業（指定都市、中核市に限る。）の実施  
見込み箇所数。   

・市町村相談支援機能強化事業、住宅入居等支援事業  

及び成年後見制度利用支援事業のうち実施するものに  

ついて、実施見込み箇所数。   

（2）コミュニケーション支援事業   

・聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のた  

めに意思疎通を図ることに支障がある障害者等の利用  

見込み者数。   

（3）日常生活用異給付等事業  
日常生活用異の種類ごとの給付等見込み件数。   

（4）移動支援事業   

・実施見込み箇所数、利用見込み者数、延べ利用見込  

み時間数。   

（5）地域活動支援センター機能強化事業   
・ 地域活動支援センターのⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型ごとの実  

施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（6）発達障害者支援センター運営事業（指定都市に限る。）   

・ 実施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（7）上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況   
や障害者等のニーズに基づき必要と判断される事業につ   

いて、それぞれの事業の種類ごとの実施箇所数及び量の   

見込み等を定める。   

③ 各事業の見込量の   

確保のための方策  

各種社会資源の活用、近隣市町村との連携、他の市町村へ  

の委託等広域的・総合的な実施など効率的・効果的な事業の  

確保方策を定める。  

④ その他実施に必要   

な事項  

特記すべき事項があれば定める。  
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（2）都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項（基本指針：別表第四関連）  

内  容  基本指針の事項  

（都道府県障害福祉計画）  

都道府県が実施する地域生活支援事業について、地域の実情に応じて、次の事項を定  
めること。   

① 実施する事業の内   

容  

次の事業の内容について定める。   

1．専門性の高い相談支援事業  
（1）発達障害者支援センター運営事業  

（2）障害者就業・生活支援センター事業  

（3）高次脳機能障害支援普及事業   

2．広域的な支援事業  
（1）都道府県相談支援体制整備事業等  

（2）精神障害者退院促進支援事業   

3．法第77条第2項により市町村に代わって行う事業   

4．上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況や   
障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業   

平成20年度までの各年度及び平成23年度における実施  
に関する考え方及び量の見込みについて定める。   

1．事業の実施に関する考え方   

実施する事業の種類ごとに、事業の実施休制や地域の実   

情を反映した取組方法等に関する考え方を明記する。   

2．事業量の見込み  
（1．）専門性の高い相談支援事業   

① 発達障害者支援センター運営事業  

・ 実施見込み箇所数、利用見込み者数。  

② 障害者就業・生活支援センター事業  

実施見込み箇所数、利用見込み者数。  

③ 高次脳機能障害支援普及事業  

・実施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（2）広域的な支援事業   

① 都道府県相談支援体制整備事業等  

都道府県相談支援体制整備事業、都道府県自立支  

援協議会及び障害児等療育支援事業の実施見込み箇  

所数。  

② 各年度における事   

業の種類ごとの実施   

に関する考え方及び   

量の見込み  
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② 精神障害者退院促進支援事業  

・実施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（3）法第77条第2項により市町村に代わって行う事業   

（4）上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況   
や障害者等のニーズ又は市町村における事業の実施状況   

に基づき実施が必要と判断される事業について、それぞ   
れの事業の種類ごとの実施箇所数及び量の見込み等を定   

める。  

市町村における事業が適正かつ円滑に実施されるよう市町  

村への支援、基盤整備に関する広域的な調整等を図るなど総  
合的な事業の確保方策を定める。  

③ 各事業の見込量の   

確保のための方策  

④ その他実施に必要   

な事項  

特記すべき事項があれば定める。  
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障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量及びその考え方  

1．市町村事業（1／2）  

18年度  19年度  20年度  23年度  
事 業 名  実施に関する考え方  

実施見込  
み箇所数   

（1）相談支援事業  

① 相談支援事業  

ア 障害者相談支援事業  

イ・地域自立支援協議会  

ウ 障害児等療育支援事業  （指定都市、中核市のみ）  

② 市町村相談支援機能強化事業  

③ 住宅入居等支援事業 

④ 成年後見制度利用支援事業  

（2）コミュニケーション支援事業  

（3）日常生活用異給付等事業  
※給付等見込み件数を記載  

① 介護訓練支援用異  

② 自立生活支援用異  

③ 在宅療養等支援用異  

④ 情報・意志疎通支援用異  

⑤ 排泄管理支援用具  

◎ 住宅改修費  

の  



1，市町村事業（2／2）  

18年度  19年度  20年度  23年度  
事 業 名  実施に関する考え方  

実施見込  

み箇所数   

（4）移動支援事業  

※（級憫について、「利用組み壱凱槻に利閥込み楓  
延べ利用見込み時間散の附こ記載する。  

（5）地域活動支援センター機能強化事業  

① 地域活動支援センターⅠ型  

（a 地域活動支援センターⅠ聖  

③ 地域活動支援センターⅢ型  

（6）発達障害者支疲センター運営事業  

※指定都市に限る。  

※1轍市町駅軸する事業かある齢に舶市郎摘を記乱  ※ 関係する他市町村名   

※2縄府鮒伽って実施する事掛ある齢［はその事業を記乱  

（上記の他実施する事業）  

昏  

※ 記入欄が不足する場合には適宜追加すること。  

（注）「実施に関する考え方」については、別途、記載する方法もあること。   



2．都道府県事業  

18年度  19年度  20年度  23年度  
事 業 名  実矧こ関する考え方  

実施見込：  

み箇所数；   

（1）専門性の高い相談支援事業  

① 発達障害者支援センター運営事業  

② 障害者就業・生活支援センター事業  

③ 高次脳機能障害支援普及事業  

（2）広域的な支援事業  

① 都道府県相談支援体制整備事業等  

ア 都道府県相談支援体制整備事業  

イ 都道府県自立支援協議会  

ウ 障害児等療育支援事業  

② 精神障害者退院促進支援事業  

※渥府鮒帽つって実施する事業卿ある齢にはその事業を記乱  ※ 関連する市町村名   

（上記の他実施する事業）  

※ 記入欄が不足する場合には適宜追加すること。  
（注）「実施に関する考え方」については、別途、記載する方法もあること。   



補装具黄のま循制度について  

平成Iさ年ふ月2ふ8  

企画隷地域生活支援室   



平成18年10月からの補装具費の制度  

補装具糞支給め仕組み  

○ これまでの補装具は、市町村から補装具製作業者に製作（修理）を委託し、その製作・修理に要  

する糞用を市町村が支払っておりましたが、この仕組みでは、補装具を利用する方と補装具製作   
業者との関係が明確ではありませんでした。  

○そこで、新しい制度では、補装具の購入・修理に係る当事者間の契約制を導入することにより、  

利用者と事業者との対等な関係によるサービスが受けられるような仕組みとすることとしました。  

○ 新しい仕組みは、利用者の申請に基づき、補装具の購入又は修理が必要と認められたときは、  

市町村がその善用を補装具糞として利用者に支給するものです。  

（※ 利用者の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式も可能とする予定。）  

補装具の定義を明確にします  

○補装具についての定義を明確にします。（次の3つの要件をすべて満たすもの。）   
①身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加  

エされたもの   

②身体に装着（装用）して日常生活又は就争就労に用いるもので、同一製品を継続して使用す  
るもの   

③給付に際して専門的な知見（医師の判定書又は意見書）を要するもの  

○補装具の定義の明確化に伴い、補装具と日常生活用具の給付対象品目を見直し、整理します。  

利用者負担について  

0補装具の支給サービスを、低所得の方に対する措置的なものから、契約に基づく利用者   
と事業者との対等の関係により提供されるサービスに見直します。  

○利用者の負担については、原則として1割を負担していただき、障害のある方も制度を支   
える一員として利用者負担をお願いするものです。  

0従来の制度では、一定の所得状況の世帯については全額自己負担となっておりました。  
10月からは、一定以上の所得がある方について、支給の対象とならない仕組みとなりま  

す。  

● ■暮●■■●■■■■■一■■■■■一一■－＝一…■－■－t一一一■■－－－■■■－■■■－■－－－■一■‥暮■－＝＝t■■■■■■■■■●■■■■■＝＝■■＝－－＝一■‾‾  

○障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合（※）には補装具費の支給  

対象となりません。  

※一定所得以上の場合とは、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者   
の納税額が50万円以上の場合が該当します。  

■■1■■＝＝■■＝＝＝■＝＝t∫－－●暮■‥＝＝■■－■＝一…‥一…■－●■‥Ⅰ＝■1……－－■t一■■■＝■■‥－●▼＝■■■■■■■■■■■■  

▲■  
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所得の低い方へは負担の軽減を図ります  

＜定率負担については・■■＞   

○どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより   
低い上限を設定します。   

・生活保護世帯の方なら ……‥＝・  0円  

・市町村民税非課税世帯で年収が80万円以下（障害基礎年金2級相当）のみの収入状況  

の方なら  ‥‥ 15，000円   

暮市町村民税非課税世帯の方なら …・ 24，600円  

・市町村民税課税世帯の方なら、・＝‥  37，200円  

＜生活保護への移行防止措置について（予定）・■‥＞   

○上記の定率負担を負担することにより、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護   
の適用対象とならない範囲まで月額負担上限額を引き下げることができるようにする予定   
です。【※保護主管課と調整中】  

【負担上限額】37，200円 →24，600円 →15，000円 →0円  
l  

補装具及び日常生活用具の種目見直し  

韓‡装∴鼻 蛍≡  

点字器   
重度障害者用意思伝達装置  補装具へ移行   

頭部保護帽   

人工喉頭  浴  
日常生活用異へ移行                 パ  

歩行補助つえ（一本杖のみ）   

収尿器   
※  

援事業助麟対  

ストマ用装具   Ⅸ   

色めがね   廃 止 ることを検討   

禰装皐申定旨 卓草堂洛南臭わ桓泰   

次の3つの要件をすべて満たすもの。  次の3つの要件をすべて満たすもの。   

（か身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代     ①安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認   

蕾するもので、障害個別に対応して設計・加工  められるもの   

されたもの  ②日常生活上の困難を改善し、 
②身体に装着（装用）して日常生活又は就学・就  参加を促進するもの   

労に用いるもので、同一製品を継続して使用す     ③製作や改良、開発にあたって障害に関する専門   
るもの 的な知識や技術を要するもので、日常生活品と   

③給付に際して専門的な知見（医師の判定書又は  して⊥般的に普及していないもの   

意見書）を要するもの  
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補装具費の支給の仕組み① （償還払方式の場合）  

ア 補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に費用支給の申請を行う。  
（※併せて、低所得世帯に係る利用者負担額の減免申請を行う。）   

イ 申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具真の支給を行うことが適切で   
あると認めるときは、補装具真の支給の決定を行う。  

（※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行う。）   

り 補装具真の支給の決定を受けた障害者は、事業者との契約により、当該事業者から補装   
具の購入（修理）のサービス提供を受ける。   

エ 障害者が事業者から補装具の購入（修理）のサービスを受けたときは、   
・事業者に対し、補装具の購入（修理）に要した糞用を支払うとともに、  
■ 市町村に対し、補装具の購入（修理）に通常要する糞用の額から百分の九十（利用者  
負担の減免認定を受けた場合は当該減免額を差し引いた額）に相当する額を請求する。   

オ 市町村は、障害者からの請求が正当と認めたときは、補装具費の支給を行う。  
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補装具真の支給の仕組み②（代理受領方式の場合）  
r一‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾ ■‾■■‾‾‾‾■‾ 「  

t前提条件  l  

・利用者の委任契約   
・市町村一業者との合意 I  

l  

ア補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に費用支給の申請を行う。  

（※併せて、低所得世帯に係る利用者負担額の減免申請を行う。）   

イ 申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具糞の支給を行うことが適切である   
と認めるときは、補装具真の支給の決定を行う。  

（※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行う。）   

り 補装具費の支給の決定を受けた障害者は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の   
購入（修理）のサービス提供を受ける。   

エ 障害者が事業者から補装具の購入（修理）のサービスを受けたときは、   
（D障害者は、事業者に対し、補装具の購入（修理）に要した費用のうち、利用者負担額を支  

払うとともに、  

②事業者は、市町村に対し、補装具の購入（修理）に通常要する糞用から利用者負担額を  
差し引いた額を請求する。（請求の際に代理受領に係る委任状を添付する。）   

オ 市町村は、事業者からの請求が正当と認めたときは、補装具真の支給を行う。  

※補装具真の支給に関する事務手続の詳細については、別途事務取扱指針を策定する予定。  

※補装具の購入・修理に通常要する責用の基準は、厚生労働省告示により定めることとしている。  
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障害者自立支援法による利用者負担  

障害福祉サービス  

（介護給付、訓練等給付）  左記のサービスごとに負担  

原則：1割負担  自
立
支
援
給
付
 
 
 

1  

0低所得世帯（生活保護世帯、市  
町村民税非課税世帯）について  

は段階的に負担を軽減。  
○障害福祉サービスについては、  

高額障害福祉サービス糞、社会  
福祉法人等による減免の仕組み  

もあり。（補装具真には適用なし）   

更生医療（身体障害者）  

育成医療（障害児）  

精神通院医療  

補 装   

地域生活支援幸美の場合   

地域の特性や利用者のニーズに応じた  

柔軟なサービスを提供。  

1  

利用者負担についても、市町村により個  

別に判断して設定。  

市町村地域生活支援事業  
（平成18年10月以降の移動介護など）  

補装具真の利用者負担の見直し  

所得Iこのみ着目した応能負担  

-1 

定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額の設定  

■
■
■
 
■
■
■
■
 
 
■
■
 
■
■
■
■
．
■
■
 
一
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
 
 
 



具費に係る利用者負担の見直し  
一定率1割負担と所得に着目 －  

○利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定  

①生革保護：生活保護世帯に属する者  

②低所得1二市町村民税非課税世帯であって支給決定に係る障害者又は障害児  

の保護者の収入が80万円以下の者  

（→ 障害基礎年金2級のみの者など）  

③低所得2：市町村民税非課税である世帯に属する者  

（→障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300  

万円以下の収入に相当。）  

④」般世帯：市町村民税課税世帯  

●●＝■●  

※ なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、  
住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被保険者でなければ、障害のある  
方とその配偶者を別世帯とする扱いをすることができます。  

（※ 利用対象者が障害児である場合は、当該障害児と保護者は同一世帯として扱   
うことになります。） ■′－■－■－■t、■－▼く′■ノ「t7ヽ′0′  

・．‥‖‖………．…．．．．‖…．．‖…．…．…．…………．………．．………………．．．．．．．ト．．．………‖………………………ノ  

収入の種類（低所得1に該当する年収80万円の対象範囲）  

ア）市町村民税世帯非課税であること（注1）  

かつ、  

イ）以下の合計額が年間80万円以下の者  

①地方税法上の合計所得金額（注2）  

（合計所得金額がマイナスとなる者については、0と見なして計算する）  

②障害年金等（注3）  

③特別児童扶養手当等（注4）  

（注1）その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が補装具の購入又は嘩埋めあった月の   

属する年度（補装具の購入又は修理のあった月の属する月が4月から6月までである場合   

にあっては、前年度）分の市町村民税が非課 
（注2）地方税法292条第1項第13号に規定する合計所得金額  

（注3）障害を事由に支給される公的年金（障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特   
別障害給付金、障害を事由として支給される労災による年金（前払一時金含む。）等）、障   
害を事由に支給される年金を受給できる者が他の年金を受給できる場合に選択する可能   

性のある公的年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢  
厚生年金等）の公的年金  

（注4）特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当  
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上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります  

（障害福祉サービスに係る世帯の特例と同一の考え方）  

＜原則＞  

月額負担上限額の設定に当たっては、住民基  

本台帳上の世帯の所得で設定します。  

±裾引  

＝チ  

市町村民税非課税世帯  

生活保護世帯  
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生活保護への移行予防措置（予定）  

＜具体的な手続き＞   

○ 利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。   

①定率負担の減免措置を行えば生活保護の対象者とならない場合  

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「定率負担減額認定該当」である   
こと、軽減すべき負担上限額を記載する。  

○利用者は市町村に、定率負担の減免申請書に保護の却下通知書を添えて減   
免申請を行う。   

○市町村は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、利用者負担上限額を   
決定する。  

r－●－●▲  ●－▲－－・－●●▲－－－－■－▲－▲－一■－－－■■一－■‖・■■■・－－－－●■一－－・▲・一－－－・－－－■－・－－－・・・■H・・H・－－■■●■→－一－－－・－－■＝－一・一－■‾■■▲●■－●‾－‾‾1  

※現在、保護主管課と調整中  

による月額負担上限額の認定（早見表）  

・′一  

月額負担上限  

37，200円  

月額負担上限  

24，600円  

月額負担上限  

15，000円  

月額負担上限  

0円   
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H18．6．26障害保健福祉主管課長会議資料  

補装具について（案）  

1．補装具の基準について  

2．意見聴取機関について  

3．申請手続きについて  

4．法の適用に当たっての留意点について  

5．代理受領について  

6．補装具製作業者の情報提供について  

7．補装具の種目、額等の基準（告示）について  

8．生活保護への移行防止措置について  ／一J   



1．補装具の基準について  

○補装具の基準は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものであること。   

一 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別  

に対応して設計、加工されたものであること。   

二 身体に装着又は装用して日常生活又は就学、就労に用いるもので、同一  

製品を継続して使用するものであること。   

三 給付に際して専門的な知見を要するものであること。  

2．意見聴取機関について  

○市町村が意見を聴くことができる機関は、以下に掲げるものとする。  

・身体障害者更生相談所  

・指定自立支援医療機関（精神通院医療を行う機関を除＜。）  

・保健所  

3．補装具費の支給申請手続きについて  

○ 補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の   

購入又は修理を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第六号まで   

に掲げる事項を記載した申請書及び第七号から第九号までに掲げる添付書   

類を提出し、補装具の購入又は修理が完了した後に第十号及び十一号に掲げ   

る事項を記載した書類を提出するものとする。  

ただし、市町村等は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によっ   

て確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。   

また、身体障害者手帳の記載事項のみで給付の判断が可能な補装具（盲人安   

全つえ）については、医師の意見書又は診断書を省略させることができる。   

〈申請書記載事項〉  

一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日  

及び連絡先   

当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児  

の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄   

三 当該申請に係る障害者等が購入又は修理を希望する補装具の内容  
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四 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障   

害者手帳の番号  

五 当該申請に係る補装具の購入又は修理を行う製作業者として希望する   

ものの名称、所在地及び連絡先  

六 補装具章の支給対象外となる要件に該当していることその他所得の状   

況に関する事項  

〈添付書類〉  

七 医師の意見書又は診断書  

ハ 第六号の事項を証明する書類その他負担上限月額の算定のために必要  

な事項に関する書類  

九 補装具の購入又は修理に要する費用に係る見積書  

〈補装具の購入又は修理後提出書類〉  

十 補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収書  

十一 購入又は修理を行った補装具の適合判定の結果がわかるもの  

○支給決定及び身体障害者更生相談所等への意見聴取手続き等   

（1）市町村は、補装具費支給の申請があったときは、速やかに補装具費の  

支給を行うかどうかを決定し、補装具費の支給を行うことを決定した場  

合は、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を当該障害者又は障  

害児の保護者（以下、「補装具費支給対象障害者等」という。）に交付す  

る。   

（2）市町村は、補装具費の支給を行うかどうかを決定するに当たり、必要  

があると認めた場合には、判定依頼（者の場合）又は意見照会（児の場  

合）を身体障害者更生相談所等に行う。   

（3）意見照会等を受けた身体障害者更生相談所等は、申請があった障害者  

等について、医学的判定等を行い、補装具給付判定書（者の場合）又は  

意見書（児の場合）を市町村に送付する。   

（4）補装具費支給決定書の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、業  

者に補装具費支給券を提出し契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理  

を受ける。その際、身体障害者更生相談所等は、必要に応じて当該補装  

具について製作指導を行う。  

また、市町村は当該補装具について適合判定が行われたことを確認す  

る。  

（5）補装具費支給対象障害者等は、事業者に費用（償還払いの場合は百分  

の百、代理受領の場合は百分の十又は負担上限額）の支払いをする。市  

町村は申請者（補装具費支給対象障害者等又は代理受領の場合は事業者）  

から、補装具費の請求があった場合は、速やかに支払いをする。  
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【参考】障害者自立支援法抜粋   

第五条の19  

この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代  

替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令  

で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働  

大臣が定めるものをいう。  

第四節 補装具真の支給   

第七十六条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合にお  

いて、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装  

具の購入又は修理を必要とする看であると認めるときは、当該障害者又は障  

害児の保護者（以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。）  

に対し、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具責を支給  

する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の  

うち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限り  

でない。   

2 補装具費の額は、補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を勘案して  

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該補装  

具の購入又は修理に要した重用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入  

又は修理に要した費用の額とする。以下この項において「基準額」という。）  

の百分の九十に相当する放とする。ただし、当該基準額の百分の十に相当す  

る額が、当該補装具費支給対象障害者等の家計に与える影響その他の事情を  

しん酌して政令で定める額を超えるときは、当該基準額から当該政令で定め  

る額を控除して得た額とする。   

3 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、星皇労  

働省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で  

定める機関の意見を聴くことができる。   

4 第十九条第二項から第四項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の  

認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で  

定める。   

5 厚生労働大臣は、第二項の規定により厚生労働大臣の定める基準を適正な  

ものとするため、必要な調査を行うことができる。   

6 前各項に定めるもののほか、補装具真の支給に閲し必要な事項は、厚生労  

働省令で定める。  
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4．法の適用に当たっての留意点について  

平成18年10月より、補装具は現行の現物給付から補装具費の支給と   

なる。  

ついては、事務手続に当たって以下の点に留意されたい。  

①法の適用は、支給決定日をもって判断すること。   

ただし、18年9月30日までに身体障害者福祉法、児童福祉法に基   

づいて申請が行われたものについては、改正前の身体障害者福祉法、児   

童福祉法に基づき行うこと。  

②補装具費の支給対象は、平成18年10月以降に購入又は修理を行った   

ものに限ること。  

5．代理受領について  

1 基本的考え方   

補装具費については、原則、償還払いとなるが、一時的にせよ全額自己負担  

することは負担が大きいと考えられるため、代理受領方式を設けることができ  

ることとする。   

補装具費支給対象障害者等が、補装具の購入又は修理を行う場合において、  

あらかじめ市町村との闇で代理受領の契約等に基づき合意を行っている補装具  

製作業者が、補装具費支給対象障害者等からの委任を得ることにより、代理受  

領ができることとする。  

2 代理受領の前提条件  

（1）補装具費支給対象障害者等が希望する補装具製作業者机市町村との間  

で代理受領について契約等に基づき合意していること。   

〕
 
 

理
 
 

代
 
 
 

条例、規則等で代理受領の枠組みを定めた上で、事業者に  

受領の申し出をさせる方式も考えられる。  
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（2）補装具費支給対象障害者等が、補装具製作業者に代理受領の委任をして  

いること。   

市町村は、補装具費支給対象者に対し、代理受領契約を結んだ  

事業者名等の情報提供に努めること。  

3 事務の流れ  

①補装具費支給対象障害者等  

ア 補装具の購入又は修理に係る契約をする際は、補装具費支給券を補装  

具製作業者に提出する。   

イ 利用者負担分を支払う。   

り 代理受領分支払請求書（兼代理受領に対する委任状）を補装具製作業  

者に提出する。  

②市町村  

ア 補装具製作業者力＼らの請求について審査・支払いを行う。  

③補装具製作業者  

ア 補装具の引渡しの際には、補装具費支給対象障害者等から支払いを  

受け、領収書を発行する。  

イ 補装具章支給対象障害者等から代理受領に係る補装具費支払請求書  

（兼代理受領に対する委任状）を受け取る。  

り 代理受領に係る補装具費支払請求書（兼代理受領に対する委任状）  

の事業者記載欄に記入の上、市町村に請求する。  
…‾…‾‾「  

I  

：者の委任  

l（市町村一業者）  l l l  ・、3補装具真の支給の仕組みについて（代理受領リ  
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6．補装具製作業者の情報提供について  

（1）補装具の給付を円滑に行うためには、製作等を行う業者の設備、技術が   

整備されることが必要であるので、公立補装具製作施設についてその設   

備、技術者等の整備強化を図るとともに、民間の補装具製作施設等に対  

してもその旨周知を図ること。  

（2）市町村は申請者が適切な補装具製作業者を選定するに当たって必要と   

なる情報の提供に努めること。  

義肢及び装具に係る業者の選定に当たっては、特殊な義足ソケットの   

採型等については複数の義肢装具士が必要なことから、業者についても   

複数の義肢装具士を配置していることが望ましい。  

義肢及び装具以外の補装具の種目に係る業者についても、経歴や実績   

等を勘案し、安定的かつ継続的に給付の実施が可能であるか等について   

十分に検討の上、選定する必要がある。  

なお、補装具製作業者の選定に当たっては、財団法人テクノエイド協   

会（※）のホームページ等の活用が考えられる。  

※ 財団法人テクノエイド協会は、「福祉用具の研究開発及び普及  

の促進に関する法律（平成五・五・六法三八）」上の指定法人  

7．補装具の種目、額等の基準（告示）について   

標記の告示について、現行は、身体障害者福祉法第20条第1項及び第  

21条の規定に基づく基準、児童福祉法第21条の6第1項及び第21条  

の7の規定に基づく基準の2種類をお示ししているところだが、平成18  

年10月に障害者自立支援法の補装具に関する部分が施行されることに伴  

い、上記の2種類の基準を1つの基準にまとめる予定。   

なお、正式な告示は施行前の可能な限り早い時期にお示しできるよう準  

備をしているが、新規種目である重度障害者用意思伝達装置の基準イメー  

ジについては、別紙（案）＜P．8＞のとおりであるのでご了知願いたい。  

一6－   



重度障害者用意思伝達装置基準（案）   

1・交付基準  （別 紙）  

種 目   名 称   基本構造   付属品   価格（円）  耐用年数   備 考   

ソフトウェアが組み込まれた専用のパソ  

重度障害者用  ソフトウェアが組み込ま  プリンタ  コン及びプリンタで構成されたものであ   
意思伝達装置  れた専用パソコン  5             ること。その他障害に応じた付属品を修  

理基準の中から加えて加算することが  
できること。   

種 目   修理部位  価格（円）  耐用年数   備 考   

アーム式  5  重度障害者用意思伝達装置本休を固  
固定台  定し、ベッド等での利用を容易にするも  

テーブル置き式  のであること。          5  

学習リモコン  エアコン等の家電製品を遠隔操作をす  
5   るためのものであること。  

入力装置固定具  入力装置を身体の操作部に固定するた  
5   めのものであること。  

コール  5  音声通話が可能なものであること。  

スイッチからの信号を、呼び鈴と専用パ  
呼び鈴分岐装置  5   ソコンとに分岐してつなぐことが可能な  

ものであること。  

プッシュ式スイッチ  押す操作で信号入力が可能なものであ  
l   ること。  

握り式スイッチ  
l  握り込む操作で信号入力が可能なもの  

であること。  

ストリングスイツチ  l  紐を引っ張る操作で信号入力が可能な  
ものであること。  

触れる操作で信号入力が可能なもので  
あること。タッチセンサーコントローラー  

タッチセンサー式  3    を含む価格であること。  
フレキシブルタイプは6．000円加算する  
こと。  
光電タッチ・光ファイバーなどを使ったも  

光電センサ式  の。光を遮断したり、反射する距離を変  

重度障害者用  3    えたりすることで信号入力が可能なもの  

意思伝達装置  であること。  

羊・足・頸・顔のわずかな動きで信号入  
ピンタッチ先端4本  3   力が可能なものであること。（先端部の  

み6．300円）  

呼気式（吸気式）  
l  息を吐く（吸う）ことで信号入力が可能な  

ものであること。  

入力装置（スイッチ）                                                                                                   まばたきセンサースイツ  3  まばたきをすることで信号入力が可能  
チ  なものであること。  

動きを他のスイッチで検知できず、筋肉  
の生体信号（筋電）を検出し信号に変換  

筋電・眼電スイッチ  ディテクタ・電極部・ケー ブ  あるいは眼球の動き（眼電）を検出し信  

ル  3     号に変換することで入力が可能なもの  

であること。電極、ペースト等消耗品は  
含まないものであること。  

頭部の生体信号（脳波）を検出し信号に  

ソフトウェア・ディテクタ・  
生体信号（脳波等）   ケーブル  

変換することで入力が可能なものであ  
3    ること。電極、ペースト等消耗品は含ま  

ないものであること。  

PZスイッチ  3  ピエゾ素子を使った入力装置。  

フレツクススイッチ  
棒の先端に付いたゴムを曲げることで  

3   信号入力が可能なものであること。  

チップスイツチ  水銀による傾きを感知することで信号入  
3   力が可能なものであること。。  

手・足・頸・顔のわずかな動きで信号入  
王STセンサーまばたき、  力が可能なものであること云音声セン  
タッチ音声スイッチ  3    サーも使用可能。オプション：各セン  

サー18，900円   
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8．生活保護への移行防止措置について   

障害福祉サービスと同様、補装具章においても「生活保護への移行防止  
措置」の適用を考えており、生活保護担当部局と現在調整中である。   

なお、利用者負担の基本的な考え方については、平成18年3月1日に  
開催した障害保健福祉関係主管課長会議において、お知らせしたところであ  
る（下図参照）。  

「▼－■ll▲■l    －■一 ▼■▲－－▼ －－▼－■－■■＝－ －－－－■一一一一－＝－l－ l、・l■－1一一－、－，－－－－，－一一一－  ▲－ 一l、、－、l－一一－－－ － ■ll一一－－・，・－，－－、－■一】 ‾▲－‾‾’■■＋ －‾l、－∴   

2補装具費の利用者負担の見直し  

【参考資料】障害保健福祉関係主管課長会議（平成18年3月1日開催）  資料7   
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「身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会」  

報告書概要  

及啓発活動  

現状では補助犬に関する社会的定着が不十分。  

実効性のある普及啓発活動を展開することが必要。  

一具体的な案として、  

・使用者や受入れ事業者、関係団体等へ、相談方法を周知。   

一自治体窓口等、関係部局の職員等への啓発。  

・学校における児童に対する啓発。  

・関係者が連携してイベント実施。  

・メディアの活用。  

・介助犬、聴導犬を必要とする障害者等に対し、有効性を具体的   

に周知。   

■訓練事業者による使用者のマナー向上のための定期的研修。等  

目談体制  

特別な相談機関卿  

旦治体の福祉部局を中心に、地域保健部局や人権擁護機関等七の  

連携が必要。  

相談マニュアル等の作成が必要。  

（そのための準備期間が必要。）  

受入れ義務化の範囲拡大  

民間の事業所、住宅の受入れ義務化については、社会的認識の定  

着がある程度図られた後に取り組むべき課題。  

まずは実効性のある普及啓発活動を展開旦  

罰則等の新設  

とが必要であり、  は、社会的理解が進んでいるこ   制裁措置を課すに  

阜ずは実効性のある普及啓発活動を展開。  

制裁手段としては、罰金等の罰則は馴染まず、  事業者名の公表が  

あるが、適用の判断基準等の作成が必要との意見。  

障害者施策全体の議論の中で検討すべきとの意見もあった。   



身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会報告書  

平成18年6月   
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はじめに   

身体障害者補助犬法は、良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する   

身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会   

参加の促進に寄与することを目的とし、平成14年5月に制定され、同年10   

月に施行されて、約3年が経過したところである。  

法律の附則では、施行後3年を経過した場合において、法律の施行状況につ   

いて検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる旨定められている。  

このため、法施行後における補助犬の普及啓発や社会での受入などの身体障   

害者補助犬法の施行状況について、補助犬に携わる関係者のそれぞれの立場か   

ら意見を伺い、今後どのような取り組みが有効か本検討会で検討することとし   

たものである。  

本検討会は、これまで3回にわたって議論を重ねてきたところであるが、今   

般、身体障害者補助犬法の施行状況や関係団体からの意見・要望、それに対す   

る検討会の意見をとりまとめたのでここに報告する。   



1．身体障害者補助犬法の施行状況   

（1）訓練事業者の推移  

身休障害者補助犬を育成する訓練事業者は、法施行後の平成15年4月  

時点で、介助犬2団体、聴導犬1団体、盲導犬9団体の計12団体であっ  

たものが、平成18年3月1日現在で、介助犬22団体、聴導犬19団体、  

盲導犬9団体の計50団体となっている。  

なお、介助犬と聴導犬を併せて育成している事業者が14団体あること  

から事業者数は36団体である。  

H15．4   H16．4   H16．10   H17．4   H18．3   

介助犬   2団体   14団体   20団体   21団体   22団体   

聴導犬   1団体   8団体   15団体   17団体   19団体   

盲導犬   9団体   9団体   9団体   9団体   9団体   

計   12団体   31団体   44団体   47団体   50団体   

（2）指定法人数の推移  

指定法人は、身体障害者補助犬として育成された犬が他人に迷惑を及ぼ  

さないことや適切な行動を取る能力があることを認定する法人であるが、   

平成16年4月時点で、介助犬4団体、聴導犬3団体、盲導犬9団体で男   

ったものが、平成18年3月1日現在では、介助犬5団体、聴導犬5団体、  

盲導犬9団体となっている。  

H15．4   H16．4   H16．10   H17．4   Hl臥3   

介助犬  4団体   5団体   5団体   5団体   

聴導犬  3団体   5団体   5団体   5団体   

盲導犬   9団体   9団体   9団†本   9団体   9団体   

2   



※盲導犬は、従前から道路交通法により認定制度が存在していたこと等を勘案し、経過措  

置（法附則第2条）により、当分の間、従来どおり国家公安委員会が指定した法人が認定を  

行うものとされている。   

（3）身体障害者補助犬の実働頭数及び待機数  

身体障害者補助犬として指定法人から認定された後に実働している頭数   

は、平成18年3月には、介助犬30頭、聴導犬11頭、盲導犬957頭  

（17年3月末）となっている。  

H15．4   H16．4   H16．10   H17．4   H18．3   

介助犬   34   40   19   28   30   

聴導犬   13   17   8   10   

盲導犬   927（※1）   948（※2）  957（※3）  

※1H15．3．31現在 ※2H16．3．31現在 ※3H17．3．31現在  

身体障害者補助犬を希望する者のうち、自治体による育成事業等の助成  

を待機している者は、平成17年8月末現在で、盲導犬124人、介助犬  

4人、聴導犬3人となっている。（厚生労働省アンケート結果）   

（4）身体障害者補助犬に対する社会の理解  

訓練事業者30団体中20団体、指定法人4法人中全法人、61自治体  

中49自治体が、身体障害者補助犬に対する社会の理解は進んだと評価し  

ている。（厚生労働省アンケート集計結果）   

（5）補助犬の受入れ  

使用者団体が行ったアンケートによれば、一部に同伴の受入拒否がある  

との結果がでている。  

また、研究者などの発表資料によれば、身体障害者補助犬の受入れに対  

する意識は、法律施行後向上しているものの、一部には消極的な施設もあ  
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るとの結果が出ている。   

（6）普及啓発  

・厚生労働省の取り組みは、ポスター、パンフレット、リーフレット、  

ステッカーの配布や政府広報、ホームページの公開等をこれまでに行っ  

てきた。  

■ 訓練事業者の取り組みは、学校や地域イベント等への参加、セミナー、  

シンポジウム等の開催を中心としたものとなっている。（厚生労働省アン  

ケート集計結果）  

自治体の取り組みは、ポスター・リーフレット、ステッカー等印刷物  

の掲示・配布、セミナー、シンポジウム等の開催、自治体広報誌等での  

広報が主なものとなっている。（厚生労働省アンケート集計結果）   

（7）相談窓口  

補助犬使用者又は住民等から補助犬に関する相談や苦情があった場合の  

自治体の対応は、61自治体のうち補助犬を担当する課が48自治体、委  

託先が5自治体、その他8自治体となっている。  

また、市町村又は福祉事務所等で相談や苦情に対する体制をとっている  

自治体は61自治体中11自治体であり、他の自治体は県の本庁で対応し  

ている。（厚生労働省アンケート結果）  
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2．検討課題  

本検討会の検討課題については、第1回目の検討会において、次のとおり  

整理された。  

［補助犬の普及啓発に関すること】  

○ 法及び補助犬に関する啓発の推進について  

○ 使用者の義務、マナー等の周知方法について  

［補助犬の社会での受入れに関すること］  

○ 法に関する事項に係る相談機関（体制）の整備について  

○ 事業所又は事務所、住宅への補助犬の受入義務化について  

○ 法を遵守しない場合の指導、罰則について  

3．検討課題に係る関係団体からの意見・要望と検討会としての意見   

（1）補助犬の普及啓発に関すること  

① 法及び補助犬に関する啓発の推進について  

（関係団体からの主な意見・要望）  

・補助犬について、全く理解していないためペットと同じだと誤解  

をされ、施設への「入場・入店・入室」を拒否される場合が多く、  

まだ社会全体に補助犬の理解が進んでいない。  

・補助犬の実際の利用状況を見ていただくことが、補助犬への理解  

を深めるためには最適であるため、訓練事業者、補助犬使用者に  

よる啓発活動がより重要であり効果的。  

・ 国、都道府県等の積極的な普及啓発を望む。  

（検討会における意見）  

○ 法施行から3年が経過し、施行前に比べると補助犬に関する社会の  

理解は進んだものの、補助犬のことをよく知らないことから同伴拒否  
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するなどの事例が見受けられることから、引き続き、実効性の高い普  

及啓発活動が必要である。  

○ 普及啓発活動の主体としては、国、地方公共団体の他、補助犬を使   

用している障害当事者や訓練事業者等、関係者による普及啓発活動も  

望まれる。   

○ 社会への普及啓発活動の具体的な案としては、  

・補助犬使用者、受入れ側双方からの苦情・相談に関する相談対応マ  

ニュアルを作成、関係者へ周知   

・自治体の関係部局の職員等や学校における児童に対する啓発や研修  

の実施   

・公的施設等におけるポスターの掲示   

・障害者週間などにおけるイベント活動の実施   

・新聞■ラジオ・テレビ等のメディアの活用   

・補助犬や一定程度の能力を有する訓練犬によるデモンストレーショ  

ンの実施   

・介助犬及び聴導犬を必要とする障害者等に対し、有効性等を具体的  

に周知  

などが考えられる。  

② 使用者の義務、マナー等の周知方法について   

（関係団体からの主な意見・要望）   

・受入れを進めるためには、補助犬使用者が補助犬の衛生を確保す  

る等の適切な管理を行うことが必要。   

・ 使用者として、補助犬の適切な管理に対する自覚を高めるため、  

使用者教育の仕組みが必要。  
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（検討会における意見）   

○ 補助犬の行動の管理や衛生の確保などのマナーの遵守は、補助犬の  

受入れ義務化を推進する上で重要。   

○ 訓練事業者は使用者に対する研修を定期的に行うなど、マナーが遵  

守されるよう使用者教育に責任をもってあたる必要があるほか、地方  

公共団体による訓練事業者に対する指導も継続的に行う必要がある。  

（2）補助犬の社会での受入れに関すること   

（D 法に関する事項に係る相談機関（体制）の整備について 

（関係団体からの主な意見・要望）  

・受入れ拒否に関する苦情申立て救済機関、調整窓口がどこかにつ  

いての周知や関係機関の連携が図られていない。  

（検討会における意見）  

○ 補助犬についてのみ新たな相談機関を新設するのではなく、障害者  

が地域で生活する上で生じる様々な相談の一つとして、既存の機関に  

おいて実施することが有効なのではないか。  

○ 障害者の社会参加推進の観点から、これを担当する地方公共団体の  

障害福祉部局の行政機関が中心となって、関係機関（人権擁護を担当  

する法務局や地域保健を担当する保健所等）と連携して、受入れ拒否  

等に対する相談に対応すべき。  

（参考）  

障害者基本法第4条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者  

に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること  

等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。  

身体障害者福祉法第3条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現  
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されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動に参加するための  

援助と必要な保護を総合的に実施するように努めなければならない。   

○ 今後、国及び地方公共団体における関係機関の連携体制の整備を進   

めるとともに、相談のための指針、マニュアル等の作成に関する検討  

が必要。  

② 事業所又は事務所、住宅の受入れ義務化について  

（関係団体からの主な意見・要望）  

・民間の事業所、事務所、住宅等の受入れについて、努力規定から  

義務規定へすべき。  

（検討会における意見）  

○ 事業所又は事務所、住宅の受入れの義務化については、社会的認識  

の定着がある程度図られた後に取り組むべき課題であり、まずは実効  

性のある普及啓発活動を行うべき。  

③ 法を遵守しない場合の指導、罰則について  

（関係団体からの主な意見■要望）  

・悪質な補助犬受入れ拒否業者に対する罰則規定を新設してはどう  

か。  

法が周知されてない現状があり、罰則を設けるのは時期尚早では  

ないか。  

法の趣旨・目的を考えると、罰金や懲役のような罰則は馴染まな  

いことから、受入れを拒否した場合の個人名や法人名あるいは施  

設名の公表を行うこととしてはどうか。  
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（検討会における意見）   

○ 何らかの制裁措置を課すことは、法の実効性を高めるための有効な  

手段の一つとなりうる。   

○ その手段としては、①罰則を設けること。②受入れ拒否した場合の  

氏名の公表等が考えられる。   

○ ①については、身体障害者の施設の利用の円滑化という、法の趣  

旨・目的に照らすと制裁措置として罰金等の罰則には馴染まないので  

はないか。   

○ ②の違反事業者名の公表を行うには、適用に当たっての基準を設  

ける必要があることや公表に伴う受入業者に対する社会的制裁の影  

響の大きさを考えると、十分な事前準備や補助犬に関する社会的理  

解が進んでいることが必要である。   

○ また、障害者基本法の基本的理念や国連における障害者の権利条  

約の検討状況、人権侵犯事件に対して法務省の人権擁護機関が救済  

措置を講じていること等を踏まえると、受入れ拒否に対する措置に  

ついても障害者施策全体の議論の中で検討すべき事項の一つであり、  

補助犬法のみで早急に結論を出すべきではないと考える。   

○ このため、理解不足による受入れ拒否が行われている現状を考え  

ると、制裁措置については、今後の検討課題とし、まずは実効性の  

ある普及啓発活動を進めることが必要。  

4．関係団体からのその他の意見■要望で主なもの  

以上のほか、第2回目の検討会における関係団体からの意見嘉要望として  

以下のものがあった。  

本法の本旨は、「身体障害者の社会参加機会拡大」にあることか  
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ら法の名称を「身体障害者社会参加推進法」に改めて欲しい。   

「自立、社会参加」が困難な局面においても、すべてを行政機関   

や他の専門家に頼るのではなく、自分たちに何ができるのかを、   

1可をすべきかを模索することが必要。  

訓練事業・認定事業の更なる専門性の向上を図り補助犬の資質を   

確保することが必要。  

おわりに   

本検討会では、身体障害者補助犬法の施行状況を調査した上で、補助犬使用  

者や訓練事業者、補助犬を同伴した身体障害者を受け入れる関係者等のご意見  

を踏まえ、今後どのような取組みが必要か等について検討を行った。   

法施行後3年が経過するが、補助犬に関する知識がないことから、受け入れ   

が拒否される事例が多いなど、未だ補助犬に関する社会的認識の定着が不十分  

な状況であり、まず実効性のある普及啓発活動を行うことが最優先課題である   

と考えられる。  

また、補助犬の同伴を拒否された場合や、補助犬を受け入れるために留意す   

べきこ と等の相談を行う機関の周知や関係機関の連携が図られていないこと、   

相談に対するノウハウが共有されていない等から、今後、関係機関の連携体制   

の整備や、相談マニュアルの作成を行う必要がある。   

さらに、社会での定着がある程度図られた後の将来的な課題として、住宅や   

事業主の受入れを義務とすること、義務規定に違反した場合の制裁措置を規定   

することが考えられるが、社会的認識の定着状況や具体的な指導指針の作成の   

検討等、障害者施策全体の中での議論や他の法体系との整合性、さらには国連   

における障害者の権利条約の動向等を踏まえながら、検討を進める必要がある。  
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身体障害者補助犬法の施行状況に関する検討会委員名簿  

（敬称略、五十音順）  

○座長  
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第2回検討会 ヒアリング実施団体名（計17団体）  

関係団体 2団体  

・全国盲導犬施設連合会  

・全国補助犬連合会  

使用者 6団体  

［盲導犬］   

■アイメイト協会同窓会  

・日本盲導犬協会ユーザーの会  

・全日本盲導犬使用者の会  

［介助犬］  

・日本介助犬使用者の会  

・全国補助犬連合会ユーザーの会  

［聴導犬］  

・全日本聴導犬ユーザーの会  

指定法人 2団体  

・（社福）横浜市リハビリテーション事業団  

・（社福）日本聴導犬協会  

受け入れ側 3団体  

・（財）全国生活衛生営業指導センター  

・（社）全国乗用自動車連 

・（財）日本賃貸住宅管理協会  訓練事業者 4団体  

［盲導犬］  

・（財）日本盲導犬協会  

・（財）アイメイト協会  

［介助犬］  

・（社福）全国介助犬協会  

［聴導犬］   

■聴導犬普及協会  （計17団体）  

意見・要望書を提出した団体（計9団体）  

（特定非営利活動法人）介助犬育  

成を目指す会  

（特定非営利活動法人）聴導犬育  

成の会  

（社）日本フードサービス協会  

（社）高層住宅管理業協会  

・（財）関西盲導犬協会  

暮（財）中部盲導犬協会  

・全日本補助犬パートナーの会＆全   

日本補助犬育成の会  

・（特定非営利活動法人）トータル   

ケア・アシスタントドックセンタ  

・茨城介助犬協会  （計9団体）  
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【関係法令】   

障害者基本法（抜粋）  

（昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号）   

（基本的理念）  

第三条 すべて障垂者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保   

障される権利を有する。  

2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野   

の活動に参加する機会が与えられる。  

3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵   

害する行為をしてはならない。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の   

防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉   

を増進する責務を有する。  

（国民の理解）  

第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必   

要な施策を講じなければならない。  

（国民の責務）  

第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努   

めなければならない。  

2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別され   

ることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会   

の実現に寄与するよう努めなければならない。  

（公共的施設のバリアフリー化）  

第十八条  

3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設   

備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じな   

ければならない。  

4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施   

設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用   

の便宜を図らなければならない。  
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身体障害者福祉法（抜粋）  

（昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号）  

（社会参加を促進する事業の実施）  

第二十一条の四 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある   

身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬   

の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その   

他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進す   

る事業を実施するよう努めなければならない。  

身体障害者補助犬法  

（平成十四年五月二十九日法律第四十九号）  

一・ 
第一章 総則（第条第二条）  

第二章 身体障害者補助犬の訓練（第三条一第五条）  

第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性（第六条）  

第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等（第七条一第十四条）  

第五章 身体障害者補助犬に関する認定等（第十五条一第二十条）  

第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等（第二十一条一第二十四条）  

第七章 罰則（第二十五条）  

附則  

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補   

助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理す   

る施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴すること   

ができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及び   

これを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自   

立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬を   

いう。  
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2 この法律において「盲導犬」とは、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第十   

四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受   

けているものをいう。  

3 この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある   

身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及   

び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請そ   

の他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けてい   

るものをいう。  

4 この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身   

体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音   

等を聞き分lナ、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬   

であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。  

第二章 身体障害者補助犬の訓練  

（訓練事業者の義務）  

第三条 盲導犬訓練施設（身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）   

第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。）を経営する事業を行う者、介助犬   

訓績事業（同法第四条の二第三項に規定する介助犬訓練事業をいう。）を行う者及   

び聴導犬訓練事業（同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。）を行う者（以下「訓練   

事業者」という。）は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、   

必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようと   

する各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応   

じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。  

2 訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想   

される身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との   

連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把   

握しなければならない。  

第四条 訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補   

助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要   

に応じ再訓練を行わなければならない。  

（厚生労働省令への委任）  
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第五条 前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働   

省令で定める。  

第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性   

第六条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動   

を適切に管理することができる看でなければならない。  

第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等  

（国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等）  

第七条 国等（国及び地方公共団体並びに独立行政法人（独立行政法人通則法（平   

成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）、特殊法   

人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ   

て設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第   

十五号の規定の適用を受けるものをいう。）その他の政令で定める公共法人をいう。   

以下同じ。）は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害   

者補助犬（第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項   

並びに次条から第十条までにおいて同じ。）を同伴することを拒んではならない。ただ   

し、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設   

を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由が   

ある場合は、この限りでない。  

2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又   

は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。  

3 第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅におい   

て身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。  

（公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴）  

第八条 公共交通事業者等（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動   

の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十八号）第二条第三項に規   

定する公共交通事業者等及び道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三   

条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同   

じ。）は、その管理する旅客施設（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した   

移動の円滑化の促進に関する法律第二条第四項に規定する旅客施設をいう。以下   

同じ。）及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等（車両、自動車、船  
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舶及び航空機をいう。）を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を   

同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客   

施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損   

害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りで   

ない。  

（不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴）  

第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理す   

る者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴   

することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著   

しい損害が発生し、又は当該施設を利用する暑が著しい損害を受けるおそれがある   

場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。  

（事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用）  

第十条 事業主（国等を除く。）は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が   

当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努   

めなければならない。  

（住宅における身体障害者補助犬の使用）  

第十一条 住宅を管理する者（国等を除く。）は、その管理する住宅に居住する身体障   

害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなけ   

ればならない。  

（身体障害者補助犬の表示等）  

第十二条 この章に規定する施設等（住宅を除く。）の利用等を行う場合において身体 

障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところ   

により、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬で   

ある旨を明らかにするための表示をしなければならない。  

2 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、   

又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさ   

せるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、   

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

（身体障害者補助犬の行動の管理）  

第十三条 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬   

を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及   

ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。  
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（表示の制限）  

第十四条 何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害   

者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示   

又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため   

訓練中である犬又は第十六条第一項の認定を受けるため試験中である犬であって、   

その旨が明示されているものについては、この限りでない■。  

第玉章 身体障害者補助犬に関する認定等  

（法人の指定）  

第十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬   

の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法（明治二十九   

年法律第八十九号）第三十四条の規定により設立された法人又は社会福祉法（昭   

和二十六年法律第四十五号）第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉   

法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認め   

られるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者（以下  

「指定法人」という。）の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。  

3 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あら   

かじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  

4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を   

公示しなければならない。  

（同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定）  

第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬（当該指定法   

人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。）であって当該指定法人に申請があっ   

たものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設   

等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能   

力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。  

2 指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規   

定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならな   

い。  

（改善命令）  
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第十七条 厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を   

確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために   

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

（指定の取消し等）  

第十八条 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、そ   

の指定を取り消すことができる。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけ   

ればならない。  

（報告の徴収等）  

第十九条 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な   

運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の   

状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務   

所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。  

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯   

し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められた   

ものと解釈してはならない。  

（厚生労働省令への委任）  

第二十条 この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認   

定に閲し必要な事項は、厚生労働省令で定める。  

第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等  

（身体障害者補助犬の取扱い）  

第二十一条 訓株事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保   

健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって   

接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。  

（身体障害者補助犬の衛生の確保）  

第二十二条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬に   

ついて、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛   

生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

19   



第二十三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者   

の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性に   

ついて国民の理解を深めるよう努めなければならない。  

（国民の協力）  

第二十四条 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力   

をするよう努めなければならない。  

第七章 罰則  

第二十五条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又   

は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して   

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の   

役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。  

附 則  

（施行期日）  

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定（介   

助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。）は平成十五年四月一日から、第九条の   

規定は同年十月一日から施行する。  

（経過措置）  

第二条 道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関しては、当分の間、第玉章の規定   

は、適用しない。この場合において、第二条第二項中「政令で定める盲導犬であって、   

第十六条第一項の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とす   

る。  

第三条 肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、   

第四章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であ   

って第十六条第一項の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平成   

十六年九月三十日までの間に限り、第十四条の規定にかかわらず、厚生労働省令   

で定めるところにより、その犬に「介助犬」又は「聴導犬」と表示をすることができる。  

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政   

令で定める。  

（新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった   

場合の措置）  
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第五条 日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障   

害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その   

使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な   

法制上の措置が講ぜられるものとする。  

（検討）  

第六条 この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育   

成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の   

状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて   

必要な措置が講ぜられるものとする。  
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数値目標の設定に関する基本的手順  
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介護給付・訓練等給付個々のサービスの見込量を算出へ  
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障害福祉計画の労働施策に関する数値目標について  

基本指針別表第一に定める福祉施設から一般就労への移  

行に関して、留意事項を下記のとおり別途通知する予定。   

基本指針の別表第一●に定める福祉施設から一般就労への移行に係る数値目標  

については、平成23年度において、障害者の福祉施設利用者のうち、就労移行支  

援事業等を通じて、同年度中に一般就労↑移行する者を、現時点の一般就労への  

移行実績の4倍以上とすることを目指すという目標を達成するため、市町村及び都  

道府県の福祉担当部局は、都道府県労働担当部局及び都道府県労働局と連携し  

て、「－就労移行支援事業の利用者数」、rニ 公共職業安定所経由による福祉施  

設利用者の就職者数」、「三障害者甲態様に応じた多様な委託訓練事業の受講  

者数」、「四 障害者試行雇用（トライアル雇用）事業の開始者数」、「五職場適応  

援助者（ジョブコーチ）による支援の対象者数」及び「大 障害者就業■生活支援セン  

ター事業の支援対象者数等」について数値目標を設衰することとされているが、こ  

の数値目標については、次の点を目安として設定されたい。  

①上記の三については、平成23年度において福祉施設から一般就労へ移行す 

る者のうち3割が障害者の態様に応じた多様な委託訓練を受講することを目指   

す  

（∋上記の四については、平成2◆3年度において福祉施設から一般就労へ移行す   

る者のうち5割が障害者試行雇用車重の開始者となることを目指す  

③上記の五については、平成2■3年度において福祉施設から一般就労へ醸行す   

る者のうち5割が職場適応援助者の支援が受けられるようにすることを目指す  
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（案）  

事  務   連  絡  

平成  年  月  日  

各都道府県障害福祉計画担当者 殿  

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部企画課長補佐  

（障害福祉計画担当）  

障害福祉計画の作成に係るQ＆Aについて   

障害福祉計画については、本年度中の作成に向け、現在作業を進めていただいているところ  

と承知しておりますがご近時、障害福祉計画に関する類似の問い合わせがありましたので、別添  

のとおり、Q＆Aとしてとりまとめたところであります。   

都道府県におかれては、障害福祉計画の円滑な作成に向け、管下市町村に対し周知徹底を  

図るようお願いします。  
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（別添）  

ql障害福祉計画の作成に当たっては、小規模作業所利用者の移行を見込むこととされてい   
るが、具体的にどのような形での移行が想定されるのか。  

Al小規模作業所利用者の移行については、①合併等による規模拡大を通じた介護給付・訓   

練等給付に係る法定施設への移行、②地域活動支援センターヘの海行、③法定外施設（地   

方自治体の独自施策）の利用、④受け入れ余力のある既存法定施疲の利用といった選択肢   

が想定されるが、各自治体においては、現在の小規模作業所の利用者数や意向等を踏まえ   

た上で、地域の実情に応じ、これら選択肢の適切な組み合わせを検討し、まずは移行につい   

ての基本的な考え方を示すことが適当と考えられる。  

q2 市町村計画について、複数市町村による広域計画の策定は可能か。可能である場合、数   

値目標の設定については構成市町村ごとの内訳が必要なのか、計画地域全体での設定で差   

し支えないのか。  

A2 市町村障害福祉計画については、それぞれの市町村ごとに作成することが必要であるが、   

一部事務組合や広域連合で処理する事務として定められている場合には、複数市町村による   

広域計画の策定が可能である。   

なお、広域連合等に≠らない場合には、それぞれの市町村ごと■に作成することとなるが、地   

域の実情を踏まえ、実務上、広域計画を1つ作成して、それをそれぞれの構成市軒村の障害   

福祉計画とみなすとする取扱いも差し支えない。その場合、数値目標については、原則として   

構成市町村ごとの内訳を示すこととするが、小規模市町村において施設サービ不等に閲し、   

独自l±見込むことが困難な場合には、広域的に示すことも可能とする。  

q3 移行計画書の集計結果を中間結果に反映させるのは日程的に困難であると思われるが、   

サービス見込量の修正はいつまで可能かb  

A3 お尋ねの通り、移行計画書の集計結果を中間報告に反映させることは困難なところもある   

と思われるが、9月末時点において得られる移行計画書の結果等を勘案しその時点で想定さ   

れるサービス見込量を報告していただければ良いものと考えている。  
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q4 法第36条による指定拒否は焉菜（きそく）裁量性の行政処分とのことだが、指定の間接的   

影響を受けるにすぎない財政上の制約を理由に指定を拒否・保留することはできないと考え   

てよいか。  

A4 法律上、指定を行わないことができるのは計画の数値を超えるか、計画達成に支障が生じ   

る場合に限られており、これらの要件に該当しない場合に指定を行わないことは出来ないもの   

と解される。  

q5 日中活動利用者数を見込むに当たり、養護学校卒業者数の今後の見通しについても勘案   

するとのことであるが具体的にはどうやるのか。  

A5 養護学校卒業者数の今後の見通しについては、それぞれの自治体において、教育委員会   

等と連携し在籍者数、過去の卒業者の進路動向等についてのデータ等の提供を受けた上で、   

養護学校関係者、ハローワーク等申開係青も交え、今後の就職者数の見通し等も勘案し、卒   

業見込み者のうち、日中活動利用が見込まれる者の数を推計することが考えられる。  

6   
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平成１８年１０月以降の介護給付費等の請求事務について平成１８年１０月以降の介護給付費等の請求事務について

障害福祉サービス事務処理システムについて障害福祉サービス事務処理システムについて

平成18年６月２６日（月）

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課

※ 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。
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平成平成1818年１０月からの指定サービス事業所番号について年１０月からの指定サービス事業所番号について
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障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について

平成１８年１０月以降の事業所番号の体系平成１８年１０月以降の事業所番号の体系

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

都
道
府
県
コ
ー
ド

事
業
所
区
分
コ
ー
ド

郡
市
区
コ
ー
ド

事
業
所
番
号

チ
ェ
ッ
ク
デ
ジ
ッ
ト

11～～22桁目桁目 都道府県コード・・・総務省が定めるコード

33桁目桁目 事業所区分コード 「１」自立支援法【指定事業所】（ＧＨ・ＣＨ・相談支援事業所を除く）

「２」自立支援法【指定事業所】（ＧＨ・ＣＨ）

「３」自立支援法【指定事業所】（相談支援事業所）

「４」自立支援法【基準該当事業所】

「５」児童福祉法【指定事業所】

「６」地域生活支援事業

44～～55桁目桁目 郡市区コード・・・各都道府県の社会保険事務局が設定するコード

66～～99桁目桁目 事業所番号・・・郡市区コード内の通番

1010桁目桁目 チェックデジット・・・モジュラス１０方式
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事業所番号については、指定事業所の単位で付番することを原則とするが、同一法人が同一敷地
内等において ①複数事業所を一体的に管理運営する場合、②複数種類の事業を組み合わせて実
施する場合（多機能型）には、複数の指定事業所を１つの事業所番号で管理する。

①利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること①利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること

②事務所間で相互支援の体制があること②事務所間で相互支援の体制があること

③事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること③事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること

④職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること④職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること

⑤人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること⑤人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること

⑥事務所間の会計管理が一本化されていること⑥事務所間の会計管理が一本化されていること

平成１８年１０月以降の事業所番号付番ルールについて平成１８年１０月以降の事業所番号付番ルールについて

「一体的に管理運営する場合」の判断基準「一体的に管理運営する場合」の判断基準

「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」によって届出がされた事業所
については、必ず同一事業所番号で管理するものとする。

※※ この基準に該当しなくとも、既に社福軽減の同一管理事業所として軽減を実施している場合で、この基準に該当しなくとも、既に社福軽減の同一管理事業所として軽減を実施している場合で、
引き続き軽減の同一管理を行うときには、同一事業所番号を付すものとする。引き続き軽減の同一管理を行うときには、同一事業所番号を付すものとする。
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例１例１ 同一法人が、同一敷地内等において、複数事業を一体的に管理運営している場合同一法人が、同一敷地内等において、複数事業を一体的に管理運営している場合

② 行動援護

① 居宅介護

一体的な管理運営

＜事業所指定＞

●指定居宅介護事業所（①）

●指定行動援護事業所（②）

＜事業所情報＞

事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位
番号

定
員

多機
能型
要件

報酬算定
上の定員

規模

―

―

―

① １１ ― ―

１３１０１１１１１ｃｄ

② １３ ― ―

＊ 資料中使用している各コード等については、便宜上設定したものであり、実際に使用するコード等については、インタフェース仕様書共通編コード一覧にて、規定する。

複数の指定サービス事業所等に同一事業所番号を付番する参考例複数の指定サービス事業所等に同一事業所番号を付番する参考例

同一法人が、同一敷地内等において、複数事業（例：居宅介護と行動援護）を一体的に管理運営して
いる事業者については、同一の指定事業所番号を付番する。

この場合、複数の事業を１つの事業所番号で管理するため、事業所番号１０桁とは別に、
サービス種類を識別するコード（「サービス種類コード」）を使用する。
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例２例２ 多機能型事業所の場合多機能型事業所の場合

② 自立訓練
（機能訓練）
（定員１０人）

① 生活介護
（定員２０人）

一体的な管理運営

多
機
能
型

＜事業所指定＞

●指定生活介護事業所（①）

●指定自立訓練事業所（②）

＜事業所情報＞

多機能型事業所として指定

事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位
番号

定
員

多機
能型
要件

報酬算定
上の定員

規模

○

○

３０人

① ２２ ― ２０
１３１０１１１１１ｃｄ

② ４１ ― １０

多機能型として事業を行う生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続
支援事業所については、同一の指定事業所番号を付番する。
この場合、全事業の利用定員の合計人数により報酬算定を行うため、別途報酬算定上の定員数

を管理する。
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事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位
番号

定
員

多機
能型
要件

報酬算定
上の定員
規模

―

―

４５人

① ２２ ０１ ２５
１３１０１１１１１ｃｄ

② ２２ ０２ ２０

例３例３ サービス提供単位を設け事業を実施する場合サービス提供単位を設け事業を実施する場合

② 生活介護（Ⅴ）
（定員２０人）

① 生活介護（Ⅰ）
（定員２５人）

一体的な管理運営 ＜事業所指定＞

●指定生活介護事業所（①、②）

①平均障害程度区分５ 配置基準１．７：１

②平均障害程度区分４．５ 配置基準３．５：１

＜事業所情報＞

複数のサービス
提供単位

同一事業所内において複数の「サービス提供単位」を設けることが可能な生活介護事業、療養介
護事業、施設入所支援において、複数のサービス提供単位の設定が認められた場合も、事業所番
号は同一の指定事業所番号を付番する。
この場合、複数の事業を１つの事業所番号で管理するため、サービス種類コードとは別に、

「サービス提供単位番号」を使用する。
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事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位
番号

定
員

多機能
型要件

報酬算定
上の定員

規模

― ―

―

４０

―

―

① １１ ― ―

② ２４ ― ―
１３１０１１１１１

③ ２２ ― ４０

事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位

番号

定
員

多機能
型要件

報酬算定
上の定員

規模

― ―

―

４０

―

―

① １１ ― ―

② ２４ ― ―１３１０１１１１１１

③ ８２ ― ４０

③ 身障更生施設
（定員４０名）

② 短期入所

① 居宅介護

一体的な管理運営

③ 生活介護
（定員４０名）

② 短期入所

① 居宅介護

一体的な管理運営

例４例４ 居宅介護、短期入所、旧法施設支援を一体的に管理運営する場合居宅介護、短期入所、旧法施設支援を一体的に管理運営する場合

＜事業所指定＞

●指定居宅介護事業所（①）

●指定短期入所事業所（②）

●指定身体障害者通所更生施設（③）

＜事業所情報＞

例５例５ 居宅介護、短期入所、生活介護を一体的に管理運営する場合居宅介護、短期入所、生活介護を一体的に管理運営する場合

＊上記事例の③身体障害者更生施設が生活介護事業所に移行した例 ＜事業所指定＞

●指定居宅介護事業所（①）

●指定短期入所事業所（②）

●指定生活介護事業所（③）

＜事業所情報＞

旧法指定施設が新体系に移行しても、
事業所番号は変えない。
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④就労継続支援
（Ａ型）

（定員１２名）

③就労移行支援
（一般型）
（定員１２名）

②自立訓練
（生活訓練）
（定員１２名）

①生活介護（Ⅴ）
（定員１２名）

⑥就労継続支援
（Ｂ型）

（定員１０名）

⑤生活介護（Ⅰ）
（定員１０名）一体的

一体的な管理運営

主たる事業所主たる事業所 従たる事業所従たる事業所

事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位
番号

定
員

多機能
型要件

報酬算定
上の定員

規模

○

② ４２ ― １２ ○

④ ４５ ― １２ ○

⑤ ２２ ０２ １０ ○

68人
○

○

① ２２ ０１ １２

③ ４３ ― １２
１３１０１１１１１ｃｄ

⑥ ４６ ― １０

例６例６ 主たる事業所と従たる事業所が存在する場合主たる事業所と従たる事業所が存在する場合

＜事業所指定＞

●指定生活介護事業所（①、⑤）→

●指定自立訓練事業所（生活訓練型：②）

●指定就労移行支援事業所（一般型：③）

●指定就労継続支援事業所（Ａ型：④）

●指定就労継続支援事業所（Ｂ型：⑥）

＜事業所情報＞

複数のサービス
提供単位 多

機
能
型
該
当

同一法人が、主たる事業所で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）を実施し、同一法人が、主たる事業所で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）を実施し、
従たる事業所で生活介護、就労継続支援（Ｂ型）従たる事業所で生活介護、就労継続支援（Ｂ型）を実施し、かつ、両者がを実施し、かつ、両者が一体的に管理運営されてい一体的に管理運営されてい
る場合る場合には、同一の指定事業所番号を付番する。には、同一の指定事業所番号を付番する。

旧法指定施設の本体施設と分場においても、旧法指定施設の本体施設と分場においても、
同様の扱いとする。同様の扱いとする。

その際、報酬算定上の定員は従前通りの算定方法その際、報酬算定上の定員は従前通りの算定方法
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④就労継続支援
（Ａ型）

（定員１２名）

③就労移行支援
（一般型）
（定員１２名）

②自立訓練
（生活訓練）
（定員１２名）

①生活介護（Ⅲ）
（定員１２名）

⑥就労継続支援
（Ｂ型）

（定員１０名）

⑤生活介護（Ⅰ）
（定員１０名）

一体的な管理運営

一体的な管理運営

事業所番号
サービス
種類
コード

サービス
提供単位
番号

定
員

多機能
型要件

報酬算定
上の定員

規模

○

② ４２ ― １２ ○

④ ４５ ― １２ ○

48人

20人１３１０１２２２２１
⑥ ４６ ― １０ ○

○

○

① ２２ ― １２

③ ４３ ― １２

１３１０１１１１１１

⑤ ２２ ― １０

例７例７ 例６の主たる事業所と従たる事業所の運営が基本的に独立している場合例６の主たる事業所と従たる事業所の運営が基本的に独立している場合

＜事業所指定＞

●指定生活介護事業所（①）

●指定自立訓練事業所（生活訓練型：②）

●指定就労移行支援事業所（一般型：③）

●指定就労継続支援事業所（Ａ型：④）

●指定生活介護事業所（⑤）

●指定就労継続支援事業所（Ｂ型：⑥）

＜事業所情報＞

多機能型該当

多機能型該当

同一法人が、一方の事業所で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）を実施し、同一法人が、一方の事業所で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）を実施し、
もう一方の事業所で生活介護、就労継続支援（Ｂ型）を実施しているが、各々の運営が基本的に独もう一方の事業所で生活介護、就労継続支援（Ｂ型）を実施しているが、各々の運営が基本的に独
立している場合、それぞれに指定事業所番号を付番する。立している場合、それぞれに指定事業所番号を付番する。

同一敷地内でも、それぞれの施設ごとに運営同一敷地内でも、それぞれの施設ごとに運営
が基本的に独立しているときは、それぞれに指が基本的に独立しているときは、それぞれに指
定事業所番号を付番する。定事業所番号を付番する。
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平成平成1818年年1010月からの介護給付費等の請求書様式等について月からの介護給付費等の請求書様式等について
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介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費等の請求に係る様式について介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費等の請求に係る様式について

請求書

○ 介護給付費・訓練等給付費等 請求書

○ サービス利用計画作成費 請求書

○ 介護給付費・訓練等給付費等請求明細書

請求明細書

実績記録票

利用者負担上限額管理関係

○ 居宅介護・行動援護サービス提供実績記録票

○ 重度訪問介護サービス提供実績記録票

○ 重度障害者等包括支援サービス提供実績記録票

○ 児童デイサービス提供実績記録票

○ 短期入所サービス提供実績記録票

○ 日中活動系サービス提供実績記録票

○ 利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書

○ 利用者負担上限額管理結果票

省令様式（下記の省令において規定）

○ 介護給付費等の請求に関する省令（案）

通知様式（下記の通知において規定）

○ 介護給付費・訓練等給付費請求書等の記載要領について（案）

通知様式（下記の通知において規定）

○利用者負担に係る上額管理事務について（案）○ 利用者負担額一覧票
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① 算定単位数の算出 （端数処理：小数点以下四捨五入）

サービスコード表よりサービスコード単位数を抽出する。
サービスコード単位数 ＝ 告示単位 × 加減算

② サービス単位数の算出
サービスコード単位数に一月の提供回数を乗じる。
サービス単位数 ＝ サービスコード単位数 ×提供回数

④ 介護給付費の算出 （端数処理：小数点以下切り捨て）
総費用額に給付率（90/100）を乗じて介護給付費を算出する。

介護給付費 ＝ 総費用額 × 給付率

⑤ 利用者負担額の算出
総費用額から介護給付費を控除した額
利用者負担額 ＝ 総費用額 ー 介護給付費

③ 総費用額（100/100）の算出 （端数処理：小数点以下切り捨て）

サービス種別ごとに一月分のサービス単位数を合算し、一月分の給付単位数を求める。
当該給付単位数に単位数単価を乗じて算出する。
総費用額 ＝ 給付単位数×単位数単価

介護給付費、訓練等給付費の報酬算定の方法介護給付費、訓練等給付費の報酬算定の方法

災害等により市町村が特例割合を定める場合は当該割合

従来の算定単位数
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平成　　　　年　　　　月　　　　日

（　請　求　先　）

〒

殿

下記のとおり請求します。

合　　　計

特定障害者特別給付費

小　　　　計

訓
練
等
給
付

社福
軽減額

自治体
助成分

介
護
給
付
費

円

区　　　　分 件数 単位数 費用合計
市町村
請求額

利用者
負担額

千

請求金額
百万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成 年 月分

介護給付費・訓練等給付費等請求書

請
求
事
業
者

事業所番号

住　所
（所在地）

電話番号

名　称

職・氏名

介護給付費・訓練等給付費等請求書の記載における留意点

名称は、主たる事業所の名称として届け出た名称を使用する。

当該事業所番号単位での
① 介護給付費
② 訓練等給付費
③ 特定障害者特別給付費（補足給付費）
の市町村請求額の合算を記載する。

サービス種別単位に添付される請求明細書の集計額等を記載する。
① 件数
② 総単位数
③ 費用合計（100/100の額）
④ 市町村請求額
⑤ 利用者負担額
⑥ 社福軽減額
⑦ 自治体助成額 等を記載する。

原則、③＝④+⑤+⑥+⑦ となる。

請求書の作成は、事業所番号単位で行い、
同一事業所番号で管理される事業所の介護給付費等の請求は、

一括で行う。

特定障害者特別給付費の集計額等を記載する。

本様式は、指定事業所番号（10桁）の3桁目が「１」又は「２」の事業所が使用する様式。
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平成　　　　年　　　　月　　　　日

（　請　求　先　）

殿

下記のとおり請求します。

枚目枚中

円/単位

市町村請求額

単位数単価

小計

日 氏名

サービスコード 単位数

モニタリング日 平成 年 月

フリガナ

氏名月 日年

フリガナ サービスコード 単位数受給者番号

モニタリング日 平成

氏名月 日年

フリガナ サービスコード 単位数受給者番号

モニタリング日 平成

氏名月 日年

フリガナ サービスコード 単位数

日 氏名

単位数

モニタリング日 平成 年 月

フリガナ サービスコード受給者番号

日 氏名年 月モニタリング日 平成

フリガナ サービスコード 単位数受給者番号

日 氏名

単位数

モニタリング日 平成 年 月

フリガナ サービスコード

日 氏名

サービスコード 単位数

モニタリング日 平成 年 月

氏名月 日年

フリガナ サービスコード 単位数

日 氏名

フリガナ 単位数

モニタリング日 平成 年 月

項番

受給者番号

相談支援

区　　分 件数 単位数 市町村請求額千 円

請求金額
百万

職・氏名

平成 年 月分

電話番号

名　称

住　所
（所在地）

サービス利用計画作成費　請求書

請
求
事
業
者

事業所番号

サービスコード

支給決定障害者 請求額計算欄

受給者番号

モニタリング日 平成

受給者番号 フリガナ

受給者番号

受給者番号

モニタリング日 平成

受給者番号

サービス利用計画作成費請求書の記載における留意点

本様式は、指定事業所番号（10桁）の3桁目が「３」の事業所が使用する様式。

サービス利用計画作成費の請求の際には、
支給決定障害者ごとに請求明細書の作成は行わず、
本様式のみを使用する。

請求件数、総単位数、市町村請求額を記載する。

請求する支給決定障害者の必要項目を記載する。
請求対象月に実施したモニタリング実施日（当該請求対象月のうち

直近日）を記載する。

当該相談支援事業所に適用される「単位数単価」を記載する。



16

介護給付費・訓練等給付費等請求明細書の記載における留意点

平成

サービス内容 サービスコード

助成自治体番号②

介護給付費・訓練等給付費明細書

（居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者包括支援、児童デイサービス、短期入所、
療養介護、生活介護、施設入所支援、旧法施設支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

市町村番号 月分

助成自治体番号①

年

請
求
事
業
者

指定事業所番号

受 給 者 証 番 号

事業所及び
その事業所

の名称
支 給 決 定 障 害 者 等

氏 名

支 給 決 定 に 係 る 地域区分

障 害 児 氏 名 社会福祉法人等軽減措置実施の有無

利用者負担上限月額　① 社福法人等軽減対象者

利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号

事業所名称

管理結果 管理結果額

サービス

種別

開始年月日 平成 年 月 日 終了年月日 平成 年 月 日 利用実日数 外泊日数

開始年月日 平成 年 月 日 終了年月日 平成 年 月 日 利用実日数 外泊日数

開始年月日 平成 年 月 日 終了年月日 平成 年 月 日 利用実日数 外泊日数

給

付

費

明

細

欄

単位数 回数 サービス単位数 摘要

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード

給付率

総費用額

合計
サービス実日数 日 日 日 日

給付単位数

単位数単価 円／単位 円／単位 円／単位 円／単位

／１００ ／１００ ／１００ ／１００

給付率に

基づく

請求額

利用者負担額②

上限月額調整(①②の内少ない数)

社福軽減後利用者負担額

社福軽減額

調整後利用者負担額

調整後社福軽減額

上限額管理後利用者負担額

市町村請求額

助成①請求額

助成②請求額

特定障害者特別給付費
算定日額 日数 市町村請求額 実費算定額

枚中 枚目

同一事業所番号で括られた指定事業所が、
一の支給決定障害者等に複数事業のサービスを提供した際には、
請求明細書は一枚のみ作成する。

例えば、「居宅介護」と「行動援護」の指定を受けている事業所が同一事業所番号
で管理されている場合、一の支給決定障害者等にサービスを提供した際には、
「居宅介護」と「行動援護」の請求内容を一枚の明細書に記載する。

本様式は、指定事業所番号（10桁）の3桁目が「１」の事業所が使用する様式。

サービスコード表に記載された、名称、サービスコード、単位数を記載する。

当該月における算定回数を記載する。

単位数に算定回数を乗じた単位数を記載する。

受給者証に記載された利用者負担上限月額及び
社福軽減対象者の有無を記載する。

実績記録票に記載された実費算定額を記載する。

居住系、日中系、短期入所サービス提供時には、当該サービス種別
の番号を記載し、開始年月日、終了年月日、実利用日数、外泊日
数等の該当項目を記載する。

給付費明細欄又は請求額集計額欄等が一枚の明細書に
書ききれない際には、複数枚の明細書を使用する。
その際は、何枚目中の何枚かを記載する。
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年

介護給付費・訓練等給付費明細書

（共同生活介護、共同生活援助）

市町村番号 月分

助成自治体番号①

平成

助成自治体番号② 指定事業所番号

請
求
事
業
者

地域区分障 害 児 氏 名

受 給 者 証 番 号

支 給 決 定 障 害 者 等

氏 名

支 給 決 定 に 係 る

障害程度区分利用者負担上限月額　①

サービス

種別

入居年月日 平成 年 月 日 退居年月日 平成 年 月 日 利用実日数 外泊日数

入居年月日 平成 年 月 日 退居年月日 平成 年 月

回数 サービス単位数 摘要

外泊日数日 利用実日数

給

付

費

明

細

欄

単位数

請

求

額

集

計

欄

サービス種類コード

給付率

総費用額

合計
サービス実日数 日 日

給付単位数

単位数単価 円／単位

／１００ ／１００

給付率に

基づく

請求額

利用者負担額②

上限月額調整(①②の内少ない数)

調整後利用者負担額

市町村請求額

助成①請求額

助成②請求額

上限額管理後利用者負担額

事業所名称

事業所及び
その事業所

の名称

日中活動先事業所
日中介護等

支援加算欄

指定事業所番号 当該事業所への通所日数

円／単位

サービス内容 サービスコード

介護給付費・訓練等給付費等請求明細書の記載における留意点

同一事業所番号で括られた指定事業所が、
一の支給決定障害者等に複数事業のサービスを提供した際には、
請求明細書は一枚のみ作成する。

本様式は、指定事業所番号（10桁）の3桁目が「２」の事業所が使用する様式。

受給者証に記載された利用者負担上限月額及び
障害程度区分を記載する。

ケアホーム、グループホームの番号を記載し、入居年月日、退居年月
日、利用実日数、外泊日数等の該当項目を記載する。

日中介護等支援加算を計上する際には、
連絡調整を行った日中活動サービス事業所の名称等を記載する。

同一月に、支給決定障害者が、同一事業所番号のグループホームからケアホー
ムに転居した場合等の際には、一枚の明細書を使用する。

主たる事業所の地域区分を記載する。
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「給付費明細欄」及び「請求額集計欄」の記載方法

総費用額 1 0

給付率 9

サービス実日数 1 1

単位数単価

7 8 4

サービス種類コード 1 3
合計

行動援護

給付単位数 9 47 8

日

1 0 7 2

9

円／単位

0 ／１００

1 04 8 8 4 4 8 8 4

給付率に

基づく

請求額 9

利用者負担額② 1

4 3 9 5

0 4 8 9

4 8 9上限月額調整(①②の内少ない数) 1 0 9

社福軽減後利用者負担額

1 4 80

調整後利用者負担額

社福軽減額

上限額管理後利用者負担額

調整後社福軽減額

3 9 5 59

助成①請求額

市町村請求額 9 4 3 94

助成②請求額

回数 サービス単位数サービス内容 単位数

4 1行動援護２．０ 1 3 4 05 3

行動援護３．０ 1 3

67 2 81 1

1 1 6 1 1 0 2 4 1 4 46 6

サービスコード

給付費明細欄給付費明細欄 給付費明細欄の記載について給付費明細欄の記載について

① サービスコード表より、サービス提供内容に合致するサービス内容を抽出する。

② 該当するサービスコード等を「サービス内容」、「サービスコード」、「単位数」の各
欄に記載する。

③ サービスコード単位で当該月に提供した「回数」を記載する。

④ サービスコード単位で「サービス単位」（単位数×回数）を算出する。

請求額集計欄請求額集計欄

請求額集計欄の記載について請求額集計欄の記載について

① 「サービス種類コード」欄に、サービスコードの頭2桁の番号、名称を記載する。

② 「サービス実日数」欄に、当該月におけるサービス提供実日数を記載する。

③ 「給付単位数」欄に、サービス単位の集計単位数を記載する。

④ 「単位数単価」欄に、当該事業所に適用される一単位の単価を記載する。

⑤ 「給付率」欄に、給付率を記載する（受給者証に特別の記載がない限り90/100）。

⑥ 「総費用額」欄には、給付単位数に単位数単価を乗じて得た額を記載する。

（端数処理：小数点以下は切り捨て：⑦も同じ）

⑦ 「給付率に基づく請求額」欄には、総費用額に給付率を乗じた額を記載する。

⑧ 「給付率に基づく利用者負担額」欄には、⑥から⑦を控除した額を記載する。

⑨ 「上限月額調整」欄に、⑧又は負担上限月額のうち低い方の額を記載する。

⑩ 「市町村請求額」欄に、⑥から⑨を控除した額を記載する。

⑪ 「合計」欄には、各欄の合計額を記載する。

１ 事業所番号単位で一の事業を提供した例 （地域区分：特別区）
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合計
サービス実日数 2 2 日

サービス種類コード 2 2 生活介護

給付単位数 2 7 7 6 4 2 7 7 6 4

単位数単価 1 0 0 0 円／単位

／１００給付率 9 0

総費用額 2 7 7 6 4 0 2 7 7 6 4 0

給付率に

基づく

請求額 2 4 9 8 7 6

利用者負担額② 2 7 7 6 4

上限月額調整(①②の内少ない数) 2 4 6 0 0 2 4 6 0 0

社福軽減後利用者負担額

社福軽減額

調整後利用者負担額

調整後社福軽減額

上限額管理後利用者負担額

0 4 0 2市町村請求額 2 5 3 0 4 0

助成①請求額

助成②請求額

35

給付単位数 2 7

サービス実日数 2 2 日

サービス種類コード 2 2 生活介護

6 4

単位数単価 1 0 0 0 円／単位

給付率 9 0 ／１００

総費用額 2 7 7 6 4 0 2 7 7 6 4 0

給付率に

基づく

請求額 2 4 9 8 7 6

利用者負担額② 2 7 7 6 4

上限月額調整(①②の内少ない数) 2 4 6 0 0 2 4 6 0 0

社福軽減後利用者負担額 7 5 0 0 7 5 0 0

社福軽減額 1 7 1 0 0 1 7 1 0 0

調整後利用者負担額

調整後社福軽減額

上限額管理後利用者負担額

市町村請求額 2 5 3 0 4 0 2 5 3 0 4 0

助成①請求額

助成②請求額

7

合計

77246

２ 事業所番号単位で一の事業を提供した例 （地域区分：丙地）

給付費明細欄給付費明細欄

請求額集計欄請求額集計欄

低所得２の例
低所得２ 社福軽減あり の例

給付率に基づく利用者負担が負担上限月額よりも高い場合の記載方法

「上限月額調整」欄に負担上限月額を記載する。
「市町村請求額」欄には、
「総費用額」から「上限月額調整」欄の額を控除した額を
記載する。

① 「上限月額調整」欄までは、右の例のとおり記載する。

社福軽減有りの例

② 「社福軽減後利用者負担額」欄に、「上限月額調整」欄の額又は社福軽減
後負担上限月額のうち、低い方の額を記載する。

③ 「社福軽減額」欄に、「上限月額調整」欄の額から②を控除して得た額を記載
する。

④ 「市町村請求額」欄に、「総費用額」から②及び③を控除して得た額を記載す
る。

42 2 2 76 2 7 6生活介護１Ⅰ１ 2 2 1 1 1 1 1 2

サービス内容 単位数 回数 サービス単位数サービスコード
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サービス種類コード 1 1 居宅介護 行動援護1 3

サービス実日数 1 5 日 1 1 日
合計

給付単位数 9 1 0 0 9 7 8 4 1 8 8 8 4

単位数単価 1 0 7 2 円／単位 1 0 7 2 円／単位

給付率 9 0 ／１００ 9 0 ／１００

8 4総費用額 9 7 5 5 2 1 0 4 8 2 0 2 4 3 6

給付率に

基づく

請求額 8

利用者負担額②

7 7 9 6 9 4 3 9 5

9 7 5 6 1 0 4 8 9

8 9 2 0上限月額調整(①②の内少ない数) 9 7 5 6 1 0 4 2 4 5

社福軽減後利用者負担額

1

社福軽減額

調整後利用者負担額 9 7 5 6 5 2 4 4 5 0 0 0

調整後社福軽減額

上限額管理後利用者負担額

市町村請求額 8 7 7 9 6 69 9 6 4 0 348 7

助成①請求額

1

助成②請求額

4 1

4 1 2 1

1

1

1 1身体日中２．０

家事日中１．０

行動援護２．０ 1

1

1

サービス内容 単位数

3 1 1

回数

4 1 7

サービス単位数

3 6 42 8 5

0 2 41 3 1

0

1 6 1 1 6 1 4 46行動援護３．０

サービスコード

5 5 05 1 0

1

66 5

5 55 0 1 7 02

３ 事業所番号単位で複数の事業を提供した例 （地域区分：特別区）

給付費明細欄給付費明細欄

請求額集計欄請求額集計欄 低所得１の例

同一事業所番号単位で複数のサービスを提供した際の記載方法

サービス種別の記載順は、上限額管理者の優先順序と同様。
居住系、日中系、訪問系、短期入所の順序で記載する。

① 各サービス種別単位に「上限月額調整」欄までは、前記のとおり
記載する。

② 「上限月額調整」欄の合計額が負担上限月額より高い時は、

「調整後利用者負担額」欄を使用して、「調整後利用者負担額」欄を使用して、
明細書単位で、利用者負担額の調整を行う。

例の場合、負担上限月額「15,000円」に対して、「上限額調整」欄
の合計額が「20,245円」のため、明細書単位で調整を行う。

③ 「調整後利用者負担額」欄の左より、利用者負担額を充当し、
合計額が負担上限月額と一致することを確認する。

助成②請求額

9 1 4

助成①請求額

0 1 2 23 5 1 17 9 6市町村請求額 8 7

上限額管理後利用者負担額

調整後社福軽減額

調整後利用者負担額

社福軽減額

6 5 8

社福軽減後利用者負担額

2 1 33 9 07 5 6上限月額調整(①②の内少ない数) 9

0 23 99 7 5 6

1 83 5 17 7 9 6給付率に

基づく

請求額 8

利用者負担額②

6 5 7 22 0 1 33 9 0総費用額 9 7 5 5 2

／１００給付率 9 0 ／１００ 9 0

0 7 2 円／単位

7 4 0

単位数単価 1 0 7 2 円／単位 1

0 1 23 6 41 0 0給付単位数 9

行動援護
合計

サービス実日数 1 5 日 5 日

1 居宅介護 1 3サービス種類コード 1

下記の例では、利用者負担額の調整は不要である。

明細書単位で負担上限月額を超えた利用者負担は発生しない！

低所得１の例



21

３ 事業所番号単位で複数の事業を提供した例 （地域区分：特別区）

同一事業所番号単位で複数のサービスを提供した際の記載方法

社福軽減有りの例

給付費明細欄給付費明細欄

5 01 7 21

61 6 5

4 1

5 05 1 0 5

2 1 1 5 0 5

1 1 1 4

7 7 6 42 2 2 21 1 2 62 1 1 1

回数 サービス単位数単位数

生活介護１Ⅰ１ 2

サービス内容

身体日中２．０ 1

家事日中１．０ 1

サービスコード

4 02 5 7 8

7 5

0 0

0 0

0 0

1 7 1

6 4

9

7 5

2 7 7

9 0 ／１００

1 0 0 0

サービス実日数

2 2 生活介護

2 2 日

サービス種類コード 1 1 居宅介護

1 5 日
合計

給付単位数 92 7 7 6 4 1 0 0 3 6 8 6 4

単位数単価 1 0 7 2 円／単位

給付率 9 0 ／１００

円／単位

8 7

6

6

総費用額 9 74 02 7 7 5 5 2 3 7 5 1 9 2

給付率に

基づく

請求額 8

利用者負担額②

2 4 7 7 9 6

9 7 5 6

上限月額調整(①②の内少ない数) 92 4 6 0 0 7 5 6 3 4 3 5 6

社福軽減後利用者負担額 9 7 5 6 1 7 2 5 6

社福軽減額 0 1 7 1 0 0

調整後利用者負担額 4 8 0 0 1 2 3 0 0

調整後社福軽減額 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0

上限額管理後利用者負担額

市町村請求額 9 2 7 5 2 95 0 2

助成①請求額

3 5

助成②請求額

請求額集計欄請求額集計欄 低所得２の例

① 各サービス種別単位に「社福軽減額」欄までは、前記のとおり記
載する。

② 「社福軽減後利用者負担額」又は「社福軽減額」欄の合計額
が、社福軽減後負担上限月額又は軽減措置同一管理事業所
の軽減額の上限額より高い時は、

「調整後利用者負担額」又は「調整後社福軽減額」を使用して、「調整後利用者負担額」又は「調整後社福軽減額」を使用して、

明細書単位で、利用者負担額等の調整を行う。

例の場合、「社福軽減後利用者負担額」の合計額が「17,256円」と軽減実
施後の負担上限月額「12,300円」より高いこと、「社福軽減額」の合計額が
「17,100円」と軽減上限額「12,300円」より高いため、明細書単位で利用者
負担額の調整及び社福軽減額の調整を行う。

③ 「調整後利用者負担額」欄の左より、利用者負担額を充当し、
合計額が、社福軽減負担上限月額と一致することを確認する。

④ 「調整後社福軽減額」欄の左より、社福軽減額を充当し、合計
額が、 軽減措置同一管理事業所の軽減額の上限額と一致す
ることを確認する。

明細書単位で、
・社福軽減後の負担上限月額を超えた利用者負担額
・軽減措置同一管理事業所の軽減上限額を超えた軽減額
は発生しない！

「総費用額」から「調整後利用者負担額」及び「調整後社会福祉軽減額」を
控除して得た額を記載する。
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平成平成1818年１０月からの利用者負担の上限額管理方法について年１０月からの利用者負担の上限額管理方法について
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利用者負担の上限額管理事務利用者負担の上限額管理事務

支給決定障害者等が支給決定障害者等が複数事業所からサービス提供を受けても、同一事業所番号で括られた事業所複数事業所からサービス提供を受けても、同一事業所番号で括られた事業所
のみからの提供の場合、請求明細書の作成段階で、負担上限月額を超えないのみからの提供の場合、請求明細書の作成段階で、負担上限月額を超えない処理がなされる。処理がなされる。
そのため、そのため、上限額管理事務は不要上限額管理事務は不要となる。となる。

自立支援法の障害福祉サービスにかかる利用者負担については、利用者の負担の軽減を図る観点
から支給決定障害者等の所得等の状況に応じて負担上限月額を設けることとしており、支給決定障害
者等は、当該負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要がないこととされている。
これに伴い、支給決定障害者等のうち一月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが

予測される者については、当該支給決定障害者等の利用者負担の上限額の管理が必要になるもので
ある。

利用者負担の上限額管理とは・・・利用者負担の上限額管理とは・・・

上限額管理が必要となるのは、上限額管理が必要となるのは、異なる事業所番号の事業所からサービス提供を受け、かつ、各事業所番号異なる事業所番号の事業所からサービス提供を受け、かつ、各事業所番号
単位での利用者負担額の合算額が負担上限月額を超過したとき単位での利用者負担額の合算額が負担上限月額を超過したときとなる。となる。

明細書単位で負担上限月額を超えた利用者負担は発生しない！
複数サービスを同一事業所番号で括られた事業所のみから利用した場合

1818年年1010月以降は、請求明細書が事業所番号単位で作成されることから、月以降は、請求明細書が事業所番号単位で作成されることから、

利用者負担上限額の管理が必要な場合
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上限額管理事務の見直しについて上限額管理事務の見直しについて

現行

○ 原則として、日々の利用者負担額をサービス提供順に並べ替え、負担上限月額に到達す
るまで各々のサービス事業者が利用者負担額を徴収する。

○ あらかじめ、提供するサービスの種類によって利用者負担額を徴収する優先順位を定め、

優先順位の高いサービス事業者から順に、負担上限月額に到達するまで利用者負担額を

徴収する。

利用者負担を徴収するサービスの順序

○ 提供されるサービス量（標準的な報酬額の多寡）、生活面を含めた利用者との関係性（利

用者負担を徴収する便宜）、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制等を総合

的に勘案し、以下の順序とする。

①居住系サービス ②日中活動系サービス ③訪問系サービス ④短期入所サービス
※同順位に複数の事業者がある場合は、原則として契約量の多い事業者を優先する。

※指定相談支援事業者がサービス利用計画を作成する場合は、①の次に上限額管理者となる。

《同順位で上限額管理者となるものとする》

１０月以降
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１ 利用者負担上限額管理対象者

市町村が支給決定時に定率負担が利用者負担上限月額（以下「負担上限月額」という。）を超える可
能性があると認定した者。 【利用先事業所が同一事業所番号のみ等の把握は不要】

市町村は上限額管理対象者と認定した際には、障害福祉サービス受給者証6ページ「利用者負担上限
額管理対象者」欄に「該当」と記載すること。

② 在宅のサービス利用者で複数のサービス事業所（事業所番号が異なる場合に限る。）からのサービス
を利用する者

① 施設入所支援、ケアホーム、グループホーム、知的障害者通勤寮等の居住系サービス利用者で、

他の福祉サービス（日中系、訪問系サービス等（事業所番号が異なる場合に限る。） ）を利用する者

２ 利用者負担の上限額管理が必要となる者

上限額管理対象者のうち、

1818年年1010月以降の利用者負担に係る上限額管理事務について月以降の利用者負担に係る上限額管理事務について

３ 利用者負担の上限額管理者

管理者となる事業所は、居住系、日中系、訪問系の事業所の順とする。【詳細は次ページ参照】

管理者となったものは、市町村にその旨を届け出ること。

市町村は、届け出のあった管理者名を障害福祉サービス受給者証「利用者負担額上限額管理事業所
名」欄に記載すること。
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利用者負担の上限額管理者は、提供されるサービス量（標準的な報酬額の多寡）、生活面を含めた利用者と
の関係性（利用者負担を徴収する便宜）、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制等を総合的に
勘案し、以下の順序とする。

１１ 居住系サービス利用者居住系サービス利用者

障害者支援施設（施設入所支援）、指定旧法施設（入所）、ケアホーム、グループホームが管理を行う。

３３ 日中系サービス利用者日中系サービス利用者 （（11、２を除く）、２を除く）

生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、児童デイサービス事業所、
旧法通所施設が管理を行う。複数存在する際には、原則、契約日数の多い事業所とする。

４４ 訪問系サービス利用者訪問系サービス利用者 （１～３を除く）（１～３を除く）

事業所間の優先順位は下記のとおりとするが、複数存在する際には、原則、契約時間の多い事業所とする。
① 対象者に同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する事業所
② 重度訪問介護事業所
③ 居宅介護事業所
④ 行動援護事業所

５５ 短期入所サービス利用者短期入所サービス利用者 （１～４を除く）（１～４を除く）

短期入所サービスのみの利用者で、上限額管理が必要な時は、当該月の最終利用事業所が管理を行う。

２２ サービス利用計画作成費支給対象者サービス利用計画作成費支給対象者 （（11を除く）を除く）

指定相談支援事業所が管理を行う。

● 重度障害者等包括支援、療養介護の利用者については、一の事業所からのサービス利用となるため、上限額管理を要しない。【月の中途の利用開始、終了の場合を除く】

1818年年1010月以降の利用者負担の上限額管理者について月以降の利用者負担の上限額管理者について
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上限額管理事務(利用者負担上限額管理結果票の作成)の流れ

１ サービス事業者は、毎月３日までに、事業所番号単位で利用者負担額を算出して、上限額管理者に「利用者負担一覧表」
を提供する。

２ 上限額管理者は、提出された「利用者負担一覧表」より、「利用者負担上限額管理結果票」を作成する。

３ 上限額管理者は、「利用者負担上限額管理結果票」を作成し、内容の確認を上限額管理対象者に求める。

４ 上限額管理者は、毎月６日までに各事業所に「利用者負担上限額管理結果票」を送付する。

５ 上限額管理者は、上限額管理対象者の明細書に、①実績記録票②利用者負担上限額管理結果票を添付する。

６ 利用者負担上限額管理結果票を受け取った事業所は、上限額管理対象者の明細書に、①実績記録票②利用者負担上
限額管理結果票を添付する。

上限額管理者 他のサービス事業所(利用者負担上限額管理結果票を受け取った事業所)

介護給付費等の請求の際に明細書に添付するもの介護給付費等の請求の際に明細書に添付するもの

１ 実績記録票 (上限額管理の有無に関わらず必須)

２ 利用者負担上限額管理結果票
１ 実績記録票 (上限額管理の有無に関わらず必須)

２ 利用者負担上限額管理結果票



28

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（　提　供　先　）

殿

下記のとおり提供します。

利用者負担額

提供サービス受給者番号

氏名

市町村番号

市町村番号

提供サービス受給者番号

氏名 社福軽減額

利用者負担額

提供サービス

提供サービス

市町村番号

社福軽減額

提供サービス受給者番号

市町村番号

氏名

氏名

利用者負担額 提供サービス

総費用額

社福軽減額

利用者負担額受給者番号

氏名

市町村番号

受給者番号

提供サービス

総費用額

提供サービス

総費用額

利用者負担額

市町村番号

受給者番号

氏名

市町村番号

氏名

総費用額

氏名 社福軽減額

利用者負担額受給者番号

市町村番号

受給者番号

氏名 社福軽減額

受給者番号

総費用額

市町村番号 総費用額

氏名 社福軽減額

利用者負担額受給者番号 提供サービス

総費用額市町村番号

月分

項番 支給決定障害者等欄

住　所
（所在地）

平成

利用者負担額一覧表

事
業
者

事業所番号

総費用額

社福軽減額

利用者負担額

社福軽減額

総費用額

利用者負担額

社福軽減額

電話番号

名　称

利用者負担額

提供サービス

総費用額

社福軽減額

年

利用者負担額一覧表の記載における留意点

従来の方式では、実績記録票を上限額管理者に提供
していたが、 今後は、事業所番号単位で利用者（上限
額管理対象者）の上限額管理者ごとに本様式を作成して、
サービス提供月の翌月3日を目途に上限額管理者に本様

式を提供する。

名称は、主たる事業所の名称として届け出た名称を使用する。

当該上限額管理者へ情報提供する上限額管理対象者情報を
記載する。

提供すべき内容は、明細書単位で調整ずみ（合計額記載）の
① 「総費用額」
② 「利用者負担額」
③ 「社福軽減額」
を記載する。
※ 「利用者負担額」欄には、「上限月額調整」、「社福軽減後

利用者負担額」又は「調整後利用者負担額」欄の合計額に
記載された額を記載する。

「提供サービス」欄に、明細書請求額集計欄の「サービス種別」欄
に記載されたサービス番号及び名称を記載する。

情報提供を行う、上限額管理事業所名を記載する。
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利用者負担額上限額管理結果票の記載における留意点

1　管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。

2　利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。

3　利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。

利用者負担上限額管理結果

利用者負担上限額管理結果票

管理事業所

事業所名称

項番 1

事業所番号

支 給 決 定 障 害 者 等

氏 名

支 給 決 定 に 係 る

社福軽減額

利用者負担額

利用者負担上限月額 社福法人等軽減対象者

障 害 児 氏 名

指定事業所番号市町村番号

受 給 者 証 番 号 管
理
事
業
所

事業所及び
その事業所

の名称

平成 月分年

利

用

者

負

担

額

集

計

・

調

整

欄

利用者負担額

社福軽減額

総費用額

事業所名称

総費用額

管

理
結

果

利用者負担額

社福軽減額

介護給付費等

利

用

者

負

担

額

集

計

・

調

整

欄

項番

事業所番号

合計

管
理

結
果

利用者負担額

社福軽減額

介護給付費等

上記内容について確認しました。

　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　支給決定障害者等氏名

上限額管理者が、上限額管理事務に際して作成する様式。
本様式が市町村及び他の事業所へ提供される。

該当する結果内容を番号で記載する。【必須】

1 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。
2 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。
3 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。

上限額管理対象者へサービス提供した事業所名を記載する。【必須】
事業所番号単位で下記の順で左欄より記載する。
【本順序は、上限額管理者となる優先順序と同様】

① 上限額管理事業所 【相談支援事業所の場合は②以降の順で記載】

② 日中系サービスを提供した事業所
③ 訪問系サービスを提供した事業所
④ 短期入所サービス事業所

管理結果が「２」又は「３」のとき、
各事業所より「利用者負担額一覧表」で提供された
「総費用額」、「利用者負担額」、「社福軽減額」を記載する。

管理結果が「３」のとき、
利用者負担額の合算が負担上限月額を超過しているため、
上限額管理を実施した結果を本欄に記載する。

作成後、対象者より確認を受ける【必須】。

管理結果が「１」「２」のときは、管理結果が「１」「２」のときは、
上限額管理加算の対象とはならない。上限額管理加算の対象とはならない。
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管
理
結
果

利用者負担額

社福軽減額

介護給付費等

社福軽減額

2 4 6 0 0

4 0

利用者負担額 2 4 6 0 0

2 7 7 6総費用額 2 7 7 6 4 0

合計

事業所番号 管理事業所 １２３４５６７８９cd

事業所名称 Ａ施設

項番 1 2

Ｂ事業所

「利用者負担額集計・調整欄」の記載方法

１ 管理事業所で利用者負担上限月額に到達し、他事業所へは利用者負担額が生じない例

他事業所より提供された「利用者負担一覧表」他事業所より提供された「利用者負担一覧表」 他事業者が1事業所の例

利用者負担額集計・調整欄利用者負担額集計・調整欄

管理事業所において、請求明細書単位で利用者負担額を算出した結果、当該事業所での利用者負担額により負担上
限月額に到達した場合には、管理事業所が提供したサービスについてのみ利用者負担額が生じ、他の事業所が提供した
サービスについては、利用者負担額は生じない。

他事業所は、利用者負担一覧表を定期的に管理事業所へ送付他事業所は、利用者負担一覧表を定期的に管理事業所へ送付

利用者負担上限額管理結果 1

その他、必要事項を記載して、利用者に確認を求めて、

該当事業所へ結果票を提供する。

負担上限月額「24,600円」に対して、
管理事業所の利用者負担額が「24,600円」であり、
負担上限月額に到達しているため、
他事業所については、利用者負担額が生じない。

低所得２の例

提供された利用者負担一覧表より、
①「事業所番号」
②「事業所名称」 を記載する。

この場合、管理結果を「１」として、

4 5 3 行動援護2

1 居宅介護1 6

提供サービス

1

3 3 1

2 4 5 3総費用額

利用者負担額

社福軽減額

「１」のときは、上限額管理加算の対象とはならない。「１」のときは、上限額管理加算の対象とはならない。
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介護給付費等

社福軽減額

3 3 3

管
理
結
果

利用者負担額

3 2 91 2 2 31 0 0社福軽減額 1 7

9 8 0 00 0 11 2 3

9 5 6

利用者負担額 7 5 0 0

6 5 2 2

事業所番号 管理事業所 １２３４５６７８９cd

事業所名称 Ａ施設 Ｂ事業所

6 4

2

合計

0 2 4 5 3 1

項番 1

総費用額 2 7 7

２ 利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額以下のため、調整事務を必要としない例

他事業所より提供された「利用者負担一覧表」他事業所より提供された「利用者負担一覧表」

管理事業所での利用者負担額と他事業所での利用者負担額を合算した結果、負担上限月額に到達しなかった場合、
利用者負担額の調整事務は必要ない。【合算額と負担上限月額が同額の場合も同様】

利用者負担上限額管理結果 2

この場合、管理結果を「２」として、

提供された利用者負担一覧表より、
①「事業所番号」
②「事業所名称」
③「総費用額」
④「利用者負担額」
⑤「社福軽減額」 を記載する。

負担上限月額「24,600円」に対して、
利用者負担額の合算額が「19,800円」であり、
負担上限月額に到達していないため、
利用者負担額の調整事務は必要ない。

その他、必要事項を記載して、利用者に確認を求めて、

該当事業所へ結果票を提供する。

上限額管理事務は、利用者負担額の調整のみを行う。上限額管理事務は、利用者負担額の調整のみを行う。
【【社福軽減額については調整を要しない。社福軽減額については調整を要しない。】】

利用者負担額集計・調整欄利用者負担額集計・調整欄

低所得２ 社福軽減対象者の例

総費用額 2 4 5 3 1

3

6

提供サービス

1 1 居宅介護

利用者負担額 1 2 3 0 0 1 行動援護

社福軽減額 1 2 2 3 3

「２」のときは、上限額管理加算の対象とはならない。「２」のときは、上限額管理加算の対象とはならない。
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9 5 6

0 0

6 5 0 13 7 8 1介護給付費等 2 6 4 1 4 0 2

7 5

0

社福軽減額 7 5 0 0

1 5 0 05 0 00 7

5 0 0

管
理
結
果

利用者負担額 7 5 0

75 0 0社福軽減額 7

2 5 0 00 0 21 5 0

4 5 6

利用者負担額 7 5 0 0

6 5 2 44 5 3 11 4 0 2総費用額 2 7 9

１２３４５６７８９cd

事業所名称 Ａ施設 Ｂ事業所

項番 1 2

合計

事業所番号 管理事業所

３ 利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額を超過するため、調整事務が必要となる例

他事業所（社福軽減未実施）より提供された「利用者負担一覧表」他事業所（社福軽減未実施）より提供された「利用者負担一覧表」

管理事業所での利用者負担額と他事業所での利用者負担額を合算した結果、負担上限月額を超過した場合、
利用者負担額の調整事務が必要となる。

この場合、管理結果を「３」として、

利用者負担額の合算額が負担上限月額を超過し、利用者負担額の合算額が負担上限月額を超過し、
上限額管理を行う場合、管理事業所上限額管理を行う場合、管理事業所※※は、「利用者負は、「利用者負
担額上限額管理加算」を計上し、加算を反映させた総費担額上限額管理加算」を計上し、加算を反映させた総費
用額等で調整事務を行う。用額等で調整事務を行う。

負担上限月額「15,000円」に対して、
利用者負担額の合算額が「22,500円」であり、

負担上限月額を超過しているため、
利用者負担額の調整事務が必要となる。

その他、必要事項を記載して、利用者に確認を求めて、

該当事業所へ結果票を提供する。

「介護給付費等」欄は、「総費用額」から 、
「管理結果」の「利用者負担額」及び「社福軽減額」
を控除して得た額を記載する。

利用者負担上限額管理結果 3

利用者負担額の合算額が負担上限月額より高い時は、

「管理結果」の「利用者負担額」欄を使用して、「管理結果」の「利用者負担額」欄を使用して、
事業所番号単位で、利用者負担額の調整を行う。

「管理結果」の「利用者負担額」欄の左より、明細書同様に、
利用者負担額を優先的に充当し、合計額が負担上限月額
と一致することを確認する。

上限額管理加算を反映した額上限額管理加算を反映した額

社福軽減額

5 0 0 01利用者負担額 提供サービス

1 1 居宅介護

1 3 行動援護

5 3 1 62 4総費用額

利用者負担額集計・調整欄利用者負担額集計・調整欄

低所得１ 社福軽減対象者の例

※※上限額管理加算の報酬算定ができる事業の事業所のみ上限額管理加算の報酬算定ができる事業の事業所のみ
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４ 他のサービス事業所が複数あるときの例

他事業所が複数ある場合には、上限額管理者の優先順序となるサービスを提供している事業所の順に管理結果票に記
載していく。

8 0 0

11 2 3 0

2 7

介護給付費 2 0 7 0 0 0 1 6 6 2 0 02 4 4 8 0 0 4 4 5 0 0 6 6 2 5 0 0

管
理
結
果

02 4 6 0

8 0 02 7

1 3 5 04

2

１２３４５６７８９cd

Ｂ事業所

2 6 9 4 0 0

0

1 2 3 0 0

9 0 0

1 2 3 0 0

7 1 4

合計

04 8 0社福軽減額 1 0 7 0 0 0 01 2 3

000利用者負担額 1 2 3 0

0 04 87 0 0社福軽減額 1 0

5 04 43 0 02利用者負担額 1 2 3 0 0

0 0 0 01 7 1 4 4 5 0

Ｄ事業所

総費用額 2 3 0 0 0 0

4

事業所番号 管理事業所 １２３４５６７８９cd １２３４５６７８９cd

項番 1 3

事業所名称 Ａ事業所 Ｃ事業所

管理事業所以外に３事業所（事業所番号単位）からサービスを利用した例管理事業所以外に３事業所（事業所番号単位）からサービスを利用した例

低所得２ 社福軽減対象者の例

生活介護 居宅介護

行動援護

居宅介護 短期入所提供したサービス

Ｂ事業所及びＣ事業所は、訪問系サービスを提供しているが、
Ｂ事業所は同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供しているため、
Ｃ事業所より左欄に記載する。
Ｃ事業所がＢ事業所同様に行動援護も提供した際には、
総費用額の多い事業所を左欄に記載する。
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助成②請求額

3 1 6

助成①請求額

4 2 4 50 4 8 84 3 2 1市町村請求額 1 4 0

00上限額管理後利用者負担額 0

調整後社福軽減額

調整後利用者負担額

社福軽減額

5 3 3

社福軽減後利用者負担額

9 2 41 0 4 80 4 4上限月額調整(①②の内少ない数) 1 4

8 91 0 44 0 4 4

9 59 4 36 3 8 8給付率に

基づく

請求額 1 2

利用者負担額② 1

5 3 1 68 4 2 41 0 4 8総費用額 1 4 0 4 3 2

／１００給付率 9 0 ／１００ 9 0

0 7 2 円／単位7 2 円／単位 1

2 8 8 48 4 29 73 1 0 0

合計
サービス実日数 1 5 日 1 1 日

居宅介護 1 3 行動援護サービス種類コード 1 1

給付単位数 1

単位数単価 1 0

請求明細書への記載方法について

管理事業所より、「利用者負担額上限額管理結果票」を受け取った事業所は、管理結果番号に
従って、請求明細書を作成する。

１ 管理結果が「１」の場合

請求明細書の「利用者負担上限額管理事業所」欄に、「利用者負担上限額管理結果票」から管理者の「事業所番号」「名称」「管理結
果番号」を転記し、「管理結果額」欄には「０」を記載する。

請求額集計欄請求額集計欄

0管理結果 1 管理結果額7 8 9 ｃｄ3 4 5 6利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 1 2

事業所名称 A 　施設

利用者負担額一覧表作成前までの記載内容

管理結果票受領後に、記載する。
管理結果「１」のため、管理結果「１」のため、
「上限額管理後利用者負担額」欄に「０」を記載する。

「市町村請求額」欄には、「総費用額」から「調整後
社福軽減額」及び「上限額管理後利用者負担額」を
控除して得た額を記載する。

低所得２の例
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助成②請求額

7 8 3

助成①請求額

5 2 2 09 4 3 93 8 8市町村請求額 1 2 6

2 3 0 00 1

2 3 3

上限額管理後利用者負担額 1 2 3 0 0

9 1 21 0 4 87 4 4調整後社福軽減額 1

2 3 0 00 1

7 4 4

調整後利用者負担額 1 2 3 0 0

17 4 4社福軽減額 1

2 7 8 98 9 21 0 4

5 3 3

社福軽減後利用者負担額 1 2 3 0 0

9 2 41 0 4 80 4 4上限月額調整(①②の内少ない数) 1 4

8 91 0 44 0 4 4

9 59 4 36 3 8 8給付率に

基づく

請求額 1 2

利用者負担額② 1

5 3 1 68 4 2 41 0 4 8総費用額 1 4 0 4 3 2

／１００給付率 9 0 ／１００ 9 0

0 7 2 円／単位7 2 円／単位 1

2 8 8 48 4 29 73 1 0 0

合計
サービス実日数 1 5 日 1 1 日

居宅介護 1 3 行動援護サービス種類コード 1 1

給付単位数 1

単位数単価 1 0

２ 管理結果が「２」の場合

請求明細書の「利用者負担上限額管理事業所」欄に、「利用者負担上限額管理結果票」から管理者の「事業所番号」「名称」「管理結
果番号」を転記し、「管理結果額」欄には「利用者負担額一覧表」に記載した「利用者負担額」を記載する。

請求額集計欄請求額集計欄

利用者負担額一覧表作成前までの記載内容

管理結果票受領後に、記載する。
管理結果「２」のため、管理結果「２」のため、
利用者負担額は「調整後利用者負担額」の合計額

と一致するため、「上限額管理後利用者負担額」欄は
「調整後利用者負担額」欄の額を転記する。

「市町村請求額」欄には、「総費用額」から「調整後
社福軽減額」及び「上限額管理後利用者負担額」を
控除して得た額を記載する。

2 3 0 0管理結果 2 管理結果額 17 8 9 ｃｄ3 4 5 6利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 1 2

事業所名称 A 　施設

低所得２ 社福軽減対象者の例

総費用額 2 4 5 3 1

3

6

提供サービス

1 1 居宅介護

利用者負担額 1 2 3 0 0 1 行動援護

社福軽減額 1 2 2 3 3
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7 5 0 0管理結果 3 管理結果額7 8 9 ｃｄ3 4 5 6利用者負担上限額
管理事業所

指定事業所番号 1 2

事業所名称 A 　施設

サービス種類コード 1 1 居宅介護 1 3 行動援護
合計

サービス実日数 1 5 日 1 1 日

給付単位数 1 3 1 0 0 9 7 8 4 2 2 8 8 4

単位数単価 1 0 7 2 円/単位 1 0 7 2 円/単位

給付率 9 0 ／１００ 9 0 ／１００

総費用額 1 4 0 4 3 2 1 0 4 8 8 4 2 4 5 3 1 6

給付率に

基づく

請求額 1 2

利用者負担額② 1

6 3 8 8 9 4 3 9 5

4 0 4 4 1 0 4 8 9

上限月額調整(①②の内少ない数) 1 4 0 4 4 1 0 4 8 9 2 4 5 3 3

社福軽減後利用者負担額

社福軽減額

調整後利用者負担額 1 4 0 4 4 9 5 6 1 5 0 0 0

調整後社福軽減額

上限額管理後利用者負担額 7 5 0 0 0 7 5 0 0

市町村請求額 1 3 2 9 3 2 1 0 4 8 8 4 2 3 7 8 1 6

助成①請求額

助成②請求額

３ 管理結果が「３」の場合

請求明細書の「利用者負担上限額管理事業所」欄に、「利用者負担上限額管理結果票」から「事業所番
号」「名称」「管理結果番号」、「管理結果」欄の「利用者負担額」を転記する。

請求額集計欄請求額集計欄

利用者負担額一覧表作成前までの記載内容

管理結果票受領後に、記載する。
管理結果「３」のため、管理結果「３」のため、
「上限額管理後利用者負担額」欄の左より、利用者

負担一覧表作成前と同様に、利用者負担額を優先的
に充当し、合計額が管理結果額と合致することを確認
する。

「市町村請求額」欄には、「総費用額」から「調整後
社福軽減額」及び「上限額管理後利用者負担額」を
控除して得た額を記載する。

低所得１の例

7 8 1 6介護給付費等 2 3

0 0

社福軽減額

7 5管
理
結
果

利用者負担額

0

社福軽減額

1 5 0 0

1 6

利用者負担額

2 4 5 3

事業所名称 Ｂ事業所

総費用額

項番 2

事業所番号 １２３４５６７８９cd
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1精神科病院等に対する指導監督体制の見直し  

都道府県知事は、精神科病院の管理者が改善命令等に従わない場合において、従来  
の入院医療の提供の制限措置に加え、当該精神科病院の名称等を公表することができ  
る。  

【公表する内容】  

・精神科病院の名称、住所  
■改善命令等を行った年月日及びその内容  

1   
－1－  
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○関係条文   

（改善命令等）  

第三十八条の七 厚生労働大臣耳は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違  
反していると認めろとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中  

の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限  
を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその  
処遇の改善のために必要な措置を採る羊とを命ずることができる。  

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の四第三項の規定により入院し  
ている者又は第三十三条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第三十三条の四第一項若しくは第二項の規定  
により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を  
継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違  

反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ず   
ることができる。  3廟れ   
に従わなカ＼うたときは、その旨を公表することができる。  

4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が第一項又は第二項の規定による命令に従わな  
いときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第二十二条の四第⊥項、第三十三条第一項、第二項及  
び第四項並びに第三十三条の四第一項及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部   
又は一部を制限することを命ずることができる。  

5 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。  

2   
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2 入院患者の処遇の改善  

己報告制度の  Ⅰ任意入院患者に索   

（1）改正ポイント  

都道府県知事は、改善命令等を受けた精神科病院に入院する任意入院患者の適   
切な処遇を確保するため、条例に基づき、①一定の要件に該当する精神科病院の管   
理者に対し、②一定の要件に該当する任意入院患者について、③当該患者の病状   
等に関する報告を求めることができ、さらに、当該患者の処遇の妥当性について精神   
医療審査会に諮ることができる 。  

4   



（2）省令等で規定する内容  

①報告を求めることができる精神科病院の管理者の要件   

改善命令等を受けた精神科病院の管理者であって、当該命令を受けた日から5年を   
経過しないもの及びこれに準ずる者。  

②報告を求めることができる任意入院患者の要件   
現に任意入院している者であって、入院後1年以上経過している又は現に開放処遇   

の制限を受けている者。  
③報告を求めることができる内容   

省令において報告事項を定めるとともに、通知において報告様式を提示する予定。  
④報告後の処理   

報告された者の処遇の妥当性について精神医療審査会に諮ることができる（現行の   

医療保護入院と同様に取り扱うことができる。）。  

（3）条例で規定する内容   

任意入院者に対する定期病状報告制度に関する条例を制定する。   
・報告を求める手続き  

（2）①め条件に該当する精神科病院の管理者は定期的（医療保護入院に係る定  

期病状報告と同様）に報告書を提出しなければならない。   
・報告内容  

（2）②の条件に該当する任意入院患者に係る病状等（報告様式については、通  
知で提示予定。）  

5   
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○関係条文   

（定期の報告等）  

第三十八条のニ（略）   

2（略）  

墨 は 嘩 都連府県知事、条例で定めるところにより、 弼   

の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起筆して厚生労働省令で定める期間を経過し   
ないも廟準ずる者として厚生労働省令で恵めるものlこ限る。）に対し、当該精神病院に入院中 の任   

者（厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る」の症状その他厚生労働省令で定める事項につい   
て報告を求めることができる。  

（定期の報告等による審査）  

第三十八条の三（略）   

2～4（略）   

5 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前  の規定による報告を受けたときは、当該報告に係  

ゎ医療審査会に通知し、当該入院中の者につルrこ  院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を輝  
その入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることがで  

6（略）  

6   



護入院患者の定期病状報告の様式の見直し  

医療保革入院患者の病状を適切に確認し、早期に退院や任意入院への移行を促すよ  
う、定期病状報告の様式を見直し、「任意入院に移行できない理由」「病識獲得の取組」  
等の欄を追加し、記載を求める（省令及び通知を改正）。  

Ⅲ 措置入院患者の定期病状報告の頻度の見直し  

措置入院患者の入院期間の短縮化等を踏まえ、従来の6ケ月後以降の報告に加え、措  
置入院の3ケ月後に定期病状報告を求めることとする（省令及び通知を改正）。報告事項  
は従来の6ケ月以降の報告における報告事項と同様とする方向で検討。  
（報告時期；3ケ月後、6ケ月後、12ケ月後、18ケ月後、24ケ月後＝・）  

7   －7－  
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長期間任意入院している患者の病状を適切に確認するとともに、入院目的や退院でき  
るかどうかを再確認するため、任意入院患者について、入院後1年経過時及び以後2年  
ごと（1年後、3年後、5年後、7年後・‥）に同意書の提出を求め、書面によって入院に係  
る同意の再確認を行うものとする。  

・同意書については精神科病院の管理者が保存。  

・都道府県への提出は不要であるが、同意の再確認を行っているか否かは指導監査に  
おいて確認。  

○関係条文   

（任意入院）  

夢二十二条の三精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、▼本人の同意に基づいて入院  
が行われるように努めなければならない。  

8   



精神科病院への入院患者に対する行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適  

正に行われていることを病院・病棟内で常に確認できるよう、行動制限について一覧性のあ  

る台帳（行動制限を受けている患者や患者ごとの行動融限の期間を記載した台帳。別離参  
照）を整備する。  

・精神科病院の管理者が台帳を整備・管理。  
■台帳への記入は、行動制限を行った際に直ちに記入。  
・指導監査において台帳の整備・記載状況を確認。  

9   
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行動制限に関する一覧性台帳（様式案）  

行馴礪に■する朋資性繊  
抑¢○綱統   平射？尊王絹針  

1畿  ■【7  l＋七  1●  掬  普】 

染  教授  0000  納曾．ヨj  彊籠  

3  咄  0000  H餐曹息さ  繍  

▲・与こ  －    ロ      ．■－■・        ・■■－●  巴  ・一●・    一▲■ 

■■  

癖  

1  

島  

8  ・台帳盤備の意義は 
覆  ①病院として行動制限を受けている患者をもれなく把握すること   
椚  

l空  

②患者毎の行動制限の期間を視覚的に把握すること   
の2点。   

拍  ・経時的変化を一覧するため、月毎に1枚とする。   

摘  
■それぞれの行動制限の内容に蘭して詳細な記載は不要。  

ld  

頒院単位でも病棟単位でも可とする方向で検討中。  

11  
」隔離十拘束以外の行動制限についても台帳における整備を求めるか  

判  
は検討中。  

摘  
・直療観療法による入院対象者につい七も適用する方向で検討中。  

1如  l  l l l l l  t  l l l l l l  l l 】 l  
耶■   

撫 撫兼 tlモ虎■血行■棚（■出■■など）  
● ■暮（■■■かも■■中）  ■書■■■1入t  
欝 閥  糟 糠暮丸I賢  
一磯蠣脚劇  

毒綻ば細  
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3 精神科救急医療体制の確立  

（1）改正のポイント   

精神科救急医療  
要件を満たしている  鳳

れ
時
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ま
 
 

院
 
 

入
 
 

で
 
 

を
 
 

み
 
 

①任意入院患者から退院の申出があった場合（法第22条の4）   

・通 常：指定医が診察し、患者の症状により退院制限（72時間以内）   
・緊急時：特定医師が診察し、患者の症状により退院制限（12時間以l  

②医療保護入院（法第33条）  

・通 常：指定医が診察し、保護者の同意で入院（期間制限なし）   
「緊急時：特定医 護者の同意で  

③応急入院（法33条の4）   

・∵通 常：指定医が診察し、入院（72時間以内）   
†緊急時：特定医師が診察し、入院（12時間以r  

12時間以内  
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（2）省令等で規定する内容  
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① 特定病院の要件  
（ア）精神科救急医療への参画  

暮 応急入院指定病院であること、または同指定を受けることを計画しており当該  
都道府県等がその必要性を認めていること（応急入院指定病院と同水準の体  

制）。   
1輪番病院として地域の精神科救急システムに参画していること。  
■ 夜間休日診療を受け入れていること。  

（イ）良質な精神医療の提供体制の確立   

・当該医療機関に複数の指定医が常勤していること。   
・当該患者を受け入れる病棟（看護配置3：1以上に限る（地域において指定基準  

に適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、基準を適用しないことが  
できる））に常時空床を確保していること。  

（ウ）精神障害者の人権擁護に関する取り組みの実施  

一 緊急時における入院等（任意入院患者の退院制限、医療保護入院、応急入院）  
に係る診察の特例措置の判断の妥当性について検証する院内事後審査を行う  

ための委員会（複数の職種により構成）を設置し、原則月1回以上開催すること。  
一 院内に行動制限のモニタリング及び最小化を促すための委員会を設置し、月－  
回以上開催していること。  

12   



② 特定医師の要件  
・医籍登録後4年間以上を経過していること。  
・、2年間以上の精神科臨床の経験（精神科臨床として算定するに当たっての考え方   
は、精神保健指定医資格におけるそれと同様とする。）を有していること。  

（3）都道府県知事による特定病院の認定  

都道府県において、精神科病院からの申出に基づき、  
（む当該精神科病院が上記の要件を満たすこと」  

②当該精神科病院に上記の要件を満たす特定医師が配置されていること  

を確認の上、認定。  

13   －13－  
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①任意入院患者の退院制限のケース  

退院の申出  

用己録を保存   



② 医療保護入院のケース  

・診療録に記載  

・特例措置の入院届を作成  

12時間以内に指定医  

の診察を経ずに退院  －ト都道府県へ10日以内に提出  

義持例措置の入院届の指定医確認欄  
に記入、10日以内に提出（精神医療審  
査会における審査対象ではない）、そ  
の写しを保存（特定軍師による診察を確認）  

・診療録に記載【従来と同じ】  

■精神保健指定医の診察による入院届  

を都道府県へ提出【従来と同じ】 l  

（入院必要でない場合は不要）   
l  

入院必要  

でない  

精神医療審査会において審査  

特例措置の入院届の写しの事後検証  
欄に記入  15   

－－－・・・・・・・・・－ →  
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16  

③ 応急入院のケース  

・診療録に記載  

・特例措置の入院届を作成  

12時間以内に指定医  

の診察を経ずに退院 ◆都道府県へ直ちに提出  

■特例措置の入院届の指定医確認欄  

に記入、直ちに提出（精神医療審査会  
における審査対象ではない）、その写  
しを保存  

（特定医師による診察を確認）  

・診療録に記載【従来と同じ】  

■精神保健指定医の診察による入院届  

を都道府県へ提出【従来と同じ】  

（入院必要でない場合は不要）  

特例措置の入院届の写しの事後検証  

欄に記入  16   



17   
－17－  
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（応急入院）  

第三十三条の亘（略）   

呈前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医lこ代  
えて特定医師に同項の医療及び保護め依頼があった者輝 察の結果、そ の者  

が、精 神障害者でありJ、つ、直ちlこ入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある看であって当該精神  

が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本 障害のために第二十二条の三の規定Iこよる入院 人の  

同意がなくても、十二時間を限り、そめ者華人院させることができる0   

旦第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。 この場合において、同条中 「指定医は」前  
一 条第項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当  

該特定医師1と読み替えるものとする。   

旦第瀬規定による措置を採ったときは、遅滞なく、厚 生労働省令で定めるところ  
措置に関する記録を作岬   

卓蓋二遁に規定する精神病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を採ったときは、直ちに、当該措置を採った理  
由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。   

6・7（略）  

18   
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（裏表紙）  （表表紙）  

備  考   

1．医療や生活などのことで相談した  

いときは、・市町村役場、保健所、精  
神保健福祉センター、福祉事務所な   
どに御相談下さい。   

2．住所や氏名が変わったときは、変   

更届を出してく・ださい。   

3．この手帳を万一なくしたりしたと   

きは、再交付を申請してください。   

4．この手帳は、他人に譲ったり、貸   
したりすることはできません。   

5．更新の申請は、有効期限の3か月   
前から市町村役場で行う■ことができ   

ます。  

者 手 帳  

都道府県（指定都市）名  

（内面左）  （内面右）  

3cm  

写  ベ   

ス   

ト   4  

半   Cm   

真  戟   

交付日  年・月  日   

有効期限  年  月  日   

（更新）   

（更新）   

（更新）   

（更新）  

氏
名
 
 生

年
月
日
 
 

都道府県（指定都市名）  

障害等級   

手帳番号  

≠l 
し警f靂蛋鞘諾止手帳   



－22－  

精神保健福祉法改正事項等の10月施行に向けた当面のスケジュール  

○国提示  ・都道府県等の対応  

改 正事■ 項   7 月  8 月   9 月   lO月以降   

改善命令等に従わな  ・医療機関ぺ周知  
い精神科病院の公表  
制度  

特定医師による特例  ・医療機関へ周知   師による入院届出の受理  
措置  ・特定病院の認定受付  査時に保存された記録を確認   

定期病状報告制度の  ○改正省令公布  ・条例案の準備（任意入院）  行（任意入院）  
見直し  へ周知  ；■新規様式による届出の受理  

○施行通知の発出  を医療機関へ配   ；・精神医療審査奉における審査  

○関係通知の改正  
長期任意入院患者に  ・医療機関へ周知  査時に保存された同意書を確認   
同意の再確認を求め  
る仕組みの導入   

」様式を医療機関へ配布  

隔離及び身体拘束等  ・医療機関へ周知   一査時に台帳の整備・記載状況を確認   
の行動制限について  
一覧性のある台帳の  
整備  

精神障害者保健福祉   ・システム等の・改修   ・関係機関・・団体へ周知  請及び更新時に順次対応   
手帳の写真貼付  T精神障害者保健福祉手帳   限が残っている看でも希望があれば、新様式と交  

及び申請書等の様式発注   （診断書等は不要、有効期限は変更無し）   

22   



精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律について  

1 経緯  

本法は議員立法であり、先の通常国会において委員長提案により厚生労働委  

員会に提出され、平成18年6月16日に成立した。（6月下旬公布予定）  

2 法律の趣旨   

精神病者を収容する施設というイメージを払拭するため、「精神病院」とい  

う用語を「精神科」という診療科名を用いて、「精神科病院」という用語に改  

め、精神科医療機関に対する国民の正しい理解の深化を促すとともに、患者が  

受診しやすい環境を醸成する。  

3 法律の概要  

（1）次に掲げる法律において用いられている「精神病院」及び「都道府県立   

精神病院」という用語を、それぞれ「精神科病院」及び「都道府県立精神   

科病院」という用語に改める。   

① 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律   

② 覚せい剤取締法第3条第1項第2号   

③ 精神保健福祉士法第2条   

④ 沖縄振興特別措置法別表17の項   

⑤ 障害者自立支援法第89条第4項  

（2）警察官職務執行法において用いられている「精神病者収容施設」という   

用語を削除。  

（3）施行期日   

公布の日から起算して6月を経過した日。  

ー1－   



精
神
病
院
の
用
語
の
整
理
等
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
 
 

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
 
 

第
一
条
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
 
 
 

改
正
す
る
。
 
 

「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
 
に
改
め
る
。
 
 

第
十
九
条
の
七
の
見
出
し
を
「
（
都
道
府
県
立
精
神
科
病
院
）
」
に
改
め
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

（
覚
せ
い
剤
取
締
法
等
の
一
部
改
正
）
 
 

第
二
条
 
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
精
神
病
院
」
を
「
精
神
科
病
院
」
に
改
め
る
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 

一
覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
 
 
 

二
 
精
神
保
健
福
祉
士
法
一
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
 
 
 

三
 
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
十
七
の
項
 
 

四
 
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
九
条
第
四
項
 
 
 

（
警
察
官
職
務
執
行
法
の
一
部
改
正
）
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二
 
 
 

第
三
条
 
警
察
官
職
務
執
行
法
 
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
三
条
第
一
項
中
 
「
左
の
各
号
の
一
」
 
を
 
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
 
に
、
「
且
つ
」
 
を
 
「
か
つ
」
 
に
、
「
と
り
あ
え
 
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

ず
」
を
「
取
り
あ
え
ず
」
に
改
め
、
「
、
精
神
病
者
収
膚
施
設
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
で
い
酔
」
を
「
泥
酔
」
に
、
 
 
 

「
虞
」
 
を
 
「
お
そ
れ
」
 
に
改
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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事 務 連 絡  

平成18年6月26日  

精神保健福祉主管課（重）御中  

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部精神・障害保健課  

自殺対策基本法の成立について   

平素は精神保健福祉施策の推進に格別のご尽力をいただき、感謝申し上げま  

す。   

さて、「自殺予防に向けての総合的な対策の推進について」（本年3月31日付け  

障発0331010号各都道府県知事・指定都市市長あて通知）により、自殺予防対策  

を依頼したところですが、今般、別添のとおり自殺対策基本法が成立し、平成  

18年6月21日法律第85号として公布されました。貴課におかれましては、同法の  

趣旨も踏まえつつ、引き続き、自殺予防に向けて総合的な対策を推進するよう  

お願いいたします。  

－1－   



自殺対策基本法の概要  

○本法の目的  

自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族  

等に対する支  の充実  を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らす   

ことのできる社会の実現に寄与すること。   

○内容の概要  

1 自殺対策の基本理念  

① 自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その宣量追   

様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなけれ   

ばならないこと。  

② 自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単   

に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしな   

ければならないこと。  

③ 自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が   

未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されな   

ければならないこと。  

④ 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を   

行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなけれ   

ばならないこと。  

2 国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務  

3 政府による自殺対策大綱の策定と、国会への年次報告  

4 国・地方公共団体の基本的施策  

① 自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供   
の実施並びにそれらに必要な体制の整備  

② 教育活動、広報活動等を通じた自殺の防止等に関する国民の理解の増進  

③ 自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上  

④ 職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備  

⑤ 自殺の防止に関する医療提供体制の整備  

⑥ 自殺する危険性が高い者を早期に発見し、自殺の発生を回避するための体制の   

整備  

⑦ 自殺未遂者に対する支援  

⑧ 自殺者の親族等に対する支援  

⑨ 民間団体が行う自殺の防止等に関する活動に対する支援  

て‾－＿㌻   
5 内閣府に、関係閣僚をメンバーとする自殺総合対策会議を設置  

－2－  



平成18年6月21日 水曜日   （号外第143号）  112  

、
 歯

科
医
師
ヒ
を
「
臨
床
研
修
等
修
す
歯
科
医
師
」
と
あ
り
†
に
改
め
る
。
 
 
 

（
介
護
保
険
法
の
」
瓢
改
正
）
 
 

第
二
十
三
条
 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
ぁ
ー
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
百
十
八
条
黄
玉
項
中
「
第
三
十
条
の
三
第
一
楓
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
一
墳
」
に
改
め
る
。
 
 
 

（
民
事
再
生
法
の
」
瓢
改
正
）
 
 

第
二
十
四
条
 
点
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
」
高
二
十
五
号
）
．
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
百
〓
十
粂
の
二
第
六
項
中
昇
四
号
を
儒
五
号
と
t
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
二
毒
と
し
、
第
一
 
 
 

号
町
次
に
次
の
こ
号
を
加
え
る
ト
 
 
 

ニ
医
療
法
▼
（
昭
和
二
十
二
盲
鹿
律
第
二
百
五
号
）
第
五
十
由
粂
の
五
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
膚
管
理
者
 
 

同
法
第
五
十
四
条
町
二
第
〓
甲
に
規
定
す
る
社
会
医
療
瀧
人
債
 
 
 

第
百
六
十
九
廃
ぞ
一
第
三
項
農
・
一
号
ヰ
↓
東
七
草
ハ
粂
儀
一
痘
の
社
債
捧
者
集
会
」
そ
第
七
百
六
億
空
項
（
筐
 
 

権
者
集
会
こ
義
や
訂
項
第
二
号
中
「
第
七
草
ハ
粂
第
l
項
た
だ
心
声
の
下
に
一
「
（
医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
 
 
 

お
小
・
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
■
を
加
え
る
。
 
 
 

人
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
．
一
部
改
正
）
 
 

第
二
十
五
条
 
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
．
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

第
十
八
粂
第
四
項
中
「
、
同
億
儀
五
十
」
粂
、
」
を
「
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
（
同
項
第
・
l
号
に
係
る
部
分
▼
に
 
 

限
る
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
臥
じ
。
ご
に
、
東
五
三
条
竺
 

象
年
度
」
と
」
の
下
に
三
事
業
層
日
暮
等
」
■
と
あ
る
の
ば
・
「
事
蒼
空
首
、
財
虐
目
録
、
貸
借
対
酪
露
及
び
損
益
 
 
 

計
算
書
」
．
と
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
・
「
第
」
ハ
十
九
条
第
一
項
」
．
を
「
第
六
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。
 
 
 

（
破
産
法
の
二
部
改
正
）
 
 

琴
一
十
六
条
 
破
産
法
（
平
成
十
六
争
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
を
 
 

策
百
五
十
粂
第
六
項
中
第
四
号
を
儀
五
号
と
七
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
▲
弟
二
号
を
第
三
眉
と
し
、
第
〓
号
の
 
 
 

次
に
次
の
〓
号
を
加
え
る
。
 
 
 

∴
．
 二

 
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
 

同
法
第
五
十
四
条
の
l
一
第
一
頂
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
骨
 
 
 

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
展
の
恩
唇
音
の
措
置
・
に
附
す
を
法
律
の
一
部
改
正
）
 
 

第
二
十
七
集
 
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
か
国
民
の
儒
淳
の
美
好
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
乳
第
百
十
 
 
 

二
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
九
十
条
．
中
「
第
l
一
章
」
 
を
T
第
四
章
」
 
に
改
め
る
。
 
 

第
百
一
条
第
二
項
の
表
第
三
十
一
条
の
項
中
「
第
三
十
l
粂
」
：
を
「
第
三
十
一
条
の
二
軍
二
号
」
に
改
め
、
同
表
 
 

に
次
の
よ
う
に
加
え
卑
 
 

琴   

条 粂  
の の  

琴 琴   

号   

第   
＿七   七   
壌   
の   

粂  
の   

項   項   

てす沖  てす沖  
準る縄  準る縄 
用法の  用法の  
す律復  す律復 
る欝帰  二る第帰 
第百に．  ■ に  
七÷伴  七十伴  
粂粂う  粂集う   
の 
三二別－  ニニ別 

第項．措  第頑措 
一に置  十ヒ薗 
項おに  項もに．．  ■．㌣欄  ：．も嘩二■ 

第
」
章
 
総
則
 
 
 

（
目
的
）
．
 
 

第
一
条
・
こ
の
法
律
は
、
 
 

自
殺
対
策
基
本
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 
 

倒
・
名
一
∵
 
御
・
窒
 
 

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 

法
律
第
∧
十
五
号
 
 

自
殺
対
策
基
本
法
 
 

目
次
 
 

第
一
者
 
総
則
（
第
一
粂
－
第
十
条
）
 
 
 

第
二
章
 
基
本
的
施
策
 
（
第
十
一
条
－
第
十
九
条
）
 
 
 

第
三
章
・
自
殺
総
合
対
策
会
議
 
（
第
二
．
十
条
∵
・
第
二
十
 
 

一
条
）
 
 
 

附
則
 

－
 （

酎
㌢
削
鮎
影
絵
の
姦
誉
）
 
 

第
二
十
九
条
障
害
者
卦
麦
援
法
育
成
十
廿
牛
法
律
第
百
二
十
書
ち
）
・
警
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

許
八
十
九
条
努
四
項
中
「
第
左
十
条
の
三
軍
「
項
〕
を
「
第
三
十
粂
の
町
第
毒
∵
に
改
め
る
。
 
 

1
．
附
則
第
九
十
七
粂
を
次
の
よ
一
丁
に
改
め
る
。
 
 

／
′
ト
 
 
 

第
九
十
七
条
㌣
削
除
 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）
．
 
 

第
三
十
条
∴
厚
生
労
働
省
設
置
法
人
平
成
十
一
年
 

第
十
条
第
」
一
項
中
「
柔
道
整
復
師
活
人
昭
和
四
上
玉
年
法
律
第
十
九
号
）
」
の
下
に
「
、
薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
 
 
 

年
瀧
律
第
百
四
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。
 

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 
 

第
三
†
一
条
∵
」
の
法
律
腐
則
第
一
粂
各
号
に
掲
げ
る
規
定
▼
に
う
亘
て
は
、
当
該
各
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
 
 
 

並
び
に
こ
の
朋
則
め
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
ノ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
 
 
 

た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
上
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
 
 

七
た
行
為
に
対
す
を
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
■
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 
 

（
そ
伊
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
三
十
三
条
 
附
則
第
三
粂
か
ち
儲
十
六
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
 
 
 

な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
卑
 
 

民
 

韻
 

第
二
十
 
 
 

七
項
」
に
 
 

た
よ
る
死
亡
者
数
が
高
い
水
準
で
推
移
心
て
小
滝
こ
七
 
 

に
か
ん
が
み
、
計
殺
対
策
に
閲
し
∵
基
本
理
念
を
定
常
 
 
 

細
㌍
錆
純
糾
銅
‥
 
 

営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
ー
．
部
改
正
）
 
 

餌
㌍
っ
ち
医
牒
法
第
七
遷
湧
項
の
改
窟
牒
雪
粂
の
二
牒
項
」
を
「
第
七
粂
の
二
第
 
 

部
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
汚
関
係
法
徳
の
整
備
等
七
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
 
 

近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
自
殺
 
 

及
び
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
 
 
 

上
と
掲
七
、
眉
腰
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
渇
 
 
 

こ
と
等
 

自
殺
の
防
止
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
自
殺
者
の
親
族
等
に
 
 
 

対
す
る
支
援
の
充
実
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
が
健
康
で
 
 
 

丘
き
が
い
を
持
つ
て
暮
ら
す
こ
 

現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 
 
 

（
基
本
理
念
）
 
 

第
二
条
 
自
殺
対
策
は
、
自
殺
が
個
人
的
な
問
題
と
し
て
 
 
 

の
み
と
ち
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
 
 
 

に
様
々
な
社
会
的
な
要
因
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
社
 
 
 

会
的
な
取
組
と
し
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
．
自
殺
対
策
埠
．
自
殺
が
多
様
か
つ
複
合
的
な
原
因
及
 
 
 

び
背
景
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
単
に
 
 
 

精
神
保
健
的
観
点
か
 

即
し
て
実
施
き
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 
 

総
務
大
臣
 
竹
中
∵
平
蔵
 
 

法
務
大
臣
 
杉
浦
 
正
健
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
±
郎
 
 

3   
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3
 
自
殺
対
策
は
、
自
殺
の
事
前
予
防
、
自
殺
発
生
の
危
 
 
 

機
へ
の
対
応
及
び
百
殺
が
発
生
し
た
後
又
は
自
殺
が
未
 
 

遂
に
終
わ
っ
た
彼
の
事
後
対
応
の
名
段
階
に
応
じ
た
効
 
 
 

果
的
な
施
策
と
し
て
実
施
さ
れ
な
骨
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
自
殺
対
策
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
機
関
、
 
 
 

事
雇
主
、
学
校
、
自
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
活
働
を
行
 
 
 

う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
の
相
互
の
密
接
 
 
 

な
連
携
の
下
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
．
い
。
 
 
 

（
国
の
責
務
）
 
 

第
三
条
 
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
粂
に
お
い
て
「
基
 
 
 

本
理
念
」
と
い
ー
｝
J
に
 

的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
 
 
 

（
地
方
公
許
訂
体
の
責
務
）
 
 

儀
四
条
 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
眉
念
に
の
っ
と
り
、
 
 
 

自
殺
対
策
に
つ
い
．
て
、
国
と
協
力
し
つ
．
つ
、
当
該
地
域
 
 
 

の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
 
 
 

務
を
有
す
る
。
 
 
 

（
事
業
主
の
責
務
）
 
 

第
五
条
事
業
主
は
、
屈
及
び
地
溝
公
僕
周
應
欄
庚
屈
す
 
 
 

る
白
線
対
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
層
訂
す
る
 

労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
 
 
 

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
そ
 
 
 

（
国
民
の
責
務
）
 

農
六
条
 
国
民
は
、
訂
徽
対
策
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
 
 
 

と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
名
誉
及
び
生
活
の
平
穏
 

第
七
集
 
自
殺
対
策
の
実
施
に
当
た
．
つ
て
は
、
．
月
殺
者
及
 
 
 

び
自
殺
未
遂
者
並
び
に
そ
れ
ら
の
者
の
親
族
等
の
名
誉
 
 
 

及
び
生
活
の
平
穏
に
十
分
配
慮
し
、
い
や
レ
く
も
こ
れ
 
 
 

ら
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
施
策
の
大
綱
）
 
 

第
八
集
 
政
府
は
、
政
府
が
推
進
す
べ
き
自
殺
対
策
の
指
 
 
 

針
と
し
て
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
自
殺
対
策
の
大
胡
 
 
 

を
定
め
な
け
れ
ば
克
ら
な
い
。
 
 
 

（
法
制
上
の
措
置
等
）
 
 

第
九
条
 
政
府
は
∵
」
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
 
 
 

必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
 
 
 

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
年
次
報
告
）
 
 

第
十
条
．
政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
我
が
国
に
お
け
る
 
 
 

自
殺
の
概
要
及
び
政
府
が
講
じ
た
邑
殺
対
策
の
実
施
の
 
 
 

状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
・
♭
な
 
 
 

。
 
 
 

第
二
章
 
基
本
的
施
策
 
 
 

（
調
査
研
究
の
推
進
等
）
 
 

第
十
一
冬
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
殺
の
防
止
等
 
 
 

に
閲
し
、
魂
査
肝
究
を
推
進
 

塵
理
．
分
析
及
び
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

㌢
・
．
国
は
、
．
前
項
の
施
策
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
 
 
 

に
資
す
る
た
め
の
應
制
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
国
民
の
理
解
の
増
進
）
 
 

第
十
二
軍
二
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
活
動
∵
広
 
 
 

報
活
動
等
を
通
じ
て
、
自
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
国
民
 
 

の
理
路
を
深
め
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
 
 
 

す
る
ミ
 
 

⊥
人
材
Ⅵ
確
保
等
）
 
 

第
十
三
条
十
由
及
び
地
方
公
共
団
体
は
∨
自
殺
の
防
止
等
 
 

打
開
す
る
人
材
の
確
保
、
熟
成
及
び
資
質
の
向
上
に
必
 
 

要
な
施
策
を
請
ず
を
も
の
と
す
考
 
 
 

（
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
体
倒
の
整
備
）
 
 

第
十
四
条
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
職
域
、
学
校
、
一
 
 
 

地
域
等
に
お
け
る
国
民
の
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
体
 
 
 

制
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
請
ず
る
も
の
一
と
す
る
。
 
 
 

（
医
廉
 

第
十
五
条
 

持
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
こ
．
と
に
よ
り
自
殺
の
虫
そ
れ
 
 

が
あ
る
者
に
対
し
必
要
な
医
療
が
早
期
か
つ
適
切
に
提
 
 
 

供
き
れ
る
よ
う
、
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
が
精
神
保
健
 
 
 

に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
医
師
（
以
下
こ
の
粂
に
 
 

お
小
て
ゝ
精
神
科
医
」
と
い
号
・
）
の
診
療
を
受
け
や
す
 
 
 

い
環
境
の
整
備
、
身
体
の
傷
害
又
は
疾
偏
に
つ
い
て
の
 
 
 

診
療
の
初
期
の
段
階
に
お
け
る
当
該
診
療
を
行
う
医
師
 
 
 

と
精
神
科
医
と
の
適
切
な
連
携
の
確
保
、
救
急
医
療
を
 
 
 

行
う
医
師
と
精
神
科
医
と
の
適
切
な
連
携
の
確
保
等
必
 
 
 

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
自
殺
発
生
回
避
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等
）
 
 

第
十
九
条
二
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
殺
を
す
る
危
 
 
 

険
牲
が
高
い
者
を
早
期
に
発
見
心
、
相
談
そ
の
他
の
自
 
 
 

額
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
め
適
切
な
対
処
を
行
う
体
 
 
 

制
の
整
備
及
び
充
葵
に
必
要
な
施
倭
を
講
ず
る
も
の
と
 
 
 

す
る
。
 
 
 

（
自
殺
未
遂
者
に
対
す
る
支
啓
 
 

第
十
七
条
 
国
及
び
地
方
公
瀬
田
体
華
氏
綜
未
遂
者
が
 
 
 

再
び
自
殺
を
図
る
こ
上
の
な
い
よ
う
．
∴
自
殺
未
遂
者
に
 
 
 

対
す
る
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
 
 

ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
自
殺
者
の
親
族
等
七
対
す
る
支
援
）
－
 
 

第
十
八
条
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
殺
又
は
自
殺
 
 
 

未
遂
が
自
殺
者
又
は
自
没
束
遂
者
の
親
族
等
に
及
ぼ
す
 
 
 

深
刻
な
心
理
的
影
響
が
緩
和
さ
弟
る
よ
う
、
当
該
親
族
 
 
 

等
に
対
す
る
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
策
 
 
 

を
講
ず
る
む
の
と
す
卑
 
 
 

⊥
民
間
団
体
の
活
動
に
対
す
る
支
援
）
 
 

第
十
九
鳥
由
及
び
地
方
公
共
団
体
は
∵
民
間
の
周
体
が
 
 

行
う
眉
殺
の
防
止
等
に
関
す
る
活
動
を
支
線
す
る
た
め
 
 
 

に
必
要
な
施
策
を
請
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

第
三
章
 
自
殺
総
合
対
策
会
議
 
 
 

人
設
置
及
び
所
掌
事
務
）
 
 

壷
二
十
集
 
内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
ヾ
自
殺
総
 
 
 

合
対
策
全
学
盃
等
三
舎
議
」
・
主
陣
う
。
）
を
置
句
 

2
．
会
議
は
さ
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
 

「
 
第
八
粂
の
大
綱
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。
 
 

二
 
白
魔
対
策
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政
機
関
相
互
 
 
 

も
瓢
整
を
す
る
こ
と
。
 

主
 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
殺
対
策
に
関
 
 
 

す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
書
落
し
、
．
及
び
自
殺
対
策
 
 
 

の
庚
施
を
推
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

（
組
織
等
）
 
 

第
二
十
一
条
 
会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
 
 

る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
も
っ
て
充
て
る
。
 
 

3
 
委
員
は
、
内
閣
官
房
長
官
以
外
の
国
務
大
昔
の
う
ち
 
 
 

か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
 
 
 

る
。
 
 

4
 
会
議
に
、
幹
事
を
置
く
。
 
 

5
 
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）  

平成18年10月1日施行後   

国民の精神保健の向上のための施策を諦じなければならない。   

（国民の義務）  

第三粂 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障審者に対する理解   

を深め、及び精神障害者がその陣幕を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への   

参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。   

（精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮）  

第四条 医療施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はそ   

の事業を行うに当たっては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への   

参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力   

を得るように努めなければならない。  

2 国、地方公共団体、医療施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者   

の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図   

りながら協力するよう努めなければならない。   

（定義）  

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は   

その依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。  

第二章 精神保健福祉センター   

（精神保健福祉センター）  

第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関（以   

下「精神保健福祉センター」という。）を置くものとする。  

2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。   

一 掃神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこ  

と。   

二 輪神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを  

行うこと。   

三 棉神医療審査会の事務を行うこと。   

四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障事者自立支援法第五十二条第一項に規  

定する支給認定（精神障零者に係るものに限る。）に関する事務のうち専門的な知識  

及び技術を必要とするものを行うこと。   

五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する  

支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。   

六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項につい  

ての協力その他必要な援助を行うこと。   

（国の補助）  

第七粂 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるところにより、そ   

の設置に要する経掛こついては二分の一一、その運営に要する経費については三分の－を   

補助する。   

（条例への委任）  

第八条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条   

例で定める。  

第一革 紐則（第一粂一策五条）   

第二草 精神保健福祉センター（第六条一第八条）   

第三草 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会（第九粂一第十七粂）   

第囚革 精神保健指定医、登録研修機関及び精神病院   

第一節 精神保健指定医（第十八粂一第十九条の六）   

第二節 登録研修機関（策十九条の大のニー廉十九条の六の十七）   

第三節 精神病院（第十ソL粂のセー第十九条の十）   

第五串 医療及び保護   

第一節 保護者（第二十条一節二＋二条の二）   

第二節 任意入院（第二十二条の三・第二十二条の四）   

第三節 指定医の診察及び措置入院（第二・卜三条一第三十二条）   

第関節 医療保護入院等（第三十三粂一第三十五条）   

第五節 精神病院における処遇等（第三十六条一第四十条）   

第六節 雑則（第四十一条一儲潤十四条）   

第六章 保健及び福利二   

第一節 梢神障害者保健福祉手帳（第四十五条・第四十五条の二）   

第二節 相談指導等（第凶十六条一第五十一条）   

第七帝 精神障害者社会復帰促進センター（第五十一条のニー第五十一条の十一）   

第八単 雑則（第五十・一条の十－のニー第五十一条の十五）   

第九串 罰則（第五十二条一第五十七粂）   

附則  

第一章 総則   

（この法律の目的）  

第一一・粂 この法律は、粕神階害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法（平成十七年   

法律第百二十三号）と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参   

加の促進のために必安な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の   

保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向   

上を図ることを目的とする。   

（国及び地方公共団体の義務）  

第二粂 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生   

活支援事業と相まって、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護   

並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精神障害者が社会復   

帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精   

神保健に関する調査研究の推進及び知識の背及を図る等精神障害者の発生の予防その他  

－2－   
ー1－  
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第三帯 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会   

（地方精神保健福祉審議会）  

第九粂 精神保健及び精神障著者の福祉に関する事項を調査密談させるため、都道府県は  

、条例で、精神保健福祉に的する審議会その他の合議制の機関（以下「地方精神保健福   

祉審散会」という。）を置くことができる。  

2 地方精神保健福祉審散会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神降   

雪者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。  

3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組練及び運営に関し必要な事   

項は、都道府県の条例で定める。  

第十条 削除  

第十－・粂 削除   

（精神医療審査会）  

第十二条 第三十八粂の三第二項（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第三   

十八条の五節二項の規定による審査を行わせるため、都道府酎こ、精神医凍審査会を匿  

＼。   

（委員）  

第十三条 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に閲し学識経験を有する者（第十   

八条第一項に規定する精神保健指定医である者に限る。）、法律に関し学級経験を有す   

る普及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。  

2 委員の任期は、二年とする。   

（審査の案件の取扱い）  

第十四条 精神医療審査会は、その指名する委員五人をもって構成する合放体で、審査の   
案件を放り扱う。  

2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める   

員数以上とする。   

一 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二   

二 法律に閲し学級経験を有する者 一   

三 その他の学識経験を有する者 －   

（政令への委任）  

第十五条 この法律で定めるもののほか、精神医掠審査会に関し必要な事項は、政令で定   

める。  

第十六条 削除  

第十七粂 削除  

第摘草∵ 据神保触指定医、登録研修機閑及び精神病院  

第一節 精神保健指定医   

（精神保健指定医）  

第十八粂 厚生労働大臣は、その中諦に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の剛こ   

規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定   

医（以下「指定医」という。）に指定する。   

一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。  

二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。   

三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治嫉に  

従事した経験を有すること。  

l唱 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（申   

請前一年以内に行われたものに限る。）の継程を修了していること。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定に   

より指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく   

不適当と絡められる者については、前項の指定をしないことができる。  

3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した   

経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき   

又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議   

会の意見を聴かなければならない。   

（指定後の研修）  

第十九条 指定医は、五の年度（毎年四月一日から翌年三月二十一日までをいう。以下こ   

の粂において同じ。）ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の懸録   

を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。  

2 前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けな   

かったときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該   

研修を受けなかったことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生   

労働大臣が静めたときは、この限りでない。   

（指定の取消し等）  

第十九条の二 指定医がその医師免許を放り消され、又は期間を定めて医薬の停止を命ぜ   

られたときは、厚生労働大臣は、その指定を放り消さなければならない。  

2 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に閲し   

著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、   

厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停1卜を命ずること   

ができる。  

3 厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審   

議会の意見を聴かなければならない。  

4 都道府県知事は、指定医について、第二頓に該当すると思料するときは、その旨を厚生   

労働大臣に通知することができる。  

第十九条の三 削除   

（職務）  

第十九条の四 指定医は、第二十二条の四第三項及び第二十九条の五の規定により入院を   

継続する必要があるかどうかの判定、第三十三灸第一項及び第三十三粂の四第一項の規   

定による入院を必要とするかどうか及び第二十二条の三の観定による入院が行われる状   

態にないかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどう   

かの判定、第三十八粂の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）に規定   

する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第順十条の規定により一時退院させて経過   

を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。  

－4－   －3－  



2 栢定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。  

‾‘第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどう  

かの判定   

二 第二十九条のこの二第三項（第三十四条第閤頓において準用する場合を含む。）に   

規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定   

三 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定   

四 第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定   

五 第三十八粂の三第三項（同条第六頓において準用する場合を含む。）及び第三十八  

条の五第四項の規定による診察   

六 第三十八粂の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察   

七 第三十八粂の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定   

八 第闇十五粂の二第凶項の規定による診察   

（診療録の記減義務）  

第十九条の四の二 指定医は、前条第一項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当   

該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記徹しなければならない。   

（指定医の必駅）  

第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三粂第一項、第二項若   

しくは第四項又は第二十三粂の四第一項若しくは第二項の規定により精神障害者を入院   

させている精神病院（精神病院以外の病院で精神病塞が設けられているものを含む。第   

十九条の十を除き、以下同じ。）の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、そ   

の精神病院に常時勤務する指定医（第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止さ   

れている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。）を置かなければならない。  

（政令及び省令への委任）  

第十九条の六 この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令   

で、第十八粂第一項第四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は   

厚生労働省令で定める。  

第二飾 登録研修機関   

（登録）  

第十九条の六の二 第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録（以下この節におい   

て「登録」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八粂第一項第四号   

又は第十九条第一項の研修（以下この節において「研修」という。）を行おうとする者   

の申胎により行う。   

（欠格条項）  

第十九条の六の三 次の各号のいずれかに核当する者は、登録を受けることができない。   

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者自立支援法若しくは同法に基づ  

く命令に連反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ  

とがなくなったロから二年を経過しなtい者   

二 第十九条の六の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経  

過しない者   

二 法人であって、その業務を行う役艮のうちに前二号のいずれかに該当する者がある  

もの   

（登録應準）  

第十九条の六の四 厚生労働大臣は、第十九条の六のこの規定により登録を申請した者が   

次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。   

一 別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄又は箭四欄に掲げ  

る時間数以上であること。   

二 別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前一引こ規定する科目を  

教授するものであること。  

2 登録は、研修機関登録蒋に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び   

登録番号を記載してするものとする。   

（登録の更新）  

第十九条の六の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつ   

て、その効力を失う。  

2 鮒三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。   

（研修の実施義務）  

第十九条の六の六 登録を受けた者（以下「登録研修機関」という。）は、正当な理由が   

ある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画（以下「研修計画」という。）   

を作成し、研修計画に従って研修を行わなければならない。  

2 登録研修機関は、公正に、かつ、第十八条第一項第四号又は第十九条第一・項の厚生労   

働省令で定めるところにより研修を行わなければならない。  

3 登録研修機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した研修計画を厚   

生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。   

（変更の届出）  

第十九条の六の七 登録研修機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとする   

ときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なけれ   

ばならない。   

（業務規程）  

第十九条の大の八 登録研修機関は、研修の業務に関する規程（以‾F「業務規程」という  

。）を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを   

変更しようとするときも、同様とする。  

2 業務規程には、研修の実施方法、研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事   

項を定めておかなければならない。   

（業務の休廃止）  

第十九条の六の九 登録研修機側は、研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しよ   

うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働   

大臣に届け出なければならない。   

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）  

第十九条の六の十 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産   

日録、貸借対照表及び損益計算蕃又は収支計算番並びに事業報告沓（その作成に代えて   

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認撒することができ  

－6－   －5－  
－3－  



－4一   

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい   

う。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第   

五十七粂において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなけ   

ればならない。  

2 研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつ   

でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二骨又は第四号の請求をするに   

は、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。   

一 財務諸表等が番面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求   

二 前号の巷面の謄本又は抄本の請求   

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当核電磁的記録に記録さ   

れた事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   

囚 前号の電磁的記録に記録された事項を砥磁的方法であって厚生労働省令で定めるも  

のにより提供することの請求又は当該事項を記載した雷面の交付の請求   

（適合命令）  

第十九条の六の十一 厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号のい   

ずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に   

適合するため必要な指値をとるべきことを命ずることができる。   

（改野命令）  

第十九条の六の十二 厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項又は第二   

項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこ   

と又は研修の実施方法その他の業務の方法の改善に閲し必要な措置をとるべきことを命   

ずることができる。   

（登録の取消し等）  

第十九条の六の十三 厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当すると   

きは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を   

命ずることができる。  

一 第十九条の六の三筋一号又は第三号に該当するに至ったとき。  

二 第十九条の六の六第三項、第十九条の六の七、第十九条の六のノし第十九条の大の九  

、第1一九粂の六の十第一項又は次粂の規定に違反したとき。  

三 正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。  

四 第十九条の六の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。  

五 不正の手段により登録を受けたとき。   

（帳膵の備付け）  

第十ノし粂の六の十週 登録研修機阻は、厚生労働省令で定めるところにより、帳辞を備え  

、研修に関し厚生労働省令で定める本項を記載し、これを保存しなければならない。   

（厚生労働大臣による研修業務の実施）  

第十九条の六の十五 厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第十九条の六の九   

の規定による研修の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第十九条   

の六の十三の規定により登録を取り消し、又は登録研修機瀾に対し研修の業務の全部若   

しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の  
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全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると謎めるときは、当   

該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。  

2 前項の規定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して政   

令で定める金額の手数料を納付しなければならない。  

3 厚生労働大臣が第一項の規定により研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合におけ   

る研修の業＃の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。   

（報告の徴収及び立入検査）  

第十九条の六の十六 厚生労働大臣は、研修の業務の適正な運営を確保するために必要な   

限度において、登録研修機関に対し、必要と絡める事項の報告を求め、又は当該峨良に  

、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳鉢書類その他の物件を検査させること   

ができる。  

2 前項の規定により立入検査を行う当該峨属は、その身分を示す証票を携請し、関係者   

の請求があったときは、これを犀示しなければならない。  

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

（公示）  

第十九条の六の十七 厚生労働大臣は、次の勘合には、その旨を公示しなければならない。   

一 登録をしたとき。   

二 第十九条の六の七の規定による届出があったとき。   

三 第十九条の六の九の規定による届出があったとき。   

四 第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の停止を命じた  

とき。   

五 第十九条の六の十五の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部若しくは・一部を  

自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた研修の業務の全部若しくは－一部を行わ  

ないこととするとき。  

第三節 精神病院   

（都道府県立精神病院）  

第十九条の七 都道府県は、精神病院を設置しなければならない。ただし、次粂の規定に   

よる指定病院がある粉合においては、その設置を延期することができる。  

2 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人   

（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二粂第一項に規定する地方独立   

行政法人をいう。次粂において同じ。）が精神病院を設置している場合には、当該都道   

府県については、前項の規定は、適用しない。   

（措定病院）  

第十九条の八 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県   

以外の地方公共同体が設立した地方独立行政法人（以下咽等」という。）以外の者が   

設置した精神病院であって厚生労働大臣の定める厳科こ適合するものの全部又は－一部を  

、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神病院に代わる施設（以下「指定病   

院Jという。）として指定することができる。   

（措定の取消し）  

第十九条の九 都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなったとき、又は  
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その運営方法がその日的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消   

すことができる。  

2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ  

、地方精神保健福祉審議会（地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつ   

ては、医縮法（昭和二十三年法律第二百五号）第七十一条の二第一項に規定する都道府   

県医糖審議会）の意見を聴かなければならない。  

3 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定   

病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に   

対し同項の事務を行うことを指示することができる。   

（国の補助）  

第十九条の十 国は、都道府県が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神   

病室の設値及び運営に要する経費（第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費   

用を除く。次項において同じ。）に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を   

補助する。  

2 国は、常利を目的としない法人が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける   

精神病董の設問及び運営に要する経費に射し、政令の定めるところにより、その二分の   

一以内を補助することができる。  
第五黄 医療及び保建  

策▼－・節 保護者   

（保護者）  

第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶   

養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならな   

い。   

一 行方の知れない者   

当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系  

血族   

三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人   
四 破産者   

五 成年被後見人又は被保佐人   

六 未成年者  

2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。た   

だし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者   

について家庭親判所は利嘗関係人の申立てによりその帳位を変更することができる。   

一 後見人又は保佐人   

二 配偶者   

三 瓶権を行う者   

四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者  

3 前項ただし番の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任は家事審判法   

（昭和二十二年法律第百五十二号）の適用については、同法第九条第一項甲類に掲げる   

事項とみなす。  

第二十一条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保武者がその義務を行うこ   

とができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長（特別区の長を含む。   

以下同じ。）、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄   

する市町村長が保護者となるe  

第二十二条 保誰者は、精神障害者（第二十二条の四第二頓に規定する任意入院者及び柄   

院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を継続して受けている者を除く。   

以下この頃及び第三項において同じ。）に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の   

利益を保護しなければならない。  

2 保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。  

3 保鰭者は、精神障害者に医糖を受けさせるに当たっては、医師の指示に従わなければ   

ならない。  

第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務（第二十九条の三叉は第二十九   

条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。）を行うに当たり必   

要があるときは、当該精神柄院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指   

定病院と関連する障害者自立支援法第五条第一項に規定する障嘗福祉サービスに係る事   

業（以下「障害福祉サービス事業」という。）を行う者に対し、当核精神肺審者の社会   

復帰の促進に関し、相談し、及び必輩な援助を求めることができる。  

第二節 任意入院   

（任意入院）  

第二十二条の三 精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の   

同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。  

第二十二条の四 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神病院の管理者は、その   

入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八粂の四の規定による退院等の請求に関す   

ることその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院   

する旨を記載した書面を受けなければならない。  

2 精神柄院の管理者は、自ら入院した精神障寄者（以下「任意入院者」という。）から   

退院の申出があった場合においては、その者を退院させなければならない。  

3 前項に規定する堤合において、精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該   

任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同墳の規   

定にかかわらず、七十二時間を限り、その昔を退院させないことができる。  

4 前項に規定する場合において、精神病院（厚生労働省令で定める基準に適合すると都   

道府県知事が認めるものに限る。）の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があると   

きは、指定医に代えて指定医以外の医師（医師法（昭和二十三年法律第二甫・射第   

十六条の四第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基   

準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。）に任意入院者の診察を行わせるこ   

とができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保礁のため入   

院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り   

、その昔を退院させないことができる。  

5 第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する8   

この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四  
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項に規定する特定医師は、岡項」と、r当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読   

み替えるものとする。  

6 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採ったときは、遅滞なく、厚生   

労働省令で定めるところにより、当惑措掛こ関する記録を作成し、これを保存しなけれ   

ばならない。  

7 精神病院の管理者は、第三項又は第凶項後段の規定による措置を採る場合においては  

、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八粂の四の規定による退院等の請   

求にl過することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。  
第三飾 指定医の診察及び措置入院   

（診察及び保誠の中経）  

第二十三粂 精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その昔について指   

定医の診察及び必贅な保護を都道府県知事に申請することができる。  

2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申請審をもよりの保健所長を経て都道府   

県知事に提出しなければならない。   

■・・中綿者■の住所、氏名及び生年月日   

二 木人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日   

三 症状の概要   

四 現に本人の保誠の任に当っている者があるときはその昔の住所及び氏名   

（警察官の通報）  

第二十四条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断   

して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に寄を及ぼすおそれがあると認められる   

者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報   

しなければならない。   

（検察官の通報）  

第二十五条 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起   

訴処分をしたとき、又は裁判（懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しを   

しない裁判を除く。）が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しな   

ければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神   

喪失等の状態で重大な他事行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成十五年   

法律第百十号）第三十三粂第一項の申立てをしたときは、この限りでない。  

2 検察官は、前項本文に規定する場合のほか、精神障害者若しくはその疑いのある被疑   

者若しくは被告人又は心神喪失等の状態で重大な他事行為を行った者の医療及び観察等   

に関する法律 の対象者（同法第二粂第三項に規定する対象者をいう。第二十六条の三   

及び第凶十四条第一項において同じ。）について、特に必要があると認めたときは、速   

やかに、都道府＝県知事に通報しなければならない。   

（保逓観察所の長の通報）  

窮二十五条の二 保冨斐観察所の長は、保護観廃に付されている者が精神陣容音叉はその疑   

いのある着であることを知ったときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しな   

ければならない。   

（矯正施設の長の通報）  

第二十六条 矯正施設（拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導   

院をいう。以下同じ。）の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を釈放、退院又は   

退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項を本人の帰任地（帰任地がない場合   

は当該矯正施設の所在地）の都道府県知事に通報しなけれげならない。   

一 本人の帰任地、氏名、性別及び生年月日   

二 症状の概要   

三 釈放、退院又は退所の年月日   

四 引取人の住所及び氏名   

（精神病院の管理者の届出）  

第二十六条の二 精神病院の管理者は、入院中の精神障害者であって、第二十九条第一・項   

の要件に該当すると認められるものから退院の申出があったときは、直ちに、その旨を  

、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。   

（心神喪失等の状態で重大な他省行為を行った者に係る通報）  

第二十六条の三 心神喪失等の状懐で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す   

る法律第二条第六項に規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法   

の対象者であって同条第五頓に規定する指定入院医療機瀾に入院していないものがその   

精神障害のために自身を傷つけ又は他人に審を及ぼすおそれがあると認めたときは、直   

ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。   

（申請等に基づき行われる指定医の診察等）  

第二十七粂 都道府県知事は、第二十三粂から前条までの規定による申請、通報又は届出   

のあった者について調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診   

察をさせなければならない。  

2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及   

ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十三発から前条までの規定に   

よる申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせ   

ることができる。  

3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせ   

なければならない。  

4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たって必要な限度においてそ   

の者の居住する場所へ立ち入ることができる。  

5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入りについて準   

用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七粂第四項」と  

、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第三項中「第一」割 とある   

のは「第二十七粂第四項」と読み潜えるものとする。   

（診察の通知）  

第二十八粂 都道府県知事は、前条第一一項の規定により診察をさせるに当って現に本人の   

保護の任に当っている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に   

通知しなければならない。  

2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保吉堕の任に当たっている   

者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。  
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（判定の基準）  

第二十八条の二 第二十七粂第一一・項又は第二項の規定により診察をした指定医は、厚生労   

働大臣の定める基附こ従い、当該診察をした者が精神障寄看であり、かつ、医療及び保   

護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす   

おそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。   

（都道府県知事による入院措置）  

第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者   

が桁神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のた   

めに自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の   

設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。  

2 前項の場合において都道府県知事がその昔を入院させるには、その指定する二人以上   

の桁定医の診察を経て、その昔が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院   

させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に寄を及ぼすおそれがあると   

認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。  

3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る協合においては、当該精神障害者に   

対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること   

その他厚生労働省令で定める事項を薔面で知らせなければならない。  

4 同等の設置した精神病院及び指定病院の管理者は、病床（病院の一部について第十九   

条の八の指定を受けている指定病院にあってはその指定に係る病床）に既に第一項又は   

次粂第・・・項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の   

精神障害者を入院させなければならない。  

第二十九条の二 部道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると艶められる精神障害者   

又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八粂及び前条の規定   

による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせ   

た結果、その者が精神障蕃着であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のた   

捌こ自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その昔を前条第一   

項に規定する精神病院又は指定病院に入院させることができる。  

2 都道府県知事は、前項の措置をとったときは、すみやかに、その者につき、前条第一   

項の規定による入院捨値をとるかどうかを決定しなければならない。  

3 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。  

4 第二十七粂第四項及び第五項並びに第二十八粂のこの規定は第一項の規定による診察   

について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同条第四   

項の規定は第一一・項の規定により入院する者の入院について準用する。  

第二十九条のこの二 部道府県知事は、第二十九条第一項又は前条第一項の規定による入   

院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならな   

い。  

2 都道相原知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障尊者に対   
し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならな   

い。  

3 都道府県知事は、第一項の規定による移送を行うに当たっては、当該精神障害者を診  

察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度   

において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行軌の制限   

を行うことができる。  

第二十九条の三 第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、第二十   

九条の二第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一   

項の規定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九条の二第三項   

の期間内に第二十九条第一一項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ち   

に、その者を退院させなければならない。   

（入院措置の解除）  

第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者（以‾F「措   

置入院者」という。）が、入院を継続しなくてもその精神障寄のために白身を傷つけ又   

は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは、直ちに、その者を退院   

させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その昔を   

入院させている精神病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。  

2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その昔が入院を継続し   

なくてもその精神障害のために・自身を傷っけ又は他人に審を及ぼすおそれがないと認め   

られることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次粂の規定による診察   

の結果に基づく場合でなければならない。  

第二十九条の五 措置入院者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者は、指定医   

による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を   

傷つけ又は他人に寄を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは、直ちに、その   

旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県   

知事に届け出なければならない。   

（入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額） 

第二十九条の六 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者に   

ついて国等の設置した精神病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療   

に要する費用の栃の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の概の芥定   

方法の例による。  

2 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができ   

ないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の   

額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。   

（社会保険診療報酬支払基金への事務の委託）  

第二十九条の七 都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第・－・項の規定により   

入院する者について同等の設置した精神病院又は指定病院が行った医療が前条に規定す   

る診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の触の算定並   

びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報   

酬支払基金に委託することができる。   

（費用の負担）  

第三十条 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院   

させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。  
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2 国は、都道府県が前項の規貢引こより負担する費用を支弁したときは、政令の定めると   

ころにより、その四分の三を負担する。   

（他の法律による医療に関する給付との調整）  

第三十条の二 前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障審者が、健康保険法（   

大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）、船員   

保険法（昭和十四年法律第七十三号）、労働者災害都債保険法（昭和二十二牛抵律第五   

卜号）、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準   

用し、又は例による場合を含む。）、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百   

五十二号）、老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）又は介護保険法（平成九年法律   

第百二十三号）の規定により医娘に関する給付を受けることができる着であるときは、   

都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。   

（鮫川の徴収）  

第三十…条 都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により   

入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができる   

と認めたときは、その費用の全部又は－・部を徴収することができる。  

第三十二条 削除  

第四節 医療保護入院等   

（医焼保護入院）  

第三十三条 精神病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、   

本人の同意がなくてもその昔を入院させることができる。   

一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必  

要がある着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われ  

る状態にないと判定されたもの   

二 第三十四条第一項の規定により移送された者  

2 精神病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第二十条第二項第凶   

号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない掛合又は第三   

十四条第二項の規定により移送された堤合において、前項第一号に規定する音叉は同条   

第二項の規定により移送された者の扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなく   

ても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者を入院させることができる。  

3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者鱒、第二十   

条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一項の規定を適用する場合を除   

き、同条に規定する保護者とみなす。  

4 第一項又は第二項に規定する場合において、精神病院（厚生労働省令で定める基準に   

適合すると都道府県知事が絡めるものに限る。）の管理者は、緊急その他やむを得ない   

理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合   

において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要があ   

る着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態に   

ないと判定されたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくて   

も、十二時間を限り、その昔を入院させることができる。  

5 十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。こ  

の場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四節四項   

に規定する特定医師は、第三十三粂第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定   

医師」と読み替えるものとする。  

6 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採ったときは、遅滞なく、厚生   

労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなけれ   

ばならない。  

7 精神病院の管理者は、第▲一項、第二項又は第四項後段の規定による措置を採ったとき   

は、十日以内に、その昔の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同   

意をした者の同意沓を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知串に届け出なけjlぱな   

らない。  

第三十三条の二 精神病院の管理者は、前条第一項の規定により入院した者（以下「医瞭   

保護入院者」という。）を退院させたときは、十日以内に、その旨及び厚生労働省令で   

定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。  

第三十三粂の三 精神病院の管理者は、第三十三粂第一項、第二項又は第四項後段の規定   

による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第   

三十八粂の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項   

を番面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採った円から凶週間を経過   

する日までの間であって、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医嫉及び保護を図   

る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、精   

神病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記滅しなければな   

らない。   

（応急入院）  

第三十三粂の四 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定す   

る精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があった者について、急速を要し、保護者   

（第三十三条第二頓に規定する場合にあっては、その昔の扶養義務者）の同意を得るこ   

とができない場合において、その者が、次に該当する着であるときは、本人の同意がな   

くても、七十二時間を限り、その者を入院させることができる。   

－・指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の  

医療及び保護を図る上で著しく支障がある看であって当該精神障害のために第二十二  

条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの   

二 第三十四条第三項の規定により移送された者  

2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむ   

を得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依蛸があ   

った者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その昔が、精   

神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保岩壁を図る上で著し   

く支障がある着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行わ   

れる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても  

、十二時間を限り、その者を入院させることができる。  

3 第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。   

この場合において、同条中鳩定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四  
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項に脱定する特定医師は、第三十三粂の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当   
該特定医師」と読み替えるものとする。  

4 第一項に規定する精神病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採ったときは  

、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、こ   

れを保存しなければならない。  

5 第‾項に規定する精神病院の管理者は、同項文は第二項後段の規定による措置を採つ   

たときは、直ちに、当該措置を採った理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの   

保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。  

6 都道府県知射ま、第一項の指定を受けた楠神病院が同項の基準に適合しなくなったと   

認めたときは、その指定を放り消すことができる。  

7 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項   

の指定を受けた精神病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると絡めるとき   

は、都道府県知動こ対し前項の事務を行うことを指示することができる。  

第三十三条の五 第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする場合に   

ついて、第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条第一項又は第二項後段の規   

定による措置を採る場合について準用する。   

（医療保護入院等のための移送）  

第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり  

、かつ、直ちに入院させなければその昔の医療及び保護を図る上で著しく支障がある着   

であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状億にない   

と判定されたものにつき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を   

第三十三粂第一項の規定による入院をさせるため第三十三粂の四第一項に規定する精神   

病院に移送することができる。  

2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第二十条第二項第四号の規定に   

よる家庭裁判所の選任を草し、かつ、当該選任がされていない場合において、その昔の   

扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三粂第二項の規   

定による入院をさせるため第三十三粂の四第一項に規定する精神病院に移送することが   

できる。  

3 都道府県知事は、急速を要し、保護者（前項に規定する場合にあっては、その者の扶   

養義務者）の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結   

果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその昔の医療及び保護   

を図る上で著しく支怖がある着であって当該精神障害のために第二十二条の三の規定に   

よる入院が行われる状憶にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第   

三十三粂の岨第一項の規定による入院をさせるため同頓に規定する精神病院に移送する   

ことができる。  

4 第二十九条のこの二第二項及び第三項の規定は、前三項の規定による移送を行う場合   

について準用する。  

第三十五条 削除  

第五節 精神病院における処遇等   

（処遇）  

第三十六条 精神病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことので   

きない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。  

2 精神病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信吾の発受の制限、都道府県その他   

の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらか   

じめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことがで   

きない。  

3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審散会の   

意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でな   

ければ行うことができない。  

第三十七粂 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神病院に入院中の者の処遇に   

ついて必要な基準を定めることができる。  

2 前項の基準が定められたときは、精神柄院の管理者は、その基準を遵守しなければな   

らない。  

3 厚生労働大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審放   

会の意見を聴かなければならない。   

（指定医の精神病院の管理者への報告等）  

第三十七条の二 指定医は、その勤務する精神病院に入院中の者の処遇が第三十六粂の規   

定に違反していると思料するとき又は前条第一項の基準に適合していないと認めるとき   

その他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院   

の管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神病院に入院中   

の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。   

（相敵、援助等）  

第三十八条 精神病院その他の精神障害の医娘を提供する施設の管三哩者は、当該施設にお   

いて医療を受ける精神障寄者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その   

昔に必要な援助を行い、及びその保健者等との連絡調整を行うように努めなければなら   

ない。   

（定期の報告等）  

第三十八粂の二 措置入院者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者は、措取入   

院者の症状その他厚生労働省令で定める事項（以下この項において「報告事項」という  

。）を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府   

県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令   

で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。  

2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神病院の管理者について準用する  

。この場合において、同項中「措世入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替   

えるものとする。  

3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神病院の管理者（第三十八条の七第   

一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた着であって、当該命令を受けた日か   

ら起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚   

生労働省令で定めるものに限る。）に対し、当該精神病院に入院中の任意入院者（厚生   

労働省令で定める基準に芹亥当する肴に限る。）の症状その他厚生労働省令で定める事項  
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について報告を求めることができる。   

（定期の報告等による審査）  

第三十八粂の三 都道婚県知事は、前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三   

十三粂第七項の規定による届出（同条第一項の規定による措置に係るものに限る。）が   

あったときは、当該報薯又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める   

事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどう   

かに閲し審査を求めなければならない。  

2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る入院   

小の者についてその入院の必要があるかどうかに閲し審査を行い、その結果を都道府県   

知事に通知しなければならない。  

3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たって必要があると艶めるときは、当該審   

査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員（指定医で   

ある者に限る。第三十八条の五第四項において同じ。）に診察させ、又はその者が入院   

している精神病院の管理者その他関係者に対して報告者しくは意見を求め、診療録その   

他の帳仲春類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。  

4 都道府県知事は、第二項の規定により通知された棉神医療審査会の審査の結果に基づ   

き、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神病院の管理者に対しそ   

の者を退院させることを命じなければならない。  

5 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けた   

ときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神懐療   

審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を   
求めることができる。  

6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合につ   

いて準用する。   

（退院等の請求）  

第三十八粂の凶 精神病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところ   

により、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神病院の管理者に対   

し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改啓のために必要な措置   

を採ることを命じることを求めることができる。   

（退院等の請求による審査）  

第三十八粂の五 都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内   

容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要が   

あるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに閲し審査を求めなければならない。  

2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者に   

ついて、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに閲し審   

査を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。  

3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たっては、当該審査に係る前条の規定によ   

る請求をした者及び当召亥審査に係る入院中の者が入院している精神病院の管理者の意見   
を低かなければならない。ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がな   

いと特に認めたときは、この限りでない。  

4 精神医原審査会は、前項に定めるもののほか、第二項の審査をするに当年って必要が   

あると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はそ   

の者が入院している精神病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診据録その他   

の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。  

5 都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療♯査会の審査の結果に基づ   

き、その入院が必要でないと謎められた者を退院させ、又は当該精神病院の管理者に対   

しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採   

ることを命じなければならない。  

6 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該試料こ係る帖神医療審   

査会の審査の結果及びこれに基づき採った措置を通知しなければならない。   

（報告徴収等）  

第三十八粂の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病   

院の管理者に対し、当該精神病院に入院中の者の症状若しくは処遇に閲し、槻告を求め  

、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該機艮若しくはその   

指定する指定医に、精神病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳特番   

類（その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当   

該電磁的記録を含む。）を検査させ、若しくは当該精神柄院に入院中の者その他の関係   

者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神病院に立ち入り、当該精神病院に入院   

中の者を診察させることができる。  

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者、   

精神病院に入院中の者又は第三十三粂第一項、第二項若しくは第四項の規定による入院   

について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に閲し、報沓を求め、   

又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。  

3 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査、質問   

又は診察について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第   

三十八粂の六第一項」と、「当該職員」とあるのは「当該職眉及び指定医」と、同条第   

三項中「第一項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と読み替えるものとする。   

（改啓命令等）  

第三十八条の七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第三   

十六条の規定に違反していると醒めるとき又は第三十七粂第一項の基司引こ適合していな   

いと認めるときその他精神病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは  

、当該精神病院の管理者に対し、措置を誹ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保す   

るための改善計画の提出を求め、潜しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその   

処遇の改善のために必賛な措置を採ることを命ずることができる。  

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の四第二   

項の規定により入院している者又は第三十三条第‥項、第二項若しくは第四境若しくは   

第三十三粂の西第一項若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する   

二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察め結果がその入院を継続する必要がある   

ことに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令   

に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、そ  
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の者を退院させることを命ずることができる。  

3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精   

神病院の管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。  

4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神柄院の管理者が第一項又は第二項の規定によ   

る命令に従わないときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第二十二条の匹   

第一－・項、第三十三粂第・一項、第二項及び第四項並びに第三一十三条の四第一項及び第二項   

の規定による精神障害者の入院に係る医輝の提供の全部又は一部を制限することを命ず   

ることができる。  

5 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなけ   

ればならない。   

（無断退去者に対する措置）  

第三十九条 精神病院の管理者は、入院中の着で自身を傷つけ又は他人に醤を及ぼすおそ   

れのあるものが無断で退去しその行方が不明になったときは、所轄の警察署長に次の事 

項を通知してその探索を求めなければならない。   

・退去者の住所、氏名、性別及び生年月日   

二 退去の年月日及び時刻   

三 症状の概要   

四 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項   

五 入院年月日   

六 保護者又はこれに準ずる者の住所及び氏名  

2 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当妖精神   

病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神病院   

の管剋者がその者を引き放るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、   

救護施戯等の精神陪審者を保護するのに適当な湯所に、保護することができる。   

（仮退院）  

第闇十条 第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による   

診察の結果、措置入院者の症状に照らしその昔を一時退院させて経過を見ることが適当   

であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退   

院させることができる。  

第六節 雑則   

（保護者の引取義務等）  

第四卜一条 保護者は、第二十九条の三者しくは第二十九条の四第一項の規定により退院   

する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、かつ、仮退院した者の保護に当   

た？ては当該輪神病院又は措定病院の管理者の指示に従わなければならない。   

（医療及び保護の費用）  

第四トニ粂 保護者が精神障嘗者の医療及び保雄のために支出する費用は、当該楕神障害   

者又はその扶養義廟者が負担する。   

（刑事事件に関する手続等との関係）  

第四十三粂 この輩の規定は、棉神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若し   

くは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑若しくは  

補導処分若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げ   

るものではない。  

2 第二十五条、第二十六条及び第二十七粂の規定を除く外、この章の規定は矯正施設に   

収容中の者には適用しない。   

（心神喪失等の状態で重大な他事行為を行った者に係る手続等との関係）  

第四十四条 この事の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び   

観察等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又   

は処分をすることを妨げるものではない。  

2 この章第二飾から前節までの規定は、心神喪失等の状態で壷大な他寒行為を行った者   

の医療及び視察等に関する法律第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命   

令者しくは第三十七粂第五項前段若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院して   

いる者又は同法第凶十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により   

指定入院医療機関に入院している者については、適用しない。  

第大草 保健及び福祉  

第一飾 精神障害者保健福祉手帳   

（精神障著者保健福祉手帳）  

第四十五条 樺神障害者（知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。）は、   

厚生労働省令で定める雷類を添えて、その居住地（居住地を有しないときは、その現在   

地）の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。  

2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状   

態にあると絡めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。  

3 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状値にないと   

認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければなら   

ない。  

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、   

二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事   

の評定を受けなければならない。  

5 第三項の規定ーも前項の認定について準用する。  

6 前各項に定めるもののほか、精神障層者保健福祉手帳に閲し必要な事項は、政令で定   

める。   

（精神障害者保健福祉手帳の返還等）  

第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定め   

る精神障審の状憶がなくなったときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に   

返過しなければならない。  

2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神陪審者保健福祉手帳を諦渡し、又   

は貸与してはならない。  

3 都道腑県知事は、精神障零者保触福祉手帳の交付を受けた者について、前条第二項の   

政令で定める状態がなくなったと認めるときは、その昔に対し精神障嶺者保健福祉手帳   

の返還を命ずることができる。  

4 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとす  
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るときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。  

5 前条第三項の規定は、第三項の認定について準用する。  

第二節 相談指樽等   

（正しい知識の普及）  

第四十六灸 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報   
活動等を通じて、精神障琶者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する   

地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。   
（相談指導等）  

第凶十七条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下「都道府県等」という。）   

は、必要に応じて、次粂第一・項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府   

県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長（以下「都道府県知事等」とい   

う。）が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及び   

その家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。  

2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の   

状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。  

3 精神保健福祉センター及び保他所は、精神障眉者の福祉に関する相談及び指導を行う   

に当たっては、福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉   

に関する事務所をいう。）その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければな   

らない。  

4 市町村（保健所を設置する市及び特別区を除く。次項において同じ。）は、第一項及   

び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に閲する事務に必要な協力をするとと   

もに、必要に応じて、精神障害者の福祉に閲し、精神障害者及びその家族等からの相談   

に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。  

5 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及   

びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならな   

い。   

（精神保健福祉相談員）  

第四卜八粂 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準   

ずる施設に、精神保触及び精神時事者の福祉にl娼する相談に応じ、並びに精神障害者及   

びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員（次項において「精神保健福祉相   

談員」という。）を置くことができる。  

2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちか   

ら、都道府県知事又は市町村長が任命する。   
（事業の利用の調整等）  

第四十九条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあ   

ったときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会   

経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、   

当該棉神障劣者が最も適切な障害福祉サービス事業又は精神障害者社会適応訓練事業（   

以下「陪審福祉サービス群巣等」という。）の利用ができるよう、相談に応じ、必要な   

助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を障害者自立支援法第  

五条第十七頓に規定する相談支援事業を行う者に委託することができる。  

2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあった場合には、必要に応じて  

、障害福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応   

じて、障害福祉サービス事業等を行う者に対し、当苦亥精神障半音の利用についての要硝   

を行うものとする。  

3 都道府県は、前項の規定により市町村が行うあつせん、調整及び空堀引こ関し、その設   

置する保健所による技術的事項についての臨力その他市町村に対する必要な援助及び市   

町村相互間の連絡調整を行う。  

4 障害福祉サービス事業等を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要吉削こ対し、でき   

る限り協力しなければならない。   

（精神障害者社会適応訓練事業）  

第五十粂 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を   

図るため、精神障害者社会適応訓練事業（通常の事業所に雇用されることがl乱雑な精神   

障害者を精神障劣者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を   

与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。  

）を行うことができる。   

（国の補助）  

第五十一条 国は、予算の範園内において、都道府県に対し、都道府県が行う精神障審者   

社会適応訓練事業に要する費用の一部を補助することができる。  

第七草 精神障害者社会復帰促進センター   

（指定等）  

第五十一条の二 厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指   

導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的   

として設立された民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の法人であって、次   

粂に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると経められるものを、そのq絹削こ   

より、全国を通じて一個に限り、栴神階亭者社会復帰促進センター（以下「センターJ   

という。）として指定することができる。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住所及び事   

務所の所在地を公示しなければならない。  

3 センターは、その名称、任所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか   

じめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  

4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示   

しなければならない。   

（業務）  

第五十一条の三 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。   

一 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活働及び広報活動を行うこと。   

二 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための  

訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。   

三 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進にl鯛する研究を行うこと。   

四 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規貰引こよる研究開発の成果又は  
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前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。   

五 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に閲し、当該事業に従事する   

者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。   

六 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を  

行うこと。   

（センターへの協力）  

第五十・一一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者及び障害福祉   

サービス事業等を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号   

に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復   

帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料   

で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。   
（特定情報管理規程）  

第五十一条の五 センターは、第五十一条の三第二号及び第三号に掲げる業務に係る情報   

及び資料（以下この粂及び第五十一条の七において「特定情報」という。）の管理並び   

に使用に関する規程（以■ドニの条及び第五十一一条の七において「特定情報管理規程」と   

いう。）を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと   

するときも、同様とする。  

2 厚生労働大臣は、前項の認可をした特定情報管型規程が特定情報の適正な管理又は使   

用を図る上で不適当となったと認めるときは、センターに対し、当該特定情報管理規程   

を変更すべきことを命ずることができる。  

3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。   

（秘密保持義務）  

第五卜一条の六 センターの役員若しくは職員又はこれらの掛こあった者は、第五十一条   

の三第二号又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。   

（解任命令）  

第五十一糸の七 厚生労働大臣は、センターの役員又は職員が第五十一条の五第一項の認   

可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行ったとき、   

又は前条の規定に違反したときは、センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきこ   

とを命ずることができる。   

（事業計画等）  

第五十一条の八 センターは、毎事業年度の事業計画蕃及び収支予算書を作成し、当該事   

業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとすると   

きも、同様とする。  

2 センターは、毎事業年度の事業報菅沓及び収支決算暮を作成し、当骸事業年度経過後   

三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。   

（報告及び検査）  

第五十一条の九 厚生労働大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営を確保す   

るために必柴な限度において、センターに対し、必要と醒める事項の報告を求め、又は   

当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査   

させることができる。  

2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について   

準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十・一条の九第ト一   

項j と、同条第三項中 r第一項」とあるのは「第五十一条の九第一項」と読み僚えるも   

のとする。   

（監督命令）  

第五十′－一条の十 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、セ   

ンターに対し、第五十一一条の三に規定する業務に関し、監督⊥必要な命令をすることが   

できる。   

（指定の取消し等）  

第五十一条の十一 厚生労働大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、   

第五十一条の二第一一項の規定による掃定を取り消すことができる。   

一 策五十」粂の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら  

れるとき。   

二 指定に関し不正な行為があったとき。   

三 この草の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。  

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公ホしなけれ   

ばならない。  

第八草 雑則   

（審判の請求）  

第五十一条の十一の二 市町村長は、精神障著者につき、その福祉を図るため特に必要が   

あると経めるときは、民法第七粂、第十一条、第十三粂第二項、第十五条第一項、節十   

七粂第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判   

の請求をすることができる。   

（大都市の特例）  

第五十一条の十二 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で   

定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一   

項の指定都市（以下「指定都市」という。）においては、政令の定めるところにより、   

指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中郡道府県に関   

する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。  

2 前項の規定により指定都市の長がした処分（地方自治法第二粂第九項窮一号に規定す   

る第一号牡定受託事務に係るものに限る。）に係る審査緒求についての都道府県知事の   

裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に射し再審査請求をすることができる。   

（事務の区分）  

第五十一条の十三 この法律（第一撃から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の   

七、第十九条のノし第十九条の九第一項、同条第二項（第三十三条の五において準用す   

る場合を含む。）、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十－・粂、第三十三条の四   

第一項及び第六項並びに第六奉を除く。）の規定により都道府県が処理することとされ   

ている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務（次項及   

び第三項において「第一号法定受託事務」という。）とする。  

2 この法律（第六草第二節を除く。）の規定により伽健所を設置する市又は特別t亘が処  
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理することとされている事務（保健所長に係るものに限る。）は、第一号法定受託事務   

とする。  

3 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託   

事務とする。   

（権限の委任）  

第五卜一条の十四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると   

ころにより、地方厚生局長に委任することができる。  

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところに   

より、地方厚生支局長に委任することができる。   

（経過措置）  

第五十川粂の十五 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては  

、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所   

要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

第九帝 罰則  

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金   

に処する。   

一 第三十八条の三第四項の規定による命令に違反した者   

二 第三十八粂の五節五項の規定による退院の命令に違反した者   

三 第三十八粂の七第二項の規定による命令に違反した者   

四 第三十八粂の七第四項の規定による命令に違反した者  

第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査   

会の委員、第二十二条の四第四項、第三十三粂第四項若しくは第三十三条の四第二項の   

規定により診察を行った特定医師若しくは第四十七粂第一項の規定により都道府県知事   

等が指定した医師又はこれらの職にあった者が、この法律の規定に基づく職務の執行に  

1姻して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万   

円以下の罰金に処する。  

2 精神病院の職員又はその職にあった者が、この法律の規定に基づく精神病院の管理者   

の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも  

、前項と同様とする。  

第五十三条の二 第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下   

の罰金に処する。  

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰   

金に処する。   

一 策十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反した者   

二 虚偽の事実を記載して第二十三粂第一項の申請をした者  

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。   

一 第十九条の六の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又  

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者   

二 第二十七粂第一項又は第二項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

又は同条第四境の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者  

三 第二十九条の二第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は同   

条第四項において準用する第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨  

げた者   

四 第三十八粂の三第三項（同条第六項において準用する場合を含む。以下この号にお   

いて同じ。）の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条   

第三項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の   

規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者   

五 第三十八条の五第四項の規定による報告者しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告  

をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同   

項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし  

た者   

六 第三十八粂の六第一項の規定による報告若しくは提出者しくは提示をせず、若しく   

は虚偽の報告をし、同項の規定による検査者しくは診察を拒み、妨げ、若しくは忌避  

し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽  

の答弁をした者   

七 第三十八粂の六第二項の規定による報告者しくは提出者しくは擦示をせず、又は虚  

偽の報告をした精神病院の管理者   

八 第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同  

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

第五十六粂 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その   

法人又は人の業務に関して第五十二粂、第五十四条第一号又は前条の違反行為をしたと   

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。  

第五十七粂 次の各署のいずれかに該当する者は、十万円以‾Fの過料に処する。   

－ 第十九条の四の二（第二十二条の四第五項、第三十三粂第五項及び第三十三粂の四  

第三頓において準用する場合を含む。）の規定に連反した者   

二 第十九条の六の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者   

三 第十九条の六の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等  

に記磯すべき事項を記織せず、若しくは虚偽の記職をし、又は正当な理由がないのに  

同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者   

四 第十九粂の六の十四の規定に連反して同条に規定する事項の記減をせず、若しくは  

虚偽の記職をし、又は帳簿を保存しなかった・肯   

五 第二十二条の四第七項の規定に遵反した者   

六 第三十三粂第七項の規定に違反した者   

七 第三十三粂の四第五項の規定に連反した者   

八 第三十八粂の二筋一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反し  

た者  
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経過措置対象外となっている障害福祉サービスの取扱いについて   





障害程度区分について   

障害程度区分については、市町村審査会での審査判定が適切に実施され、適切な  

認定が行われることが強く求められているところである。ついては、あらためて次  

の点に留意して研修等を実施されるとともに、管内市町村に対する運営面での助言  

等よろしくお願いしたい。  

1 留意点  

（1）認定調査員及び市町村審査会委員に対する研修について  

適切な障害程度区分認定を実施する上で、認定調査員及び市町村審査会委員   

に対する研修は極めて重要であり、都道府県におかれては、認定調査や審査会   

での審査に支障が生じないよう′遅滞なく実施するとともに、その内容について   

も、認定調査等の内容に関する研修とあわせ、専門家を講師として障害特性に   

関する研修等を実施するなど質の充実についてもよろしくお願いしたい。  

（′2）医師意見書について  

t   医師意見書については、依頼してから返送いただくまで時間がかかり、市町   
村審査会の開催スケジュールに影響がある自治体もあるところである。円滑な   

医師意見書事務のためにはこあらかじめ準備しておくことが重要であり、市如   

村による事前説明や依頼、また協力医の確保、知的障害者は主治医がいない方   

が多いことから、知的障害者施設の嘱託医など知的障害にかかわりのある医師   

に協力医をお願いするなど、適切な対応がなされるよう助言をお願いしたい。  

（3）市町村審査会の連絡会等について  

公平・公正な障害程度区分の判定が行われるためには、情報交換により判定   

の標準化を図っていく必要があると考えており、市町村におかれては市町村審   

査会内の合議体間の連絡会、都道府県におかれては管内の市町村間での連絡会   

を開催して事例報告を行うなど、積極的な取組みをお願いしたい。  
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（4）市町村審査会における二次判定について  

市町村審査会での二次判定については、   

① ニ次判定における考慮事項の範囲がわかりにくい等の御指摘を受けている  

ことを踏まえ、「障害程度区分関係資料の配付について（平成 

日付事務連絡）」で説明資料を配布した   

② 一部自治体の審査会において、・委員が、厚生労働省が示す基準以外の筆料  

を用いて区分変更を主張されるケースがあることから、「障害程度区分にかか  

る市町村審査会での審査判定について（平成18年5月30日付事務連絡）」で、  

厚生労働省が示す基準に従い、審査判定対象者の心身の状況から介護時間の  

長短を個々に合議で判断するよう周知したところであるが、この点等につい  

て、別紙のとおり、再度事務連絡した   

ところであるので、再度、管内市町村にこの内容の周知をお願いしたい。  
一  

2 今後のスケジュール  

（1）検証作業  

障害程度区分認定の実施状況について、平成1了年度障害程度区分判定等試 I   

行事業を実施いただいた60市町村で、6月末日までに判定を終えた者にかか   

る一次判定区分、二次判定区分等のデータを収集し、検証を行う。  

なお、認定の実施状況について、試行事業を実施した市町村の一部について   

ヒアリングを実施したところでは、ニ次判定においておおむね3分の1程度の   

ケースに上位区分への変更がなされているところ。  

（2）二次判定の参考資料の検討  

今後、市町村の協力をいただきながら検討を進め、8月中を目途に参考資料   

を提供したいと考えている。  

－2－   



事 務 連 絡  

平成18年6月23日  

各都道府県障害程度区分担当係長 様  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

精神・障害保健課障害程度区分係長  

障害程度区分にかかる市町村審査会での精神障害者の審査判定について   

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素よりご協力いただきありがと  

うございます。   

さて、標記にかかる下記の留意事項について、管内市町村へ周知して頂き、  

厳正なる市町村審査会運営に努めていただくようお願いします。  

記   

1．障害程度区分の認定申請を行った者が精神症状が不安定等の理由により一   
時的に支援の必要性が高いと判断される場合においては、市町村審査会は、   

障害程度区分の審査判定時に、下記のような形で意見を付することができる   
こと  

（1）障害程度区分の認定の有効期間を短期間とすること  

（2）障害福祉サービスの支給決定に際し、申請者の状態の変動幅が大きい場   
合には、これを踏まえて柔軟に対応することが望まれること   

2 市町村審査会における二次判定においては、下記に示された基準のみに従   

い判断して頂くようお願いしていろところであるが、「部自治体の市町村審   
査会において、委員が、医師意見書に記載のあるこ軸評価及び生活障害評価  
について、厚生労働省の示している下記以外の判定区分を記載した資料を車   

接的に用いて区分の変更を主張されるケースがあると聞いているところであ   

る。   
ニ軸評価及び生活障害評価については、今後データを収集し、利用の検証   

を行うこととしており、それまでは、当該資料をもって判定するのではなく、   
審査判定対象者の心身の状況を総合的に勘案して、区分変更について個々に   
合議で判定するようお願いしたいことこ  

「、l封ノ   

関係資料   

市町村審査会の運営について（平成18年3月17日障発第0317006号障害  

健福祉部長通知）   

障害程度区分認定調査員マニュアル及び市町村審査会委員マニュアル  

送付について（平成18年3月17日付事務連絡）   

障害程度区分関係資料の配付につい■て（平成18年4月26日付事務連絡）  
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障害者自立支援法関係Q＆A   

地方自治体から提出された主な質問事項等について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。  

分類   
質問の内容   現段階の考え方   

支給決定関  （D 市町村が、支給の要否や支給量の決定について支給決  ① 支給決定基準は、障害程度区分のほか、介護を行う者の状況（介護者の有無や   
係   定基準を定める場合、障害程度区分により支給時間数の  その程度）、日中活動の状況、他のサービスの利用状況（介護保険サービスの利  

標準を定めておけばよいのか。  用の有無等）等の勘案事項を基礎に設定することが想定される。なお、置かれて  
いる環境（居住の状況等）等、予め数値化するのが困難な事項については、個々  
に勘案するようにすることが適当である。  

なお、利用者が支給決定について不服がある場合、都道府県知事に審査請求が  
行われることになることから、市町村は予め都道府県に支給決定基準を設定した  
こと及びその内容を情報提供することが望ましい。  

②支給決定基準どおりに支給決定することが適切でない                          ② 個々の障害者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定（いわゆる「非定  
ような場合、どのような手続きで支給量を決定すればよ  型」の支給決定）を行う必要がある場合には、市町村は、支給決定案とともに、  
いか。  支給決定基準と帝離する支給決定案を作成した理由を附して市町村審査会へ諮る  

ことが適当である。なお、市町村は予め「非定型」の判断基準等を決めておくこ  
とが望ましい。  

③現在、病院等への通院のための介助は、個別給付で実              ③ 貴見のとおり。  
施しているところであるが、平成18年10月以降も同   なお、報酬単価については、現行の外出介護と同様、「身体介護を伴う場合」  
様の取扱いとなるのか。  と「身体介護を伴わない場合」の2類型を設定するほか、「乗降介助が中心であ  

る場合」の単価を設定する方向で検討中。  
具体的な取扱いについては、近日中にお示しする予定。  

④障害程度区分のみの変更申請は認められないのか。  ④ 障害程度区分の変更は、職権若しくは支給量の変更申請に基づき支給決定の変  
更を行う場合、又は新たなサービス種類の支給申請があった場合に、必要に応じ  
て行うこととされている。  

したがって、これらの申請があった場合は、申請者等から支給量の変更や新た  
なサービス種類が必要となった状況を聴きとった上で、市町村が、決定に際し改  
めて障害程度区分の認定が必要と判断する場合は、適宜行うこととされたい。   
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分類   質問の内容   現段階の考え方   

支給決定関  ⑤ 受給者証の様式中の「障害児」の表記を「児童」とし  ⑤ 受給者証には必要な事項が記載される必要があること、自治体ごとに様々な様   
係   ても差し支えないか。  式が用いられるとサービス事業者が混乱することから、標準様式をお示ししてい  

る。ただし、基本的なレイアウトに著しい変更がなく、必要な記載事項が網羅さ  

れており、表記も適切なものであれば、ご質問の点も含め、市町村において適宜  

エ夫することは差し支えない。その場合、地域のサービス事業者には十分な周知  
をお願いしたい。  

（例）  

・「障害児」の表記を「児童」とする。  

・項目ごとの記載欄を増やし、変更履歴がわかるようにする。  
・事業者記入欄を切り離し、受給者証の更新時に継続利用ができるようにする。  

⑥新たな上限額管理方式を9月までに前倒しで導入して                                      ⑥10月以降と同様の考え方により、サービス種類で優先順位を定めて、サービ  
も差し支えないか。   ス事業所単位で優先的に利用者負担を徴収することとしても差し支えない。ただ  

し、事業者が混乱しないよう、都道府県単位で実施するなどできるだけ広域的に  
対応すること、あらかじめその旨を十分に説明し、理解を求めることが望ましい  
ものと考える。  

なお、その場合でも、9月までは介護給付費等と高額障害福祉サービス費移行  

額とは明確に区分する必要があること。   

報酬・基準  ① 定員の緩和措置に関し、AJS等の空き室を用いて対  ① 今回の制度改正により、定員の遵守に関しては、一定の緩和措置が講じられた   
関係   応することは問題ないか。   ところである。  

（参考）報酬の減算がなされない利用者受入れの上限  

・過去3ケ月の平均実利用人員が定員の105％まで受入れ可能  
－ 一日単位では定員の110％（通所は120％）まで利用者の受入れが可能  

施設入所支援等のサービスとして、居室の利用を提供する場合については、こ  
の緩和措置の範囲内において、利用者の同意の下に、各事業者の判断で適切に行  
われることが期待されている。  

なお、国庫補助により整備されたALS等専用居室については、当面、当該利  
用者の需要がない場合には、利用に供して差し支えない取扱いとする。   
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現段階の考え方  質問の内容   

② 国庫補助によりALS等居室を整備した施設設置者   
が、新体系における事業者指定を受けようとする際に、   
定員を設定しなくてはならないが、ALS等居室の定員   
分にういてはどのように取り扱うべきか。  

報酬▲基準  

関係  

② 国庫補助を受けて整備されたALS等居室については、制度創設時においては、   

通常の入所定員の外数として当該整備数量をカウントするという取扱いであり、   

最低定員規模の施設を整備する場合、ALS定員を一般定員の内数とした整備に   
ついては認められないこととされていた。（下表参照）  

今回、利用実績払い方式への変更により報酬の日額化が図られたことから、定   
員遵守については、一定の緩和措置が講じられたところであるが、ALS等居室   
についても、運用の緩和を図ることとし、ALS患者の入所希望があった場合に   
は速やかにその需要に応えられることを前提に、利用のない期間については、A   
LS患者以外の方に対しても利用を可能とする取扱いとしたところ。  

新制度へ移行する際の定員設定については、これらの措置を受けて、定員の一   
部を余裕居室として確保しておくことも考えられ、この場合、ALS等居室を余   
裕居室と位置づけることも可能である。  

いずれにしても、新体系への移行の事業所指定に際し、ALS等居室定員数を   
利用定員数に含めるか含めないかの判断については、事業者に委ねられているも   

のである。   

＜AJS等居室補助制度創設時の定員カウントの考え方＞  

例   認められる例   認められない例  

身障療護   一般定員  50人   一般定員  48人   

ALS定員  2人   ALS定員  2人  

喜‘l萱  合計  52人   合計  50人   

小規模療護   一般定員   30人   一般定員   28人   

（単独型）   AJS定員  2人   ALS定員  2人   

合計  32人   合計  30人   
亮一l≡  

一般定員  

が最低定  

員規模を  

下回る  
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分類   質問の内容   現段階の考え方   

報酬一基準  ③ 離職者の再入所については、就職前に入所していた施  ③ 今般、定員遵守についての緩和措置が講じられ、過去3か月の平均利用者数が   
関係   設に入所する場合のみ可能とする取扱いに限定せず、他  入所定員の105％まで報酬の減算が行われないこととされたが、これに加え、  

の施設へ入所した場合においても同様の取扱いとするこ  施設に入所していた利用者が一旦企業等に就職した後、何らかの理由で離職し、  
とはできないか。  再就職するまでの間、再度、当該施設に入所する場合については、その入所定員  

の5％の範囲内で定員外の受入が可能とされた。  

この取扱は、就職前の施設に再入所することを原則としているものであるが、  
就職に伴う転居により、生活基盤が就職前に入所していた施設から離れてしまっ  
ている場合や、倒産に伴う大量解雇等により、対象者の人数が当該範囲を超える  
場合も想定されることから、利用者の状況や希望に応じ、就職前に入所していた  
施設以外の施設に入所することが適切である場合についても同様の取扱として差  
し支えないこととする。  

④平成18年4月3日付け障障発第0403004号「地域生活へ                                  ④ 通知の趣旨は、再入所した離職者が再就職を希望する場合、施設において積極  
の移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所  的に支援していただきたいという意味であり、公共職業安定所に求職登録を行っ  
施設等への受入について」により、地域移行困難者又は  ていない者が、離職者の枠を活用できないということではない。  
離職者については、入所定員の5％の範囲内で定員外の   なお、再就職については、本人の再就職したいという意思に基づき適切な支援  
受入が可能とされたところであ 

対しては、所轄の公共職業安定所に求職登録を行い、再  
就職の確保に努めることとされている。  

この場合、体力の低下により雇用されることが困難に  
なったため離職し、本人も再就職希望していない離職者  
は、上記対象者として定員外の受入ができないのか。  

⑤激変緩和加算の算定に当たって必要となる、「3月の   
サービス提供人員（現員）」はどのように算定するのか。   がって、基本的には3月の施設訓練等支援費明細書の枚数と同数となる。ただし、  

月途中に入退所があった場合については、月途中で入退所した者のそれぞれの入  

所日以降又は退所日以前の日数（入院・外泊中も含めた日数。）の合計を31日  
で除した数（小数点以下切り上げ）と1ケ月を通じて入所していた者の数の合計  

とする。（適所の場合も同様の取扱とする。）  
（例）途中入所したAさんの入所日以降の日数が10日、途中退所したBさんの  

退所日以前の日数が15日、1ケ月を通じて入所していた者が19人の場合のサ  
－ビス提供人員（現員）は、  
（15日＋10日）／31日＝0．■ 8人 →1人・－・・・（D  
1ケ月を通じて入所していた者＝19人・‥・・②   
．■．①＋②＝1人＋19人＝20人  
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分類   
質問の内容   現段階の考え方   

報酬・基準  ⑥ 地域移行型ホームについて、敷地内か敷地外かについ  ⑥ 地域移行型ホームの設置場所となる「敷地」については、単に入所施設又は病   

関係   て、どのように判断すればよいか。   暁と同一の所有関係にあるかどうかで区別するのではなく、入所施設・病院の本  

体建物と一体的に管理・運営されているかどうかという実態から判断する。  

具体的に敷地内・外を判断する際のポイントとしては、例えば、「外との接点」  

の観点から、  

（1）入所施設・病院と外部とを区分する塀、柵等の外側に共同生活住居が存する。  
（2）共同生活住居の門（入口）が、入所施設・病院と共用となっていない。  

（3）共同生活住居から公道へ直接出ることができる。  

また、「近隣との関係」の観点から考えると、  

（4）共同生活住居が隣接住民の住宅と同様の位置関係で建っている。  

（5）かつて入所施設・病院と関係のない者が住んでいた建物である。  

などが考えられる。  

いずれにしても、地域の実情によりさまざまなケースが考えられるので、現場  
を確認するとともに、上記内容を勘案し、判断することとなる。   

相談支援関  ① 市町村において、サービス利用計画を作成した場合も  ① 市町村が、都道府県から指定相談支援事業者の指定を受けて行う指定相談支援   

係   国庫負担の対象となるか。   についても、国庫負担の対象（サービス利用計画作成糞）として差し支えない。  

② 実務経験等の具体的な確認方法はどのように考えてい  ② 現に勤務する施設等の長が業務内容や勤務日数を証明し、当該証明書を事業者  
るか。  指定の際に提出する相談支援専門員等の経歴書に添付することにより確認を行う  

ことを想定している。過去に、その他の施設等に勤務した経験がある場合は、そ  

の施設等の長による証明書も併せて確認する必要がある。  

また、国家資格等を確認する必要がある者については、併せて免許等の写しの  
添付を求めること。  

③いわゆる小規模作業所の職員としての勤務歴は、相談                      ③ 公的な補助金又は委託により運営されている小規模作業所であって、業務内容  

支援専門員及びサービス管理責任者の実務経験に含まれ  や勤務状況の記録が適正に整備されており、所属長等による実務経験の証明が可  
るか。   能であれば、実務経験に含めて差し支えない。   
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分類   
質問の内容   現段階の考え方   

障害児施設  ① 医療型施設において利用者負担の軽減にあたり20歳以  ① ～0歳以上は福祉型サービスが個別減免、補足給付の順に軽減していることを踏   
関係   上では（1）医療（2）福祉（3）食責、20歳未満では（1）食費（2）   まえ、医療型も同様に設定しているものである。  

医療（3）福祉の順番で減免していくことになるのはなぜ   20歳未満は地域で子どもを養育する場合にかかる費用と同程度の負担をしてい  

か。  ただくという観点から食費の補足給付が行われており、医療型についても食費か  

ら減免するものである。  

②医療型施設において光熱水草の負担はないと考えてよ  
いか。  

③現在示されている社会福祉法人等軽減事業の実施要綱  
においては、社会福祉法人等軽減の対象に障害児施設は  月までの対象サービスのみを示したものであり、10月以降の取扱いについては、  

含まれていないが、別途追加されるのか。  おって改正通知を出す予定である。  

障害児施設については、10月以降、契約制度による利用が導入され利用者負担  

の見直しを行うことから、社会福祉法人等軽減事業の対象とする予定である。  

④治療用装具は障害児施設医療費の給付対象となるの  

か。  

⑤親権者の意向が十分に把握できない時の支給決定の取  
扱いはどうしたらよいか。   の「保護者」＝「現に監護をする者」であることから、現に監護をする者と親権  

者（又は後見人）が異なる場合であっても、必ずしも親権者の同意は必要ないも  
のと考える。（この場合においては、当該現に監護をする者が利用者負担を支払  
うことになる。）  

ただし実際の申請にあたっては、児童の置かれている現状などに鑑み、現に監  
護する者と親権者（又は後見人）との当事者間で同意や調整が図られたうえで支  
給申請に至ることが望ましい。   
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現段階の考え方  質問の内容   

① 移動支援事業、地域活動支援センター事業など、市町村が実施しなければなら   
ないとされている事業については、市町村が直接実施するか又は必要に応じて事   

業の全部又は一部を団体等に委託して実施することを原則としてきたところ。  

これに対し、事業の運営形態として、直接実施又は委託に限らず補助を認めて   
ほしいといった意見や既存事業で既に補助により対応しており、直接実施又は委   

託に変更する取扱いは困難といった意見等も踏まえ、市町村の裁量により柔軟な   

対応ができるよう「社会福祉法人等が行う事業に対し補助する事業」ができるこ   

ととする。  

なお、都道府県が実施しなければならないとされている事業（専門性の高い相   

談支援事業、広域的な支援事業）についても、市町村と同様に「社会福祉法人等   
が行う事業に対し補助する事業」ができることとする。  

また、各自治体において、福祉ホームや盲人ホーム等市町村や都道府県におい   
て事業を行うことができるとされている事業についても、直接実施又は委託する   

以外に、従来と同様、「社会福祉法人等が行う事業に対し補助する事業」として   
実施して差し支えない。   

【平成18年6月14日付事務連絡にて通知済み】   

② 「社会福祉法人等が行う事業に対し補助する事業」として実施する場合は、市   

町村地域生活支援事業の「その他」（障害者自立支援法第77条第3項）事業の   
中で位置付けることとしている。  

また、都道府県が実施しなければならない事業についても、市町村と同様に都   
道府県地域生活支援事業の「その他」（障害者自立支援法第78条第2項）事業   
の中で位置付けることとしている。   

【平成18年6月14日付事務連絡にて通知済み】   

③ 平成18年度における国庫補助金の配分は、事業評価指標に基づき実施するこ   
ととしており、委託又は補助という実施形態が異なることによって配分への影響   

は生じ得ない。  

なお、来年度以降の国庫補助金の配分のあり方については、今後検討すること   
となるが、現時点の整理では、障害者自立支援法第77条第1項の趣旨に適合す   
る内容の事業を補助する事業として実施する場合についても、事業実績として評   

価する予定である。   

【平成18年6月14日付事務連絡にて通知済み】  

（D 市町村を実施主体として、「事業の全部又は一部を団   

体等に委託して実施することができる」とされているが、   

「社会福祉法人等が行う事業に対し補助する事業」とい   

う取扱いは認められないか。  

地域生活支  

援事業関係  

（基本的事  

項）  

② 事業の実施形態として補助する事業が認められたこと   

に伴い、この補助による事業は「地域生活支援事業実施   

要綱」のどこに位置付けられることとなるのか。  

③ 障害者自立支援法第77条第1項の趣旨に適合する内   
容の事業であって、当該事業に対し補助する事業を実施   

する場合は、国庫補助金の配分の対象となるか。  
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分類   
質問の内容   現段階の考え方   

地域生活支  ④ 利用者に利用料を求めるにあたり、どのような点に配  ④ 利用者に利用料を求めるにあたっては、従来の利用者負担の状況や個別給付に   
援事業関係  慮する必要があるか。  おける利用者負担の状況等を踏まえ、低所得者のサービス利用に支障が生じない   
（基本的事  よう配慮することが望まれる。  

項）  

⑤都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の            ⑤ 都道府県は、市町村が行う地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう広  
整備の状況その他地域の実情を勘案して、関係市町村の  域的な調整等も含め総合的に事業を実施することとされていることから、法第7  
意見を聞いて、当該市町村に代わって、市町村が実施し   7条第1項に掲げる事務の一部を市町村に代わって都道府県が実施した場合であ  
なければならないとされている事業の一部を行うことが  っても、原則として、都道府県の負担となるものである。  
できるとされているが、この代行に要する費用負担はど   ただし、代行する市町村と事業の実施方法や負担に係る調整が図られた場合に  
のようになるのか。   あっては、それを妨げるものではない。  

⑥ 障害者地域生活推進事業、地域生活支援事業の国庫補  ⑥ 今後のスケジュールとして、以下のとおり予定している。  
助に係る内示、交付申請等のスケジュールについては、   －6月中 地域生活支援事業実施要綱の発出  
どのように考えているか。  ・7月中 「平成18年度地域生活支援事業責等補助金の国庫補助について」  

（障害者地域生活推進事業、地域生活支援事業、障害者就労訓練設備等整備事  
業及び障害者保健福祉推進事業等を含む。）の発出及び障害者地域生活推進事  
菓、地域生活支援事業の国庫補助の内示  

・8月中 交付申請書の提出依頼  
・9月中 障害者地域生活推進事業及び地域生活支援事業の交付決定  

⑦コミュニケーション支援事業について、実施要綱の留                             ⑦ 要約筆記者の養成については」養成カリキュラム等について自治体及び関係団  
意事項においては、「要約筆記者」には「要約筆記奉仕  
員」を含むとあるが、現在は奉仕員のみ養成されている。  
要約筆記者の養成についてはどのように考えているの  
か。   
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現段階の考え方  質問の内容   

① お見込みのとおり。   
ただし、施設入所者や入院中の者等については、本来、施設等で準備すべき備  

① 現行の日常生活用具給付等事業実施要綱では、給付対   
象者が「在宅の重度障害者」となっているが、地域生活  

地域生活支  

援事業関係  

l（日常生活  

用具）   地域生活支援事業においては、在宅以外の施設入所者等  
も日常生活用具の給付対象としてよいか。  

②地域生活支援事業実施要綱では、給付対象者が「重度   
の身体障害者」となっているが、重度の判断基準はある  とから、機械的に1～2級とするのではなく、必要性を勘案の上、市町村におい  
のか。   てそれぞれご判断いただきたい。  

③ 国庫補助基準単価が示されなくなると聞いているが、  ③ 事業の効率的実施の観点からも、複数の見積り、競争入札、一括購入等の方法  
用具の価格を決める際には事業者の示す定価でよいか。   により、低価となるよう努めること。   

補装具関係  ① 補装具については、9月30日までに申請すれば、経  ① 日常生活用具に移行する品目についても、補装具に係る経過措置の対象となる  
過措置により旧法が適用されるとあるが、日常生活用具  ので、9月30日までに申請があれば、旧法による補装具として支給して差し支  
に移行するストマ用装具についても経過措置を適用して  

よいか。  

②①の場合、現行制度のストマ用装具の取扱いと同様に、  
最長6ケ月分を一括交付してよいか。   
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障害者自立支援法施行令の一部改正の概要  

⊥」ナ護給付費等の支給lこ関する事項   

（1）高額障害福祉サービス真に関する事項  

高親障害福祉サービス真の支給要件、支給額等に③を加える。  

・高額障害福祉サービス費の額の算定の基礎となる合算対象は、以下のサービスに係  

る利用者負担とする。  

（D同一世帯に属する者が利用した障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス  

②同一世帯に属する者が利用した介護保険法に規定する居宅サービス等（障害福  

祉サービスを併せて利用する者に限る。）  

③同一世帯に属する者が利用した児童福祉法に規定する指定施設支援  

（平成18年10月より児童福祉施設（障害児に係るものに限る。）において利  

用契約制度が導入され、定率1割負担となることに伴うもの）   

⊥旦L特定障害者特別給付衰及び特例特定障害者特別給付費に関する事項  

入所施設を利用する者について、食費・居住費に係る利用者負担の軽減を図るため  

の「特定障害者特別給付費」「特例特定障害者特別給付糞」の支給額、支給要件等を  

定める。   

（平成18年4月～9月の間は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に規定する特  

定入所者食費等給付糞として支給されていたものを障害者自立支援法に規定するも  

の。）   

2 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に関する   

圭塁  

・指定障害者支援施設、指定相談支援事業者の指定の申請、指定の変更、更新、報告等、  

指定の取消し等に関する事項について、指定障害福祉サービス事業者と同様の規定を  

おく。  

・指定障害者支援施設、指定相談支援事業者について、指定障害福祉サービス事業者と   

同様の欠格事由又は取消事由となるよう、準用を規定する。   

3働創こ関する事項  
（1）療養介護医療費、基準該当医療費の支給額等について、必要な読替の規定  

（2）療養介護医療費、基準該当医療費の負担上限月額   

（D ②～④以外の者  4万200円   
② 市町村民税世帯非課税者  

要保護者のうち厚生労働省令で定める者  2万4600円   

③ 市町村民税世帯非課税着かつ障害基礎年金等の収入額が80万円以下である者  

要保護者のうち厚生労働省令で定める者  1万5000円   
④ 生活保護の被保護者等  

要保護者のうち厚生労働省令で定める者  0円  

生脚創こ関する事項  

（1）補装具費の支給に係る基準  

同一世帯に属する者の所得割の額が、50万円以上である場合に、支給対象としな  
い。．  
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（2）補装具費の負担上限月額   

① ②～④以外の者   

② 市町村民税世帯非課税者  

要保護者のうち厚生労働省令で定める者  

3万7：≧00円  

2万4（500円  

③ 市町村民税世帯非課税者かつ障害基礎年金等の収入額が80万円以下である者   

要保護者のうち厚生労働省令で定める者  

④ 生活保護の被保護者等   

要保護者のうち厚生労働省令で定める者  

1万5000円  

0円  

5働こ関する事項   
市町村が設置した障害者支援施設について、休止、廃止、名称、所在地等を変更する   

ときに関する手続きについて定める。   

6朋睾項   
市町村等が支弁する費用について、国、都道府県が負担する額を定める。   

障害福祉サービス費負担対象額について、障害程度区分等を勘案して厚生労働大臣が定   

める基準に基づき、障害福祉サービスを受けた人数に応じ算定した額とする。   

7 経過措置   

（1）特定障害者特別給付真の支給の経過措置  

法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までは、特定人所サービス又は   

平成18年9月30日において指定を受けている指定身体障害者更生施設等又は指定   
知的障害者更生施設等である旧法指定施設から、旧法施設支援（法附則第20条に規定   

する旧法施設支援をいう。）を受けた支給決定障害者等又は平成18年9月30日時点   
において施設訓練等支援真の支給決定を受けている者（以下「特定旧法受給者」（法附   

則第22条第1項に規定する特定旧法受給者）という。）について、特定障害者特別給   

付費を支給することとし、必要な読替を規定する。（本則においては、特定人所サービ   

スを支給決定障害者等を受けた場合のみ支給されることとされている。）   

（2）旧法施設支援、特定旧法受給者に関する事項  

旧法施設支援、特定旧法受給者について、支給決定手続き、支給手続き等について   

必要な読替を規定する。   

（3）精神障害者社会復帰施設に関する経過措置  

法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされ   

た精神障害者社会復帰施設から、精神障害者福祉ホームのうち、厚生労働大臣が定め   

るもの及び精神障害者地域生活支援センターを除くものとする。   

（4）障害福祉サービスの利用者負担額の経過措置  
法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日まで、旧法施設支援▲を受けた場   

合及び特定旧法受給者について、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等を受け   

た場合と同様の負担上限月額を設定する。   

（5）高額障害福祉サービス費の支給に関する経過措置  

法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日までの前日まで、高額障害福祉サービス   

費の額の算定の基礎となる合算対象に、旧法施設支援が含まれることを明確にする。  
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（6）指定療養介護医療費等の負担上限月額に関する経過措置   

① 平成21年3月31日までの間、療養介護を受ける20歳以上のもののうち、資産  
の状況等が一定の基準を満たすものについて、負担上限月額を減額できることとする。   

② 平成21年3月31日までの間、療養介護を受ける20歳未満のもののうち、障害  
福祉サービスを受けることにかかる費用等が家庭において子どもを養育するためにか  

かる費用と比較して高い場合については、負担上限月簸を減額できることとする。   

8 関係法令の一部改正  

（1）児童福祉法施行令の改正   

① 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費、特定入所障害児食費等給付費に関する事  

項（児童福祉法施行令第27条の2～27条の7）  
障害児施設給付費の負担上限月額、高額障害児施設給付費の支給要件、高額障害児施  

設給付費算定基準額に関する事項、特定入所障害児食費等給付費の支給要件、支給親等  

に関する事項を定める。  

② 指定知的障害児施設等に関する事項   

・指定障害福祉サービス事業者について指定の欠格事由又は取消事由となる「国民の  

保健医療若しくは福祉に関する法律」の範囲を定める。  

■ 知的障害児施設等の指定の更新に関する事項について必要な読替を定める。  

③ 障害児施設医療貴の負担上限月額に関する事項   

・障害児施設医療費の負担上限月額を定める。   

・障害児施設医療費と併給調整される給付を定める。   

・ 国の負担に関する規定を定める。  

④ 加齢児（満18歳以上である者）に関する事項   

・加齢児に係る障害児施設給付糞、高額障害児施設給付費、特定入所障害児食費等給  
付費に関する事項について必要な読替を置く。   

・加齢児に係る障害児施設医療費について併給調整される給付を定める。  

⑤ 経過措置に関する事項   

・補装具について、平成18年10月1までに申請されたものについては、なお従前  

の例により取り扱うことを規定する。   

・障害児施設医療費について、20歳未満、20歳以上それぞれに療養介護医療費と  

同様の負担上限月額を引き下げる経過措置を設ける。   

・障害児施設給付費について、介護給付費の負担上限月額と同様に、負担上限月額を  
引き下げる経過措置を設ける。   

（2）身体障害者福祉法施行令、知的障害者福祉法施行令の改正  

施設訓練等支援責、高額施設訓練等支援章、特定入所者食費等給付費の支給に関して、  

法の規定が削除されることに伴い、削除する。   

（3）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の改正  

精神保健指定医の指定に係る事項について必要な手続きを定める。   

軋⊥匝廷艶旦   

平成18年10月1日  
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な
か
 
 

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
立
ち
後
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
長
年
に
わ
た
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
て
 
 

き
普
現
行
の
福
祉
施
設
や
事
業
体
系
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
入
所
期
間
の
長
期
化
等
に
よ
り
、
そ
の
本
来
の
機
能
と
 
 

利
用
者
の
実
態
が
帝
離
す
る
等
の
状
況
に
あ
る
ほ
か
、
地
域
生
活
移
行
や
就
労
支
援
と
い
っ
た
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
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が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
障
害
者
又
は
障
害
児
 
（
以
下
 
「
障
害
者
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
地
域
生
活
を
支
え
て
い
 
 

く
た
め
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
並
ん
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
相
談
支
援
体
制
に
つ
い
て
も
、
そ
の
整
備
状
況
に
大
 
 

き
な
地
域
格
差
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

障
害
者
自
立
支
援
法
 
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
状
 
 

況
に
対
応
し
て
、
障
害
者
及
び
障
害
児
が
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
 
 

な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
相
談
支
援
等
が
地
域
に
お
い
て
計
画
的
に
提
供
さ
れ
る
べ
く
、
福
祉
施
設
や
事
業
体
系
の
抜
 
 

本
的
な
見
直
し
と
併
せ
て
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
し
障
害
福
祉
計
画
 
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
 
 

町
村
障
害
福
祉
計
画
及
び
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
 
 

作
成
を
義
務
付
け
る
等
、
サ
ー
ビ
ス
体
系
全
般
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
指
針
は
、
現
行
の
福
祉
施
設
が
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
体
系
へ
の
移
行
を
完
了
す
る
平
成
二
十
三
年
度
末
に
向
け
て
 
 

数
値
目
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
至
る
中
間
段
階
の
位
置
付
け
と
し
て
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
 
 

ま
で
の
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
即
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援
並
び
 
 

に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
を
提
供
す
る
た
め
の
体
制
の
確
保
が
計
画
的
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
 
 

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

第
一
 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 
 

一
 
基
本
的
理
念
 
 
 



市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
障
害
者
等
の
自
立
と
社
会
参
加
を
基
本
と
す
る
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
 
 

法
律
第
八
十
四
号
）
 
の
理
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
点
に
配
慮
し
て
、
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
 
 

が
必
要
で
あ
る
。
 
 

1
 
障
害
者
等
の
自
己
決
定
と
自
己
選
択
の
尊
重
 
 

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
の
下
、
障
害
の
種
別
、
程
度
を
問
わ
ず
、
障
害
者
等
が
自
ら
そ
の
居
住
す
 
 
 

る
場
所
を
選
択
し
、
そ
の
必
要
と
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
支
援
を
受
け
つ
つ
、
障
害
者
等
の
自
立
 
 
 

と
社
会
参
加
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
 
 
 

る
。
 
 

2
 
実
施
主
体
の
市
町
村
へ
の
統
一
と
三
障
害
に
係
る
制
度
の
一
元
化
 
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
実
施
主
体
を
市
町
村
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に
統
一
す
る
と
と
も
に
、
従
来
 
 

、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
及
び
精
神
障
害
と
障
害
種
別
ご
と
に
分
か
れ
て
い
た
制
度
を
一
元
化
す
る
こ
と
に
よ
 
 
 

り
、
立
ち
後
れ
て
い
る
精
神
障
害
者
等
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り
、
都
道
府
県
の
適
切
な
支
援
等
を
 
 
 

通
じ
て
地
域
間
で
大
き
な
格
差
の
あ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
均
て
ん
を
図
る
。
 
 

3
 
地
域
生
活
移
行
や
就
労
支
援
等
の
課
題
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
整
備
 
 

障
害
者
等
の
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
や
就
労
支
援
と
い
っ
た
新
た
な
課
題
に
対
応
し
 
 
 

た
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
障
害
者
等
の
生
活
を
地
域
全
体
で
支
え
る
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
 
 



る
た
め
、
身
近
な
地
域
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
拠
点
づ
く
り
、
N
P
O
等
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ー
ビ
ス
、
（
 
 
法
律
や
制
度
に
基
づ
か
な
い
形
で
提
供
さ
れ
る
サ
 

ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
の
提
供
等
、
地
域
の
社
会
資
源
を
最
大
 
 
 

限
に
活
用
し
、
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
る
。
 
 

二
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
 
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
盃
害
福
祉
計
画
の
基
本
的
理
念
を
踏
ま
え
、
 
 

次
に
掲
げ
る
点
に
配
慮
し
て
、
数
値
目
標
を
設
定
し
、
計
画
的
な
整
備
を
行
う
。
 
 

1
 
全
国
ど
こ
で
も
必
要
な
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
 
 
 

立
ち
後
れ
て
い
る
精
神
障
害
者
等
に
対
す
る
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
介
護
、
裏
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
 
 

及
び
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
を
い
う
。
以
↑
同
じ
。
）
の
充
実
を
図
り
、
全
国
ど
こ
で
も
必
要
な
訪
問
系
サ
 
 
ー
ビ
ス
を
保
障
す
る
。
 
 

2
 
希
望
す
る
障
害
者
等
に
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
 
 
 

い
わ
ゆ
る
小
規
模
作
業
所
の
利
用
者
の
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
へ
の
君
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
希
望
 
す
る
障
害
者
等
に
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
療
 
養
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
 

ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
及
び
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
 
以
下
同
じ
。
）
を
保
障
す
 

る
。
 
 

3
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
充
実
を
図
り
、
入
所
等
か
ら
地
域
生
活
へ
の
移
行
を
推
進
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地
域
に
お
け
る
居
住
の
場
と
し
て
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

）
及
び
ケ
ア
ホ
ー
ム
（
共
同
生
活
介
護
を
行
う
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
自
 
 
 

立
訓
練
事
業
等
の
推
進
に
よ
り
、
入
所
等
（
福
祉
施
設
へ
の
入
所
又
は
病
院
へ
の
入
院
を
い
う
。
）
か
ら
地
域
 
 
 
 
生
活
 

へ
の
移
行
を
進
め
る
。
 
 
 

4
 
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
を
推
進
 
 

就
労
移
行
支
援
事
業
等
の
推
進
に
よ
り
、
障
害
者
の
福
祉
施
設
か
ら
表
就
労
へ
の
移
行
を
進
め
る
と
と
も
 
 

に
、
福
祉
施
設
に
お
け
る
雇
用
の
場
を
拡
大
す
る
。
 
 
 

三
 
相
談
支
援
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
 
 
 

障
害
者
等
、
と
り
わ
け
重
度
の
障
害
者
等
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
 
 
 

に
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
を
支
え
る
相
 
 
談
支
援
 

体
制
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
中
立
・
公
平
な
立
場
で
適
切
な
相
 
 
談
支
援
 

が
実
施
で
き
る
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
相
警
援
事
業
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
事
業
者
 
、
雇
用
、
教
育
、
医
療
 

等
の
関
連
す
る
分
野
の
関
係
者
か
ら
な
る
地
域
自
立
支
援
協
議
会
（
以
下
「
地
域
自
立
支
 
 
 

援
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
図
る
。
 
 

第
二
 
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項
 
 

－
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 
 

五  
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2
 
 

l
 
 

実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
点
に
配
慮
し
て
作
成
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 

）
 
 

一
障
害
者
等
の
参
加
 
 

（
 
 
 障

害
福
祉
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
障
害
者
等
の
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
把
握
す
 
 

る
ほ
か
、
障
害
者
等
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
 
 
 

地
域
社
会
の
理
解
の
促
進
 
 
 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
設
置
等
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
及
び
障
害
者
等
に
対
す
る
 
 

地
域
社
会
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
り
、
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
等
を
始
め
地
域
住
 
 

民
、
企
業
等
の
参
加
を
幅
広
く
求
め
る
ほ
か
、
啓
発
・
広
報
活
動
を
積
極
的
に
進
め
る
。
 
 
 

総
合
的
な
取
組
 
 
 

障
害
者
等
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
、
就
労
支
援
等
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
保
健
福
祉
の
観
点
か
ら
 
 

の
み
な
ら
ず
、
雇
用
、
教
育
、
医
療
等
の
分
野
を
超
え
た
総
合
的
な
取
組
が
不
可
欠
で
あ
り
、
公
共
職
業
安
 
 

定
所
、
養
護
学
校
等
の
行
政
機
関
、
企
業
、
医
療
機
関
等
の
関
連
す
る
機
関
の
参
加
を
求
め
、
数
値
目
標
の
 
 

共
有
化
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
等
を
進
め
る
。
 
 

平
成
二
十
三
年
度
の
数
値
目
標
の
設
定
 
 
 

第   

の   

作
成
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
基
本
的
事
項
 
 

に
掲
げ
る
障
害
福
祉
計
画
の
基
本
的
理
念
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
数
値
目
標
の
達
成
に
向
け
て
 
 

頁  



。 

障
害
者
等
の
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
、
地
域
生
活
移
行
や
就
労
支
援
と
い
っ
た
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
た
 
 

め
、
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
必
要
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
見
込
む
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
 
 

の
課
題
に
関
し
、
現
行
の
福
祉
施
設
が
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
体
系
へ
の
移
行
を
完
了
す
る
平
成
二
十
三
年
度
を
目
 
 

標
年
度
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 

）
 
 

一
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
 
 

（
 
 

地
域
生
活
へ
の
移
行
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
時
点
 
（
以
下
 
「
現
時
点
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
に
お
い
て
、
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
 
（
以
下
 
「
施
設
入
所
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
う
ち
、
今
後
 
 

、
自
立
訓
練
事
業
等
を
利
用
し
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
、
一
般
住
宅
等
に
移
行
す
る
者
の
数
を
 
 
 

見
込
み
、
そ
の
上
で
、
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
け
る
地
域
生
活
に
移
行
す
る
者
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
 
 

当
該
数
値
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
の
施
設
入
所
者
数
の
一
割
以
上
が
地
域
生
活
へ
移
行
す
 
 
 

る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
平
成
二
十
三
年
度
末
の
施
設
入
所
者
数
を
現
時
点
の
施
設
入
 
 
 

所
者
数
か
ら
七
％
以
上
削
減
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
 
 

が
望
ま
し
い
。
 
 

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
 
 
 

平
成
二
十
四
年
度
ま
で
に
受
け
入
れ
条
件
が
整
え
ば
退
院
可
能
な
精
神
障
害
者
 
（
以
下
 
「
退
院
可
能
精
神
 
 

障
害
者
」
と
い
う
。
）
 
が
退
院
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
自
立
訓
練
事
業
等
の
必
要
量
を
 
 

七  
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見
込
み
、
平
成
二
十
三
年
度
末
ま
で
の
退
院
可
能
精
神
障
害
者
数
の
減
少
目
標
値
 
（
平
成
十
四
年
度
に
お
け
 
 

る
退
院
可
能
精
神
障
害
者
数
に
基
づ
き
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
定
め
る
数
）
 
を
設
定
す
る
。
こ
れ
と
と
も
 
 

に
、
医
療
計
画
 
（
医
療
法
 
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
 
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
 
 

計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
お
け
る
基
準
病
床
数
の
見
直
し
を
進
め
る
。
 
 
 

福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
 
 
 

福
祉
施
設
の
利
用
者
の
う
ち
、
就
労
移
行
支
援
事
業
等
を
通
じ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
中
に
一
般
就
労
に
 
 

移
行
す
る
者
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
時
点
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
実
 
 

績
の
四
倍
以
上
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
福
祉
施
設
に
お
け
る
就
労
支
援
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
 
 

、
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
現
時
点
の
福
祉
施
設
の
利
用
者
の
う
ち
、
二
割
以
上
の
者
が
就
労
移
行
支
援
事
 
 

業
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
い
て
、
就
労
継
続
支
援
事
業
の
利
用
者
の
う
ち
、
三
 
 

割
は
就
労
継
続
支
援
 
（
A
型
）
 
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
数
値
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
 
 

府
県
の
労
働
担
当
部
局
、
教
育
委
員
会
等
の
教
育
担
当
部
局
、
都
道
府
県
労
働
局
等
の
関
係
機
関
等
と
の
連
 
 

携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
際
、
都
道
府
県
ご
と
に
、
就
労
支
援
の
関
係
者
か
ら
な
る
障
害
者
雇
用
支
援
合
同
会
議
を
設
け
、
障
 
 

害
福
祉
計
画
の
数
値
目
標
の
達
成
に
向
け
た
取
組
の
推
進
等
、
統
一
的
に
施
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
考
え
 
 
 

八  

貢  



3
 
 
 

ら
れ
る
。
 
 

な
お
、
将
来
的
に
は
、
各
都
道
府
県
が
定
め
る
障
害
保
健
福
祉
圏
域
 
（
以
下
 
「
圏
域
」
 
と
い
う
。
）
 
ご
と
 
 
 

に
同
様
の
取
組
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
就
労
支
援
に
つ
い
て
、
障
害
保
健
福
祉
施
策
と
労
働
施
策
の
双
方
か
ら
重
層
 
 
 

的
に
取
り
組
む
た
め
、
都
道
府
県
の
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
及
び
都
道
 
 
 

府
県
労
働
局
と
連
携
し
て
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
の
数
値
目
標
 
 
 

を
設
定
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
の
み
な
ら
ず
、
離
職
者
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
促
す
よ
う
な
 
 
 

支
援
や
、
養
護
学
校
卒
業
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等
、
障
害
者
雇
用
全
体
に
つ
い
て
の
取
組
を
併
せ
て
進
 
 
 

め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
作
成
の
た
め
の
体
制
の
整
備
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
等
を
始
め
幅
広
い
関
係
者
の
参
加
を
求
め
て
意
見
の
集
約
 
 

の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
①
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携
、
②
市
町
村
、
都
道
府
県
 
 

相
互
間
の
連
携
を
図
る
た
め
の
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

）
 
 

一
 
障
害
福
祉
計
画
作
成
重
恩
会
等
の
開
催
 
 

（
 
 

障
害
福
祉
計
画
を
地
域
の
実
情
に
即
し
た
実
効
性
の
あ
る
内
容
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
 
 

九  
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利
用
す
る
障
害
者
等
を
始
め
、
事
業
者
、
雇
用
、
教
育
、
医
療
等
の
幅
広
い
関
係
者
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
 
 

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
う
し
た
幅
広
い
分
野
の
関
係
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
障
害
福
祉
計
画
作
成
 
 

委
員
会
 
（
以
下
 
「
作
成
委
員
会
」
 
と
い
う
。
）
 
等
意
見
集
約
の
場
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
 
 

合
に
お
い
て
、
法
第
八
十
八
条
第
六
項
及
び
第
八
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
障
害
者
基
本
法
第
二
十
六
 
 

条
に
基
づ
く
地
方
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
協
議
会
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
関
係
部
局
相
互
間
の
連
携
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
担
当
部
局
、
保
健
衛
生
担
当
部
局
、
地
域
振
興
担
当
部
局
 
 

、
住
宅
政
策
担
当
部
局
等
の
関
係
部
局
及
び
教
育
委
員
会
等
の
教
育
担
当
部
局
並
び
に
都
道
府
県
労
働
局
等
 
 

の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
作
業
に
取
り
組
む
体
制
を
整
備
し
、
協
力
し
て
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
の
連
携
 
 
 

市
町
村
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
、
法
の
実
施
に
関
し
て
一
義
的
な
責
任
を
負
 
 

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
方
針
を
尊
重
し
っ
つ
、
市
町
村
の
行
う
事
業
が
適
 
 

正
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、
障
害
福
 
 

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
福
祉
施
設
の
整
備
等
に
関
し
て
は
、
広
域
的
調
整
を
図
る
役
割
を
有
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

一
〇
頁
 
 



4
 
 

こ
の
た
め
、
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
間
で
密
接
な
連
携
を
図
 
 
 

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
市
町
村
は
、
都
道
府
県
に
よ
る
広
域
的
調
整
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
都
道
府
 
 
 

県
と
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
障
害
福
祉
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
と
し
て
の
基
本
的
考
え
方
を
示
す
と
と
庵
に
 
 

、
圏
域
を
単
位
と
し
て
広
域
的
な
調
整
を
進
め
る
た
め
に
、
関
係
市
町
村
と
の
協
議
の
場
を
設
け
る
等
、
適
 
 
 

切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

特
に
、
今
回
の
法
の
施
行
に
よ
り
、
従
来
、
都
道
府
県
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
き
た
事
務
の
多
く
が
市
町
 
 
 

村
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
円
滑
な
移
管
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

の
場
合
、
利
用
者
数
が
少
な
い
た
め
に
市
町
村
の
範
囲
を
超
え
た
広
域
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も
想
 
 
 

定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
 
 

、
市
町
村
と
都
道
府
県
と
の
十
分
な
連
携
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

障
害
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
態
及
び
ニ
ー
ズ
の
把
握
 
 
 

障
害
福
祉
サ
」
ビ
ス
の
必
要
な
量
を
見
込
む
等
の
際
は
、
地
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
情
及
び
ニ
ー
ズ
を
 
 

的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
た
め
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
ア
ン
 
 

ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
る
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
な
お
、
ニ
ー
ズ
調
査
に
つ
い
て
 
 

ケ
ー
ト
、
 
 

一
一
貫
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6
 
 
 

5
 
 、 

は
、
郵
送
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
、
障
害
種
別
・
年
齢
別
に
対
象
者
を
選
択
し
て
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
障
害
者
関
係
 
 

団
体
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
様
々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
地
域
の
実
情
、
作
業
日
程
等
を
勘
案
し
っ
つ
、
 
 

適
切
な
方
法
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

事
業
者
の
新
体
系
へ
の
移
行
希
望
の
把
握
 
 
 

法
に
よ
り
従
来
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
系
が
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
体
系
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
都
道
 
 

府
県
が
中
心
と
な
っ
て
、
従
来
の
事
業
者
に
対
し
て
調
査
等
を
行
い
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
体
系
へ
の
移
行
内
容
 
 

移
行
時
期
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
市
町
村
は
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
 
 

協
力
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 
 

区
域
の
設
定
 
 
 

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
 
（
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
下
 
 

同
じ
。
）
 
に
お
い
て
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
 
 

ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
は
指
定
相
談
支
援
 
（
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
 
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
を
定
め
る
単
位
と
な
る
区
域
（
法
第
八
十
九
条
第
二
項
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
各
 
 

都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
適
切
な
範
囲
で
当
該
区
域
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

住
民
の
意
見
の
反
映
 
 
 

一
二
貢
 
 



障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
障
害
者
等
を
含
む
地
域
住
民
 
 

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
作
成
委
員
会
等
の
 
 

設
置
に
際
し
て
、
公
募
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
地
域
住
民
の
参
画
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
活
用
に
よ
 
 

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
、
公
聴
会
 
（
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）
 
の
開
催
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
等
様
 
 

々
な
手
段
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

8
 
他
の
計
画
と
の
関
係
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
障
害
者
計
画
 
（
障
害
者
基
本
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害
者
計
画
及
 
 
 

び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
者
計
画
を
い
う
。
）
、
地
域
福
祉
計
画
 
（
社
会
福
祉
法
 
（
昭
和
二
十
 
 
 

六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
及
び
同
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
 
 
 

道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
を
い
う
。
）
、
医
療
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
障
害
者
 
 

等
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
 
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
い
う
。
以
 
 

下
同
じ
。
）
 
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
 
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
 
 

市
町
村
の
基
本
構
想
に
即
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

二
 
市
町
村
嘩
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項
 
 

市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
事
項
と
 
 

一
三
頁
 
 
 



す
る
。
 
 

1
 
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
及
び
 
 
 

そ
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
 
 

）
 
 

一
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
 
 

（
 
 

平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
 
 

2
 
 

談
支
援
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
必
要
な
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。
 
 
 

そ
の
際
に
は
、
別
表
第
三
を
参
考
と
し
つ
つ
、
支
援
費
制
度
の
利
用
実
績
等
に
関
す
る
分
析
、
障
害
者
等
 
 

の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
意
向
、
事
業
者
の
新
体
系
へ
の
移
行
希
望
等
を
勘
案
し
っ
つ
、
地
域
の
実
情
 
 

を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
行
う
者
の
確
保
に
関
す
る
方
策
を
定
め
る
。
 
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
行
う
意
向
を
有
す
る
事
 
 

業
者
の
把
握
に
努
め
た
上
で
、
広
く
情
報
提
供
を
行
う
等
に
よ
り
多
様
な
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
等
の
 
 

工
夫
を
図
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 

市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 
 

市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
関
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。
 
 
 一

四
頁
 
 



三
 
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項
 
 
 

都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
別
表
第
四
に
掲
げ
る
事
項
 
 
 

と
す
る
。
 
 
 

1
 
区
域
ご
と
の
各
年
度
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
 
 

及
び
そ
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
 
 

）
 
 
 

↑
 
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
 
 

区
域
ご
と
に
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 
 

又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
必
要
な
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。
 
 

そ
の
際
に
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
有
る
数
値
を
区
域
ご
と
に
集
計
し
た
も
の
を
基
本
と
し
て
、
 
 

こ
れ
を
更
に
都
道
府
県
全
域
で
集
計
し
た
結
果
が
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
見
込
み
の
数
値
と
 
 

整
合
性
が
と
れ
る
よ
う
、
 
都
道
府
県
は
、
市
町
村
と
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
従
来
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
未
実
施
で
あ
っ
た
市
町
村
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
や
、
立
ち
 
 

（四）（三）（二）（一）  

実
施
す
る
事
業
の
内
容
 
 

各
年
度
に
お
け
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
量
の
見
込
み
 
 

各
事
業
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
 
 

そ
の
他
実
施
に
必
要
な
事
項
 
 

一
五
貢
 
 
 



3
 
 

2
 
 
 

後
れ
て
い
る
精
神
障
害
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

）
 
 

二
 
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
 
 

（
 
 指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
行
う
者
の
確
保
に
関
す
る
方
策
を
定
め
る
。
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
行
う
意
向
を
有
す
る
事
 
 
 

業
者
の
把
握
に
努
め
た
上
で
、
広
く
情
報
提
供
を
行
う
等
に
よ
り
多
様
な
事
業
者
の
参
入
を
促
進
す
る
等
の
 
 
 

工
夫
を
図
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 
 

各
年
度
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
必
要
入
所
定
員
総
数
 
 
 

平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
（
法
第
二
十
九
条
 
 

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
つ
い
て
は
、
 
 

別
表
第
三
を
参
考
と
し
つ
つ
、
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
の
確
保
又
は
資
質
の
向
上
並
び
に
指
定
障
害
 
 

者
支
援
施
設
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
の
た
め
に
講
ず
る
措
置
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
相
談
支
援
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 
（
以
 
 

下
 
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
提
供
に
当
た
っ
て
基
本
と
な
る
の
は
人
材
で
あ
り
、
国
、
 
 

都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
人
 
 

材
の
養
成
、
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
第
三
者
に
よ
る
評
価
、
障
害
者
等
の
権
利
擁
護
に
向
け
た
取
組
 
 
 

一
六
頁
 
 



人
材
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
サ
史
提
供
に
係
る
責
任
者
及
び
専
門
職
貞
の
養
成
の
み
な
ら
ず
、
サ
ー
 
 

ビ
ス
提
供
に
直
接
必
要
な
担
い
手
の
確
保
を
含
め
、
指
曇
福
苧
ビ
ス
等
に
係
る
人
材
を
質
量
と
も
 
に
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

法
の
下
で
は
、
サ
史
提
供
に
係
る
専
門
職
貞
と
し
て
、
新
た
に
サ
姜
管
理
責
任
者
及
び
相
談
支
 
誓
門
貞
を
、
指
定
障
害
福
芋
ビ
ス
及
び
指
定
相
談
支
援
の
事
業
者
ご
と
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
 
り
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
直
接
の
担
い
手
で
 
ぁ
る
居
宅
介
護
従
業
者
の
養
成
等
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
重
度
訪
問
介
護
従
業
者
養
成
研
修
等
を
実
施
す
る
 
こ
と
と
し
て
い
る
。
 
 

都
道
府
県
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
修
を
計
画
的
に
実
施
し
、
指
曇
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
人
材
の
確
 
 

保
又
は
資
質
の
向
上
に
掌
る
総
合
的
な
施
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
 
は
、
研
修
の
実
施
方
法
、
実
施
回
数
等
を
定
め
た
研
修
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
研
修
受
講
者
の
記
録
 
 
 

等
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
組
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
地
域
の
 
実
情
に
応
じ
、
指
定
障
害
福
芋
ビ
ス
等
の
事
業
者
、
雇
 

用
、
教
育
、
医
療
等
の
関
連
す
る
分
野
の
関
係
者
 
等
を
含
め
た
地
域
自
立
支
援
協
議
会
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
関
係
者
の
連
携
の
↑
、
取
組
を
進
め
る
 
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
係
る
人
材
の
研
修
 
 



）
 
 

▲
 
】
 
 

一
一
 
 

（
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
の
向
上
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
事
業
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
 
 

に
つ
い
て
、
第
三
者
に
よ
る
評
価
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
社
会
福
祉
法
第
七
十
八
条
に
お
い
て
、
社
 
 

会
福
祉
事
業
の
経
営
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
 
 

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
良
質
か
つ
適
切
な
福
祉
サ
ー
 
 

ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
都
道
府
県
は
、
事
 
 

業
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
適
切
な
第
三
者
評
価
が
実
施
で
き
る
よ
う
な
体
制
の
整
備
を
行
い
、
第
三
者
評
価
 
 

の
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 
 

障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
 
 

を
置
く
等
の
必
要
な
体
制
を
整
備
し
、
従
業
者
に
対
し
て
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
 
 

努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

都
道
府
県
や
市
町
村
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
地
域
自
立
支
援
協
議
会
等
の
場
の
活
用
等
に
よ
り
、
福
祉
事
 
 

務
所
、
児
童
相
談
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
及
び
障
害
児
団
体
、
学
校
、
警
察
、
法
務
局
、
 
 

司
法
関
係
者
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
等
か
ら
成
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
障
害
者
等
 
 
 

の
管
理
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
者
に
対
す
る
第
三
者
の
評
価
 
 

一
八
貢
 
 



四
 
そ
の
他
 
 
 

1
 
障
害
福
祉
計
画
の
作
成
の
時
期
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
三
年
間
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
 
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
量
の
見
込
み
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
、
平
成
 
 

十
八
年
度
中
に
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

2
 
障
害
福
祉
計
画
の
期
間
及
び
見
直
し
の
時
期
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
三
年
を
一
期
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
第
二
期
障
害
福
祉
計
画
に
 
 

4
 
 

（四）（三）（二）（一）  

に
対
す
る
虐
待
の
未
然
の
防
止
、
虐
待
が
発
生
し
た
場
合
の
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
、
再
発
の
防
止
等
に
つ
 
 

い
て
定
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
等
虐
待
防
止
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
 
 

る
。
 
 

都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 
 

都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
関
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。
 
 
 

実
施
す
る
事
業
の
内
容
 
 
 

各
年
度
に
お
け
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
量
の
見
込
み
 
 
 

各
事
業
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
僑
 
 
 

そ
の
他
実
施
に
必
要
な
事
項
 
 

一
九
貢
 
 
 



4
 
 

3
 
 
 っ

い
て
は
、
第
一
期
障
害
福
祉
計
画
に
係
る
必
要
な
見
直
し
を
平
成
二
十
年
度
末
ま
で
に
行
っ
た
上
で
、
平
成
 
 

二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
を
期
間
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
達
成
状
況
の
点
検
及
び
評
価
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
の
ほ
か
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
 
 

る
か
、
一
般
就
労
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
る
か
等
の
達
成
状
況
を
点
検
、
評
価
し
、
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
 
 

要
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

障
害
福
祉
計
画
の
公
表
 
 
 

市
町
村
は
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
 
 

す
る
。
ま
た
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
た
際
に
は
、
遅
滞
な
く
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
都
道
 
 

府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
 
 

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

二
〇
頁
 
 



別
表
第
一
 
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
に
関
す
る
数
値
目
標
の
設
定
 
 

事 じ   利 由   の   

業 た 障   用 に 公   事  

者よ共  
のる職  

． 

＝ 項  

，． 
援   

訓 に  事   

練 応   の 経   業   

と 者 る 都   て 二 就   こ 祉 へ   
が の た 道 都  の 十 労 都  と 施 の 都   

で う め 府 道  者 三 移 道  を 設 移 道   

き ち  、県 府  が 年 行 府  目 の 行 府   

る  、平 労 県  公 度 支 県  指 利 等 県   
よ 必 成 働 の  共 に 援 の  す 用 の の   

う 要 二 局 障  職 お 事 障  0 者 目 障   
、な 十 と 害  業 い 業 害   の 標 害   

そ 者 三 連 保  安 て 者 保   う が 保   
のが年携健  、等 健   
受そ度し福  

ち 達 健  

講 
、成 福  

のにて祉  二で祉  

者態お 、担   割き担   
・▼…  

内  

、   上よ部  
のう局  

施局   者 、は  
’ が平 容  

就成福  

莞≡塾 労二祉   
．  移十施  

葦蓋宣誓雲  行三設 支年・の   

訓 般 へ 労  援 度 利   

練 就 の 働  づ を 携 局   事 ま 用   
を 労 移 担  く 希 を と   業 で 者   
受 へ 行 当  り 望 促 連   を に の   
講 移 を 部  を す し 携   利 現 －   
す 行 促．局  行 る  、し   用 在 般   
る す 進 及  う す 平 て   す の 就   
こ る す び   べ 成 る 福 労   

四
 
障
害
者
試
行
雇
用
事
 
 
都
道
府
県
の
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
労
働
局
と
連
携
し
て
、
 
 二

一
頁
 
 
 



五
 
職
場
適
応
援
助
者
に
 
 
 

よ
る
支
援
の
対
象
者
数
 
 

業
の
開
始
者
数
 
 

福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
 
 

い
て
、
障
害
者
試
行
雇
用
事
業
 
（
障
害
者
雇
用
の
経
験
の
無
い
事
業
主
等
に
対
し
 
 

、
障
害
者
雇
用
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
作
 
 

り
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
つ
い
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
 
 

に
移
行
す
る
者
の
う
ち
、
当
該
事
業
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
者
が
活
用
で
き
 
 

る
よ
う
、
そ
の
開
始
者
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
 
 
 

都
道
府
県
の
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
及
び
 
 

都
道
府
県
労
働
局
と
連
携
し
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
す
る
者
の
職
 
 

場
適
応
を
容
易
に
す
る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
職
場
適
応
援
助
者
 
 

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
 
 

号
）
 
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
職
場
適
応
援
助
者
を
い
う
。
 

に
よ
る
支
援
に
つ
い
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
す
る
者
の
う
ち
、
必
 
 

要
な
者
が
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
。
 
 
 

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
末
ま
で
に
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
基
づ
く
職
場
 
 

適
応
援
助
者
助
成
金
の
対
象
と
な
る
職
場
適
応
援
助
者
が
全
国
で
八
百
人
養
成
さ
 
 

れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
に
お
い
て
も
、
障
害
保
健
 
 
 

二
二
頁
 
 



六
 
障
害
者
就
業
・
生
活
 
 
 

支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
 
 
 

支
援
対
象
者
数
等
 
 

福
祉
担
当
部
局
と
も
連
携
し
、
そ
の
計
画
的
な
養
成
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

都
道
府
県
の
労
働
担
当
部
局
及
び
障
害
保
健
福
祉
担
当
部
局
は
、
都
道
府
県
労
 
 

働
局
と
連
携
し
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
し
た
者
の
職
場
定
着
を
図
 
 

る
た
め
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
に
移
行
す
る
 
 

す
べ
て
の
者
が
、
就
労
移
行
支
援
事
業
者
と
連
携
し
た
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
 
 

セ
ン
タ
ー
 
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
よ
る
支
援
を
受
 
 

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
地
域
に
お
 
 

け
る
就
業
面
及
び
生
活
面
に
お
け
る
一
体
的
な
支
援
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
 
 

、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
拡
充
し
、
中
長
期
的
に
は
、
す
べ
て
の
 
 

圏
域
に
一
か
所
ず
つ
設
置
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 
 

二
三
頁
 
 
 



別
表
第
二
 
 

方 込 の 種 又 定   数   画   

策 量 見 類 は 障 各   事                     値 平   

l 

の 込 ご 指 害 年   

確 み と 定 福 度   
保 及 の 相 祉 に   三…  
の び 必 談 サ お   

工百                          自又 二 「・⊥ナ ー   
た そ 要 支1 け   
め の な 援 ビ る   

馳  
の 見 量 の ス 指   の   計   

②  
こ 援 三  

①  値 基 の   び   

量  と   目・本 移 障  特 市   
の 指 と の 年 別 の 各  標 指 行 害  色 町   
確 定  0 種 度 表 必 年  を 針  、者  等 村   
保 障   類 に 第 要 度  設．に 福 に   障   

の 害  ご お  三 な に  定 即 祉 っ   害   

た 福  と け を 量 お  す し 施 い   福   

め 祉   の る 参 の け  る て 設 て   祉   

の サ  
実 市 考 見 る  こ  、の 、   計   

と地利施 0 画  

域用設  に  

の者入 実の所  係 る  

情一者  
■ に般及  内  

応就び  の  

じ労退  根  

てへ院  容  

、の可  

平移能  趣  
ヒユ  

成行精  日  
ヽ  

二等神  

十を障  基  

三進害  
本  

年め者  的  

度るの  理  

にた地  ヽ  

おめ域  

け 、生  
目  

るこ活  
的  

込  る 支 十  
」   

数 の へ  
及  二

四
貢
 
 



五   四   

及 画   の 画   す 支   

び の 市  川寺 の 市   る 援 市   
評達町  事事町  
価成村   間村  項業村   

状 障   及 障   の の   

況 害   び 害   実 地   

の、福   見福   施 域   

点 祉   直 祉   に 生   

検 計   し 計   関 括   

方   ④ ③   ② ①  
、   

法 各  市  込  次 市   

等 年   町  そ 各 み 各 実 の 町   

を 度   村  の 事   年 施 事 村   
定 に   障  他 業   度 す 項 が   
め お   害  実 の  に る を 実   
る け   福  施 見   お 事 定 施   
こ る   祉  に 込  

計  必 量   
け 業 め す   

と 市  る の る る   
0町  画  

村  の  

障  期  

雲巨 Fコ  間  

福  及  

び   

・ 

祉  
＼．．．＿  

計  見  

画  直  

の  し  

達  の  
施  

つ  

成  時  
に  

い  

状  期  

況  を  
関  

を  定  

占  め  

る  
、：■－  

及  ＼ヽ■．．．．．．－  

び  
評  

と  

価  

す  

る  二
五
貢
 
 
 



別
表
第
三
 
 

一
 
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
 
 

二
 
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
 
 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
全
 
 

体
の
見
込
量
 
 
 

型
）
、
就
労
継
続
支
援
 
（
B
型
）
、
療
養
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
 
 

次
の
①
及
び
②
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。
 
 

①
 
支
援
費
制
度
等
に
基
づ
い
て
障
害
者
等
の
支
援
を
行
う
施
設
 
（
以
下
 
「
法
定
 
 
 

施
設
」
 
と
い
う
。
）
 
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
及
び
い
わ
ゆ
る
小
規
模
作
業
所
の
利
 
 
 

用
者
の
合
計
数
を
基
礎
と
し
て
、
近
年
の
利
用
者
数
の
伸
び
、
養
護
学
校
卒
業
 
 
 

者
数
の
今
後
の
見
通
し
等
を
勘
案
し
て
見
込
ん
だ
数
か
ら
、
一
般
就
労
に
移
行
 
 
 

す
る
者
の
見
込
数
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
法
定
外
施
設
 
（
法
定
施
設
 
 
 

以
外
の
施
設
を
い
う
。
）
 
の
利
用
者
見
込
数
を
控
除
し
た
数
 
 

②
 
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
退
院
時
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
日
中
活
 
 
 

（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
 
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
 
（
A
 
 

二
六
頁
 
 



自   自   生  

＿⊥．＿＿   ＿⊥＿   活   

訓   訓   介   

練   練   
護   

／－■■＼  （   

生   機   

活   

訓   訓   

練   
）  

練  
）   

① て   し の   ま る の 、の   
ま 在   動     、次  て 地 現  れ 小 二 区 場 現   
れ の 施 量 の   、域 時  る 規l分 合 時  系   
る 知 設 の（D  量 生 点  者 模 ズ 三 は 点  サ   
も 的 入 見 か  の 活 の  の 作  、以  、の  1   
の 障 所 込 ら  見 へ 身  数 業 近 上 区 法  ビ   

以 害 者 み ③  込 の 体  を 所 年  
）  

分 定  ス   

外 者 の を を  み 移 障  加 の の に 四 施  の   

の 等 地 定 合    え 利 利 該 以 設   利   

も の 域 め 算  
の 施 生 る し  め 数 更  が   

の 設 活  0 た  る 値 生   見   
う 入 へ  数   目 施   込   

ち 所 の  に   標 設  ま  

か 者 移   
、   れ        、の   

ら で 行  平   て新等込歳ち   

、あ の  均   均 用   者  

利 つ 数  的   的 者  の  

用 て 値  な   な 数   数  

者 生 目  サ   サ を   

の 活 標   1   1 基   
ニ 介 を  ビ   ビ 礎   

l護 達  ス   ス と   

ズ 事 成  利   、上区                                                                       利 し   
等 業 で  用   用 て   

を の き  期   期  、   

勘 対 る  間   間 施   象 に 点 所 以   
案 象 よ  を   等 設   者  、の の 上   

し と う  勘   を 入   と い 利 場 （   
て 見  勘 所   見 わ 用 合 入   
見 込 現  し   案 者   込 ゆ 者 は 所   

込
ん
だ
数
 
 

二
七
頁
 
 
 



就
労
移
行
支
援
 
 

次
の
①
か
ら
③
を
合
算
し
た
数
に
、
平
均
的
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
期
間
を
勘
案
し
 
 

て
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。
 
 

①
 
福
祉
施
設
の
利
用
者
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
の
数
値
目
標
が
達
成
で
き
る
よ
 
 
 

ぅ
、
現
時
点
の
福
祉
施
設
の
利
用
者
で
あ
っ
て
生
活
介
護
事
業
の
対
象
と
見
込
 
 
 

ま
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
見
 
 
 

込
ん
だ
数
 
 

②
 
養
護
学
校
卒
業
者
等
新
た
に
就
労
移
行
支
援
事
業
の
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
 
 
 

者
の
数
 
 

③
 
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
退
院
時
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
就
労
移
 
 
 

②
 
地
域
に
お
い
て
親
等
と
暮
ら
す
者
で
あ
っ
て
自
立
生
活
を
希
望
す
る
も
の
の
 
 
 

ぅ
ち
、
生
活
訓
練
事
業
の
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
者
の
数
 
 

③
 
退
院
可
能
精
神
障
害
者
の
う
ち
、
退
院
時
の
ニ
ー
ズ
等
を
勘
案
し
て
生
活
訓
 
 
 

練
事
業
の
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
者
の
数
 
（
精
神
病
院
が
病
床
を
転
換
す
る
こ
 
 
 

と
等
に
よ
り
、
自
立
訓
練
 
（
生
活
訓
練
）
 
事
業
又
は
就
労
移
行
支
援
事
業
と
し
 
 
 

て
、
退
院
可
能
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
居
住
に
係
る
支
援
を
提
供
す
る
場
合
 
 
 

の
対
象
者
を
含
む
。
）
 
 

二
八
貢
 
 



就   就  

労   労   

継   継   

続   続   

支   支   

援   援  

（  （   

B   A   
型   型  
）  ）   

な 工  
）   

の  見 支 護   
場 と る 行  経 貸 設 事 就  対 設 込 援 給 日   

費 の 定 業 労  象 定 み （ 付 中  合 し こ 支   
を 平 に の 継  者 に を A 等 活  の て と 援   
控 均 当 見 続  と 当 定 型 の 動  対  、等 事   
除 額 た 込 支  見 た め ） 対 系  象 退 に 業   
し （  つ 数 援  込 っ る 事 象 サ  者 院 よ の   

て 事 て を 事  ま て  業 者1  を 可 り 対   
支 業 は 控 業  れ は  の と ビ  含 能  

、除の  
、象   

払所  ■●   

うが区し対  

金  竺 成   と ま 体  
害練込  

者（ ま  

に生れ  

対括る  

．  し訓者  

て練の   
、）  

数  

う  居事（  
住業精  

に又神  

係は病  

る就院  

支労が  

続  援移病  

し 、業   を 行 床  
支  て 就 以   提 支 を   

或 にお  （   援  、労 外、   供 援 転   
ご 必 け  A   事  量 継 の   

型   
す 事 換   

と 要 る  業  の 続介   る 業 す   

の
目
標
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

二
九
頁
 
 
 



短   

期   
．出  

入   ＿J フ‾   

療  

介   

所   イ  
護   

サ  

1  

ビ  

ス  

じ 数 新   る 児 用   を 症   

た に た 現   0 を 者 現  勘 者 現   
量  、に 時   対 数 時  案 療 時   
を 障 サ 点   象 の 点  し 養 点   
勘 害1の   と 伸 の  て 等 の   
案 者 ビ 短   し び 児   、給 重   

し 等 ス 期   た 等 量  量 付 症   
て の 利 入   事 を デ  の 事 心   

ニ 用 所   業 勘 イ  見 業 身   
量1が 事   と 案 サ  込 の 障   
の ズ 見 業   の し l  み 対 害   
見 等 込 の   役  、ビ   

込 を ま 利   割 市 ス   
‘ ■  

． 

を 地 の   礎 委  
踏 域 利   と 託  

．   ま 生 用   し 病   

込 害 礎   え 活 者   て 床   

ん 者 と   た 支 数   、を   
だ の し   上 援 を   近 含   

一 数 て   で 事 基   年 む   

人 等  
、   

、業 礎   の   

当 を 利   
量 で  

と   利 ）   

た 勘 用   の 美 し   用 、   
り 案 者   見 施 て   者 進   

利 し 数   込 さ  数 行   

用 見 の   み れ 近   の 性   

畳 込 伸   を る 年   伸 筋   

を ん び   定 障 の   び 萎   

乗 だ  
、   

め 害 利   等 縮   

三
 
共
同
生
活
援
助
、
共
同
生
活
介
護
、
施
設
入
所
支
援
 
 
 

三
〇
貢
 
 



四
 
相
談
支
援
 
 

施
設
入
所
支
援
 
 

合
算
し
た
数
か
ら
、
量
の
見
込
み
を
定
め
る
。
 
 
 

現
時
点
の
施
設
入
所
者
数
を
基
礎
と
し
て
、
施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
 
 

行
の
数
値
目
標
数
を
控
除
し
た
上
で
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
等
で
の
対
応
が
困
難
な
者
の
 
 

利
用
と
い
っ
た
真
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
数
を
加
え
た
数
か
ら
、
量
の
見
込
み
を
 
 

定
め
る
。
 
 
 

な
お
、
当
該
見
込
数
は
、
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
い
て
、
現
時
点
の
施
設
入
 
 

所
者
数
の
七
％
以
上
を
削
減
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
 
 

て
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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所 者   方 込 の 種 又 定  

指  区  

定  の 込 ご 指 害 年   域  

障  の  

害  

福  の指  定   

祉  必定  
】け  

サ  要障  三晶  
l  入害   

支   
援 平   

②  （D  と 定   ⑤  

指  量  区 の び   ○ め 指  

定  施 成   の 指 域 種 平 市   障                            る 定  

障  確 定 及 類 成 町   単 障  害  

害  の 十   保 障 び ご 二 村   位 害  者   

福   必 年   の 害 都 と 十 障   と 福  就   

祉  要 度   た 福 道 の 三  害   な 祉  業  

サ  入 ま   め 祉 府 実 年 ■  

l  所 で   

。 生  

ビ  定の  方l全にに計  域ビ  
ス  策ビ域関お画  をス  
等  一  定又  
に  めは  
従  た指  ン′  

事  場定   

す  1   

る  に 
事   

者  
」  び 福  

及  亀子   主霜主夏誓モ   必 祉 平   
び  援  要 サ 成   業 の 支 援  

相  年   の  な l   

談  量 ビ 十   
趣 種  

度   種  旨 類  
対  

支  に   類  の ス 年   
象  

陵  お   見 又 度   

専  け   と  込 は ま   者 数 等  

ヨ弓  る   の  み 指 で   等 量   

員  指   必  に 定 の   を の  
等  

定   要  つ 相 各   
い 談 年   

定 見  
プ〕  障   な  め 込  

確  害   見  て 支 度   る み   

呆   者   込   、援 及   こ を   

ビ
ス
等
に
従
事
す
る
者
 
 又
は
資
質
の
向
上
の
た
め
に
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
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